
様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

7

食育の推進(高校生の食育推進モ
デル事業)

0 順調

　「高校生の食育推進モデル事業」に係るBDHQ栄養調査報告書
を作成・配布した。
※BDHQ調査とは、通常の食事から習慣的に摂取している栄養素
量を、比較的簡便に調べるものである。

県
（教育庁保健体育課）

6

地産地消に取り組む飲食店等の
拡大

26,236 順調
　「おきなわ食材の店」の新規登録募集を行い、新たに43店舗
を登録した。既登録店舗の閉店等による登録取消もあり、登録
店舗数は令和３年10月時点で327店舗となった。

県
（農林水産部流通・加工推進
課）

5
食育の推進

2,110 順調

　コロナ禍の為、多くの研修会が実施できなかったが、食育の
推進、給食配膳室や教室での衛生管理、アレルギー対応等の内
容について、WEB研修会や資料提供を通して実施した。
　食物アレルギーの対応については、積極的な資料提供を行
い、「学校における食物アレルギー対応の手引」の活用の周知
を行った。

県
（教育庁保健体育課）

○食育の推進

4
食育推進事業

3,509 未着手

　新型コロナウイルス感染症拡大防止（緊急事態宣言等の長期
化）のため、会合や食育体験学習の実施は見送りとなった。
　コロナ禍で食育活動が自粛・制限される中、食育に取り組む
団体の活性化や今後普及啓発に向けて、活動情報や事例を紹介
するハンドブックを配布したほか、食育啓発コンテンツの制作
を行った。

県
関係機関（保健医療部健康長寿課）

3

みんなのヘルスアクション創出
事業

17,700 概ね順調

　アフターコロナを見据えた健康づくりを目指し、ラジオ番組
と連動したイベント（SDGsと健康、マイチャレンジ企画）や動
画コンテンツによる情報発信、交通、店舗での広告、予防めし
カレンダーでの普及啓発を実施した。また、健康経営を推進す
るためのセミナー、食育SATシステムを活用した健康教育を実施
した。

県
（保健医療部健康長寿課）

2
健康増進計画推進事業

23,710 順調
　①健康おきなわ21推進協議会の開催
　②市町村健康増進計画の策定及び推進の支援
　③歯科口腔保健啓発月間における普及啓発事業の実施。

県
市町村（保健医療部健康長寿課）

○健康づくり活動の普及促進　

1
県民健康づくり事業

6,934 順調

　①健康づくり活動の浸透（チャーガンジューおきなわ応援団
の利活用、健康情報提供、地域に応じた健康課題に沿った広
報・啓発等）
　②地域保健及び職域保健関係者との情報交換、地域・職域連
携推進協議会等の開催。

県
市町村

関係団体（保健医療部健康長寿課）

関係部等 保健医療部、教育庁、農林水産部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(1)-ア 沖縄の食や風土に支えられた健康づくりの推進

施策 ①　県民一体となった健康づくり活動の促進

対応する
主な課題

①健康づくりのための取組を効果的に進めるためには、主体となる県民一人ひとりが健康の大切さを自覚し行動することが重要で
あると同時に、社会全体としても健康づくりを支援していくことが必要である。

②沖縄県は、保健医療の向上や県民の努力により、健康の保持増進と平均寿命の延伸を実現し、女性の平均寿命は全国上位を維持
しているが、男性は全国平均を下回る状況となっていることから、平均寿命の延伸並びに健康上の問題がなく日常生活を送れる健
康寿命の延伸につながる総合的な取組を推進することで「健康・長寿おきなわ」の復活を図る必要がある。

③沖縄県では、男女ともに肥満率が高く、メタボリックシンドロームや生活習慣病の増加が懸念されるほか、健康診断の受診率が
低いことなどが課題となっている。

④心疾患や脳血管疾患の年齢調整死亡率の改善幅が全国と比較して小さくなったことや、糖尿病、肝疾患等の20歳から64歳までの
年齢調整死亡率が高くなっていることが、平均寿命の延びを鈍化させている要因である。
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様式２（施策）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　朝食摂取頻度について、性・年齢別に見ると、「ほとんど毎日食べる」人の割合は、男女ともに60代以上で高く、一方で「ほとん
ど毎日食べない」と回答した人の割合は男性の20歳代から40歳代で高くなっている。

担当部課名 保健医療部健康長寿課

31.3%
28年

31.3%
28年

20.0%
未達成

朝食欠食率（30歳代男性）
26.0%

（18年）
31.8%
28年

31.3%
28年

31.3%
28年

状
況
説
明

　本成果指標は厚生労働から5年ごとに公表される「人口動態統計特殊報告」をもとに算出しているため、直近値がH29年に公表され
たH27年の値であり、計画値を達成していない。（次回更新は令和5年3月頃に令和2年の値が公表され次第行う。）

4

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

朝食欠食率（20歳代男性）
29.4%

（18年）
31.3%
28年

31.3%
28年

31.3%
28年

31.3%
28年

31.3%
28年

20.0%
未達成

未達成

担当部課名 保健医療部健康長寿課

265.4
(1.23倍)
H27年

265.4
(1.23倍)
H27年

265.9
未達成

20歳～64歳の年齢調整死亡率
（全死因）（※参考値　全国
比）（女性）

145.2
（1.13倍）
（17年）

129.7
（1.21倍）
H27年

129.7
（1.21倍）
H27年

129.7
（1.21倍）
H27年

状
況
説
明

　成人肥満率について、男性は平成15年度以降悪化し、女性は横ばいとなっていたが、平成28年度の調査結果によると、男女ともに
減少した。特に女性の成人肥満率は大きく改善した。しかし、本県の成人肥満率は男女ともに全国より高くなっている。

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

2

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

20歳～64歳の年齢調整死亡率
（全死因）（※参考値　全国
比）（男性）

323.3
（1.16倍）
（17年）

265.4
(1.23倍)
H27年

265.4
(1.23倍)
H27年

265.4
(1.23倍)
H27年

129.7
（1.21倍）
H27年

129.7
（1.21倍）
H27年

114.3

29.8%
(28年度）

25.0%
未達成

担当部課名 保健医療部健康長寿課

39.9%
(28年度）

25.0%
未達成

成人肥満率
（女性40～60歳代）

36.9%
（15-18年）

29.8%
(28年度）

29.8%
(28年度）

29.8%
(28年度）

29.8%
(28年度）

成人肥満率
（男性20～60歳代）

42.0%
（15-18年）

39.9%
(28年度）

39.9%
(28年度）

39.9%
(28年度）

39.9%
(28年度）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

保健医療部健康長寿課

　県民一人ひとりの健康づくり活動を支援するための体制を整備するため、地域において健康づくり活動を行う団体「チャーガン
ジューおきなわ応援団」の増加を促進するよう取り組んでいる。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

チャーガンジューおきなわ応援
団参加団体数

57団体
（22年）

93.0団体 94.0団体 95.0団体 110.0団体 120.0団体 120団体
達成

担当部課名

状
況
説
明
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

　当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○健康づくり活動の普及促進
・県民健康づくり事業については、職員数や予算規模等の理由などのため、各職場での健康づくりへの取組に差が生じており、県民一体と
なった健康づくりへの障壁となっている。
・健康増進計画推進事業については、健康長寿復活に向けて県民一体となった健康づくり活動を推進するためには、地域レベル、自治体レベ
ルでの取組が重要であるが、健康増進計画未策定自治体については、職員数や予算規模の小さい団体が殆どであることから、計画策定に向け
た検討にとどまり、計画策定に至っていない状況にある。
・みんなのヘルスアクション創出事業については、職場における健康づくりでは、事業所ごとの健康課題の抽出、解決に向けた意識の向上が
必要となる。事業所の代表者が健康経営を実践することを組織内外に発信する「うちなー健康経営宣言」の推進が必要である。事業所への支
援として、健康経営アドバイザーの派遣や、健康教育を行うなど積極的に介入していく必要がある。健康づくりの環境整備を図るため、部局
横断的な取り組みが必要である。

○食育の推進
・食育推進事業については、県内市町村の食育推進計画の策定率が53.7％（41市町村中22市町村）と全国と比較して低い水準となっている。
（令和4年3月末時点）共通の課題に、「人材不足」があり、栄養士など専門職員の不在や知識ノウハウ不足が計画未作成の背景にあると考え
られる。
・地産地消に取り組む飲食店等の拡大については、「おきなわ食材の店」を周知するツールであるガイドブックは紙媒体のため、配布数に限
りがある。
・食育の推進(高校生の食育推進モデル事業)については、高校では学校給食を実施していないため、栄養教諭等の配置がなく、食育は体育科
や家庭科等の関連教科が中心である。そのため、食に関する指導が十分行われていない状況がみられる。

　外部環境の分析
○健康づくり活動の普及促進
・県民健康づくり事業については、米軍統治による食生活の変化や自家用車への過度の依存及びコンビニエンスストアの増加による中食の増
加など、沖縄県民の生活様式（ライフスタイル）の多様化とともに、生活習慣病の原因となる要因が増加している。
・健康増進計画推進事業については、地域、職業、経済力、世帯構成等に起因する生活習慣の差が県民の健康に影響を与えており、県民各人
の健康に格差が生じている。
・みんなのヘルスアクション創出事業については、米軍統治による食生活の変化や車社会への移行など大きな変化に伴い、沖縄県民の生活様
式（ライフスタイル）が多様化している。「健康経営」の考え方が注目され、積極的に取り組む企業が増加しているが、県内で多くを占める
中小零細企業では取り組みの支援が必要である。県内関係機関５者での包括的連携協定により、取り組み体制の強化を図る。

○食育の推進
・食育推進事業については、全国の食育推進計画の策定率が89.3％となっている。（令和3年3月末時点）食育に対する県民の関心は約９割ま
で高まり、全国を上回っているが、個人での具体的な取組は進んでおらず、実践に結びついていない現状がある。
・食育の推進については、厚生労働省の2015年都道府県別平均寿命で、沖縄県は女性が前回調査の３位から７位へ、男性が30位から36位へと
後退した。男性の肥満者の割合は、20代では約２割と全国とほとんど変わらないが、30代では約４割と全国より高く、その後各年代層を通し
て全国より高い。女性は20代で約２割となり全国より高く、その後各年代層を通して全国より高い。
・地産地消に取り組む飲食店等の拡大については、「おきなわ食材の店」の認知度が低い。
・食育の推進(高校生の食育推進モデル事業)については、国の第３次食育推進基本計画では、これから親になる若い世代のを中心とした食育
の推進を重点課題の一つとするとともに、子どもから高齢者に至るまで、生涯を通じた取り組みを目指している。県内の高校生の朝食欠食率
は23.3％(R1)と小中学生に比べて高い。生活習慣の乱れなどが原因の一つとして考えられる。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・成人肥満率（男性20～60歳代）（女性40～60歳代）については、男女とも、脂肪エネルギー比率が目標量以上となっている者が多いことが
成人肥満率が高い要因のひとつと考えられる。令和元年度国民健康・栄養調査結果によると、国民の４人に１人が食習慣・運動習慣を「改善
するつもりはない」と回答している。
・20歳～64歳の年齢調整死亡率（全死因）（※参考値　全国比）（男性）（女性）については、20～64歳のうち複数の年齢階級で男女の虚血
性心疾患、脳内出血、肝疾患等の死亡率が全国の中でも高いほか、悪性新生物のうち、男性の大腸がん、女性の子宮がんの死亡率が全国の中
でも高い。県民の生活習慣の変化や、がん検診受診率・精密検査受診率等が働き盛り世代の死亡率に影響していると考えられる。
・朝食欠食率（20歳代男性）（30歳代男性）については、直近実績値は、H28年県民健康・栄養調査データがベースであるため、現時点では
計画値の達成有無の判断は困難である。（R3年調査実施予定）朝食欠食率の要因として、時間に余裕がない、食欲がないことが大半を占めて
おり、日頃の生活習慣や職場での働き方などが影響していると考えられる。また、朝食の重要性などの食育活動は、家庭や学校だけでなく、
企業や関係団体に対しても普及・啓発を推進する必要がある。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 71.4%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 14.3%
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様式２（施策）

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○健康づくり活動の普及促進
・県民健康づくり事業については、職域保健の推進にあたり、各職場での健康づくりの取組状況に差があることから、職場での健康づくりの
底上げを図るため、関係協議会等において健康づくりに積極的に取り組んでいる職場の事例を共有し、取組みが広がるよう導く。
・健康増進計画推進事業については、健康増進計画未策定自治体に対して、県や各保健所からの計画策定に向けて引き続き指導助言を行うと
ともに、健康増進計画策定済み自治体に対しても、健康増進計画を推進するために必要な支援を継続して行う。さらに、沖縄県健康増進計画
「健康おきなわ２１」の推進、現計画の評価及び次期計画の策定へ向けた取り組みを行うことにより、市町村計画の策定及び事業実施を促す
よう推進する。
・みんなのヘルスアクション創出事業については、健康啓発のイベントのほか、県民が日常生活で継続的に取り組める環境を整備する。
（ウォーキングイベントなど）。また、働き盛り世代の健康づくりの推進に向け、関係機関５者で締結した包括的連携協定に基づき、連携体
制の強化することに加え、健康経営アドバイザー派遣による経済団体への実践支援やセミナーの開催、食育SATシステムを活用した健康教育
の出前講座など、社会環境整備の側面からのアプローチを図る。

○食育の推進
・食育推進事業については、市町村食育推進計画策定率の向上のため、国と連携して、支援必要な地域（北部離島）の実態把握を行い、各地
域に応じた支援を検討する。また、国の補助（消費安全対策交付金交付金）を活用し、地域の食育の推進を図る。さらに、施策展開に必要な
基礎資料として、食育に関する意識調査等を実施し、現状把握や課題を分析するとともに、その結果を沖縄県食育推進計画（第４次）に反映
させることで、本県の特性を活かした食育を総合的に推進していく。
・食育の推進については、朝食摂取率の改善等、実践力の向上を図るには、引き続き副読本の活用や家庭地域との連携の実践例を学校と共有
する。また、引き続き、各種研修会において「学校給食における管理指導の手引」の活用事例を周知し、学校給食への異物混入及び食中毒の
防止を図る。
・地産地消に取り組む飲食店等の拡大については、「おきなわ食材の店」テイクアウト市の開催や「花と食のフェスティバル」への出店な
ど、様々な形で利用客が直接食する機会を創出し、新たな利用客の確保を図るほか、ガイドブック「電子版」を含め、ホームページ等でのＰ
Ｒを強化する。
・食育の推進(高校生の食育推進モデル事業)については、本県高校生の食の実態を把握するとともに、「高校生の食育推進モデル事業」に係
るBDHQ栄養調査報告書や「食に関する指導の手引(第二次改訂版)」を参考に、各学校における食に関する指導の全体計画の作成を促し、計画
的な食に関する指導の充実を図る。

[成果指標]
・成人肥満率（男性20～60歳代）（女性40～60歳代）については、生活習慣改善の知識及び実践方法の普及啓発、並びに食環境整備に努め、
健康・長寿おきなわの推進に取り組む。
・20歳～64歳の年齢調整死亡率（全死因）（※参考値　全国比）（男性）（女性）については、働き盛り世代における生活習慣病を起因とす
る死亡をいかに減少させるかが課題となっている。このため、健康おきなわ２１（第２次）で重点項目としている特定健診・がん検診受診率
の向上、肥満率の減少、多量飲酒対策等の生活習慣病の予防対策に重点的に取り組む。
・朝食欠食率（20歳代男性）（30歳代女性）については、朝食欠食の割合は、高校卒業後、20～29歳にかけて最も高くなっていることから、
就職後の生活習慣を意識して取り組む必要がある。また、働き盛り世代の健康状況に課題があることを考えると、一日の大半を過ごす職場で
の生活習慣を改善することが重要であるため、今後は、健康経営の視点を取り入れた職場における健康づくりを推進するなど、食生活に対し
ての支援を行っていく。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

5

飲酒に伴うリスクに関する知識
の普及

759 順調

　節度ある適度な飲酒量についてのリーフレット等の配付、動
画配信サイトＹｏｕＴｕｂｅにおける動画の公開やコンビニエ
ンスストアにてポップを掲示し、節酒カレンダーアプリの利用
促進を行った。また、働き盛り世代の飲酒習慣の改善を図るた
め、事業所等を対象にした研修会（出前講座）を実施した。

県
市町村（保健医療部健康長寿課）

4

職場の健康力アップ支援体制の
強化

5,301 やや遅れ

　各事業所の健康課題・環境に合わせた実践メニューにより支
援を行った。
　健康経営アドバイザーによる事業所ヒアリングを踏まえた支
援計画の策定から実践・効果検証までの支援を行った。
　また、前年度（令和２年度）に支援した事業所に対して、継
続的な取組となるようフォローアップを行った。

県
企業（保健医療部健康長寿課）

3
健康増進事業等推進事業

49,917 順調

　41市町村が実施する健康増進事業（健康教育、健康相談、健
康診査、訪問指導）に要する費用に対し補助を行った。（負担
割合：国１/３、県１/３、市町村１/３ 、肝炎ウイルス検診の
個別勧奨メニュー実施に伴う検査料金の自己負担相当額につい
ては国10/10補助）

県
市町村（保健医療部健康長寿課）

2
栄養改善対策事業

790 順調

　公益社団法人沖縄県栄養士会へ委託し、地域活動栄養士を対
象とした研修を１回開催した。
　本庁及び各保健所で市町村栄養担当者会議及び研修会は新型
コロナウイルス感染拡大の影響により開催できなかった。

県
市町村（保健医療部健康長寿課）

○生活習慣病予防対策

1
糖尿病予防戦略事業

362 順調

　栄養情報提供店数増加に向けて、全保健所において飲食店へ
の訪問や食品衛生講習会での事業説明等に取り組み、県全体で
は89店となった。
　食生活改善推進員の養成講座は、２市町村で開催され５人が
修了し、全修了者数は2,927人となった。

県
市町村（保健医療部健康長寿課）

関係部等 保健医療部、子ども生活福祉部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(1)-ア 沖縄の食や風土に支えられた健康づくりの推進

施策 ②　生活習慣病等の予防対策の推進

対応する
主な課題

①健康づくりのための取組を効果的に進めるためには、主体となる県民一人ひとりが健康の大切さを自覚し行動することが重要で
あると同時に、社会全体としても健康づくりを支援していくことが必要である。

②沖縄県は、保健医療の向上や県民の努力により、健康の保持増進と平均寿命の延伸を実現し、女性の平均寿命は全国上位を維持
しているが、男性は全国平均を下回る状況となっていることから、平均寿命の延伸並びに健康上の問題がなく日常生活を送れる健
康寿命の延伸につながる総合的な取組を推進することで「健康・長寿おきなわ」の復活を図る必要がある。

③沖縄県では、男女ともに肥満率が高く、メタボリックシンドロームや生活習慣病の増加が懸念されるほか、健康診断の受診率が
低いことなどが課題となっている。

④心疾患や脳血管疾患の年齢調整死亡率の改善幅が全国と比較して小さくなったことや、糖尿病、肝疾患等の20歳から64歳までの
年齢調整死亡率が高くなっていることが、平均寿命の延びを鈍化させている要因である。

⑤要介護認定を受けていない元気な高齢者の割合が全国平均より低いことから、介護予防を効果的に進めていく必要がある。
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○介護予防対策

13
介護予防対策市町村支援事業

8,727 順調
　市町村及び専門職において、介護予防事業が効果的に展開で
きるよう、アドバイザーの派遣、先進的な情報も取り入れた研
修等を実施した。

県
（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

○心の健康づくり

12

休養・こころの健康づくりにつ
いての普及啓発

0 順調
　健康経営セミナー（動画配信）でのメンタルヘルスに関する
普及啓発、健康づくりイベントでのパンフレット配布、ホーム
ページでの情報提供

県
市町村（保健医療部健康長寿課）

○禁煙対策

11
タバコ対策促進事業

13,714 順調

　受動喫煙対策の強化を図る目的で、健康増進法が改正され、
屋内は原則禁煙となったことから、沖縄県禁煙施設認定推進制
度は廃止し、引き続き、健康増進法に基づく受動喫煙対策につ
いて、県民や施設等へテレビCMやリーフレットの配布、食品衛
生講習会等様々な機会を活用し周知を図った。

県
（保健医療部健康長寿課）

10
親子で歯っぴ～プロジェクト

10,999 順調

　第一大臼歯に関する保護者説明用の歯科保健指導資料を作成
し、モデル市の就学時健診にて説明及び配布を行った。歯みが
きカレンダーを作成し、ケアグッズとあわせて家庭での活用促
進を図った。保護者及び児童対象のアンケート調査を実施し、
実態把握を行った。意見徴取等のための委員会等を開催した。

県
（保健医療部健康長寿課）

9
歯科衛生事業

542 大幅遅れ

　保健所担当者会議を開催し、県及び各地区の歯科保健に関連
する課題や対応等について意見交換を行った。
　市町村歯科保健対策調査を実施し、保健所による市町村支援
の基礎資料とした。
　歯と口の健康週間等で啓発活動を行った。

県
市町村（保健医療部健康長寿課）

○歯科保健対策

8
歯科保健推進事業

5,797 大幅遅れ

　各ライフステージに応じた歯科保健対策を推進するため、歯
と口の健康週間や歯がんじゅう月間等における啓発活動、むし
歯予防のためのフッ化物洗口実施支援、歯周病予防のための健
康教育等を実施し、県民の歯科保健意識の向上を図った。

県
市町村（保健医療部健康長寿課）

7
がん検診の精度管理向上

25,986 順調

　生活習慣病検診管理協議会・各分科会を１回開催し、市町村
が実施するがん検診について、評価を行い、検診機関へは専門
的な見地から適切な助言等を行った。
　また、がん症例をデータベースに登録し、罹患率等の実態を
分析し、効果的ながん対策の推進を図った。

県
市町村（保健医療部健康長寿課）

○がん予防対策

6
がん検診等の普及啓発

25,986 順調

　がん検診の受診率向上を図るポスター・チラシ等を作成し、
県民向けイベント、市町村、包括連携協定を活用する等で配布
を行った。また、がん検診の受診率向上を図る動画を作成し、
県民向けイベントで放映するともに、ホームページ等を活用
し、がん検診の普及啓発を図った。

県
市町村（保健医療部健康長寿課）
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

82.0% 82.2% 82.3%

状
況
説
明

　介護認定を受けていない高齢者の割合は、現状値で82.2%と、基準値（平成23年3月末）と比較して0.3ポイント上昇しているほか、
Ｒ３計画値を0.2ポイント上回っている。また、全国の現状値を1.1ポイント上回っており、県の取組に関し一定の成果があったと考
えられる。

状
況
説
明

　喫煙率については、５年毎の沖縄県県民健康・栄養調査により捕捉している。直近平成28年度における男性の喫煙率は18年度基準
値に比べ27.9％と減少(改善)しているものの目標値20.0％に達していない。一方、女性の喫煙率は直近28年度で9.2％と目標値5.0％
に達していないだけでなく、18年度基準値より増加(悪化)しており、男女ともに令和３年度目標達成はできなかった。

5

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

82.2% 82.2% 82.0%
達成

担当部課名 子ども生活福祉部高齢者福祉介護課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

介護認定を受けていない高齢者
の割合

81.9%
（23年）

9.2%
（H28年）

5.0%
未達成

担当部課名 保健医療部健康長寿課

27.9%
（H28年）

27.9%
（H28年）

20.0%
未達成

喫煙率（女性）
7.7%

（H18年）
9.2%

（H28年）
9.2%

（H28年）
9.2%

（H28年）

39.7%
28年

39.7%
28年

39.7%
28年

状
況
説
明

　80歳で20歯以上自分の歯を有する者の割合については、県民健康・栄養調査（口腔内状況調査）で把握しており、5年に1回の実施
であり、直近値は平成28年度の39.7％である。平成23年度の19.1％より増加しているが、全国の51.2%に比べると低い状況である。
（中間評価で目標値30%を達成していたため、目標値を30%→50%へ上方修正している）

4

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

喫煙率（男性）
33.5%

（H18年）
27.9%

（H28年）
27.9%

（H28年）
27.9%

（H28年）

9.2%
（H28年）

状
況
説
明

　本成果指標は厚生労働から5年ごとに公表される「人口動態統計特殊報告」をもとに算出しているため、直近値がH29年に公表され
たH27年の値であり、計画値を達成していない。（次回更新は令和5年3月頃に令和2年の値が公表され次第行う。）

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

39.7%
28年

39.7%
28年

30.0%
達成

担当部課名 保健医療部健康長寿課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

80歳で20歯以上自分の歯を有す
る人の割合

12.9%
（18年）

265.4
(1.23倍)
H27年

129.7
（1.21倍）
H27年

129.7
（1.21倍）
H27年

114.3
未達成

担当部課名 保健医療部健康長寿課

265.4
(1.23倍)
H27年

265.4
(1.23倍)
H27年

265.9
未達成

20歳～64歳の年齢調整死亡率
（全死因）（※参考値　全国
比）（女性）

145.2
（1.13倍）
（17年）

129.7
（1.21倍）
H27年

129.7
（1.21倍）
H27年

129.7
（1.21倍）
H27年

状
況
説
明

　成人肥満率について、男性は平成15年度以降悪化し、女性は横ばいとなっていたが、平成28年度の調査結果によると、男女ともに
減少した。特に女性の成人肥満率は大きく改善した。しかし、本県の成人肥満率は男女ともに全国より高くなっている。

2

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

1

成果指標名 基準値(B)

成人肥満率
（男性20～60歳代）

42.0%
（15-18年）

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

20歳～64歳の年齢調整死亡率
（全死因）（※参考値　全国
比）（男性）

323.3
（1.16倍）
（17年）

265.4
(1.23倍)
H27年

265.4
(1.23倍)
H27年

29.8%
(28年度）

25.0%
未達成

担当部課名 保健医療部健康長寿課

成人肥満率
（女性40～60歳代）

36.9%
（15-18年）

29.8%
(28年度）

29.8%
(28年度）

29.8%
(28年度）

29.8%
(28年度）

39.9%
(28年度）

39.9%
(28年度）

39.9%
(28年度）

25.0%
未達成

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

実績値 目標値 R3年度
達成状況

39.9%
(28年度）

39.9%
(28年度）
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 76.9%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 25.0%

　当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○生活習慣病予防対策
・糖尿病予防戦略事業については、栄養情報提供店が十分に周知されていない。事業登録によるメリットや、登録店の活用方法について十分
な検討を図れていない。
・栄養改善対策事業については、沖縄県には行政栄養士に特化した人材育成マニュアルがないため、専門職としての経験年数や職位に応じた
到達目標等が不明瞭となっている。研修会が単年度計画となっているため、効果的なスキルアップに繋がっていない可能性がある。
・健康増進事業等推進事業については、職員数や予算規模等の理由から、各市町村の実施項目状況に差が生じている。市町村においては効果
的な事業実施のため、住民の疾病状況や健康課題の把握に努めているところである。
・職場の健康力アップ支援体制の強化については、新型コロナ感染症の影響により、対面での直接支援が困難な事例があるため、オンライン
での支援について充実化を図る必要があった。支援前の面談により健康課題を把握し、その健康課題に対して的確な支援メニューを提供す
る。
・飲酒に伴うリスクに関する知識の普及については、アルコール健康障害対策の推進にあたっては、アルコール健康障害（飲酒する本人の健
康障害）の他にも、この障害に関連して生じるアルコール関連問題（飲酒運転、暴力、自殺など）もあることから関係機関が多岐にわたり、
節度ある適度な飲酒量について理解に差がある。

○がん予防対策
・がん検診等の普及啓発については、受診者の利便性向上を図るため、女性のがん検診を県内広域で受診できるよう、乳がん、子宮頸がんの
集合契約締結について引き続き市町村支援を行う必要がある。
・がん検診の精度管理向上については、死亡率減少に効果のある科学的根拠に基づくがん検診を実施するために、保健所と連携し、市町村や
検診機関へ指導、助言等を行う必要があるが、新型コロナウイルス感染症への対応業務が急務となり、保健所においてがん検診に関する市町
村支援の業務が縮小された。

○歯科保健対策
・歯科保健推進事業については、フッ化物洗口の支援や健康教育を行う歯科医師、歯科衛生士のマンパワーに限りがある。
・歯科衛生事業については、保健所においては令和2年度に引き続き令和3年度も新型コロナウイルス感染症対応業務の占める割合が大きく、
歯科保健業務に対応することが難しかった。歯科専門職（歯科医師、歯科衛生士）が未配置の保健所がある。

○禁煙対策
・タバコ対策促進事業については、令和２年４月から改正健康増進法が全面施行され、改正法の内容（喫煙室の基準等）について、県民や施
設からの相談や問合せ等がある。各施設の状況に応じ、必要な指導助言を行う必要がある。

○心の健康づくり
・休養・こころの健康づくりについての普及啓発については、「沖縄県の働き盛り世代に係る健康づくりの推進に向けた包括的連携協定」
（令和3年3月18日締結）を積極的に活用し、保健師や産業医の専門知識を有効活用する。

○介護予防対策
・介護予防対策市町村支援事業については、第８期介護保険事業支援計画（令和３年度～令和５年度）においても地域包括ケアシステムの推
進を基本理念としてかかげ、介護予防の推進が求められている。

　外部環境の分析
○生活習慣病予防対策
・糖尿病予防戦略事業については、令和３年２月に厚生労働省主催の「第1回　自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた
検討会」が開催された。令和３年６月30日に検討会の報告書が作成された。
・栄養改善対策事業については、平成25年３月に「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養食生活の改善の基本指針（行政栄養士
業務指針）」が改訂された。令和元年度末に国が「食べて元気にフレイル予防」のパンフレットを作成した。沖縄県栄養士会がフレイル予防
のためのパンフレットを作成した。
・健康増進事業等推進事業については、地域、職業、経済力、世帯構成等による生活習慣の差が健康格差に影響を及ぼしている。
・職場の健康力アップ支援体制の強化については、沖縄県内でも「健康経営」という考え方はある程度浸透してきたが、実践までには至って
いないことが多い。大規模事業所では、健康づくりの取組を継続できる社内環境を整備しやすいが、中小の事業所では、人員不足資金的制約
などから、健康づくりの取組への着手や継続が難しいと見られる。
・飲酒に伴うリスクに関する知識の普及については、県民の飲酒文化に対する寛容さが不適切な飲酒（未成年者妊産婦の飲酒、多量飲酒）に
対する取組等の妨げとなっている。

○がん予防対策
・がん検診等の普及啓発については、新型コロナウイルス感染症の影響でがん検診の受診控えが懸念される。年齢階級別死亡数について、64
歳以下の占める割合が全国と比較して高くなっている。
・がん検診の精度管理向上については、県内統一のがん検診精密検査結果報告様式を作成したが、精密検査結果報告にシステムを使用してい
る検診機関もあり、システム改修に時間を要する。平成29年４月に情報漏洩防止のためオンラインでがん登録情報を届け出るオンラインシス
テムが構築され、各医療機関でオンラインシステムの利用が開始された。

○歯科保健対策
・歯科保健推進事業については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるフッ化物洗口や歯みがき、健康教育実施の中止。
・歯科衛生事業については、新型コロナウイルス感染症拡大による影響がある。
・親子で歯っぴ～プロジェクトについては、保護者による仕上げみがき実施率は向上しているものの、就学後に急激に実施率が下がる。第一
大臼歯を知らない保護者や児童が多い。

○禁煙対策
・タバコ対策促進事業については、受動喫煙対策の強化を図る目的で健康増進法が改正され、令和２年４月から全面施行となった。改正法に
基づく受動喫煙対策の周知を図ってきたところではあるが、県民等から喫煙室の設備等について疑義のある施設の情報提供がある。喫煙に対
する抵抗感が比較的低くなりやすい加熱式タバコの普及により、喫煙率が下げ止まる恐れがある。
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○心の健康づくり
・休養・こころの健康づくりについての普及啓発については、沖縄労働局が実施した「県内職場におけるメンタルヘルス対策に関するアン
ケート調査(平成29年7月発表)」によると、メンタルヘルス対策を実施している事業所は64.9％、メンタルヘルス不調者がいる事業所は
45.1％となっている。新型コロナウイルス感染症の影響は以前として大きく、社会的経済活動の停滞等により、高齢者から子どもまで全ての
世代でストレスが増加している。

○介護予防対策
・介護予防対策市町村支援事業については、本県においても少子高齢化が進んでおり、とくに2025年以降、後期高齢者の人口増加が加速して
進むことが予想されている。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・成人肥満率（男性20～60歳代）（女性40～60歳代）については、男女とも、脂肪エネルギー比率が目標量以上となっている者が多いことが
成人肥満率が高い要因のひとつと考えられる。また、令和元年度国民健康・栄養調査結果によると、国民の４人に１人が食習慣・運動習慣を
「改善するつもりはない」と回答している。
・20歳～64歳の年齢調整死亡率（全死因）（※参考値　全国比）（男性）（女性）については、20～64歳のうち複数の年齢階級で男女の虚血
性心疾患、脳内出血、肝疾患等の死亡率が全国の中でも高いほか、悪性新生物のうち、男性の大腸がん、女性の子宮がんの死亡率が全国の中
でも高い。県民の生活習慣の変化や、がん検診受診率・精密検査受診率等が働き盛り世代の死亡率に影響していると考えられる。
・喫煙率（男性）（女性）については、これまで主に喫煙者を対象としてタバコの健康影響や禁煙外来に関する普及啓発を行ってきたところ
だが、喫煙可能箇所が依然として多いこと、加熱式タバコの普及により喫煙への抵抗が比較的少なくなってきたことも要因の一つと考えられ
喫煙率の減少には至らず、目標を達成することができなかった。
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○生活習慣病予防対策
・糖尿病予防戦略事業については、国の「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会」の報告結果を踏まえ、栄養情
報提供店の県統一要綱の課題を整理する。
・栄養改善対策事業については、保健所担当者と行政栄養士の人材育成に関する協議の場を設ける。また、市町村担当者や地域活動栄養士等
の資質向上及び栄養業務に関する最新の指針や情報の普及及び理解を深めるため、研修会以外にも担当者会議等での情報提供を図る。令和４
年度からは県内唯一の管理栄養士養成施設から１期生が卒業する予定であり、栄養士管理栄養士の人数が今後も増えていくことから、人材育
成に関する方針等の協議がより必要となる。
・健康増進事業等推進事業については、各市町村における取組の事例を情報提供することで、住民の維持健康に必要な事業実施を確保し、県
民の健康増進の促進へ繋げる。また、健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化等の整備が市町村において進められるよう促すことによ
り、県民の生活習慣の改善及び健康増進を図る市町村事業が効果的に展開するよう導く。
・職場の健康力アップ支援体制の強化については、令和３年３月、沖縄県、沖縄労働局、一般社団法人沖縄県医師会、全国健康保険協会沖縄
支部及び独立行政法人労働者健康安全機構沖縄産業保健総合支援センターの５者において包括的連携協定（５者協定）を締結している。本事
業において連携を推進することにより、働き盛り世代の健康づくりに繋げる実践的な活動を促進する。さらに、過去支援事業所をフォロー
アップすることにより、健康づくりを継続できる体勢の構築を促す。
・飲酒に伴うリスクに関する知識の普及については、各種健康づくり関連月間やイベントにおいて、県民に向けたアルコールに関する正しい
知識の普及啓発を行い、また、節酒カレンダー（紙媒体）及び節酒カレンダーアプリを紹介したチラシを配付するなど、利用促進を行う。働
き盛り世代の飲酒習慣の改善を図るため、事業所等を対象にした研修会（出前講座）を実施する。

○がん予防対策
・がん検診等の普及啓発については、市町村へ、引き続き乳がん検診子宮頸がん検診の集合契約への参加を促す。新型コロナウイルス感染症
流行下においても、オンラインで研修会を開催する等で、受診率向上に効果的な受診勧奨資材や取組等の情報を提供する。若い世代（働き盛
り世代：20歳～64歳）にも分かりやすいがん検診のポスターチラシ等の作成配布やweｂによる動画コンテンツの配信を活用して、引き続き、
がん検診の受診率向上に効果的な取組を実施する。
・がん検診の精度管理向上については、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮した上で、保健所担当者会議を開催し、保健所と連携した市
町村支援の方法を検討し、実施する。精検結果報告様式や精検結果報告ルートについて、全ての市町村及び検診機関で導入されるよう引き続
き推進する。また、システム改修までは必要項目を全て満たす内容であればよいこととする。さらに、全国がん登録やオンラインシステムの
利用方法等に関する医療機関からの照会に随時対応し、ＤＣＯの減少を図る。

○歯科保健対策
・歯科保健推進事業については、Webによる研修会開催や歯科口腔保健推進協議会や保健所による会議等で継続して情報提供を行う。令和3年
度実施した施設の感想等を掲載するなど工夫を凝らした広報募集を行う。また、歯と口の健康週間、歯がんじゅう月間等において、新型コロ
ナウイルス感染症を考慮した啓発を実施する。
・歯科衛生事業については、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、書面やWebによる会議を開催し、各地区の歯科保健状況課題の共
有、意見交換等を行うことで、保健所による市町村支援につなげる。
・親子で歯っぴ～プロジェクトについては、就学後の仕上げみがきの実施率や、第一大臼歯を知っている保護者や児童を増やすため、歯科保
健指導用資料の活用の継続拡大やモデル市での啓発を実施する。

○禁煙対策
・タバコ対策促進事業については、改正法に基づく受動喫煙対策（施設の類型に応じた禁煙措置、施設管理者の責務等）に関して、県民や施
設管理者に対し周知を図るとともに、受動喫煙の防止に関する相談等に対応する。また、将来的な喫煙率の低下を目的に、特に20歳未満や妊
産婦子育て世代などの若年層に対しタバコの健康影響の理解に繋がる普及啓発を強化する。

○心の健康づくり
・休養・こころの健康づくりについての普及啓発については、ホームページやＳＮＳ、動画配信の活用など、コロナ禍でも実施可能な普及啓
発の取組を推進する。

○介護予防対策
・介護予防対策市町村支援事業については、引き続き地域包括支援センター職員等に対する研修等を通して、市町村の介護予防事業の推進を
支援していく。また、市町村とともに、地域包括ケアシステムの構築を担うことが期待される関係団体や多様な専門職、サービス提供事業者
に対して、垣根を越えた人的ネットワーク体制の構築等を推進していく。

[成果指標]
・成人肥満率（男性20～60歳代）（女性40～60歳代）については、生活習慣改善の知識及び実践方法の普及啓発、並びに食環境整備に努め、
健康・長寿おきなわの推進に取り組む。
・20歳～64歳の年齢調整死亡率（全死因）（※参考値　全国比）（男性）（女性）については、働き盛り世代における生活習慣病を起因とす
る死亡をいかに減少させるかが課題となっている。このため、健康おきなわ２１（第２次）で重点項目としている特定健診・がん検診受診率
の向上、肥満率の減少、多量飲酒対策等の生活習慣病の予防対策に重点的に取り組む。
・喫煙率（男性）（女性）については、引き続きタバコの健康影響に関する普及啓発等の取組を行うとともに、令和２年４月の改正健康増進
法施行により学校・病院等、行政機関の庁舎の敷地内禁煙に加え、飲食店や事業所等多数の者が利用する施設での屋内喫煙が原則禁止となる
など受動喫煙対策の取組が強化されたことから、喫煙者以外の一般県民や事業者に対しても法施行の認知向上・普及啓発を行い喫煙環境を減
らしていく取組を強化する。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

7

2020東京オリンピック・パラリ
ンピック選手輩出事業

0 順調
　既存の競技力向上対策事業の「トップレベルの選手育成事
業」において、世界レベルの大会で活躍する県出身トップアス
リートの育成強化を図った。

関係団体
（文化観光スポーツ部スポーツ
振興課）

6
競技力向上対策事業費

59,015 順調

　ｽﾎﾟｰﾂ医・科学を活用したｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（７団体）、県外ﾁｰﾑ
との強化試合（１団体）、小学校から一般までの一貫指導を目
指したｼｽﾃﾑ作り、ｺｰﾁ等招聘（２団体）、各競技団体が主体的に
課題解決に向けた取組を展開する企画提案型競技力向上対策事
業（12団体）等の各種事業を実施した。

県
関係団体（文化観光スポーツ部スポーツ

振興課）

5
沖縄県体育協会活動費補助

78,106 大幅遅れ
　沖縄県スポーツ協会の活動を支援することにより、競技力向
上対策事業、スポーツ少年団育成事業、スポーツ医・科学研究
事業等を実施した。

県
関係団体（文化観光スポーツ部スポーツ

振興課）

○競技スポーツの推進

4
国民体育大会等派遣事業

64,136 大幅遅れ

　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響により、本国体の予選大会である九
州ﾌﾞﾛｯｸ大会の秋季の一部中止、本国体が中止となった。九州ブ
ロック大会では、706人を派遣し14競技、25の代表権を獲得し
た。国体冬季大会に26人派遣した。

県
関係団体（文化観光スポーツ部スポーツ

振興課）

3

地域スポーツ活動・健康力向上
事業

0 順調
　住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境を整備するた
め、県内の総合型地域スポーツクラブが活性化するよう支援を
行う。

県
（文化観光スポーツ部スポーツ
振興課）

2
社会体育活動支援事業

4,127 大幅遅れ

　県立学校体育施設開放のための取組（９校、11団体、10種
目）を実施した。
　スポレク祭の開催に向け、準備を進めていたが、開催直前の
コロナ感染拡大状況により、スポレク祭を中止とした。

県
関係団体（文化観光スポーツ部スポーツ

振興課）

○生涯スポーツの推進　

1
広域スポーツセンター事業

4,294 順調

　幅広い世代の人々が各自の興味関心・競技レベルに合わせて
様々なスポーツに触れる機会を提供する地域密着型のスポーツ
クラブである総合型地域スポーツクラブの設立・運営を支援す
るため、クラブアドバイザーによる助言・指導、県民向け普及
啓発活動を実施した。

県
（文化観光スポーツ部スポーツ
振興課）

関係部等 文化観光スポーツ部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(1)-イ 「スポーツアイランド沖縄」の形成

施策 ①　生涯スポーツ・競技スポーツの振興

対応する
主な課題

①県民の健康の保持増進に向けて、明るく活力に満ちた生きがいのある生涯スポーツ社会を実現することが必要である。

②沖縄県選手の競技力向上を図るために、小学校から社会人までの一貫した指導体制の充実や県外合宿、優秀な指導者の養成・確
保を図るとともに、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に多くの県出身選手が出場できるよう、国際大会等で活躍
できる県内トップアスリートの育成強化を図る必要がある。
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

40位台
45.0位 43.0位 42.0位

状
況
説
明

　令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、第41回国民体育大会九州ブロック大会（福岡県開催）が一部中止となり、
第７６回国民体育大会（三重県開催）が中止となった。

状
況
説
明

　県立社会体育施設の利用者数（奥武山総合運動場のみ）の実績値は約27万人で、コロナによる施設閉鎖や利用制限、またアリーナ
での沖縄県広域ワクチン接種センター開場の影響も有り、計画値は未達成であるが、平均稼働率は64％と例年に近い稼働率で推移し
ており、施設の利用促進が図られている。

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

2

42.0位
R1

42.0位
R1

30位台前
半 未達成

担当部課名 文化観光スポーツ部スポーツ振興課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

国民体育大会総合順位

平均稼働
率：64.0 %
267,379人

平均稼働
率：84%

770,000人
未達成

担当部課名 文化観光スポーツ部スポーツ振興課

県立社会体育施設の利用者数
（奥武山総合運動場のみ）

平均稼働
率：68%

472,000人
（23年）

平均稼働
率：73.0%
647,000人

平均稼働
率：73.0%
646,000人

平均稼働
率：68.0%
587,000人

平均稼働
率：64.0%
172,483人

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

文化観光スポーツ部スポーツ振興課

　令和３年度の成人・週１回以上のスポーツ実施率は58.3％となっており、令和３年度計画値65.0％との比較では6.7ポイント下回
り、達成状況は74.2％に留まっている。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

スポーツ実施率
（成人、週1回以上）

39.0%
（24年）

37.0% 41.4% 58.5% 58.5%
R元

58.3% 65.0%
74.2%

担当部課名

状
況
説
明
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

　当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○生涯スポーツの推進
・広域スポーツセンター事業については、総合型クラブを、地域課題の解決に資する主体として連携活用するための市町村や関係団体等を含
めた環境整備が十分とは言えない状況である。クラブへの助言指導を行う県クラブアドバイザーが定着しなかったことや、コロナの影響によ
り、クラブ訪問がほとんどできなかったこと、登録認証制度の開始に伴う登録申請クラブの促進など、今後の運用体制や関係団体との協働体
制に課題がある。
・社会体育活動支援事業については、スポレク祭の参加者は、第21回（平成30年度）大会で８年ぶりに１万人を突破したものの、近年は９千
人台前半の年が多くほぼ横ばいである。県立学校開放事業は、本事業の趣旨及び内容について県立学校や利用団体となる地域のスポーツ団体
への周知が十分とは言えない状況である。
・地域スポーツ活動・健康力向上事業については、総合型クラブを、地域課題の解決に資する主体として連携活用するための市町村や関係団
体等を含めた環境整備が十分とは言えない状況である。協働して総合型クラブを支援する沖縄県スポーツ協会と取組が重複するなど、県の執
行体制や関係団体との協働体制に課題がある。

○競技スポーツの推進
・国民体育大会等派遣事業については、平成23年度以降の成績は40位台と低迷しており、その要因として、本国体予選である九州ブロック大
会での敗退、団体競技と女子種別の戦力不足、ふるさと選手制度の活用不足、指導者の養成と確保が追いついていないなどが考えられる。
・沖縄県体育協会活動費補助については、競技スポーツを推進するため、国民体育大会における上位入賞者の育成に向けた継続的な強化対策
が必要である。また、県民の健康増進と体力の向上を図り、県民生活を明るく豊かにするため、県民体育大会の開催やスポーツ少年団の育成
を推進する必要がある。
・競技力向上対策事業費については、離島県であるため、県外合宿や指導者の確保にコストがかかる。男女総合成績30位台を達成するため
に、九州ブロック代表権獲得数を増やすとともに、上位で獲得できる種別種目を増やす必要がある。そのためには、少年種別（中高校生）の
強化は特に重要であり継続した選手強化が必要である。また、成年については、「ふるさと選手制度」と「県内大学支援」を活用し得点に貢
献する期待が持てる選手の確保が必要である。
・2020東京オリンピック・パラリンピック選手輩出事業については、より効果的な支援が行えるよう、県内競技団体との密な連携や競技力向
上対策委員会での十分な検討が必要である。

　外部環境の分析
○生涯スポーツの推進
・広域スポーツセンター事業については、県内のほぼ全てのクラブが創設育成期に活用したスポーツ振興くじ助成金について、その助成期間
が過ぎたため、会費や指定管理等の収入が少ないクラブや、クラブのマネジャースタッフ等の人員が十分でないクラブを中心に、活動が十分
に行えない状況である。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、各クラブでスポーツ教室イベント等の縮小中止が生じ、円滑なクラブ運営が
難しい状況である。
・社会体育活動支援事業については、スポレク祭は、コロナ禍の終息までは、感染防止のため開催種目の限定や観客制限等をせざるを得ず、
参加者増を図る取組が行いにくい状況である。県立学校開放事業については、県立学校が部活動及び学校運営やコロナ禍の下での感染防止を
優先し、施設開放に慎重となっている場合がある。
・地域スポーツ活動・健康力向上事業については、会費や指定管理等の収入が少ないクラブや、クラブのマネジャースタッフ等の人員が十分
でないクラブを中心に、活動が十分に行えない状況である。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、各クラブでスポーツ教室イベント等の縮
小中止が生じ、円滑なクラブ運営が難しい状況である。

○競技スポーツの推進
・国民体育大会等派遣事業及び沖縄県体育協会活動費補助については、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種大会の中止や延期が相
次ぎ、スポーツ活動が制限された。
・競技力向上対策事業費については、成年種別においては、他県に在籍する本県出身有望選手に対し「ふるさと選手制度」を活用し、九州ブ
ロック大会や本国体への出場依頼を行っているが、所属先（大学企業等）の了承が得られず、本県代表として大会参加ができない状況があ
る。新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響により、一部各種大会の中止や延期が相次ぎ、ｽﾎﾟｰﾂ活動が制限された。
・2020東京オリンピック・パラリンピック選手輩出事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部県出身トップアスリート
のスポーツ活動が制限された。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・スポーツ実施率（成人、週1回以上）については、スポーツ実施率の向上に向け、今年度も気軽に参加できるスポーツ・レクリエーション
イベントを開催する予定だったが、コロナの影響により開催できなかった。また、地域スポーツの活性化に取り組んでいるが、スポーツをす
る・しないを最終的に決定するのは県民個々人の意思による。
・県立社会体育施設の利用者数（奥武山総合運動場のみ）については、新型コロナウイルスの影響によるイベント等のキャンセルが相次いだ
ことや、緊急事態宣言による施設閉鎖、また感染対策のため、施設利用を制限したことで利用者数が減少した。さらに、アリーナに沖縄県広
域ワクチン接種センターを設置したことにより一定期間、一般利用を停止したため、利用者数が減少した。
・国民体育大会総合順位については、令和３年度は、新型コロナ感染拡大の影響を受け、国民体育大会の中止や県内外の合宿や遠征の中止、
延期があり、一部の選手のスポーツ活動が制限された。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 57.1%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○生涯スポーツの推進
・広域スポーツセンター事業については、クラブの活性化と円滑な運営に資するため、クラブアドバイザーを通して、他クラブの成功事例や
行政連携事例等を含めた助言指導を行う。また、市町村訪問や担当者会議等を通じ、市町村や関係団体等との連携を強化し、総合型クラブが
地域の中で主体的に活動できるよう環境整備を図る。さらに、沖縄県スポーツ協会と支援に関する役割分担や登録認証制度に係る体制を整理
するなど、執行体制及び協働体制の充実を図る。
・社会体育活動支援事業については、スポレク祭は、参加者が増えても三密が避けられる種目別の別日別会場開催を継続するほか、より多く
の種目で開催できるよう参加団体へ感染防止対策に関する情報提供等のサポートを行うなどして、コロナ禍の下での安全な開催と参加者確保
の両立を図る。また、県立学校開放事業は、事業の周知を兼ねた県立学校への意向調査の実施、利用団体となる地域のスポーツ団体への周
知、利用団体と県立学校のマッチング等により開放校の増加を図る。
・地域スポーツ活動・健康力向上事業については、クラブの活性化と円滑な運営に資するため、クラブアドバイザーを通して、他クラブの成
功事例や行政連携事例等を含めた指導助言を行う。市町村訪問や担当者会議等を通じ、市町村や関係団体等との連携を強化し、総合型クラブ
が地域の中で主体的に活動できるよう環境整備を図る。沖縄県スポーツ協会と総合型クラブへの支援に関する役割分担を整理するなど、執行
体制及び協働体制の充実を図る。

○競技スポーツの推進
・国民体育大会等派遣事業については、少年種別に関しては、｢指導者対策事業｣の活用や保健体育課と連携した高校生の競技力向上、成年種
別については、｢国民体育大会選手強化｣や｢ふるさと選手制度活用促進事業｣、｢県内大学支援｣を継続実施する。特に、｢国民体育大会選手強
化｣のﾄｯﾌﾟｺｰﾁ招聘事業と県外ﾁｰﾑ強化試合については､県ｽﾎﾟｰﾂ協会と連携し支援団体を絞り、両種別とも団体競技と女子種別の強化に取組む
ことで本国体への選手派遣人数の増加につなげていく。
・沖縄県体育協会活動費補助については、県民体育大会に関しては、参加者拡大のために広報活動の改善を図る。スポーツ少年団の育成に関
しては、県スポーツ協会と連携し、指導者協議会のあり方の改善や有効な広報活動の工夫に取り組むことで参加者拡大を図る。競技力向上対
策については、競技力向上対策事業において国民体育大会における上位入賞者の育成に向けた継続的な強化対策に取り組むことで成果指標で
ある国民体育大会男女総合順位の改善を図る。
・競技力向上対策事業費については、少年種別に関しては、継続的な強化支援について、中体連や高体連、県教育庁保健体育課と連携を図り
取組みの充実に努める。成年種別については、「ふるさと選手制度活用促進事業」と「県内大学支援」を継続実施し支援を行う。また、「国
民体育大会選手強化」のﾄｯﾌﾟｺｰﾁ招聘事業と県外ﾁｰﾑ強化試合において、本国体の結果をもとに支援団体を絞り込み、両種別とも団体競技と女
子種別の強化に取組ことで、競技団体の競技力向上を支援する。
・2020東京オリンピック・パラリンピック選手輩出事業については、当該事業は終了したが、今後も継続して世界レベルの大会で活躍する県
出身トップアスリートの育成強化を図るため、既存の競技力向上対策事業の「トップレベルの選手育成事業」を拡充強化し、選手のスポーツ
活動を支援していく。

[成果指標]
・スポーツ実施率（成人、週1回以上）については、各地域で様々な世代が多くの種目に取り組むことのできる総合型地域スポーツクラブを
活性化するとともに、親子で参加できる種目や運動習慣のない人・スポーツが苦手な人も気軽に取り組むことができる種目を取り入れたス
ポーツ・レクリエーションイベントを全県的に実施していくことによりスポーツ活動への参加を促していく。また、県立学校体育施設開放事
業についても、制度活用の促進を図る。
・県立社会体育施設の利用者数（奥武山総合運動場のみ）については、施設閉鎖を伴う工事に関しては指定管理者及び競技団体等の施設利用
者と調整し、影響が少ない時期に行うようにする。
・国民体育大会総合順位については、令和４年度第77回国民体育大会へ向け、県スポーツ協会と連携して、これまで行ってきた競技力向上対
策事業と国体競技での実績状況との関連及び各競技団体の実態状況も把握しながらより効果的な事業検証を行っていく。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

文化観光スポーツ部スポーツ振興課

　スポーツキャンプ合宿の誘致・誘客プロモーション等の取組により、スポーツコンベンションの県内参加者数は直近の現状値（令
和元年度）で97,432人となっている。新型コロナウイル感染症の影響により年度末の参加者数が減ったものと推定される。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

スポーツコンベンションの県内
参加者数

66,739人
（22年度）

104,473.0人 122,762.0人 97,432.0人 97,432.0人
R元年度

97,432.0人
R元年度

102,000人
87.0%

担当部課名

状
況
説
明

6

2020東京オリンピック・パラリ
ンピック聖火リレーの推進

127,981 順調
　コロナ禍での直前期の計画変更はあったものの、これまでの
事前準備に基づき、計画どおり実施することができた。

県
市町村

関係団体（文化観光スポーツ部スポーツ
振興課）

5
日本代表強化合宿拠点事業

81,142 順調
　東京2020オリンピック・パラリンピック事前合宿受入やス
ポーツキーパーソンの招聘等、スポーツコンベンションの誘
致・定着に係る取り組みを実施した。

県
関係団体（文化観光スポーツ部スポーツ

振興課）

4

スポーツコミッション沖縄体制
整備事業

30,000 順調
　各種スポーツキャンプ等の誘致・受入を行うワンストップ窓
口として、スポーツコンベンション実施に係る相談対応等の各
種取組を実施した。

県
市町村

関係団体（文化観光スポーツ部スポーツ
振興課）

3

スポーツツーリズム戦略推進事
業

37,676 順調
　スポーツを通した観光誘客を推進するため、県内におけるス
ポーツイベントの創出を図り、定着化、自走化に向け５件の補
助対象事業者に対し、補助を行った。

県
市町村
民間（文化観光スポーツ部スポーツ

振興課）

2
スポーツ観光誘客促進事業

104,780 順調

　沖縄の年間を通じて温暖な気候とスポーツ資源を活用したス
ポーツツーリズムの普及・定着及び観光誘客を促進するため、
スポーツイベント出展、web、メディア等様々な媒体を活用した
プロモーションを実施する。R3年度は、R5年度に開催を控えた
FIBA・W杯誘客に向けたプロモーションを新たな取り組みとして
実施。

県
（文化観光スポーツ部スポーツ
振興課）

○スポーツコンベンションの推進

1

スポーツコンベンション誘致事
業

3,016 概ね順調

　沖縄県でキャンプを実施するプロスポーツチームに対して地
域特産品や花束の贈呈等を行ったほか、ウェルカムボードや横
断幕を制作するなど、県民を挙げてのスポーツコンベンション
受入歓迎の気運醸成を図った。

県
市町村（文化観光スポーツ部スポーツ

振興課）

関係部等 文化観光スポーツ部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(1)-イ 「スポーツアイランド沖縄」の形成

施策 ②　スポーツコンベンションの推進

対応する
主な課題

③県民のスポーツに触れる機会（観る、参加する）の創出のため、スポーツコンベンションの誘致が必要である。

④沖縄のスポーツ環境の認知度を高めるため、効果的な情報発信、チーム・団体の円滑な受入を行うワンストップ機能を持った
「スポーツコミッション沖縄」を強化するとともに、2020年東京オリンピック・パラリンピック大会後も見据え、国内外へ沖縄県
の充実したスポーツ環境の発信や事前合宿の誘致を更に図っていく必要がある。
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○スポーツコンベンションの推進
・スポーツコンベンション誘致事業については、各市町村が主体となって実施している歓迎セレモニーについて、同じカテゴリーのスポーツ
チームに対しても、自治体間によって歓迎ムードの創出に違いが生じている。
・スポーツ観光誘客促進事業については、この10年で沖縄のスポーツ環境が大きく変化する中で、スポーツツーリズムの実態を改めて把握し
て、そのリサーチ結果（エビデンス）に基づいてターゲット層、地域、種目などを明確に定めた上で、プロモーションを実施する必要があ
る。
・スポーツツーリズム戦略推進事業については、平成24年度から令和2年度に支援したイベントのうち、翌年度自走化したイベントは37％で
ある。創出したスポーツイベントの定着自走化を図るためには、安定的な収入や執行体制が必要である。
・スポーツコミッション沖縄体制整備事業については、スポーツキャンプの受入にあたり、施設や競技団体等の関係者へコロナ対策の徹底
等、合宿環境整備を行う必要がある。
・日本代表強化合宿拠点事業については、スポーツ合宿受け入れ時の陽性者発生に備えた医療機関等との連携等の受入体制の強化を図る必要
がある。

　外部環境の分析
○スポーツコンベンションの推進
・スポーツコンベンション誘致事業については、歓迎セレモニーに関して、各市町村にて新コロナウィルス感染症の拡大防止を考慮しながら
実施を要する状況である。
・スポーツ観光誘客促進事業については、コロナ禍において、個人のスポーツ実施形態も変化しており、スポーツ健康×観光といった高付加
価値コンテンツの開発も求められている。
・スポーツツーリズム戦略推進事業については、国際情勢や感染症等に起因する旅行控えやスポーツイベントの中止等により、入域観光客数
に影響がでている。
・スポーツコミッション沖縄体制整備事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により県を跨いだ移動の自粛や、入国制限及び入国
後の隔離期間の設定等が設けられ、海外からの合宿誘致が難しくなっている。
・日本代表強化合宿拠点事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により３密対策等のスポーツ合宿における感染対策の徹底や地域
との交流が制限されている。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・スポーツコンベンションの県内参加者数については、新型コロナ感染症の拡大により、スポーツイベントをはじめとする多くのスポーツコ
ンベンションの実施が縮小されたことによる。

[主な取組]
○スポーツコンベンションの推進
・スポーツコンベンション誘致事業については、スポーツコンベンション誘致受入の県域的な拡大に向けて、スポーツコミッション沖縄を中
心として受入市町村や関係競技団体等と連携し、歓迎セレモニーにおける支援内容や新型コロナウィルス感染症拡大防止を考慮したセレモ
ニー内容等において助言アドバイスを行うことにより、地域の受入ノウハウのレベルの平準化を図る。
・スポーツ観光誘客促進事業については、スポーツツーリズムの実態把握により、誘客ターゲット層を明確に定め、エビデンスに基づいた消
費単価の拡大、長期滞在に向けた取り組みにつなげる必要がある。
・スポーツツーリズム戦略推進事業については、採択事業者に対し、安定的な収入の獲得方法等、アドバイザーによる定着化自走化を目指し
た定期的な支援を行う。また、スポーツイベント情報を多く扱うWEBサイト等を活用し、イベント情報の発信を支援する。さらに、事業者の
イベントによる稼ぐ力を向上させるため、モデル事業の支援に加え付帯事業についても支援を行う。
・スポーツコミッション沖縄体制整備事業については、公共スポーツ施設改善アドバイザー派遣により、県内スポーツ環境を改善するととも
に、スポーツイベントへの出展やキーパーソン招聘など県内市町村を巻き込んだ取り組みにより沖縄県のスポーツ環境について周知を図る。
・日本代表強化合宿拠点事業については、日本等で開催される国際大会等において、沖縄のスポーツ環境等のＰＲツールを活用したＰＲ活動
を行う。また、公共スポーツ施設改善アドバイザー派遣により、県内スポーツ環境を改善するとともに、キーパーソン招聘など県内市町村を
巻き込んだ取り組みにより沖縄県のスポーツ環境について周知を図る。

[成果指標]
・スポーツコンベンションの県内参加者数については、３密回避等の感染拡大防止策の徹底を周知するとともに、県内の感染状況を踏まえ、
合宿やイベント等のスポーツコンベンションを促進していく。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 83.3%
施策推進状況

取組は順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

○スポーツコンベンション施設の整備

6

Ｊリーグ規格スタジアム整備事
業

4,161 順調
　基本計画等で算定した概算事業費、需要予測、運営収支等の
検証等を行った。

県
市町村（文化観光スポーツ部スポーツ

振興課）

5
がんじゅーどー事業

24,624 順調
　宮古管内の高野西里線において、ゴムチップ舗装を0.48km整
備した。

県
（土木建築部道路管理課）

○スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実

4
都市基幹公園等の整備

2,582,153 順調
　スポーツ･レクリエーション活動の場として利用できる場を形
成するため、県営の総合公園、運動公園等において、用地取得
や園路、広場等の公園施設整備を行った。

県
市町村（土木建築部都市公園課）

3
ボート管理運営費

585 順調
　ボート競技の競技力向上に向け、漕艇庫（電気設備、水道、
浄化槽）の維持管理や備品（ボート、櫂（オール）等）の保管
を行い、安全で快適な環境整備を行った。

県
（文化観光スポーツ部スポーツ
振興課）

2
体育施設整備事業費

152,947 順調

　奥武山総合運動場内のスポーツ施設の機能維持のため、水泳
プール照明LED化工事やプール床改修工事、武道館空調冷却塔更
新工事、武道連絡通路の防水工事、直流電源装置・リモートコ
ントローラの修繕、防火シャッターの危害防止装置の取付を
行った。

県
（文化観光スポーツ部スポーツ
振興課）

○社会体育施設の整備

1
社会体育施設管理運営費

182,200 大幅遅れ
　奥武山総合運動場（公の施設）の管理運営を、指定管理者へ
行わせることにより、施設の適正な管理運営を効率的かつ効果
的に行った。

県
（文化観光スポーツ部スポーツ
振興課）

関係部等 文化観光スポーツ部、土木建築部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(1)-イ 「スポーツアイランド沖縄」の形成

施策 ③　スポーツ・レクリエーション環境の整備

対応する
主な課題

①県民の健康の保持増進に向けて、明るく活力に満ちた生きがいのある生涯スポーツ社会を実現することが必要である。

⑤生涯スポーツ・競技スポーツの振興及びスポーツコンベンションを推進するため、様々な機能を有したスポーツ・レクリエー
ション環境の整備、各種スポーツコンベンションに対応した施設の充実を図る必要がある。
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　運動等の目的で利用できる都市公園（運動公園、総合公園等）の面積について、都市基幹公園等の整備により、目標値6.5㎡に対
し、直近の実績値（令和２年度）は6.1㎡となっている。なお、令和３年度実績は6.2㎡となる見込である。

2

6.1㎡
Ｒ2年度

6.5㎡
20.0%

担当部課名 土木建築部都市公園課

運動等の目的で利用できる都市
公園（運動公園、総合公園等）
の面積（１人あたり）

6.0m2
（22年度）

6.1㎡ 6.2㎡ 6.2㎡ 6.1㎡
Ｒ2年度

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

文化観光スポーツ部スポーツ振興課

　県立社会体育施設の利用者数（奥武山総合運動場のみ）の実績値は約27万人で、コロナによる施設閉鎖や利用制限、またアリーナ
での沖縄県広域ワクチン接種センター開場の影響も有り、計画値は未達成であるが、平均稼働率は64％と例年に近い稼働率で推移し
ており、施設の利用促進が図られている。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

県立社会体育施設の利用者数
（奥武山総合運動場のみ）

平均稼働
率：68%

472,000人
（23年）

平均稼働
率：73.0%
647,000人

平均稼働
率：73.0%
646,000人

平均稼働
率：68.0%
587,000人

平均稼働
率：64.0%
172,483人

平均稼働
率：64.0 %
267,379人

平均稼働
率：84%

770,000人
未達成

担当部課名

状
況
説
明
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

　当該施策の推進状況は、「取組は順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○社会体育施設の整備
・社会体育施設管理運営費については、利用者の安全確保を図るため、施設の老朽化等の状況をチェックし、施設の計画的な改修を図るとと
もに、定期的に防災訓練を実施する必要がある。多様な利用状況に対応するため（合宿やプロ野球キャンプ、大会開催等）、指定管理者や関
係団体等との連携を密に図る必要がある。
・体育施設整備事業費については、県立武道館等の体育施設は、劣化状況等を把握し策定した「沖縄県スポーツ施設に係る個別施設計画」に
基づき、計画的効率的に整備することが求められている。
・ボート管理運営費については、老朽化などにより、大規模改修を行うことになれば、多額の経費が必要になる。

○スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実
・都市基幹公園等の整備については、公園整備を行うにあたり公園用地の確保が必要となるが、用地取得や物件補償において、事業への理解
が得られないことや代替地が確保できない等の理由から、地権者等の同意を得るまでに長期間を要している。

○スポーツコンベンション施設の整備
・Ｊリーグ規格スタジアム整備事業については、財源確保に向けて、Jリーグの施設基準を満たす中での整備費の改善策の検討やランニング
コストの改善に向けて試合開催日以外の多目的利用など収益確保策の検討が求められている。整備計画地である奥武山公園は、「都市計画
法」や「都市公園法」の制限があり、要件緩和に向けて、引き続き関係者と調整を行い、今後の取組内容の整理を行う。

　外部環境の分析
○社会体育施設の整備
・社会体育施設管理運営費については、台風等の自然災害や事件事故等に対する利用者の安全確保が図られるよう、危機管理体制を十分に整
える必要がある。新型コロナウイルス感染拡大予防のため、施設利用の制限を余儀なくされた。
・体育施設整備事業費については、県民の健康長寿志向の高まりや、障害者スポーツの取組促進などによる利用者層の変化を見据えながら、
年齢や性別、障害の有無にかかわらず全ての地域住民が楽しく安全にスポーツに親しめるよう施設設備の充実に努める必要がある。
・ボート管理運営費については、台風等の自然災害後は、早期に現場確認を行い早期修繕を行う必要がある。

○スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実
・がんじゅーどー事業については、都道府県別平均寿命の順位で沖縄県は2015年（平成27年）の全国順位が男性36位、女性７位と1985年（昭
和60年）を最後に下がり続けており、健康長寿沖縄のイメージが低下している。

○スポーツコンベンション施設の整備
・Ｊリーグ規格スタジアム整備事業については、FC琉球は2018シーズンＪ３で優勝し、2019シーズンはＪ２昇格に加え、Ｊ１への参加資格と
なるライセンスを取得し、県民のサッカーに対する期待が高まっている。平成30年12月18日付けで県サッカー協会を中心としたサッカー関係
団体、令和２年10月27日付け県サッカー協会よりＪリーグ規格スタジアム整備の早期推進の要請があった。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・県立社会体育施設の利用者数（奥武山総合運動場のみ）については、新型コロナウイルスの影響によるイベント等のキャンセルが相次いだ
ことや、緊急事態宣言による施設閉鎖、また感染対策のため、施設利用を制限したことで利用者数が減少した。また、アリーナに沖縄県広域
ワクチン接種センターを設置したことにより一定期間、一般利用を停止したため、利用者数が減少した。
・運動等の目的で利用できる都市公園（運動公園、総合公園等）の面積（１人あたり）については、公園整備を行うにあたり公園用地の確保
が必要となるが、用地取得や物件補償において、事業への理解が得られないことや代替地が確保できない等の理由から、地権者等の同意を得
るまでに長期間を要している。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 83.3%
施策推進状況

取組は順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○社会体育施設の整備
・社会体育施設管理運営費については、多様な利用状況に対応できるよう、指定管理者や関係団体等との調整を十分に行い、利用者の利便性
向上を図っていく。コロナ禍においても適切に管理運営ができるよう、感染拡大防止対策、感染状況の把握、施設の利用制限の実施について
細かな情報共有を行う。
・体育施設整備事業費については、スポーツ施設では、大勢の汗や体温、気合いや歓声等の熱気により室温が一気に上昇するため、一般的な
換気機能では不十分である。また、体温が上昇したまま大人数が狭い個室で着替えや休憩をする場面がある。コロナ禍を経験し、換気の重要
性が増す中、施設利用に見合う換気設備の強化が必要である。
・ボート管理運営費については、定期点検はもとより、台風等の自然災害後は、早期に現場確認を行い、不具合等の早期発見修復を実施する
等の維持管理を行い、長期的に施設備品が活用できるよう取り組む。

○スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実
・都市基幹公園等の整備については、引き続き公園用地取得に向け、地権者等の同意が得られるよう粘り強く交渉を続けるとともに、市町村
を通じて地元自治会、関係者等の協力を得ながら事業を推進する。また、整備の効果が早期に発現できるよう部分的な供用開始に取り組む。
・がんじゅーどー事業については、県民の健康増進を図るためにもっと周知を行い、利用者を増やす。

○スポーツコンベンション施設の整備
・Ｊリーグ規格スタジアム整備事業については、財源確保に向けて、Jリーグの施設基準を満たす中での整備費の改善策の検討やランニング
コストの改善に向けて試合開催日以外の多目的利用など収益確保策の検討を行う。また経済効果や税収効果等を算出し、スタジアム整備の事
業効果を明らかにしていく。また、技術職員の配置など大規模プロジェクトを推進するための組織体制の確保に向けて取り組み、事業の進捗
管理や法規制の対応協議を効率的に推進する。

[成果指標]
・県立社会体育施設の利用者数（奥武山総合運動場のみ）については、施設閉鎖を伴う工事に関しては指定管理者及び競技団体等の施設利用
者と調整し、影響が少ない時期に行う。
・運動等の目的で利用できる都市公園（運動公園、総合公園等）の面積（１人あたり）については、都市基幹公園等の整備に関して、引き続
き公園用地取得に向け、地権者等の同意が得られるよう粘り強く交渉を続けるとともに、市町村を通じて地元自治会、関係者等の協力を得な
がら事業を推進する。また、整備の効果が早期に発現できるよう部分的な供用開始に取り組む。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

施策展開 2-(2)-ア 母子保健、小児医療対策の充実

施策 ①　子どもや母親の健康の保持・増進

対応する
主な課題

①沖縄県では、乳児死亡率や周産期死亡率は低下傾向にあるものの、低体重児出生率は高い状況にあることから、安心して妊娠・
出産ができる環境を整備し、母子保健の向上を図る必要がある。

②小児救急医療体制については、特定の病院への集中や軽症な患者の受診などにより、医療従事者の負担が大きくなっており、小
児患者の症状に応じて適切に医療機関を受診できる環境整備に取り組む必要がある。

関係部等 保健医療部

0

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

2
周産期保健医療体制整備事業

15,346 大幅遅れ
　県内全分娩に新生児蘇生法を習得した医療従事者が立ち会う
環境を整備するため、新生児蘇生法講習会や、資格取得者に対
してスキルアップ研修会を開催した。

県
（保健医療部地域保健課）

○妊産婦を支える体制づくり　

1
妊婦健康診査支援事業

1,241 概ね順調

　妊婦健診の受診勧奨について、市町村や関係機関へパンフ
レット等を用いて周知を図った。
　県作成の「喫煙妊婦」、「やせ妊婦」への保健指導教材の定
着に向け、研修会等で関係者への周知を図った。

県
市町村（保健医療部地域保健課）

4

生涯を通じた女性の健康支援事
業

2,951 順調

　生涯を通じた女性の健康の保持増進を目的に、妊娠・出産等
女性固有の様々な悩みに対応するため、女性健康支援センター
による４５２件(令和４年３月末)の電話相談等を行った。

県
（保健医療部地域保健課）

3
特定不妊治療費助成

494,553 順調
　不妊に悩む方等に対して医師や助産師による相談支援を行う
ほか、医療保険の適用外となっている特定不妊治療を行った方
の治療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図った。

県
（保健医療部地域保健課）
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

6
先天性代謝異常等検査

63,245 順調

　県内で出生した全ての新生児に対し、先天性代謝異常等検査
を実施したことにより、先天性異常による病気の早期発見・治
療が可能となり、障害の発生、重篤な状態になることを防ぐこ
とができ、乳児死亡数の減少に寄与することができた。

県
（保健医療部地域保健課）

○乳幼児の健康の保持・増進　

5
乳幼児健康診査の充実

2,842 順調

　乳幼児健診を実施する市町村や母子保健関係者に対し、会議
等を通して乳幼児健診の重要性や課題、母子保健を取り巻く現
状等について情報共有し、母子の健康増進について共通認識を
図った。

県
市町村（保健医療部地域保健課）

8
在宅療養を支える環境づくり

2,304 順調

　令和３年度は計12人の在宅療養児に対し、人工呼吸器用外部
バッテリー又は自家発電機の貸与補助を行った。これにより、
在宅で人工呼吸器を装着する児童等の停電時における安全確保
を図ることができた。
（実績値は外部バッテリー又は自家発電機を貸与した実人数）

県
市町村

医療機関（保健医療部地域保健課）

7
こども医療費助成

1,456,167 順調
　こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進するために、市町
村が実施するこども医療費助成事業において、対象経費の２分
の１を補助した。（令和３年度見込：1,605,290件）

県
市町村（保健医療部保健医療総務課）

○小児救急電話相談

10

小児救急電話相談事業(＃８００
０)

28,698 順調

　看護師・医師による子どもの急な病気への電話相談「#8000」
を実施した。
・実施日数365日
・実施時間　平日　19時～翌8時、
　土日休日（年末年始含む）　24時間対応
・令和3年度（13,245件）※1月末時点

県
（保健医療部医療政策課）

9

子どもの心の診療ネットワーク
事業

6,051 概ね順調

　地域の関係機関との連携を図るため、国立病院機構琉球病院
に事業を委託し、以下の取組みを実施。
・子どもの心の診療支援（連携）事業
・子どもの心の診療関係者研修・育成事業
・普及啓発、情報提供事業

県
（保健医療部地域保健課）

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

低体重児出生率（出生百対）
11.2
（22年）

11.1 11.0 11.2 10.9 10.9
R2

9.5
87.2%

担当部課名

状
況
説
明

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

保健医療部地域保健課

　低体重児出生対策として「喫煙妊婦」、「やせ妊婦」への保健指導教材を作成。市町村や産科医療機関での教材の使用及び保健指
導の定着に向け県ホームページへの掲載や周知を行っているが、市町村や産科医療機関における人事異動等により事業の継続が十分
なされていない状況にある。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

3.5
R2

3.8
達成

担当部課名 保健医療部地域保健課

周産期死亡率（出産千対）
4.1

（22年）
3.8 3.4 2.4 3.5

状
況
説
明

　分娩取り扱い施設が減少するなか、様々なリスクを抱える妊婦や長期に入院を要する新生児は増加し、周産期母子医療センターの
医師の負担が過重となっている。また、全国的に医師の診療科や地域偏在の影響で周産期母子医療センターの医師のみでの対応も困
難となっている。

2
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

 当該施策の推進状況は、「概ね順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○妊産婦を支える体制づくり
・妊婦健康診査支援事業については、「喫煙妊婦」、「やせ妊婦」への取り組みに関して、市町村医療機関毎に取組状況の違いがある。市町
村や産科医療機関における人事異動等によって、県作成の「喫煙妊婦」、「やせ妊婦」への保健指導教材の使用が中断される傾向がある。
・周産期保健医療体制整備事業については、県内で高度な周産期医療を担う産科、新生児科、小児科医の限られた人材の勤務環境の改善やス
キルアップへの支援を行うほか、後継者育成について本格的な対策を講じる必要がある。医療的ケアが必要なＮＩＣＵ退院児や家族が、安心
して在宅で療育療養生活を送れる環境を整備するため、中間施設の設置に向けて医療関係者、県の福祉、保健分野が一体となり取り組んでい
る。
・特定不妊治療費助成については、不妊症不育症の治療に当たっては精神的ケアが必要とされることからも不妊不育専門相談センターの設置
を継続する必要がある。また、不妊不育専門相談センターの認知もまだ十分でないことから周知についても継続して取り組む必要がある。県
民に対して不妊不育に関する正しい知識や理解を深めるための取り組みが必要である。
・生涯を通じた女性の健康支援事業については、経済困窮や核家族化を背景に、予期せぬ妊娠又は望まぬ妊娠に悩む女性は少なくないこと、
虐待予防の観点から、女性健康支援センターの積極的な広報、活用促進が求められている。

○乳幼児の健康の保持・増進
・乳幼児健康診査の充実については、乳幼児健診受診対象となる乳幼児やその保護者が参加しやすい環境整備が必要である。未受診者への受
診勧奨の取組みについて、各市町村によって違いがある。
・先天性代謝異常等検査については、沖縄県においては、先天性代謝異常等検査に、１回の検査で20種類以上の病気を、より高い精度で調べ
ることができる技術（タンデムマス法）を用いた検査を、平成26年10月から導入している。令和元年度から甲状腺機能低下症については、こ
れまでの先天性だけでなく、中枢性もスクリーニングできるようFT4検査を開始した。
・こども医療費助成については、令和４年度からの制度拡充を円滑に実施できるよう、引き続き市町村等と連携していく必要がある。
・在宅療養を支える環境づくりについては、非常用電源の機器設置に関しては対応できる事業者が限られていることから、離島地域では事業
者の日程次第で対応が遅れることがある。
・子どもの心の診療ネットワーク事業については、特別支援学級等への入級に際し、診断書の提出を必要とする市町村もあり、医療現場への
負担につながっている。子どもの心の診療に携わる関係者から保健、福祉、教育機関等との積極的な連携を望む声が上がっている。

○小児救急電話相談
・小児救急電話相談事業(＃８０００)については、#8000相談は、平成20年から沖縄県医師会に委託して実施してきたが、相談員となる県内
病院の看護師の確保が困難なため、相談事業を延長することができなかったことから、平成30年度から県医師会に加えて県外コールセンター
の委託も実施している。県外コールセンターの相談員が把握できる県内の医療情報には限界がある。県医師会の相談員の担い手が減ってきて
いる。

　外部環境の分析
○妊産婦を支える体制づくり
・妊婦健康診査支援事業については、母体や胎児の健康確保を図る上で、妊婦の定期健康診査の重要性や必要性について周知を図っている
が、妊婦個人の考えや女性の社会進出に伴う環境の変化（休みがとれない）等により、妊娠届出の遅れや健康診査を受診しない妊婦も見られ
る。
・周産期保健医療体制整備事業については、新型コロナウイルス拡大防止による会議研修会の中止が相次いでいる。公費による14回の妊婦健
診が実施されたものの、依然として未受診のまま出産に至る妊婦がいる。分娩取り扱い医療機関が年々減少している一方で、様々なリスクを
抱える妊婦や、長期的に医療を要する新生児も増加し、周産期母子医療センターの産科、新生児科、小児科医の負担が過重となっている。
・特定不妊治療費助成については、女性の晩婚化等の影響から本事業を必要とする夫婦は多い。
・生涯を通じた女性の健康支援事業については、本県は10代の出産率が全国より高く（H26年度:沖縄県2.6%、全国1.3%）、また公費による14
回の妊婦健診が実施されたものの、未受診のまま出産にいたる妊婦が依然としている。

○乳幼児の健康の保持・増進
・乳幼児健康診査の充実については、県内の乳幼児健診受診率は、各健診(１歳６ヶ月、３歳)ともに全国平均よりも受診率が低い。新型コロ
ナウイルス感染拡大に伴う健診の延期により日程が合わなくなったことや親自身がが受診を控える等の受診抑制の影響が考えられる。
・先天性代謝異常等検査については、近年、医療進歩により希少難治性疾患に対する治療可能な疾患が増えており、先天性代謝異常等検査に
て、発症前の早期発見、早期治療が可能となってきている。検査対象疾患の拡充について、全国でも検討が開始されたところである。
・こども医療費助成については、令和４年度からの制度拡充を円滑に実施し、安定した事業運営を図る必要がある。
・在宅療養を支える環境づくりについては、機器が適切に使用されず、故障状態のまま放置されているケースもある。
・子どもの心の診療ネットワーク事業については、離島圏域においては、特に子どもの発達や心の問題に対応できる医療機関が限られてい
る。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・低体重児出生率（出生百対）については、市町村や産科医療機関において、保健指導が事業として定着しておらず、人事異動等に伴って事
業の継続が十分なされていない状況にある。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 70.0%
施策推進状況 概ね順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 50.0%
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○妊産婦を支える体制づくり
・妊婦健康診査支援事業については、妊娠期に必要な14回の健診全てが公費で受診できる制度となっているため、市町村や関係機関の理解を
深めることで更なる事業活用を図る。妊娠経過に対応し、市町村及び産科医療機関の両方で使えるよう作成した「喫煙妊婦」、「やせ妊婦」
への保健指導教材を引き続き周知し、当該保健指導教材を活用する市町村及び産科医療機関の拡大、保健指導事業の定着を図る。
・周産期保健医療体制整備事業については、安心安全な出産ができるよう、「10代からのライフプランセミナー」において、教職員や市町村
母子保健関係者への思春期教育や早期の妊娠届け出の推進及び妊婦健診受診勧奨と女性健康支援センターの周知を図る。また、周産期空床情
報システムにおいて周産期母子医療センターの空床状況をモニタリングするとともに産科医療機関への周知及び連携を図る。
・特定不妊治療費助成については、不妊不育専門相談センター及び特定不妊治療費助成制度の周知について、引き続きリーフレット、ポス
ター等の媒体を活用し、市町村及び関係機関へ配布することで周知に務める。また、母子保健関係者を対象としたライフプランの研修会等に
おいて、引き続き妊娠適齢期の正しい知識を共有する。
・生涯を通じた女性の健康支援事業については、妊娠に悩む女性の年齢は幅広い事から、各年代に対応した女性健康センターの効果的な周知
方法、広報媒体等を検討する。また、10代に対し、妊娠出産に関する正しい知識を提供する体制をつくる。

○乳幼児の健康の保持・増進
・乳幼児健康診査の充実については、乳幼児健診の際にサポートとなる母子保健推進員へ研修会等を実施し、課題となっていることを共有し
ながら、引き続き親や乳幼児が安心して受診しやすい環境を整備する。また、乳幼児健診の重要性や近況について、母子保健手帳交付時等の
保健指導の際に周知を行う。さらに、乳幼児健診の課題や傾向について、母子保健に関する統計データの提供や行政報告等の機会に、市町村
母子保健関係職員に対し共通理解を図る。
・先天性代謝異常等検査については、全国知事会などを通じて国に対し財政措置を要望していく。熊本県が全国初、令和４年度から検査費用
の一部を公費負担することとなったため、検査費用の一部でも公費負担ができないか検討する。
・こども医療費助成については、令和４年度からの制度拡充を円滑に実施し、安定した事業運営を図るため、引き続き市町村との意見交換を
行っていく。
・在宅療養を支える環境づくりについては、定期的に適切な機器の使用方法等について周知するほか、耐久年数を超過した機器については、
利用者の申請に基づき処分する。また、離島地域において、機器の設置対応ができる事業者を確保する。
・子どもの心の診療ネットワーク事業については、県内の子どもの心の診療体制に関する課題解決に向けた取り組みを推進するため、地域の
医療機関や県の関係部局が参加する『子どもの心の診療ネットワーク会議』を活用し、保健、福祉、教育関係機関等との積極的な連携を図
る。また、県立宮古八重山病院における児童精神科領域の診療体制強化に向けて、県病院事業局との調整を進める。

○小児救急電話相談
・小児救急電話相談事業(＃８０００)については、HPやマグネット等の配布を通して県民への#8000のPRを行っていく。また、相談員（看護
師）の人材確保については引き続き取り組んでいく。

[成果指標]
・低体重児出生率（出生百対）については、県作成の「喫煙妊婦」、「やせ妊婦」への保健指導教材の特徴を周知し、当該保健指導教材を活
用する市町村及び産科医療機関の拡大、保健指導事業の定着を図る。
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

施策展開 2-(2)-イ 地域における子育て支援の充実

施策 ①　地域における子育て支援及び支援体制の充実

対応する
主な課題

①沖縄県は、保育所入所待機児童が全国と比べて多く待機率が高いことから、保育所整備や認可外保育施設の認可化促進、保育士
の確保等により、潜在的待機児童も含めた待機児童の解消を図る必要がある。

②沖縄県は、全国と比べ民立民営の放課後児童クラブが多く、保育料が高いなどの課題があることから、利用者の負担軽減を図る
必要がある。また、登録を希望する全ての児童が入所できるよう放課後児童クラブの設置促進を図る必要がある。

③歴史的背景から公立幼稚園のほとんどが小学校に併設され、５歳児の公立幼稚園就園率が高く、午後の保育に欠ける幼稚園児が
多いことから、預かり保育の拡充が必要とされている。

④安心して子育てと仕事の両立ができるよう、保育所、認可外保育施設及び放課後児童クラブ等における保育の質の向上と多様な
ニーズに対応した保育サービスの充実を図る必要がある。

関係部等 子ども生活福祉部、教育庁、商工労働部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

2
待機児童解消のための支援

1,240,038 概ね順調
　待機児童の解消に向けて、「黄金っ子応援プラン」に基づ
き、保育所等の整備や認可外保育施設の認可化促進、保育士の
確保等に取り組んだ。

県
市町村（子ども生活福祉部子育て支援

課）

○新たな子育て支援

1
放課後児童クラブへの支援

2,456,055 順調

　公的施設活用クラブの新規設置については、７市町村10施設
に対し整備支援を行うとともに、コーディネーターを配置し、
市町村支援を行った。
　また、クラブに対する運営費等の支援について、補助事業に
関する説明会の開催や適宜の情報発信により、円滑な実施が行
われるよう情報共有を行った。

県
市町村（子ども生活福祉部子育て支援

課）

4
公立幼稚園の預かり保育の実施

0 順調
　預かり保育に係る実態調査等を通して実態を把握した。ま
た、研修会等を通して、預かり保育の活動計画の作成を促すと
ともに、職員の資質向上と預かり保育の質の向上を図った。

県
市町村（教育庁義務教育課）

○多様なニーズに対応した子育て支援

3

多様な子育て支援体制確保のた
めの支援

3,120,874 順調

　多様なニーズに対応した子育て支援の充実を図るため、市町
村が実施する延長保育事業、病児保育事業等に対して助成し
た。延長保育事業は599か所での実施となった。病児保育事業
は、27か所での実施、地域子育て支援拠点事業は、97か所での
実施となった。

県
市町村（子ども生活福祉部子育て支援

課）

○仕事と家庭の両立支援

6

ワーク・ライフ・バランス推進
事業 5,895 順調

　ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発を目的とした経営者
向けセミナーを４回開催するとともに、企業19社へアドバイ
ザー（専門家）を派遣し、ワーク・ライフ・バランスの取組を
支援した。また、九州・山口各県と連携し、好事例を集めたWeb
サイトを作成し、周知した。

県
（商工労働部労働政策課）

5

子育て支援推進

44,931 概ね順調
　計画値29園に対し、22園の私立幼稚園等に平日や休業日の預
かり保育や保護者向けの講演会等の子育て支援推進事業を支援
した。

県（子ども生活福祉部子育て支援
課）
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

公的施設等放課後児童クラブ新
規設置数

11か所
（24年）

13か所 12か所 14か所 24か所 15か所 10か所
達成

担当部課名

状
況
説
明

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部子育て支援課

　令和３年度に新規設置された公的施設等放課後児童クラブ数は、小学校内の専用施設が４、学校の余裕教室が２、公的施設・公有
地専用施設等が３、保育園・認定子ども園が６で合計15か所となり、目標値の10か所を上回った。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

9,397円
9,000円未

満 80.2%

担当部課名 子ども生活福祉部子育て支援課

放課後児童クラブ平均月額利用
料

11,000円
（22年）

9,199円 9,169円 9,161円 9,239円

状
況
説
明

　市町村が行う公的施設活用クラブの施設整備や運営費等に対する支援を進めたものの、令和３年度の平均月額利用料は、前年度の
9,239円を上回る9,397円となった。

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

2

21,968人 23,080人
21,000人以

上 達成

担当部課名 子ども生活福祉部子育て支援課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

放課後児童クラブ登録児童数
10,804人
(23年)

17,450人 19,324人 20,961人

状
況
説
明

　市町村と連携し、公的施設を活用した放課後児童クラブを設置するとともに、クラブに対する運営費等の支援を行った結果、令和
３年５月１日現在の放課後児童クラブは、28市町村558クラブ（26クラブ増）、登録児童数は23,080人（1,112人増）となっており、
計画値と比較して順調に推移している。

4

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

3,197人 2,581人
０人
（維持） 71.3%

担当部課名 子ども生活福祉部子育て支援課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

保育所入所待機児童数（顕在・
潜在）

9,000人
(23年)

3,834人 3,459人 3,260人

状
況
説
明

　平成29年度末までの待機児童解消を図るため、「黄金っ子応援プラン」に基づき、平成27年度からの３年間で建設中を含め約１万
８千人分の保育所等の整備を行った。また、第２期黄金っ子（くがにっこ）応援プランに基づき、令和３年度末までの待機児童解消
に向け、令和３年度末までに66,865人の保育定員を確保することとしており、令和３年度は66,448人の保育定員の確保に取り組ん
だ。

担当部課名 教育庁義務教育課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

預かり保育実施率（公立幼稚
園）

62.1%
（22年度）

86.1% 85.3% 85.7%

状
況
説
明

　公立幼稚園から認定こども園への移行が進み、改善されつつあるが、沖縄県は５歳児の公立幼稚園就園率が高く、午後の保育に欠
ける幼稚園児が多い。そのため、預かり保育が必要とされており、令和３年度は計画値を上回る82.5％の公立幼稚園で預かり保育が
実施された。

5

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

84.3% 82.5% 80.0%
達成
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

　当該施策の推進状況は、「概ね順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○新たな子育て支援
・放課後児童クラブへの支援については、公的施設活用クラブの設置促進を図っているものの、民間施設利用クラブの増加が上回ることか
ら、平均としての月額利用料の改善が見えにくい状況にある。
・待機児童解消のための支援については、設計調整の遅れや関係機関との調整遅れにより、施設整備の進捗が遅れたことから、市町村との連
携をより一層密にし、施設整備の着実な実施に取り組む必要がある。幼児教育・保育無償化の影響等による潜在需要の掘り起こし等による保
育ニーズの高まり等を受け令和３年度末までに待機児童の解消を図るよう計画の見直しを行ったことから、引き続き保育士の確保が必要であ
る。

○多様なニーズに対応した子育て支援
・多様な子育て支援体制確保のための支援については、年度当初に前年度実施した事業の実績報告の取りまとめを行い、補助金を確定してい
るが、市町村からの実績報告の提出の遅れや報告内容の誤りにより確定までに多くの時間を要しており、事業の円滑な実施に支障が生じてい
る。
・公立幼稚園の預かり保育の実施については、国実態調査から、預かり保育担当者は、ほぼ臨時的任用又は非常勤職員で運営されていること
が明らかとなった。預かり保育の実施については、市町村によって実施時間、利用人数、担当職員の配置等に課題を抱えているところがあ
る。
・子育て支援推進については、預かり保育の実施体制（開設時間、担当者数）を充実させることにより補助単価が加算されるが、基礎単価の
み適用される実施体制となっている園がある。

○仕事と家庭の両立支援
・ワーク・ライフ・バランス推進事業については、令和元年度の県の調査によると、ワークライフバランスに取り組む課題として、「休む人
が増えて逆に忙しくなる」、「代替要員の確保が困難」と答えた企業が50.8％あった。平成30年度の沖縄総合事務局の調査によると、労働生
産性について沖縄県は379万8千円と全国の70.8％に留まっている。

　外部環境の分析
○新たな子育て支援
・放課後児童クラブへの支援については、令和３年度の放課後児童クラブの平均月額利用料が、令和２年度の9,239円を上回る9,397円と高止
まりの状況となった。
・待機児童解消のための支援については、認可外保育施設の認可化に当たっては、地域住民の多様なニーズを把握した上で、計画的に、その
地域に最もふさわしい子育て支援を実施するよう取り組む必要がある。

○多様なニーズに対応した子育て支援
・多様な子育て支援体制確保のための支援については、子育て世帯の多様なニーズに対応するため、地域子ども子育て支援事業において、国
交付要綱の改正により補助単価の増額や新たな補助メニューの創設等拡充されている。
・公立幼稚園の預かり保育の実施については、内閣府が所管する幼保連携型認定こども園へ移行することで、預かり保育の対応が可能となっ
てきた。
・子育て支援推進については、子ども子育て支援新制度の施行に伴い、新制度移行園は原則市町村が実施主体である一時預かり事業を活用す
ることとなっている。しかし、市町村事業の実施要件を満たさない場合や、一時預かり事業を実施していない市町村がある。

○仕事と家庭の両立支援
・ワーク・ライフ・バランス推進事業については、令和元年度より、年次有給休暇の確実な取得、時間外労働の上限規制、不合理な待遇差の
禁止といった働き方改革関連法が順次施行されるとともに、令和４年度より、男性の育児休業取得促進に係る改正法が順次施行され、企業の
対応が求められている。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・放課後児童クラブ平均月額利用料については、前年度に引き続き、県内平均利用料を上回るクラブの新規設置等の影響と考えられるほか、
放課後児童支援員の処遇改善に伴う人件費上昇など全体的な運営費の高止まり傾向によるものと考えられる。なお、厚生労働省調査では、全
国の平均月額利用料8,000円以上の割合が、29.6％（R2）から30.2％（R3）へと微増しており、全国でも同様の傾向にあることがうかがえ
る。
・保育所入所待機児童数（顕在・潜在）については、潜在需要の掘り起こし等により保育ニーズが高まっていることがうかがえる。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 66.7%
施策推進状況 概ね順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 60.0%
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○新たな子育て支援
・放課後児童クラブへの支援については、令和４年度からの放課後児童クラブ支援強化事業（後継事業）において、新規補助メニューとして
「賃借料支援」を創設し、放課後児童クラブへの家賃補助を通じた利用料低減を進めていく。
・待機児童解消のための支援については、保育士の魅力発信や処遇・労働環境の改善、潜在保育士の復職支援等により、保育士の確保、定着
に取り組む。また、保育士・保育所総合支援センターを活用し、運営費支援を実施する認可外保育施設に対して個別指導を強化し、施設毎の
個別の課題をより確実に把握し、早期の認可化移行の実現に取り組むとともに、県・市町村センターの三者での連携をより一層密にし、計画
的な施設整備を行う。

○多様なニーズに対応した子育て支援
・多様な子育て支援体制確保のための支援については、事業の実施状況について市町村から中間報告を求め、適切に進捗管理を行う。また、
市町村説明会等を通して、子ども子育て支援新制度ならびに事業実施要綱及び交付要綱の内容等について周知する。さらに、補助単価の拡充
や新たな補助メニューについて、各事業の内容や実施施設について子育て世帯へ適切に周知する。
・公立幼稚園の預かり保育の実施については、市町村教育委員会幼児教育担当者等を通じて、市町村担当者や園長等に預かり保育の活動計画
の作成を促す。教育課程研究として取り組んだ成果と課題をまとめた報告書を全県で共有できるように配布する。
・子育て支援推進については、保護者の預かり保育に係るニーズ把握を通した実施体制の充実が図られるよう促す。また、市町村事業の実施
要件及び基準を満たすための具体的な計画等を策定し、一定期間内に市町村の事業により実施できる体制が整備されるよう事業者に促すとと
もに、一時預かり事業を実施していない市町村に対しては実施に向けた検討を促す。

○仕事と家庭の両立支援
・ワーク・ライフ・バランス推進事業については、ワークライフバランスに取り組む企業を増やすため、県内の経済団体等を含む新たな事業
推進主体を設立し、生産性向上とワークライフバランスの推進との両立等の課題を事業推進主体の構成員間で共有したうえで、意見交換等を
行う。

[成果指標]
・放課後児童クラブ平均月額利用料については、放課後児童クラブの利用料が高止まりの状況にあることから、令和４年度からの放課後児童
クラブ支援強化事業（後継事業）において、新規補助メニューとして「賃借料支援」を創設し、放課後児童クラブへの家賃補助を通じた利用
料低減を進めていく。
・保育所入所待機児童数（顕在・潜在）については、保育ニーズの高まりを受け、令和２年度から６年度を計画期間とする第２期黄金っ子
（くがにっこ）応援プランの策定し、各市町村における「量の見込み」、「提供体制の確保方策」等を作成したところである。また、平成30
年度に設置した「沖縄県待機児童対策協議会」を活用し、引き続き市町村と連携して、待機児童の解消に取り組む。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

施策展開 2-(2)-ウ 子ども・若者の育成支援

施策 ①　子ども・若者の支援に向けた環境づくり

対応する
主な課題

①子ども・若者をめぐる環境が悪化し、ニート、ひきこもり、不登校など子供・若者が抱える問題が深刻化してきていることか
ら、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者を総合的に支援する体制を整備する必要がある。

②夜型社会、飲酒に寛容、他人の子どもに無関心などの地域社会の問題、親子関係の希薄化等から少年非行の低年齢化が課題と
なっていることから、青少年が健全に成長できる環境を整備する必要がある。

関係部等 子ども生活福祉部、教育庁、保健医療部、商工労働部、警察本部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

2
内閣府青年国際交流事業派遣

0 未着手 　新型コロナウイルス感染症の影響で事業中止となった。 県
（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

○子どもの多様な居場所づくり

1
青少年交流体験事業

715 大幅遅れ

　令和３年度は新型コロナ感染拡大防止の観点から、九州・兵
庫とも県外派遣は行わず、県内での宿泊研修に変更し、県外と
のオンライン交流を行った（兵庫は感染状況の悪化で宿泊は中
止し、オンライン交流のみ）。35人の児童が交流事業へ参加
し、イベントを通じて協調性やコミュニケーション力を育成し
た。

県
（公社）沖
縄県青少年
育成県民会

議

（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

4

地域学校協働活動推進事業(学
校・家庭・地域の連携協力推進
事業) 44,776 やや遅れ

　21市町村において、地域人材を活用した授業の補佐やクラブ
活動支援、登下校の見守り、環境美化、体験交流活動などが実
施された。
　地域コーディネーターについては、198人配置した。県は研修
会を通して事業関係者の資質向上を図ると共に、21市町村に補
助金を交付した。

県
市町村

（教育庁生涯学習振興課）

3

放課後や週末等の児童生徒の安
全・安心な活動拠点支援(放課後
子ども教室) 16,987 大幅遅れ

　県内の20市町村で放課後等における子どもたちの安全・安心
な活動拠点支援活動が行われた。各教室では、学習支援活動、
スポーツ活動、体験活動等様々なプログラムが展開された。
　県は研修会等を通して、放課後子ども教室関係者の資質向上
を図るとともに20市町村に補助金の交付を行った。

県
市町村

（教育庁生涯学習振興課）

6
ひきこもり対策推進事業

11,499 順調
　ひきこもり状態にある者やその家族への支援を行うため、関
係機関で構成する連絡協議会を本島、離島合わせて3回開催し
た。

県
（保健医療部地域保健課）

○支援ネットワークの構築

5
子ども・若者育成支援事業

51,444 順調

　子若協議会を開催し、関係機関の取組について共有を図っ
た。また、新たに名護市に子若センターを設置して、社会生活
を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者からの様々な相
談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言
を行った。

県
市町村（子ども生活福祉部青少年・子

ども家庭課）

7
若年無業者職業基礎訓練事業

20,990 順調

　若年無業者の状態にある15歳以上39歳以下の者に就労及び公
共職業訓練等への移行を促進し、無業者状態からの改善・自立
を図るため、基礎的な職業訓練を６回実施して52人が受講し
た。

県
（商工労働部労働政策課）
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8

教育相談・就学支援員配置事業
（県立高校）

28,924 順調

　県立高等学校における不登校やひきこもりなどの生徒を支援
するため、27校へ公認心理士や社会福祉士等の資格をもった就
学支援員を学校へ配置し、家庭訪問等の実施によるカウンセリ
ングを行った。

県
（教育庁県立学校教育課）

10

スクールカウンセラーの配置(小
中学校)

128,134 順調

　いじめ、不登校、問題行動の未然防止、早期発見及び早期対
応のためのスクールカウンセラー等を公立小中学校（400校）に
配置して子ども達の心の相談、保護者や教職員の相談にあたっ
た。

県
（教育庁義務教育課）

9

スクールカウンセラー配置事業
(県立高校)

31,564 順調
　スクールカウンセラー等を高校56校に配置し、生徒の不登校
やいじめ等の問題行動等に対し、当該生徒、保護者や教職員へ
の助言・援助を行った。

県
（教育庁県立学校教育課）

12
小中アシスト相談員事業

115,598 順調

　小中アシスト相談員を教育事務所に設置し、学校区、市町村
の巡回支援を行う等、不登校、いじめ、問題行動等に問題を抱
える学校へ集中支援を行った。
　配置箇所：国頭６人、中頭17人、那覇15人、島尻９人、宮古
３人、八重山３人を配置

県
（教育庁義務教育課）

11

スクールソーシャルワーカーの
配置(小中学校)

107,855 概ね順調

　スクールソーシャルワーカー（21人）を県内６教育事務所へ
配置し、社会福祉等の専門的な知識・技能を用いて関係諸機関
とつなぎ、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を
行った。

県
（教育庁義務教育課）

14
青少年健全育成事業

143,172 順調

　安全学習支援隊を中心とし、各警察署においても保育園児か
ら高校生まで幅広く非行防止教室を実施し、規範意識の醸成、
非行の低年齢化の防止対策を実施した。また、学校関係者、保
護者に対する講話を積極的に実施し、非行少年を生まない社会
づくりを推進した。

県
（警察本部生活安全部少年課）

○非行少年を生まない社会づくり

13
青少年健全育成推進事業

7,670 大幅遅れ

　「青少年の深夜はいかい防止」及び「二十歳未満者の飲酒防
止」を図ることを目的として、７月１日から８月31日までの
間、各市町村単位での住民大会の開催、街頭パレード及び街頭
パトロールなど住民参加型の活動を実施することにより、本運
動に対する住民意識の向上を図った。

県
市町村（子ども生活福祉部青少年・子

ども家庭課）
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

若年無業者率（15～34歳人口に
占める割合）

1.91%
(17年)

1.95%
27年

1.95%
27年

1.95%
27年

1.95%
27年

1.55%
R2年

1.50%
未達成

担当部課名

状
況
説
明

担当部課名

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

商工労働部労働政策課

　若年無業者率について、全国、本県ともに若干であるが改善傾向にある(R2：全国1.53% ,沖縄県1.55%　）。また、本県において
は、前回の国勢調査時点よりも0.4%減少し、全国の中でも最も高い改善率となっている。※成果目標の実績値は、国勢調査のデータ
に基づく。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

84.8% 90.0％
未達成

不登校児童（生徒）が学校内外
で相談機関等から相談・指導を
受けた割合（中）

86.0％
（29年度）

86.0% - - 87.3%

不登校児童（生徒）が学校内外
で相談機関等から相談・指導を
受けた割合（小）

87.6％
（29年度）

87.6% - - 89.7%

87.3% 90.0％
未達成

状
況
説
明

　小学校・中学校においては基準値から改善しているが、まだ目標値には至っていない状況である。高等学校においては、基準値か
ら後退となっている。
　コロナ感染不安を理由に、校内外での相談や支援について消極的な姿勢を示す保護者がいる。また、担任や部活動顧問等特定の人
との関わりを望む不登校児童生徒がいる。

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

2

479.0人 482.0人 971人以下
達成

担当部課名

不登校児童（生徒）が学校内外
で相談機関等から相談・指導を
受けた割合（高）

80.5％
（29年度）

H30

刑法犯少年の検挙・補導人員

R元 R2

1,420人
（23年）

792.0人 799.0人 521.0人

未達成
80.5% - - 71.0%

R3(A) R3(C)

教育庁義務教育課、県立学校教育課

71.0%
2年度

83.5％

状
況
説
明

　安全学習支援隊等による非行防止教室を368校、41団体、延べ149,231人（前年比43,813人増加）に実施したほか、少年警察ボラン
ティアと連携した各種立ち直り支援活動（学習支援、農業体験、スポーツ交流、小物づくり等）を推進した結果、県内の刑法犯少年
の検挙・補導人員が482人となり、目標値を達成できた。

警察本部生活安全部少年課
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

　当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○子どもの多様な居場所づくり
・青少年交流体験事業については、新型コロナウイルス感染症の流行の影響により、事業実施の可否、及びその実施方法について、決定まで
に時間を要した。事業の周知の時間が不足していた。
・内閣府青年国際交流事業派遣については、例年応募者が少ないため、事業の認知度を高める必要がある。
・放課後や週末等の児童生徒の安全・安心な活動拠点支援(放課後子ども教室)については、活動に参画するボランティアの新規の人材確保が
進んでおらず、ボランティアの担い手不足、固定化が状態化している。
・地域学校協働活動推進事業(学校・家庭・地域の連携協力推進事業)については、国が掲げている「地域学校協働活動とコミュニティスクー
ルの一体的な推進」について、県内において模範的な事例がまだない。活動に参画するボランティアの新規の人材確保が進んでおらず、ボラ
ンティアの担い手不足、固定化が状態化している。

○支援ネットワークの構築
・子ども・若者育成支援事業については、地域の実情と社会資源に応じて地元自治体が主体となった支援体制の構築が必要であるが、現時点
で県内市町村における子若協議会の設置は石垣市のみとなっている。子若センターへの相談から次のステップに移行できる段階で、つなぎ先
となる適切な関係機関が少ない。
・ひきこもり対策推進事業については、ひきこもり支援は長期的（年単位）、段階的に関わる必要があるが、県ひきこもり専門支援センター
の相談員は県の非常勤職員であり、３年以上の継続ができず同じ相談員が長期的に支援することが困難な状況である。また、医療保健福祉労
働など支援が多岐に渡るため、それらに対応できる人材を確保する事が難しい。県だけでひきこもり対策を効果的に行う事は困難であるた
め、市町村と連携し、実態調査や支援が行える体制づくりが必要である。
・若年無業者職業基礎訓練事業については、委託先を早期に決定し、訓練時期、定員コースの設定を調整し、希望に添った訓練が受けやすい
環境を設定していく必要がある。多様な訓練ニーズに対応するため、委託先、及び関係機関と連携し、就業に向け、より効果的なカリキュラ
ムを設定していく必要がある。訓練受講者の選定においては、退校者を出さないように、就業への意識レベルを見極め選定する。
・教育相談・就学支援員配置事業（県立高校）については、問題を抱えている生徒に対しては、早期に支援を行う必要があり、引き続き早期
配置ができる体制が必要である。
・スクールカウンセラー配置事業(県立高校)については、欠席状況が長期化すると登校が困難になるため、初期の段階で、生徒の状況に応じ
た適切な働きかけを行う必要がある。いじめ、不登校、問題行動等の発生の未然防止、早期解決に向けた取組を行う必要がある。
・スクールカウンセラーの配置(小中学校)については、不登校児童生徒が増加するなかで、児童生徒が抱える課題も多岐にわたる。課題の抱
える児童生徒は、小学校低学年から支援を行う必要性がある。
・スクールソーシャルワーカーの配置(小中学校)については、児童生徒をサポートする支援員の必要性は年々高まっており、限られた財政と
人員の中で、より成果が得られる活用の活用を工夫する必要がある。
・小中アシスト相談員事業については、配置校に関しては、不登校児童生徒の抑制、登校復帰などに一定の効果が認められるが、相談員の配
置人数の限りから、未配置校の新たな不登校事案に対応できていない現状がある。不登校児童生徒など１人ひとりの状況に応じた支援が必要
だが対応には継続的な時間を要し、支援の対象となる児童生徒が多くなると対応が難しい現状がある。

○非行少年を生まない社会づくり
・青少年健全育成推進事業については、フィルタリングを設定することにより、インターネットサービスが制限されることに抵抗感を持つ中
高生が多い。（ＳＮＳ等利用に危険性があることの認識が薄い）
・青少年健全育成事業については、経験豊富な少年補導職員（会計年度任用職員）の離職により、少年の立ち直り支援等の水準の低下が懸念
される。ＳＮＳ等ネット上での問題行動に対し、サイバー犯罪防止講話の推進等ネット空間における対策を継続推進する必要がある。

　外部環境の分析
○子どもの多様な居場所づくり
・青少年交流体験事業については、引き続き、交流先も含めた新型コロナウイルス感染症の流行状況を注視する必要がある。幅広い年齢の児
童生徒が参加し、共同生活を行う研修は貴重な機会となっている。
・内閣府青年国際交流事業派遣については、新型コロナウイルスの感染拡大が事業の執行に影響を与える恐れがある。
・放課後や週末等の児童生徒の安全・安心な活動拠点支援(放課後子ども教室)については、県内雇用状況の改善による就業人口は、ボラン
ティアの担い手不足に影響している。放課後子ども教室の実施日時は、平日の15時から17時までとほぼ決まっており、その時間帯に協力可能
な地域住民ボランティア確保（増員）は容易ではない。
・地域学校協働活動推進事業(学校・家庭・地域の連携協力推進事業)については、県内のコミュニティスクール導入校が少なく、取組年数も
浅い学校が多い。県内の雇用状況の改善による就業人口の増加は、ボランティアの担い手不足に影響がある。

○支援ネットワークの構築
・子ども・若者育成支援事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会生活を営む上で困難を有する子ども若者はますます
社会との関わりが弱くなっていることが懸念される。本島北部等のいくつかの市町村においては、子若協議会設置の機運が高まっており、設
置に向けた支援を行う必要がある。
・ひきこもり対策推進事業については、中高年のひきこもり（8050問題）が社会的注目となっている。市町村が一次窓口に位置づけられた
が、担当課が未定であったり、職員の入替も多い。事例検討や支援者研修を実施しても、効果的な支援に必ずしも結びついていない。県にお
いても所管により縦割り支援となっており、連携強化が課題とされている。感染予防を図りながら個別支援や研修会等の事業実施が求められ
る。
・若年無業者職業基礎訓練事業については、令和３年度は、県内３ｶ所に設置されている地域若者サポートステーションへ実施した訓練需要
を踏まえ定員を50人とした。サポートステーションと委託先との連携の強化を図り、訓練生の確保と円滑な訓練実施を図る必要がある。
・教育相談・就学支援員配置事業（県立高校）については、就学支援員配置を希望するが、配置できていない学校があり、事業拡大が必要で
ある。本県高校生の不登校の主な要因は、「あそび非行」から「無気力」へ移行しており、課題を抱えた生徒が学校での学ぶ意欲が低下して
いることが挙げられる。
・スクールカウンセラー配置事業(県立高校)については、高度な専門的な知識経験を有する人材が必要である。
・スクールカウンセラーの配置(小中学校)については、課題を抱える児童生徒の置かれている環境の改善が求められている。課題を抱えてい
る児童生徒への対応が、学校だけで対応するのではなく、他機関と連携することが求められている。
・スクールソーシャルワーカーの配置(小中学校)については、児童生徒を取り巻く環境は、ますます複雑化し、それに伴い様々な課題を抱え
る児童生徒が増えている。その課題に福祉分野から支援できるスクールソーシャルワーカーの資質向上及び学校、関係機関等への理解啓発に
引き続き取り組む必要がある。スクールソーシャルワーカーの配置拡充に努めるとともに、市町村任用の支援員との連携協力に取り組む必要
がある。
・小中アシスト相談員事業については、不登校の児童生徒が増加傾向である。登校復帰ができた児童生徒がいる一方、登校後、教室に入れな
い状態の児童生徒が存在する。学校に登校するという結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に
自立することを目指す必要がある。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 57.1%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 20.0%
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

○非行少年を生まない社会づくり
・青少年健全育成推進事業については、立入調査の実績が低調な離島の市については、出張してキルアップ研修を実施する予定であったが、
新型コロナ感染症により実施できなかった。
・青少年健全育成事業については、新型コロナ感染症対策のため人と人の接触が制限された。低年齢層による非行が多く、共犯率、再犯者率
も全国平均と比較すると高い水準にある。スマートフォン等インターネット接続機器の普及により、ＳＮＳ等に起因する犯罪被害や問題行動
の増加が懸念される。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・若年無業者率（15～34歳人口に占める割合）については、国勢調査が、5年に一度行われる調査のため、若年無業者率の改善状況は、不明
である。（※Ｒ２年国勢調査就業状態等基本集計結果はR4.5.27時点公表）
・不登校児童（生徒）が学校内外で相談機関等から相談・指導を受けた割合（小）（中）（大）については、外部機関等との連携、スクール
カウンセラーや就学支援員の配置拡充による校内外の支援体制の充実により、外部機関での支援は増加傾向となったが、役割分担や協働支援
の推進により、養護教諭やスクールカウンセラーによる校内の専門的相談・指導の実人数において減少が生じた。学校での組織的な対応に向
けた意識に学校間に差があることと、組織的な対応の中心となる人材の不足が考えられる。

[主な取組]
○子どもの多様な居場所づくり
・青少年交流体験事業については、新型コロナウイルスの流行状況に応じた実施に係る判断基準及び実施の方法についてあらかじめ定め、広
報等に要する時間を確保する。また、県の広報誌等を活用するなど、引き続き周知広報に取り組み、事業の認知度向上を図る。
・内閣府青年国際交流事業派遣については、引き続き沖縄県青年国際交流機構と連携を図り、可能な形で事業報告会やパネル展など事業周知
の取組を実施し、認知度を高める。内閣府との連携を強化し、事業の安全円滑な実施に向けて取り組む。
・放課後や週末等の児童生徒の安全・安心な活動拠点支援(放課後子ども教室)については、県や市町村の広報ツール等を活用し、より広く一
般への事業周知を図る。事業周知に用いる資料等を見直し、より分かりやすく、初心者でも活動に参画しやすい内容を心がける。また、企業
や団体等の参画を促すだけでなく、企業等が持つネットワークを活用した広報活動も取り入れる。
・地域学校協働活動推進事業(学校・家庭・地域の連携協力推進事業)については、地域学校協働活動とコミュニティスクールの連携による効
果や実践事例を、県内の教育委員会や学校関係者に伝えるため、研修会等をとおして積極的に資料等を配布する。より多くの地域住民の参画
を得るために、これまでのボランティア募集の手法の見直しや、更なる工夫を行うよう、研修会等を通して市町村に働きかける。

○支援ネットワークの構築
・子ども・若者育成支援事業については、オンライン相談は、子若センターへの来所に係る時間と経費の負担軽減に繋がることから、特に、
離島や僻地の市町村に対して積極的に周知を図っていく。また、困難を有する子ども若者の発見に繋がるようＳＮＳ等の活用も検討してい
く。また、本島北部等において、子若協議会設置の機運が高まっていることから、継続的に市町村を訪問し、地域における支援体制等につい
てヒヤリングや意見交換等を行っていく。
・ひきこもり対策推進事業については、ひきこもり専門支援センター通信を発行し、より幅広く支援に関する情報を発信する。また、市町村
の相談員のスキルアップを図るための支援体制を整え、同行訪問や事例検討会等を通して関係機関の相談員の資質向上を図る。那覇市等のひ
きこもり支援を強化している市町村との連携強化を図る。さらに、ひきピアルーム（NPO法人）と連携し、SNSや電話等のオンラインでの居場
所づくりやカウンセリング相談を拡充する。
・若年無業者職業基礎訓練事業については、委託先を早期に決定し、サポートステーション及び委託先との早期連携を行い、訓練生の確保、
多様なニーズに対応し、就業に向け効果的な訓練カリキュラム内容の調整に努める。訓練受講者の退校者を出さないように、サポートステー
ションでの訓練受講者選定の際には、訓練内容を周知し、就業への意識レベル等を慎重に見極め、受講指示を行うようにサポートステーショ
ンと連携を図る。
・教育相談・就学支援員配置事業（県立高校）については、後継事業により、事業規模を拡大し、配置校の拡充及び教職員向け研修等を実施
する。各学校の状況把握を行い、効果的な配置を行う。事業を早期に立ち上げ、委託業者との綿密な事務作業の効率化を図り、早期配置に努
める。不登校の要因を解消するため、学校の教育相談係及び他機関との連携を図り、生徒の学習意欲の回復に向け努める。
・スクールカウンセラー配置事業(県立高校)については、スクールカウンセラーを活用した校内研修等の実施、支援に係る情報共有ミーティ
ングの必須化等、学校とスクールカウンセラーの連携および学校教諭の面談スキル向上を図る。また、スクールカウンセラーの業務評価とス
クールカウンセラー応募者の面談を通して、学校の実状に応じた適格な人材の配置計画を実施する。全県立高校への配置を行う。
・スクールカウンセラーの配置(小中学校)については、沖縄県公認心理師協会等との連携及び、スーパーバイズの拡充を図る。また、課題を
抱える児童生徒への相談、支援が充実するよう学校側に働きかける。スクールカウンセラーの効果的な活用に向けて、学校訪問等で情報共
有、支援を行っていく。
・スクールソーシャルワーカーの配置(小中学校)については、事業効果を高めるため、各教育事務所と連携し各地区の課題や状況に応じたス
クールソーシャルワーカーを重点的に配置する。また、市町村配置スクールソーシャルワーカー及び各種支援員等との、情報共有や連携強化
に向けた合同研修会を実施する。さらに、スーパーバイザーを活用した全地区対象の研修等を実施し、各地区の好事例情報等を全地区で共有
を図る。
・小中アシスト相談員事業については、不登校児童生徒へのＩＣＴ等を活用した学習支援の充実、登校支援を図る。教職員と支援員等との連
携による校内支援体制の確立や校内支援室等の環境整備を行い、教室に入れない児童生徒への学習支援、学級復帰支援を図る。また、個々の
支援計画の作成と支援、保護者や福祉担当課等と連携した家庭環境の改善等を行い、すべての児童生徒の社会的自立を図る。

○非行少年を生まない社会づくり
・青少年健全育成推進事業については、立入調査に関するスキルアップ研修に関しては、引き続き、権限移譲した３市の情報共有と能力向上
を図る。権限移譲した市を通して携帯電話取扱店舗へのフィルタリング普及啓発活動の強化を図る。また、青少年の「自画撮り被害」等防止
を図るため、県警、教育庁と連携し、被害防止講話等の取組を行う。
・青少年健全育成事業については、少年補導職員、スクールサポーター並びに少年警察ボランティアである大学生少年サポーターや少年補導
員による立ち直り支援等を継続推進し、非行を繰り返す少年、再び非行に走りかねない少年に対する再非行防止対策を図るとともに、非行防
止教室等を継続推進し、適切なＳＮＳ利用及び少年の規範意識の向上を図る。

[成果指標]
・若年無業者率（15～34歳人口に占める割合）については、事業継続により若年無業者の就職等を促進し、ニート状態からの改善を図ること
により、若年無業者率を全国並である1.5％までの改善を目標とする。
・不登校児童（生徒）が学校内外で相談機関等から相談・指導を受けた割合（小）（中）（高）については、スクールカウンセラー等を配置
し、課題を抱える児童生徒が置かれた環境に対し、訪問や関係機関と連携した取り組みを積極的に進め、児童生徒の支援体制の充実を図る。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

施策展開 2-(2)-エ 要保護児童やひとり親家庭等への支援

施策 ①　要保護児童等への支援

対応する
主な課題

①児童虐待については、発生の予防、相談・支援体制の強化、関係機関の役割分担と連携、県民への周知・広報等が課題であるこ
とから、市町村要保護児童対策地域協議会の運営支援、児童相談所の職員体制の強化、関係機関の連携強化、県民に対する児童虐
待の通告義務等の広報・啓発の推進等を図るとともに、家庭的養護の推進に取り組むなど社会的養護体制の充実を図る必要があ
る。

関係部等 子ども生活福祉部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

2

被虐待児等地域療育支援・連携
体制構築事業

37,629 順調

　県内５箇所の児童養護施設等に心理療法士等を配置するとと
もに、専門医を派遣して、特別なケアを必要とする児童や里親
家庭等への支援を行い、関係機関との連携体制の構築を図っ
た。
　また、広報誌（こころサポートだより）の毎月発行や、里親
対象の勉強会や講演会を開催した。

県
（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

1
児童虐待防止対策事業

122,259 順調

　県民向けに児童虐待防止に関するｵﾝﾗｲﾝ講演会を３回開催し
1345名が参加した。保育士等へのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等を10市町村で開催
し児童虐待防止に関する周知啓発が図られた。
　市町村要保護児童対策地域協議会調整機関職員向け研修を実
施した結果、20市町村39名が参加し、市町村職員の資質向上が
図られた。

県
市町村（子ども生活福祉部青少年・子

ども家庭課）

4

要保護児童等家庭養育支援体制
構築事業

20,503 大幅遅れ

　①民間あっせん機関による若年妊娠及び望まない妊娠等の悩
み相談・援助や養親希望者の研修を実施し養子縁組へつなげる
活動への補助事業を行い、養子縁組の普及・促進を図った。
　②乳幼児の一時保護に対応できる養育里親の新規開拓やト
レーニング業務を乳児院へ委託した。

県
（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

3

社会的養護児童自立支援事業

25,277 順調

　措置を解除された者で、自立に向けた支援が必要な者に対し
以下の支援を実施。
　①支援コーディネーターによる計画作成
　②生活相談の実施
　③就労相談の実施
　④居住に関する支援
　⑤生活費の支給
　⑥対象者同士が参加する交流会の開催

県（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

要保護児童対策地域協議会の設
置市町村数（割合）

37市町村
（90.2%）
（24年）

41市町村 41市町村 41市町村 41市町村 41市町村 41市町村
達成

担当部課名

状
況
説
明

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課

　平成26年度に全市町村に要保護児童対策地域協議会を設置し、全県的な支援体制が構築できた。
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・児童虐待防止対策事業については、児童福祉法等の改正に伴う対応（常時弁護士の助言又は指導を受けて業務を行える体制の構築、保健師
の配置）が円滑に行われるよう初年度は特に注視する必要がある。
・被虐待児等地域療育支援・連携体制構築事業については、本事業は平成30年度からは離島及び北部地域等の遠隔地への訪問支援を担う支援
拠点として１箇所追加し、県内全域をカバーする事業に拡充された。令和元年３月策定した「沖縄県社会的養育推進計画」において、県にお
ける里親委託率を令和11年度までに、40％にすることを目標に定めた。
・社会的養護児童自立支援事業については、児童相談所、施設及び社会的養護自立支援事業者(以下「事業者」という。)との間で児童等に関
する情報や支援内容を共有できていない。
・要保護児童等家庭養育支援体制構築事業については、①民間あっせん機関による養子縁組は、成立までに約１年以上の時間を要することか
ら、長期間にわたって養親希望者と関わり、安定的かつ永続な児童の養育環境の確保に取り組まなければならない。②里親制度の普及啓発等
による新規開拓等には、多くの問合せがあったが、担当職員が1.5名の対応であったため、里親登録に繋げる数に限りがあった。

　外部環境の分析
・児童虐待防止対策事業については、児童虐待の増加や児童の目前で配偶者に対する暴力が行われるいわゆる面前ＤＶが、児童虐待（心理的
虐待）として明確化されたこと、社会における児童虐待に対する理解が深まったことなどから、児童虐待相談対応件数が増加傾向にある。
・被虐待児等地域療育支援・連携体制構築事業については、本県は、里親委託率が34.7％（全国３位）、ファミリーホーム設置数が９箇所と
比較的多く、全国の里親委託率20.5％と比較しても家庭的養護の割合が高い状況である。新型コロナ感染症拡大の影響により、活動範囲が限
定されたり、家庭内で里子と過ごす時間が増加したことに伴い、養育に困難を感じた里親が増加している。
・社会的養護児童自立支援事業については、施設退所児童は施設職員等を通して動向把握や様々な支援が実施できているが、委託解除された
里子は、動向把握が困難な場合が多い。
・要保護児童等家庭養育支援体制構築事業については、①②民間あっせん機関による養子縁組及び里親制度の普及啓発活動は、新型コロナ感
染症拡大の影響により、取組を自粛しなければならなかった。

[主な取組]
・児童虐待防止対策事業については、各児童相談所に保健師が配置できるよう引き続き令和４年度も取り組む。
・被虐待児等地域療育支援・連携体制構築事業については、里親への効果的な支援のあり方を検討するため、定期的な関係者会議を開催す
る。新型コロナ感染拡大の際は、リモートによる関係者会議も検討する。リモートによる相談や専門医の助言等が出来る体制を構築するた
め、件数が伸び悩んでいる状況について、専門医へのヒアリングを行う。また、離島圏域（宮古八重山）について、離島での支援を必要とす
る児童がいないのか等、支援拠点の設置に向けた検討を進める。
・社会的養護児童自立支援事業については、児童相談所、施設及び事業者との間で児童等に関する情報や支援内容を共有するため、事務要領
等でその手続きを定める。引き続き、委託解除前の里子について事業者との関係性構築のため交流会等を実施する。さらに、引き続き、里子
にかかるアフターケアネットワーク会議を開催し、ここサポ職員や里親専門相談員等に動向把握や交流等の協力をお願いしていく。
・要保護児童等家庭養育支援体制構築事業については、①若年妊娠や望まない妊娠等での相談の際、養子縁組に子どもを出すことが、中絶以
外の１つの選択肢として受け入れられるよう医療機関等の関係機関へ広報活動を行う。②南部地域以外での養育里親の普及啓発や新規開拓活
動について児童相談所や里親支援専門員及び里親会等、関係機関と意見交換を行う。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 75.0%
施策推進状況 順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 100.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

「施策」総括表

施策展開 2-(2)-エ 要保護児童やひとり親家庭等への支援

施策 ②　ひとり親家庭等の自立支援

対応する
主な課題

②沖縄県は、全国と比較して母子家庭の出現率が高く、その就業形態は約半数が非正規労働者となっており、ひとり親家庭の生活
状況は厳しい状況にある。このため、ひとり親家庭等の自立支援が重要な課題となっている。

1

母子及び父子家庭等医療費助成
事業

305,263 順調
　ひとり親家庭等の保護者及び児童が医療費に要した自己負担
分を市町村が助成し、県は市町村が助成した経費の1/2を41市町
村へ補助した。

県
市町村（子ども生活福祉部青少年・子

ども家庭課）

関係部等 子ども生活福祉部、商工労働部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

3

ひとり親家庭生活支援モデル事
業

167,611 順調

　様々な課題を抱えるひとり親家庭68世帯に対し、民間アパー
トを活用した生活支援を中心に、就職支援やビジネススキルの
向上を目的としたセミナーの開催、子どもへの学習支援、債務
整理のための助言を行う家計支援等、それぞれの家庭の課題に
応じた総合的な支援を行った。

県
（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

2
母子家庭等自立促進事業

109,454 大幅遅れ
　ひとり親家庭の母等に家庭の状況、職業適性、就業経験等に
応じ適切な就業相談を実施。また、就業に必要な知識や技能の
習得を図るための就業支援講習会を実施した。

県
（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

5
ひとり親家庭技能習得支援事業

55,615 順調
　ひとり親家庭の就労改善に役立つ技能習得を支援するため、
経理事務に必要とされる資格講座を実施したほか、受講中の託
児サービスを行った。

県
（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

4

離職者等再就職訓練事業(母子家
庭の母等コース)

0 未着手
　母子家庭の母等を対象とする職業訓練コースを公募したが、
応募企業がなく、コースの設定ができなかった。

県
（商工労働部労働政策課）

7

養育者世帯子育て相談支援体制
強化事業

14,903 順調

　令和２年度の訪問調査から見えてきた養育者世帯の複合的な
課題解決に向け、既存の社会資源へ繋げるための子育て相談支
援マニュアルを作成した。

　圏域ごとに、支援員向けのニーズを踏まえた専門研修を実施
した。

県
（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

6

ひとり親家庭等認可外保育施設
利用料補助事業

8,163 順調
　ひとり親家庭等の保育に係る利用料負担を軽減するため、本
事業を実施した20市町村に対して補助を行い、ひとり親家庭等
の保護者保護者52人、児童58人を支援した。

県
市町村（子ども生活福祉部青少年・子

ども家庭課）

-163-



様式２（施策）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

就業相談から就職に結びついた
ひとり親家庭の数（累計）

84世帯
（23年）

691世帯 740世帯 785世帯 839世帯 924世帯 800世帯
達成

担当部課名

状
況
説
明

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課

　相談者725名のうち85名が就業し、累計で924世帯となっている。

　当該施策の推進状況は、「順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・母子及び父子家庭等医療費助成事業については、H28年からH30年度にかけて自動償還の導入に伴うシステム改修費を補助してきたこともあ
り、自動償還方式の継続を希望した市町村が多かった。
・母子家庭等自立促進事業については、高等職業訓練促進給付金は増加傾向、自立支援教育訓練給付金事業の需給希望者も増加している。
・ひとり親家庭生活支援モデル事業については、単なる生活支援ではなく、支援期間の終了後は各家庭が地域で自立することを目標としてい
る。そのため、各家庭の課題やニーズに寄り添った支援を行う必要がある。
・離職者等再就職訓練事業(母子家庭の母等コース)については、母子家庭の母等コースの受託要件（訓練カリキュラム、委託料等）は、国の
実施要領により定められており、県の施策としてカリキュラムの簡素化や委託料の増等ができない。
・ひとり親家庭技能習得支援事業については、中部地区において令和２年10月より初級講座を開講したところ、那覇校と同様に上級講座を開
講してほしいとの要望があり、令和３年度より通年で講座を開講し、上級講座を開講した。
・ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業については、平成31年10月から開始された幼児教育保育の無償化に伴い、本事業の児童の大
多数は無償化に移行しているが、無償化の対象とならない世帯（０～２歳の課税世帯）がいる。
・養育者世帯子育て相談支援体制強化事業については、行政民間の関係機関における支援体制、相談機能が不十分。養育者世帯の実態や、各
世帯が抱える課題に対応した適切な支援が届けられていない。

　外部環境の分析
・母子及び父子家庭等医療費助成事業については、こども医療費助成事業において令和４年度からの通院費助成の対象年齢への拡大に向け
て、各市町村が対応を検討している。
・母子家庭等自立促進事業については、R3年度より高等職業訓練促進給付金の給付対象資格要件が拡充された。
・ひとり親家庭生活支援モデル事業については、沖縄県では、全国と比較して貧困状態で暮らす子どもが多く、貧困が子どもの生活と成長に
影響を及ぼしていることが強く懸念される状況にある。
・離職者等再就職訓練事業(母子家庭の母等コース)については、母子家庭の母等コースは、平成30年度は１コース設定し、定員20名中11名の
応募があり開講した。令和元年度は１コース設定したものの応募者がなく閉講となった。入校者が開講できる人数を下回った場合、訓練企業
の負担が増加することから、同コースにおいて企業、受講生ともに応募の確保で、厳しい状況が続いている。
・ひとり親家庭技能習得支援事業については、新型コロナ感染症の影響が続いており、転職のための資格取得を希望して受講する生徒が多
かった。
・ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業については、新型コロナの影響により、今後、ひとり親の課税世帯数とそれに伴い本事業の
対象となる世帯数も減少傾向にあると見込まれるものの、やはり無償化の対象から外れる児童が一定程度発生することから、引き続き本事業
による支援が必要である。
・養育者世帯子育て相談支援体制強化事業については、養育者世帯は、高齢がゆえ情報不足から支援につながりにくく、課題も複雑化するこ
とから早急な支援が求められるが、国の支援指針マニュアル等もない状況にある。

[主な取組]
・母子及び父子家庭等医療費助成事業については、母子家庭等医療費助成事業の給付方法及び給付対象者について、各市町村の意向及び他県
の実施状況を確認しながら課題の具体的解決方法を検討する。
・母子家庭等自立促進事業については、事業の広報のため、ホームページ等を活用し制度の周知を図る。
・ひとり親家庭生活支援モデル事業については、ひとり親家庭に対するアンケート調査等を踏まえ、医療事務講座の内容をより専門的スキル
が身につくものとすること等、より就労転職につながるような講座を実施していく。また、県内３拠点において広域的な事業展開を促進する
ため、各市町村や福祉団体等、関係機関との連携強化に努める。
・離職者等再就職訓練事業(母子家庭の母等コース)については、これまで母子家庭の母等コースを実施したことのある民間教育訓練機関等に
対してヒアリングを行い、当該コースの企画提案に向けて課題整理を行う。また、一般求職者向けの訓練を実施している民間教育訓練機関等
に対し、母子家庭の母等コースは対象者に必要とされる支援が設定されていることを説明し、令和5年度の企画公募提案に向けて検討を依頼
するとともに、託児サービス付き訓練コースの設定を促す。
・ひとり親家庭技能習得支援事業については、受講生募集期間内に県民に対し充分に周知が図られるよう、SNSやラジオ等の広報媒体を活用
し周知を行う。
・ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業については、国の実施する幼児教育保育の無償化の対象とならない児童である０～２歳の課
税世帯に対して支援の実施を行い、認可保育所に入所できないひとり親家庭の児童の支援を継続する。
・養育者世帯子育て相談支援体制強化事業については、作成した子育て相談支援マニュアルを養育者世帯に関わることのある各支援機関に広
く普及させ、これを活用することによって制度の狭間におかれる養育者世帯を既存の支援策へつないでいく。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 71.4%
施策推進状況 順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 100.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

施策展開 2-(2)-オ 子どもの貧困対策の推進

施策 ①　ライフステージに応じたつながる仕組みの構築及び県民運動の展開

対応する
主な課題

①経済的な困難等を抱える家庭においては、社会的に孤立状態にあることなどにより必要な支援や情報が届きにくいことから、生
活実態等を把握した上で、子どもや保護者が支援機関につながる仕組みづくりや、支援に携わる人材の確保及び資質の向上を図る
必要がある。また、子どもの貧困対策を推進するにあたっては、県民の幅広い理解と協力が必要であることから、子どもの貧困問
題に対する県民への広報啓発を推進していく必要がある。

関係部等 子ども生活福祉部、保健医療部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

2

沖縄子供の貧困緊急対策事業
（子どもの貧困対策支援員の配
置及び活動の支援、小規模離島
町村への支援員巡回派遣、食支
援体制の整備等）

282,663 順調

　子供の貧困対策支援員研修の開催（計12回）や事業成果報告
会の開催、支援コーディネーターの配置による支援員等への指
導助言を随時実施した。伊江村、伊是名村、粟国村において、
巡回派遣を実施したほか延べ418件の電話相談等に対応した。

国
県

市町村
（子ども生活福祉部子ども未来
政策課）

○つながる仕組みの構築

1
子どもの貧困実態調査

13,779 順調

　小中学生調査の回収状況（回収率）：小５児童
2,387(71.7％)、保護者2,386(71.6％)、　中２生徒
2,494(75.2％)、保護者2,496(75.3％)
　0歳～17歳調査の回収状況：4,568(33.8％)

県（子ども生活福祉部子ども未来
政策課）

4

母子健康包括支援センターの設
置推進および同センター事業に
関する支援

5,790 概ね順調

　センター未設置市町村向けオンライン意見交換会を開催し
た。また母子保健コーディネーター養成研修会を現地開催した
ほか、周産期メンタルヘルス研修会をオンラインで実施した。
　また、厚労省主催WEB研修を市町村や関係機関への案内や、県
広報媒体を活用し、県民向けに周知した。

市町村
（保健医療部地域保健課
子ども生活福祉部子育て支援
課）

3

乳児家庭全戸訪問事業及び養育
支援訪問事業の取組支援

1,611 順調

　県内市町村向けの行政説明等において、養育支援訪問事業の
実施や内容の充実について働きかけを行った。
　また、市町村等で子ども家庭支援に関わる職員を対象とする
研修を実施した。
　研修は、対象者の能力と必要性に応じた基礎的研修及び応用
的研修を主にWEB配信により実施し、特別研修を集合研修で実施
した。

県
市町村（子ども生活福祉部青少年・子

ども家庭課）

6

子ども・若者育成支援地域ネッ
トワーク形成支援事業

0 順調

　社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者の支援
活動を行う団体に助成した。
　また、オンラインによる子ども・若者支援者向けの研修会を
実施した。

県
（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

5
民生委員児童委員活動の推進

81,629 やや遅れ

　市町村の区域ごとに置かれた民生委員・児童委員により、地
域住民の生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握し、福祉
サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援
助及び指導を行う。

県
市町村（子ども生活福祉部福祉政策

課）

8

子どもの貧困問題に関する普及
啓発促進 6,884 順調

　構成団体と連携した協働促進イベント（事務局説明）を４回
実施した。教職員に対する研修（学校訪問含む）を45回開催し
た。

県
市町村（子ども生活福祉部子ども未来

政策課）

○県民運動の推進及び子どもの貧困問題に関する普及啓発促進

7
沖縄子どもの未来県民会議

14,553 順調

　子どもの貧困解消を目的とした県民会議として、主に企業や
県民からの寄付を財源に、児童養護施設等を退所する子どもた
ちの大学等の進学に係る入学金、授業料等を無償で給付すると
ともに、子どもの居場所等への食支援を実施した。
　また、奨学金の給付対象として教材費の拡充を決定した。

県
（子ども生活福祉部子ども未来
政策課）
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

25.0%
30年度

25.0%
30年度

28.9%
3年度

20.0%
10.1%

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

実績値 目標値 R3年度
達成状況

29.9%
27年度

25.0%
30年度

20.4%
元年度

20.0%
95.7%

担当部課名 子ども生活福祉部子ども未来政策課

困窮世帯の割合（沖縄県子ども
調査）（高校生調査）

29.3%
（28年度）

29.3%
28年度

29.3%
28年度

20.4%
元年度

20.4%
元年度

状
況
説
明

　令和３年度に３回目の小中学生調査（小５、中２）及び０歳から17歳調査を実施したところ、小中学年生調査における困窮世帯の
割合が28.9％、０歳から17歳調査における困窮世帯の割合が暫定値で23.2％となった。

2

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

1

成果指標名 基準値(B)

困窮世帯の割合（沖縄県子ども
調査）（小中学生調査）

29.9%
（27年度）

85.7% 85.7%
R2

95.0%


90.2%

担当部課名 保健医療部地域保健課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

乳幼児健康診査の受診率（乳
児）

87.6%
（23年度)

90.7% 89.9% 90.2%

状
況
説
明

 　基準値に比べると受診率はやや増加し横ばいで推移していたが、令和２年度は基準値を下回り計画値を達成していない。目標値
（95.0%）の達成に向けて引き続き乳幼児健診の重要性等に関する周知が必要である.

担当部課名 子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

養育支援訪問事業の実施市町村
数

12市町村
（23年度）

25市町村 26市町村 30市町村

状
況
説
明

　県内市町村向けの行政説明等において養育支援訪問事業の実施について働きかけを行った結果、実施市町村数は31市町村となり計
画値を達成した。

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

30市町村 31市町村 31市町村
達成
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

　当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○つながる仕組みの構築
・子どもの貧困実態調査については、調査結果によって明らかとなった課題（ひとり親世帯、困窮世帯における公共料金の未払い経験や食料
衣服を買えない経験、医療機関の受診経験、頼れる人の割合、保護者の就労、制度の利用状況など）について、対応が求められる。
・沖縄子供の貧困緊急対策事業（子どもの貧困対策支援員の配置及び活動の支援、小規模離島町村への支援員巡回派遣、食支援体制の整備
等）については、市町村が配置した支援員のさらなる資質向上、学校現場や関係機関との連携強化が求められている。当該事業について、令
和４年度は継続となったが、国から、令和５年度以降の事業継続についての説明はなく、未定である。離島ごとに必要な支援が異なることか
ら状況の確認が重要である。
・乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業の取組支援については、養育支援訪問事業については、平成19年の法定化以来、実施市町村数
は毎年増加しているが、実施率は全国値81.5%（H31.4.1現在）に比べ県内は約76.6％（R3.4.1現在）と、依然全国平均より低い状況にある。
・母子健康包括支援センターの設置推進および同センター事業に関する支援については、センター設置は、法律上市町村の努力義務であり、
それぞれの地域の課題に応じて市町村が判断する。小規模町村では、出生数及び乳幼児も少なく、家庭環境等を把握し支援ができていること
から、新たにセンターを設置する必要性を感じていない場合がある。小規模市町村では、専門職等の人材確保が課題となっている。
・民生委員児童委員活動の推進については、充足率の低い状態が慢性的に続くことによる仕事量の増加や、民生委員活動に対するマイナスイ
メージ（忙しい、大変）等が、担い手不足の一因になっている。
・子ども・若者育成支援地域ネットワーク形成支援事業については、沖縄県子ども若者総合相談センター（以下「子若センター」という。）
では、福祉分野を始め、教育医療等の分野の関係団体とも連携して支援にあたっており、子ども若者が抱える課題を把握している機関である
ことから、当該団体と各支援機関団体とのネットワーク構築が重要である。

○県民運動の推進及び子どもの貧困問題に関する普及啓発促進
・沖縄子どもの未来県民会議については、令和４年度からの沖縄県子どもの貧困対策推進基金の積み増し延長に伴い、沖縄子どもの未来県民
会議への負担金が、これまで普及啓発事業に充てていたが、令和４年度から子ども未来支援事業に充てることで組み替えを行った。（県から
の負担金が650万円から2,750万円に拡大）
・子どもの貧困問題に関する普及啓発促進については、協働促進イベントの開催について、外部の団体が主催するイベント等に事務局が出向
いて対応することが主となっており、県民会議主催のイベントがしばらく開催できていない。貧困を起因とする課題について、学校と福祉で
共通認識ができつつあるが、学校側に福祉の支援へつなぐ手段が示されていない場合もあり、連携のしやすさを促進する必要がある。

　外部環境の分析
○つながる仕組みの構築
・子どもの貧困実態調査については、県民意識調査の結果に関して、県の施策として、特に重点を置いて取り組むべきこととして、「子ども
の貧困対策の推進」が４割を超えており、子どもの貧困対策の取組強化について、社会的要請が高まっている。
・沖縄子供の貧困緊急対策事業（子どもの貧困対策支援員の配置及び活動の支援、小規模離島町村への支援員巡回派遣、食支援体制の整備
等）については、保護者に対するアンケート調査の結果、支援員と相談できたことで、子どもとの接し方の改善など良い効果がでているこ
と、またコロナ禍により、子ども達が抱える問題が複雑化していることから、支援員は、子どもたちの状況を把握し、必要な支援を行う居場
所等に適切に繋ぐことが、より一層求められるなど、支援員の役割の重要性が高まっている。
・乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業の取組支援については、近年、地域のつながりの希薄化や、長時間労働等により父親の育児参
加が十分得られない中で、子育てが孤立化し、負担感が大きくなっている。また、様々な事情により地域社会から孤立しがちな家庭が存在す
る。（望まない妊娠等や心身の不調等により母親が妊娠期から一人で悩みを抱えている事例など、）出産後の養育について出産前から支援を
行うことが特に必要と認められる妊婦が存在する。
・母子健康包括支援センターの設置推進および同センター事業に関する支援については、市町村保健師の新型コロナウイルス感染症対応によ
る業務量の増加がうかがえる。また、新型コロナウイルス感染症流行による妊産婦の孤立化がうかがえる。
・民生委員児童委員活動の推進については、経済的困窮や虐待、子どもの貧困等、多様で複雑な課題が顕在化・深刻化する中で、地域共生社
会の実現に向けた担い手の一員である民生委員児童委員に求められる役割や期待が高まっており、負担感が増している。定年の延長、自治会
加入率の低下等により、民生委員の担い手確保が難しくなっている。
・子ども・若者育成支援地域ネットワーク形成支援事業については、組織（学校や職場）に属さない15歳以上のひきこもり傾向にある子ども
若者が、社会に繋がるための生活習慣の改善やコミュニケーション力向上の支援ができる居場所が少ない。困難を有する子ども若者は全圏域
にいる一方、支援機関等は中南部や市部に多く、北部や離島には少ないなど支援体制に偏りがある。

○県民運動の推進及び子どもの貧困問題に関する普及啓発促進
・沖縄子どもの未来県民会議については、児童養護施設を退所する子どもたちで、資格取得のため大学院を目指すケースが出てきており、里
親からも大学院進学への支援を求める声が出ている。低所得世帯の高校生が県外大学等を受験又は進学する際の費用が経済的な負担となって
おり、安心して教育に専念できる環境の確保が求められている。
・子どもの貧困問題に関する普及啓発促進については、SDGｓの推進も含め、子どもの貧困をテーマに社会貢献活動に取り組む企業が増えて
きており、賛同する企業と連携して取組を進めていく環境が創出されつつある。市町村によっては、子どもの貧困対策支援員が学校と情報共
有が図られておらず、地域の学校と連携が図られていない場合がある。令和３年度においては、コロナ禍の影響により、学校が休校したこと
や感染防止のため訪問等が制限されたため、訪問回数が減少した。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・困窮世帯の割合（沖縄県子ども調査（小中学生調査）（高校生調査））については、 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯所得
が減少したことが影響したものと考えられる。
・乳幼児健康診査の受診率（乳児）については、乳幼児健診の重要性について、母子健康手帳交付時の保健指導等母子保健事業で両親と接す
る機会に保健指導を行っているが、まだ不十分と思われる。さらに、新型コロナウイルス感染拡大に伴う健診の延期により日程が合わなく
なったことや親自身が受診を控える等の受診抑制の影響が考えられる。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 75.0%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 25.0%
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○つながる仕組みの構築
・子どもの貧困実態調査については、有識者及び庁内関係課で構成する沖縄県子ども調査検討会において、更なる実態把握のための調査内容
の検討や経年比較による子どもの貧困対策施策の効果検証を行う。また、関係部局や市町村に対し、調査結果の情報共有を図り、把握した課
題等について施策等の反映を促す。
・沖縄子供の貧困緊急対策事業（子どもの貧困対策支援員の配置及び活動の支援、小規模離島町村への支援員巡回派遣、食支援体制の整備
等）については、県内の各圏域に支援員や居場所の運営者の相談助言や、地域の課題やニーズに応じた研修等を行うなど、地域で中心的な役
割を担う支援コーディネーターを配置育成していく。また、令和５年度以降の事業継続及び補助率の維持について、県内市町村と連携し、国
に対し、しっかりと要請を行う。さらに、各離島の福祉部局、教育委員会等が把握している問題点を集約し具体的な対応策を検討する。
・乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業の取組支援については、様々な会議や研修等の場を通じて養育支援訪問事業の必要性を周知す
るとともに、未実施の理由等を調査した上で、実施に向けたきめ細かな助言等を行うことにより、事業実施につなげる。家庭訪問支援に携わ
る人材の確保及び資質の向上を図るため、各訪問員の能力と必要性に応じた複数の研修を実施するとともに、関係機関と連携し様々な研修の
周知を行い参加を促す。
・母子健康包括支援センターの設置推進および同センター事業に関する支援については、専門職の人材確保が課題となっているセンター未設
置市町村に対し、課題解決のための支援を行う。精神科医等の多職種を対象とした周産期メンタルヘルス研修会を開催し、多職種連携を推進
していく。センター機能の強化に向けた人材育成研修を継続的に実施していく。
・民生委員児童委員活動の推進については、民生委員児童委員の円滑な活動に資するため研修等の充実を図る。民生委員の担い手確保に向
け、市町村と意見交換を行うとともに、県広報誌やチラシ等を活用したPR活動を行う等の民生委員制度に関する広報活動に努める。
・子ども・若者育成支援地域ネットワーク形成支援事業については、オンライン相談は、子若センターへの来所に係る時間と経費の負担軽減
に繋がることから、特に、離島や僻地の市町村に対して積極的に周知を図っていく。また、困難を有する子ども若者の発見に繋がるようＳＮ
Ｓ等の活用も検討していく。
さらに、本島北部等において、子若協議会設置の機運が高まっていることから、継続的に市町村を訪問し、地域における支援体制等について
ヒヤリングや意見交換等を行っていく。

○県民運動の推進及び子どもの貧困問題に関する普及啓発促進
・沖縄子どもの未来県民会議については、子どもに寄り添う給付型奨学金事業の給付対象を大学院まで拡充し、資格取得をサポートする。低
所得世帯の高校生が県外大学等を受験及び進学する際の渡航費用を支援する。
・子どもの貧困問題に関する普及啓発促進については、協働促進イベントの開催について、オンラインでの研修など実施可能な手法を検討し
実施するとともに、周年記念企業への寄付要請及び感謝状贈呈を継続的に実施する。学校訪問については、引き続き、課題や施策の説明に加
え、地域（市町村）の具体的な連携先も共有し、また、市町村の支援員と同行することで、支援の連携を促進する。

[成果指標]
・困窮世帯の割合（沖縄県子ども調査（小中学生調査）（高校生調査））については、令和４年３月28日に決定した「沖縄県子どもの貧困対
策計画（第２期）」に主要指標として困窮世帯の割合を設定しており、毎年度、庁内の推進会議や有識者会議において、指標の改善状況や重
点施策の実施状況等、施策の進捗管理を行っていく。
・乳幼児健康診査の受診率（乳児）については、乳幼児健診の重要性について、母子健康手帳交付時の保健指導等母子保健事業で両親と接す
る機会に周知を継続・強化する。また、乳幼児健診の課題や傾向について、母子保健に関するデータの提供や行政報告等の機会に市町村母子
保健担当者と共通理解を図る。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

施策展開 2-(2)-オ 子どもの貧困対策の推進

施策 ②　乳幼児期の子どもへの支援

対応する
主な課題

②乳幼児期に適切な養育を受けられない状況が続く場合、健康状態や情緒の安定、自己肯定感、意欲などに影響があるとの指摘が
あることから、支援が必要な家庭の早期把握や子育てに関する支援を行うほか、保育・幼児教育などを安心して受けることができ
る体制を整備する必要がある。

関係部等 教育庁、子ども生活福祉部、保健医療部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

2

待機児童対策関連事業(①保育施
設の整備、②保育士の確保、③
認可外保育施設の認可化移行支
援) 1,240,038 概ね順調

　待機児童の解消に向けて、「黄金っ子応援プラン」に基づ
き、保育所等の整備や認可外保育施設の認可化促進、保育士の
確保等に取り組んだ。

県
市町村（子ども生活福祉部子育て支援

課）

1
私立幼稚園就園奨励費

0 順調
　私立幼稚園に通学する児童の入園料や保育料を軽減。令和元
年10月から就園奨励費事業は廃止となり、子どものための教
育・保育給付費事業へ移行。

市町村
（教育庁教育支援課）

4
こども医療費助成

1,456,167 順調
　こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進するために、市町
村が実施するこども医療費助成事業において、対象経費の２分
の１を補助した。（令和３年度見込：1,605,290件）

県
市町村（保健医療部保健医療総務課）

3
延長保育事業

134,275 順調
　地域のニーズに応じ、延長保育事業を実施する市町村を支援
することにより、子育て支援の充実を図った。延長保育事業は
692か所での実施となった。

県
市町村（子ども生活福祉部子育て支援

課）

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

保育所入所待機児童数（顕在・
潜在）

9,000人
(23年)

3,834人 3,459人 3,260人 3,197人 2,581人
０人
（維持） 71.3%

担当部課名

状
況
説
明

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部子育て支援課

　平成29年度末までの待機児童解消を図るため、「黄金っ子応援プラン」に基づき、平成27年度からの３年間で建設中を含め約１万
８千人分の保育所等の整備を行った。また、第２期黄金っ子（くがにっこ）応援プランに基づき、令和３年度末までの待機児童解消
に向け、令和３年度末までに66,865人の保育定員を確保することとしており、令和３年度は66,448人の保育定員の確保に取り組ん
だ。
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・私立幼稚園就園奨励費については、令和元年10月からの幼児教育の無償化に伴い、就園奨励費事業は廃止した。子どものための教育保育給
付費事業にて入園料保育料の軽減を実施した。
・待機児童対策関連事業(①保育施設の整備、②保育士の確保、③認可外保育施設の認可化移行支援)については、設計調整の遅れや関係機関
との調整遅れにより、施設整備の進捗が遅れたことから、市町村との連携をより一層密にし、施設整備の着実な実施に取り組む必要がある。
幼児教育・保育無償化の影響等による潜在需要の掘り起こし等による保育ニーズの高まり等を受け令和３年度末までに待機児童の解消を図る
よう計画の見直しを行ったことから、引き続き保育士の確保が必要である。
・延長保育事業については、保育認定を受けた子どもが保育所を延長して利用する「延長保育事業」等が増加傾向にある。
・こども医療費助成については、令和４年度からの制度拡充を円滑に実施できるよう、引き続き市町村等と連携していく必要がある。

　外部環境の分析
・待機児童対策関連事業(①保育施設の整備、②保育士の確保、③認可外保育施設の認可化移行支援)については、認可外保育施設の認可化に
当たっては、地域住民の多様なニーズを把握した上で、計画的に、その地域に最もふさわしい子育て支援を実施するよう取り組む必要があ
る。
・延長保育事業については、待機児童解消に向けて保育所等が大幅に増加しており、今後も増加する見込みであることから、引き続き保護者
のニーズに応じて事業を実施する市町村を支援する必要がある。
・こども医療費助成については、令和４年度からの制度拡充を円滑に実施し、安定した事業運営を図る必要がある。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・保育所入所待機児童数（顕在・潜在）については、潜在需要の掘り起こし等により保育ニーズが高まっていることがうかがえる。

[主な取組]
・私立幼稚園就園奨励費については、令和元年10月からの幼児教育の無償化に伴い、就園奨励費事業は廃止する。子どものための教育保育給
付費事業にて入園料保育料の軽減を実施する。
・待機児童対策関連事業(①保育施設の整備、②保育士の確保、③認可外保育施設の認可化移行支援)については、保育士の魅力発信や処遇・
労働環境の改善、潜在保育士の復職支援等により、保育士の確保、定着に取り組む。また、保育士・保育所総合支援センターを活用し、運営
費支援を実施する認可外保育施設に対して個別指導を強化し、施設毎の個別の課題をより確実に把握し、早期の認可化移行の実現に取り組む
とともに、県・市町村センターの三者での連携をより一層密にし、計画的な施設整備を行う。
・延長保育事業については、市町村において地域の利用希望把握調査（ニーズ把握）を行い、県は調査を取りまとてニーズ把握に努め、子ど
も子育て支援計画に反映させる。
・こども医療費助成については、令和４年度からの制度拡充を円滑に実施し、安定した事業運営を図るため、引き続き市町村との意見交換を
行っていく。

[成果指標]
・保育所入所待機児童数（顕在・潜在）については、保育ニーズの高まりを受け、令和２年度から６年度を計画期間とする第２期黄金っ子
（くがにっこ）応援プランの策定し、各市町村における「量の見込み」、「提供体制の確保方策」等を作成したところである。また、平成30
年度に設置した「沖縄県待機児童対策協議会」を活用し、引き続き市町村と連携して、待機児童の解消に取り組む。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 75.0%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

施策展開 2-(2)-オ 子どもの貧困対策の推進

施策 ③　小中学生期及び高校生期の子どもへの支援

対応する
主な課題

③家庭の経済状況は、子どもの学力、自己肯定感、生活習慣などに影響を及ぼすことが多いとの指摘があることから、小中学生や
高校生に対しては、学校をプラットフォームとした総合的な対策を展開するほか、教育費の負担軽減や居場所の確保など、子ども
が安心して学習や生活ができる環境を整備する必要がある。

関係部等 子ども生活福祉部、教育庁、保健医療部、総務部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

2

地域学校協働活動推進事業(学
校・家庭・地域の連携協力推進
事業)

44,776 やや遅れ

　21市町村において、地域人材を活用した授業の補佐やクラブ
活動支援、登下校の見守り、環境美化、体験交流活動などが実
施された。
　地域コーディネーターについては、198人配置した。県は研修
会を通して事業関係者の資質向上を図ると共に、21市町村に補
助金を交付した。

県
市町村

（教育庁生涯学習振興課）

1

沖縄子供の貧困緊急対策事業(子
供の居場所の設置運営の促進) 282,663 順調

　子ども達を必要な支援に繋ぐ手法の構築を目的とした連携手
法分析を糸満市において拡充（R2:1校→R3:10校）して実施し
た。また、コロナウイルスの影響を受けながらも、感染対策を
実施しながら子供の居場所70か所へ大学生ボランティア217人を
派遣するなど運営支援を行った。

国
県

市町村（子ども生活福祉部子ども未来
政策課）

4
地域住民等の協力による学習支
援(地域未来塾) 48,955 大幅遅れ

　４市町村の地域学校協働活動において、大学生や教員OB等と
地域住民等が連携した支援が行われた。
　家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分に身につい
ていない児童生徒を対象に、学習習慣の確立と基礎学力の定着
を図った。

県
市町村

（教育庁生涯学習振興課）

3

放課後や週末等の児童生徒の安
全・安心な活動拠点支援(放課後
子ども教室)

16,987 大幅遅れ

　県内の20市町村で放課後等における子どもたちの安全・安心
な活動拠点支援活動が行われた。
　各教室では、学習支援活動、スポーツ活動、体験活動等様々
なプログラムが展開された。
　県は研修会等を通して、放課後子ども教室関係者の資質向上
を図るとともに20市町村に補助金の交付を行った。

県
市町村

（教育庁生涯学習振興課）

6

スクールカウンセラーの配置(小
中学校)

128,134 順調

　いじめ、不登校、問題行動の未然防止、早期発見及び早期対
応のためのスクールカウンセラー等を公立小中学校（400校）に
配置して子ども達の心の相談、保護者や教職員の相談にあたっ
た。

県
（教育庁義務教育課）

5
学力向上学校支援事業

8,178 順調

　離島・へき地校含む小中学校128校を訪問した。訪問は２時間
単位で行い、１時間は授業観察、２時間目は管理職及び授業者
等と情報交換を行った。学校訪問においては、組織的な授業改
善・学校改善について支援を行った。
　市町村教育委員会へは28回訪問し、情報交換を行った。

県
（教育庁義務教育課）

8
小中アシスト相談員事業

115,598 順調

　小中アシスト相談員を教育事務所に設置し、学校区、市町村
の巡回支援を行う等、不登校、いじめ、問題行動等に問題を抱
える学校へ集中支援を行った。
　配置箇所：国頭６人、中頭17人、那覇15人、島尻９人、宮古
３人、八重山３人を配置した。

県
（教育庁義務教育課）

7

スクールソーシャルワーカーの
配置

107,855 概ね順調

　スクールソーシャルワーカー（21人）を県内６教育事務所へ
配置し、社会福祉等の専門的な知識・技能を用いて関係諸機関
とつなぎ、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を
行った。

県
（教育庁義務教育課）
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10

教育相談・就学支援員配置事業
（県立高校）

28,924 順調

　県立高等学校における不登校やひきこもりなどの生徒を支援
するため、27校へ公認心理士や社会福祉士等の資格をもった就
学支援員を学校へ配置し、家庭訪問等の実施によるカウンセリ
ングを行った。

県
（教育庁県立学校教育課）

9

スクールカウンセラー配置事業
(県立高校)

31,564 順調
　スクールカウンセラー等を高校56校に配置し、生徒の不登校
やいじめ等の問題行動等に対し、当該生徒、保護者や教職員へ
の助言・援助を行った。

県
（教育庁県立学校教育課）

12
放課後児童クラブ支援事業

275,337 順調
　公的施設活用クラブの新規設置については、７市町村10施設
に対し整備支援を行うとともに、コーディネーターを配置し、
市町村支援を行った。

県
市町村（子ども生活福祉部子育て支援

課）

11

低所得世帯の子どもに対する学
習支援

531,173 概ね順調

　準要保護世帯等の小中学生への学習支援は、17町村で実施
し、児童扶養手当受給世帯等の高校生への学習支援は10市町で
実施し、合わせて1,035人を支援した。
　また、沖縄県が設置する福祉事務所管轄内の生活保護世帯を
含む生活困窮世帯への学習支援は、17町村で実施し、82人を支
援した。

県
（子ども生活福祉部子ども未来
政策課
保護・援護課）

14
こども医療費助成

1,456,167 順調
　こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進するために、市町
村が実施するこども医療費助成事業において、対象経費の２分
の１を補助した。（令和３年度見込：1,605,290件）

県
市町村（保健医療部保健医療総務課）

13

沖縄県子どもの貧困対策推進基
金事業（市町村支援事業、子ど
も食堂開設支援事業）

535,954 順調

　市町村が実施する就学援助の拡充を図る事業、放課後児童ク
ラブ利用者負担軽減を図る事業及び市町村独自の貧困対策事業
等に係る経費として、35市町村に対して３億8,230万円を交付
し、市町村事業の支援に取り組んだ。

県
市町村（子ども生活福祉部子ども未来

政策課）

16
高等学校等奨学のための給付金
事業 1,269,761 順調

　授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低
所得世帯を対象に奨学のための給付金を支給した。
 

県
（教育庁教育支援課）

15

要保護・準要保護児童生徒就学
援助事業 0 順調

　生活保護法に規定する要保護者及び要保護者に準ずる程度に
困窮している準要保護者（計35,261人）に対して学用品費等の
費用を補助するなどの就学援助を行った。

県
市町村（教育庁教育支援課）

18
私立学校通学費負担軽減事業

19,544 順調
　私立中学校及び私立高等学校等に在籍する低所得世帯等の生
徒の通学費の負担を軽減するため、路線バス及びモノレール通
学費を支援した。

県
（総務部総務私学課）

17
中高生の通学費支援

377,963 順調

　令和２年10月から、住民税所得割非課税世帯または児童扶養
手当等を受給しているひとり親家庭の高校生を対象に、自宅か
ら学校までの区間のバス・モノレール通学費の無料化を開始し
た。
　令和３年度からは、通学区域が全県域の中学校まで支援を拡
げた。

県
（教育庁教育支援課）
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

25.0%
30年度

25.0%
30年度

28.9%
3年度

20.0%
10.1%

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

実績値 目標値 R3年度
達成状況

29.9%
27年度

25.0%
30年度

20.4%
元年度

20.0%
95.7%

担当部課名 子ども生活福祉部子ども未来政策課

困窮世帯の割合（沖縄県子ども
調査）（高校生調査）

29.3%
（28年度）

29.3%
28年度

29.3%
28年度

20.4%
元年度

20.4%
元年度

状
況
説
明

　令和３年度に３回目の小中学生調査（小５、中２）及び０歳から17歳調査を実施したところ、小中学年生調査における困窮世帯の
割合が28.9％、０歳から17歳調査における困窮世帯の割合が暫定値で23.2％となった。

2

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

1

成果指標名 基準値(B)

困窮世帯の割合（沖縄県子ども
調査）（小中学生調査）

29.9%
（27年度）

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

不登校児童（生徒）が学校内外
で相談機関等から相談・指導を
受けた割合（小）

87.6％
（29年度）

87.6% - - 89.7% 84.8% 90.0％
未達成

不登校児童（生徒）が学校内外
で相談機関等から相談・指導を
受けた割合（中）

86.0％
（29年度）

86.0% - -

71.0% 71.0%
2年度

83.5％
未達成

担当部課名 教育庁義務教育課、県立学校教育課

87.3% 87.3% 90.0％
未達成

不登校児童（生徒）が学校内外
で相談機関等から相談・指導を
受けた割合（高）

80.5％
（29年度）

80.5% - -

状
況
説
明

　小学校・中学校においては基準値から改善しているが、まだ目標値には至っていない状況である。高等学校においては、基準値か
ら後退となっている。
　コロナ感染不安を理由に、校内外での相談や支援について消極的な姿勢を示す保護者がいる。また、担任や部活動顧問等特定の人
との関わりを望む不登校児童生徒がいる。

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

1.7% 1.7%
R2

1.4%
40.0%

担当部課名 教育庁県立学校教育課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

高等学校中途退学率
1.9%

（23年度）
2.0% 2.2% 2.3%

状
況
説
明

　令和２年度の中途退学率は1.7％で、全国の1.1％（R2年度）から比べ0.6ポイントの差があり依然として高い値となっており、進路
変更や学校生活・学業不適応など様々な要因や私立広域通信制へ生徒増加等の影響により計画値を達成できなかった。

4

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

39市町村 39市町村 41市町村


94.6%

担当部課名 子ども生活福祉部子ども未来政策課、保護・援護課

H30 R3(C)

地域等における子どもの学習支
援（無料塾等）

４市町村
（23年度）

40市町村 40市町村 40市町村

状
況
説
明

　生活保護世帯に対する子どもの学習支援は、小中学生対象に28市町村、高校生対象に６市で実施した。
　また、市町村において、世帯の所得を制限せずに地域で学習支援を実施しており、目標値41市町村に対し、上記の学習支援と合わ
せて37市町村で実施した。

R元 R2 R3(A)
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

　当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・沖縄子供の貧困緊急対策事業(子供の居場所の設置運営の促進)については、令和４年度は継続となったが、国から、令和５年度以降の事業
継続についての説明はなく、未定である。学生が希望する派遣先と募集している子どもの居場所のミスマッチがある。
・地域学校協働活動推進事業(学校・家庭・地域の連携協力推進事業)については、国が掲げている「地域学校協働活動とコミュニティスクー
ルの一体的な推進」に関して、県内において模範的な事例がまだない。活動に参画するボランティアの新規の人材確保が進んでおらず、ボラ
ンティアの担い手不足、固定化が状態化している。
・放課後や週末等の児童生徒の安全・安心な活動拠点支援(放課後子ども教室)については、活動に参画するボランティアの新規の人材確保が
進んでおらず、ボランティアの担い手不足、固定化が状態化している。
・地域住民等の協力による学習支援(地域未来塾)については、基礎学力の定着を目指す取組のため、教員OBや教員志望の大学生、塾講師と
いった一定の学習指導技術を持った地域人材の協力が不可欠である。
・学力向上学校支援事業については、学力向上の取組として、３つ視点「自己肯定感の高まり」「学び育ち実感」「組織的な関わり」から、
５つの具体的な方策を通して授業改善学校改善を推進する。（学力向上推進５か年プランプロジェクトⅡ）
・スクールカウンセラーの配置(小中学校)については、不登校児童生徒が増加するなかで、児童生徒が抱える課題も多岐にわたる。課題を抱
える児童生徒には、小学校低学年から支援を行う必要性がある。
・スクールソーシャルワーカーの配置については、児童生徒をサポートする支援員の必要性は年々高まっており、限られた財政と人員の中
で、より成果が得られる活用の活用を工夫する必要がある。
・小中アシスト相談員事業については、配置校に関しては、不登校児童生徒の抑制、登校復帰などに一定の効果が認められるが、相談員の配
置人数の限りから、未配置校の新たな不登校事案に対応できていない現状がある。不登校児童生徒など１人ひとりの状況に応じた支援が必要
だが対応には継続的な時間を要し、支援の対象となる児童生徒が多くなると対応が難しい現状がある。
・スクールカウンセラー配置事業(県立高校)については、欠席状況が長期化すると登校が困難になるため、初期の段階で、生徒の状況に応じ
た適切な働きかけを行う必要がある。いじめ、不登校、問題行動等の発生の未然防止、早期解決に向けた取組を行う必要がある。
・教育相談・就学支援員配置事業（県立高校）については、問題を抱えている生徒に対しては、早期に支援を行う必要があり、引き続き早期
配置ができる体制が必要である。
・低所得世帯の子どもに対する学習支援については、学習習慣の定着や習熟度の向上には、継続的に本事業を実施することが求められる。教
室によって、利用人数にばらつきがあり、支援が必要な子どもや保護者に事業内容が届いていない場合があるため、県や受託者による周知広
報や地域の実情に応じた効果的な支援を実施する必要がある。
・放課後児童クラブ支援事業については、公的施設活用クラブの設置促進を図っているものの、民間施設利用クラブの増加が上回ることか
ら、平均としての月額利用料の改善が見えにくい状況にある。
・沖縄県子どもの貧困対策推進基金事業（市町村支援事業、子ども食堂開設支援事業）については、基金の設置期間を10年延長し、新たに60
億円を財源に事業を実施することになったが、効率的な事業の実施が求められている。
・こども医療費助成については、令和４年度からの制度拡充を円滑に実施できるよう、引き続き市町村等と連携していく必要がある。
・要保護・準要保護児童生徒就学援助事業については、市町村単独事業として実施されている、準要保護者への就学援助について、市町村間
で 援助費目や認定基準、周知方法、手続方法等に差が生じている。
・高等学校等奨学のための給付金事業については、申請漏れがないよう、周知の徹底や個別の呼びかけなど、継続的な取組が必要である。令
和２年度より支給対象となった、新入生の一部前倒し給付、家計急変世帯（所得割非課税相当世帯）について、リーフレットを配布し呼びか
ける。
・中高生の通学費支援については、新入生の入学後、通学費の支援を速やかに行う必要がある。
・私立学校通学費負担軽減事業については、本事業は令和２年度から実施された事業であるため、支援が必要とされる世帯への支援となるよ
う、周知の徹底を図りたい。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 72.2%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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　外部環境の分析
・沖縄子供の貧困緊急対策事業(子供の居場所の設置運営の促進)については、子供の貧困対策の取組強化について、社会的要請が高まってい
る。子ども達が抱える問題が、複雑化していることから、専門的な個別支援を実施する居場所の設置などが求められている。コロナの影響に
より、学生ボランティアを派遣できない時期があった。
・地域学校協働活動推進事業(学校・家庭・地域の連携協力推進事業)については、県内のコミュニティスクール導入校が少なく、取組年数も
浅い学校が多い。県内の雇用状況の改善による就業人口の増加は、ボランティアの担い手不足に影響している。
・放課後や週末等の児童生徒の安全・安心な活動拠点支援(放課後子ども教室)については、県内雇用状況の改善による就業人口は、ボラン
ティアの担い手不足に影響している。放課後子ども教室の実施日時は、平日の15時から17時までとほぼ決まっており、その時間帯に協力可能
な地域住民ボランティア確保（増員）は容易ではない。
・地域住民等の協力による学習支援(地域未来塾)については、学校における働き方改革が求められる中、放課後の教室を活用した学習支援の
実施には、教員の負担にならない仕組みづくりが必要である。
・学力向上学校支援事業については、全国学力学習状況調査において、小学校は全国平均の水準を維持した。また、中学校においては国語、
数学ともに、全国平均との差を着実に縮める等改善が図られ、各学校の取組の充実を示す結果となった。学習指導要領完全実施に伴い、新し
い時代に求められる資質能力を子供たちに育む必要がある。
・スクールカウンセラーの配置(小中学校)については、課題を抱える児童生徒の置かれている環境の改善が求められている。課題を抱えてい
る児童生徒への対応が、学校だけで対応するのではなく、他機関と連携することが求められている。
・スクールソーシャルワーカーの配置については、児童生徒を取り巻く環境は、ますます複雑化し、それに伴い様々な課題を抱える児童生徒
が増えている。その課題に福祉分野から支援できるスクールソーシャルワーカーの資質向上及び学校、関係機関等への理解啓発に引き続き取
り組む必要がある。スクールソーシャルワーカーの配置拡充に努めるとともに、市町村任用の支援員との連携協力に取り組む必要がある。
・小中アシスト相談員事業については、不登校の児童生徒が増加傾向である。登校復帰ができた児童生徒がいる一方、登校後、教室に入れな
い状態の児童生徒が存在する。学校に登校するという結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に
自立することを目指す必要がある。
・スクールカウンセラー配置事業(県立高校)については、高度な専門的な知識経験を有する人材が必要である。
・教育相談・就学支援員配置事業（県立高校）については、就学支援員配置を希望するが、配置できていない学校があり、事業拡大が必要で
ある。本県高校生の不登校の主な要因は、「あそび非行」から「無気力」へ移行しおり、課題を抱えた生徒が学校での学ぶ意欲が低下してい
ることが挙げられる。
・低所得世帯の子どもに対する学習支援については、国内における厳しい経済雇用情勢が家計に影響を与えているほか、核家族化や少子化の
進行による子育て家庭の養育力の低下、地域のつながりの希薄化による子育て支援機能の低下などが、子どもの育ちや子育てに影響を与える
ことから、本事業の充実拡大が求められている。利用人数が、定員の目安を超過する学習支援教室があることから、適切な教室配置について
検討する必要がある。
・放課後児童クラブ支援事業については、令和３年度の放課後児童クラブの平均月額利用料については、令和２年度の9,239円を上回る9,397
円と高止まりの状況にある。
・沖縄県子どもの貧困対策推進基金事業（市町村支援事業、子ども食堂開設支援事業）については、ヤングケアラーや若年妊産婦への対応等
新たな課題に対応する必要がある。
・こども医療費助成については、令和４年度からの制度拡充を円滑に実施し、安定した事業運営を図る必要がある。
・要保護・準要保護児童生徒就学援助事業については、本県の児童生徒数は減少傾向にあるものの、準要保護の対象者数は増加傾向で推移し
ており、さらに新型コロナウイルス感染症の影響で困窮世帯が増加することが予想される。制度を知らないことが原因で利用できないことが
ないよう、継続して周知に取り組むことが必要である。
・高等学校等奨学のための給付金事業については、新型コロナ感染症等の影響により、引き続き低所得世帯の教育費負担の軽減を図る必要が
ある。
・中高生の通学費支援については、通学費支援の更なる拡充の要望がある。
・私立学校通学費負担軽減事業については、保護者の経済状況の変化により、対象者数が変動することが予想されるが、本制度の周知徹底が
必要である。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・困窮世帯の割合（沖縄県子ども調査（小中学生調査）（高校生調査））については、新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯所得が
減少したことが影響したものと考えられる。
・不登校児童（生徒）が学校内外で相談機関等から相談・指導を受けた割合（小）（中）（高）については、外部機関等との連携、スクール
カウンセラーや就学支援員の配置拡充による校内外の支援体制の充実により、外部機関での支援は増加傾向となったが、役割分担や協働支援
の推進により、養護教諭やスクールカウンセラーによる校内の専門的相談・指導の実人数において減少が生じた。また、学校での組織的な対
応に向けた意識に学校間に差があることと、組織的な対応の中心となる人材の不足が考えられる。
・高等学校中途退学率については、県立高等学校の中途退学率は、成26年度2.2%から令和2年度1.5%と減少しているものの、私立広域通信制
への生徒数の増加を背景に県全体の中途退学率は増加しており、後退となった。
・地域等における子どもの学習支援（無料塾等）については、県が生活困窮世帯等に対する子どもの学習支援を町村部で実施しているほか、
各市町村においても学習支援事業を行っており、合わせて37市町村での実施となっている。また、実施していない自治体において、学習支援
の要望が無いことや、事業実施場所の選定が困難であること、人材の確保が難しいこと等が要因として挙げられる。
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
・沖縄子供の貧困緊急対策事業(子供の居場所の設置運営の促進)については、令和５年度以降の事業継続及び補助率の維持に関して、県内市
町村と連携し、国に対し、しっかりと要請を行う。また、子供の居場所ネットワークへの加入促進を図り、地域での連絡会等で課題や好事例
を共有するとともに、学生ボランティアの派遣における学生と居場所のミスマッチの解消や居場所と学校の連携手法の分析等を行っていく。
・地域学校協働活動推進事業(学校・家庭・地域の連携協力推進事業)については、地域学校協働活動とコミュニティスクールの連携による効
果や実践事例を、県内の教育委員会や学校関係者に伝えるため、研修会等をとおして積極的に資料等を配布する。より多くの地域住民の参画
を得るために、これまでのボランティア募集の手法の見直しや、更なる工夫を行うよう、研修会等を通して市町村に働きかける。
・放課後や週末等の児童生徒の安全・安心な活動拠点支援(放課後子ども教室)については、県や市町村の広報ツール等を活用し、より広く一
般への事業周知を図る。さらに、事業周知に用いる資料等を見直し、より分かりやすく、初心者でも活動に参画しやすい内容を心がける。企
業や団体等の参画を促すだけでなく、企業等が持つネットワークを活用した広報活動も取り入れる。
・地域住民等の協力による学習支援(地域未来塾)については、企業や大学などと連携して、安定した支援者の確保に努める。さらに、継続し
た活動につながるよう、学校家庭地域の役割を分担し、負担が偏らないような仕組みづくりを行う。
・学力向上学校支援事業については、質的授業改善を推進するための学校組織機能の核として、校内研究体制の充実を図るため、授業改善の
視点、学校改善の視点など多様な視点から学校訪問を実施する。市町村教育委員会の施策を生かし、綿密な連携を図りながら、学校への支援
を充実させる。
・スクールカウンセラーの配置(小中学校)については、沖縄県公認心理師協会等との連携及び、スーパーバイズの拡充を図る。課題を抱える
児童生徒への相談、支援が充実するよう学校側に働きかける必要がある。スクールカウンセラーの効果的な活用に向けて,学校訪問等で情報
共有、支援を行っていく。
・スクールソーシャルワーカーの配置については、事業効果を高めるため、各教育事務所と連携し各地区の課題や状況に応じたスクールソー
シャルワーカーを重点的に配置する。市町村配置スクールソーシャルワーカー及び各種支援員等との、情報共有や連携強化に向けた合同研修
会を実施する。スーパーバイザーを活用した全地区対象の研修等を実施し、各地区の好事例情報等を全地区で共有を図る。
・小中アシスト相談員事業については、不登校児童生徒へのＩＣＴ等を活用した学習支援の充実、登校支援を図る。教職員と支援員等との連
携による校内支援体制の確立や校内支援室等の環境整備を行い、教室に入れない児童生徒への学習支援、学級復帰支援を図る。個々の支援計
画の作成と支援、保護者や福祉担当課等と連携した家庭環境の改善等を行い、すべての児童生徒の社会的自立を図る。
・スクールカウンセラー配置事業(県立高校)については、スクールカウンセラーを活用した校内研修等の実施、支援に係る情報共有ミーティ
ングの必須化等、学校とスクールカウンセラーの連携および学校教諭の面談スキル向上を図る。スクールカウンセラーの業務評価とスクール
カウンセラー応募者の面談を通して、学校の実状に応じた適格な人材の配置計画を実施する。全県立高校への配置を行う。
・教育相談・就学支援員配置事業（県立高校）については、後継事業により、事業規模を拡大し、配置校の拡充及び教職員向け研修等を実施
する。各学校の状況把握を行い、効果的な配置を行う。事業を早期に立ち上げ、委託業者との綿密な事務作業の効率化を図り、早期配置に努
める。不登校の要因を解消するため、学校の教育相談係及び他機関との連携を図り、生徒の学習意欲の回復に向け努める。
・低所得世帯の子どもに対する学習支援については、利用人数が、定員の目安を超過する学習支援教室については、入塾申込みの状況等も踏
まえ、受入れ体制の拡充を図る。地域の実情に応じ、新たな教室の設置や民間の進学塾を活用した学習支援の拡充を図る必要がある。
・放課後児童クラブ支援事業については、令和４年度からの放課後児童クラブ支援強化事業（後継事業）において、新規補助メニューとして
「賃借料支援」を創設し、放課後児童クラブへの家賃補助を通じた利用料低減を進めていく。
・沖縄県子どもの貧困対策推進基金事業（市町村支援事業、子ども食堂開設支援事業）については、ヤングケアラーや若年妊産婦への対応
等、県事業として広域的に展開すべき事業を基金を活用し実施する必要がある。
・こども医療費助成については、令和４年度からの制度拡充を円滑に実施し、安定した事業運営を図るため、引き続き市町村との意見交換を
行っていく。
・要保護・準要保護児童生徒就学援助事業については、実施主体である市町村において、全保護者に対する就学援助制度の周知の徹底並びに
手続方法の簡素化等の改善を図る必要がある。新型コロナウイルス感染症による影響で困窮した世帯に対応することが必要となる。
・高等学校等奨学のための給付金事業については、各高等学校等と連携し非課税世帯及び生活保護世帯への申請連絡、入学時にチラシの配布
を行い制度の周知を徹底していく。また、中学校段階での高校等進学を目指す生徒とその保護者への周知も引き続き行うことで、制度の理解
が深まるよう取り組む。
・中高生の通学費支援については、新入生に対して、４月から支援を開始できるよう、郵送での申請に加え、インターネットでの申請ができ
るよう、申請者の利便性の向上を図った。令和４年度から、在籍校が出席扱いとするフリースクールに通学する低所得世帯の生徒への支援を
行っていく。
・私立学校通学費負担軽減事業については、申請漏れなどにより、生徒の修学に影響が出ることのないよう、生徒保護者に対する確実な制度
の周知に努める。学校に対し、適正な事務の執行に係る指導を行う。

[成果指標]
・困窮世帯の割合（沖縄県子ども調査（小中学生調査）（高校生調査））については、令和４年３月28日に決定した「沖縄県子どもの貧困対
策計画（第２期）」に主要指標として困窮世帯の割合を設定しており、毎年度、庁内の推進会議や有識者会議において、指標の改善状況や重
点施策の実施状況等、施策の進捗管理を行っていく。
・不登校児童（生徒）が学校内外で相談機関等から相談・指導を受けた割合（小）（中）（高）については、スクールカウンセラー等を配置
し、課題を抱える児童生徒が置かれた環境に対し、訪問や関係機関と連携した取り組みを積極的に進め、児童生徒の支援体制の充実を図る。
・高等学校中途退学率については、後継事業「就学継続支援員配置事業」として配置校の拡充や職員研修の充実を図るとともに、中途退学対
策担当教諭の取り組みやスクールカウンセラー配置事業等との連携により、様々な事で悩む生徒に対し、丁寧な教育相談と支援を行い、就学
継続にむけて総合的な支援体制の充実に取り組む。
・地域等における子どもの学習支援（無料塾等）については、学習支援を実施するとともに、学習支援が実施されていない地域について、学
習支援のニーズ等を確認し支援実施の方法を検討していく。
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

「施策」総括表

施策展開 2-(2)-オ 子どもの貧困対策の推進

施策 ④　支援を必要とする若者への支援

対応する
主な課題

④ひきこもりや無業状態にある若者は、そのままでは将来生活困窮に陥るリスクが高いため、社会的・経済的自立に向けて、個々
の実情に応じ適切に支援を行う必要がある。

1
若年無業者職業基礎訓練事業

20,990 順調

　若年無業者の状態にある15歳以上39歳以下の者に就労及び公
共職業訓練等への移行を促進し、無業者状態からの改善・自立
を図るため、基礎的な職業訓練を６回実施して52人が受講し
た。

県
（商工労働部労働政策課）

関係部等 商工労働部、子ども生活福祉部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

3
若年者総合雇用支援事業

74,150 順調
　個別相談や出張相談、電話やオンラインでの応対のほか、就
職セミナー、企業向けセミナー、保護者向け講演会、新規高卒
者向け合同企業説明会を開催した。

県
（商工労働部雇用政策課）

2
子ども・若者育成支援事業

51,444 順調

　子若協議会を開催し、関係機関の取組について共有を図っ
た。また、新たに名護市に子若センターを設置して、社会生活
を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者からの様々な相
談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言
を行った。

県
市町村（子ども生活福祉部青少年・子

ども家庭課）

5

若年者キャリア形成支援モデル
事業

27,787 順調

　令和３年度は、23名（前期11名、後期12名）の対象者に対し
て３ヶ月の短期プログラムを実施した。
〇開所日数：前期45日、後期50日
〇講話等：前期26回、後期30回
〇職場体験実習：前･後期 各６日間
〇宿泊研修：前期 中止、後期１泊２日
○支援手法検討会：４回

県
（子ども生活福祉部子ども未来
政策課）

4 若年者ジョブトレーニング事業 84,900 順調
　40歳未満の若年求職者55名を対象として、スキル向上とミス
マッチの解消を図るため、1か月の座学研修及び3か月の短期雇
用による企業での職場訓練を実施した。

県
（商工労働部雇用政策課）

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

若年無業者率（15～34歳人口に
占める割合）

1.91%
(17年)

1.95%
27年

1.95%
27年

1.95%
27年

1.95%
27年

1.55%
R2年

1.5%
未達成

担当部課名

状
況
説
明

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

商工労働部労働政策課

　若年無業者率は、全国、本県ともに増加している。(R2：全国1.53% ,沖縄県1.55%　）特に本県は、全国的に高い状況にある。
　※成果目標の実績値は、国勢調査のデータに基づく。
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・若年無業者職業基礎訓練事業については、委託先を早期に決定し、訓練時期、定員コースの設定を調整し、希望に添った訓練が受けやすい
環境を設定していく必要がある。多様な訓練ニーズに対応するため、委託先、及び関係機関と連携し、就業に向け、より効果的なカリキュラ
ムを設定していく必要がある。訓練受講者の選定においては、退校者を出さないように、就業への意識レベルを見極め選定する。
・子ども・若者育成支援事業については、地域の実情と社会資源に応じて地元自治体が主体となった支援体制の構築が必要であるが、現時点
で県内市町村における子若協議会の設置は石垣市のみとなっている。子若センターへの相談から次のステップに移行できる段階で、つなぎ先
となる適切な関係機関が少ない。
・若年者総合雇用支援事業については、オンライン対応により相談件数が増加するなど反響があったこと、相談員におけるオンライン操作の
経験値が増し、ノウハウが蓄積してきたことから、その他支援メニューについても同様に（オンライン化を）推進していく。
・若年者ジョブトレーニング事業については、訓練生数が定員に達していない。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、説明会の開催など
の周知や募集に係る取組が一部で実施できなかった。
・若年者キャリア形成支援モデル事業については、進路希望の選択肢を増やすために、連携企業の拡充とプログラム内容の充実を図る必要が
ある。プログラム終了後の就学及び就労の定着に向けて、引き続きフォローアップや定期的なモニタリングを継続して実施していく必要があ
る。

　外部環境の分析
・若年無業者職業基礎訓練事業については、令和３年度は、県内３ｶ所に設置されている地域若者サポートステーションへ実施した訓練需要
を踏まえ定員を50人とした。サポートステーションと委託先との連携の強化を図り、訓練生の確保と円滑な訓練実施を図る必要がある。
・子ども・若者育成支援事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会生活を営む上で困難を有する子ども若者はますます
社会との関わりが弱くなっていることが懸念される。本島北部等のいくつかの市町村においては、子若協議会設置の機運が高まっており、設
置に向けた支援を行う必要がある。
・若年者総合雇用支援事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年度においても学生生徒からの相談件数は引き続き
増加傾向にあり、就職活動に不安を抱えている。
・若年者ジョブトレーニング事業については、令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、求職者及び企業双方の動きが鈍化し
ていたが、今後は活発化することも想定される。また、企業ニーズや求職者の志向も変化することが想定される。
・若年者キャリア形成支援モデル事業については、対象者が進路選択を行う際に、家庭状況（親子関係、生活環境、経済状況等）が大きく影
響していることから、外部関係機関と連携した支援が求められる。本県の中卒進路未決定者は、毎年約200名となっており、これらの子ども
たちに対し、早期の支援が求められている。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・若年無業者率（15～34歳人口に占める割合）については、国勢調査が、5年に一度行われる調査のため、若年無業者率の改善状況は、不明
である。（※Ｒ２年国勢調査就業状態等基本集計結果はR4.5.27時点公表）

[主な取組]
・若年無業者職業基礎訓練事業については、委託先を早期に決定し、サポートステーション及び委託先との早期連携を行い、訓練生の確保、
多様なニーズに対応し、就業に向け効果的な訓練カリキュラム内容の調整に努める。また、訓練受講者の退校者を出さないように、サポート
ステーションでの訓練受講者選定の際には、訓練内容を周知し、就業への意識レベル等を慎重に見極め、受講指示を行うようにサポートス
テーションと連携を図る。
・子ども・若者育成支援事業については、オンライン相談は、子若センターへの来所に係る時間と経費の負担軽減に繋がることから、特に、
離島や僻地の市町村に対して積極的に周知を図っていく。また、困難を有する子ども若者の発見に繋がるようＳＮＳ等の活用も検討してい
く。本島北部等において、子若協議会設置の機運が高まっていることから、継続的に市町村を訪問し、地域における支援体制等についてヒヤ
リングや意見交換等を行っていく。
・若年者総合雇用支援事業については、就職相談に加え、セミナーやガイダンスについてもオンライン実施回数を増やす。
・若年者ジョブトレーニング事業については、訓練拠点を、中部と南部の2地区を1箇所に統合することで、効果的な相談員の配置が可能とな
り、より一層きめ細やかな支援を実施するほか、新たな企業の開拓や周知募集の徹底を図る。職場定着支援の担当者を配置して、企業と過年
度の訓練生についても継続して定着支援を実施し、定着率の向上を図る。感染症対策を徹底して事業を継続するとともに、コロナ禍でのニー
ズ変化等の分析や連携方法の再検討を実施する。
・若年者キャリア形成支援モデル事業については、対面での研修とオンラインでの研修の併用や連携企業の拡充等により、プログラムの内容
の充実を図る。離島圏域及び北部圏域からの対象者を受け入れ、宿泊及び通所での支援を実施し、その手法や効果について検証を行う。

[成果指標]
・若年無業者率（15～34歳人口に占める割合）については、事業継続により若年無業者の就職等を促進し、ニート状態からの改善を図ること
により、若年無業者率を全国並である1.5％までの改善を目標とする。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況

取組は順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

施策展開 2-(2)-オ 子どもの貧困対策の推進

施策 ⑤　保護者への支援

対応する
主な課題

⑤貧困状態にある子どもの保護者は、経済的な困難のほか、社会的な孤立や生活上の困難、家庭で子どもと接するゆとりが持てな
いなどの問題を抱えていることが多いため、生活、住宅、就労等に関する相談・支援のほか、雇用の質の改善や可処分所得の向上
に取り組む必要がある。

関係部等 子ども生活福祉部、土木建築部、商工労働部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

2

ひとり親家庭生活支援モデル事
業

167,611 順調

　様々な課題を抱えるひとり親家庭68世帯に対し、民間アパー
トを活用した生活支援を中心に、就職支援やビジネススキルの
向上を目的としたセミナーの開催、子どもへの学習支援、債務
整理のための助言を行う家計支援等、それぞれの家庭の課題に
応じた総合的な支援を行った。

県
（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

1
生活困窮者自立支援事業

286,662 順調

　県事業においては30町村を対象にしており、生活困窮者がい
つでも、生活全般にわたる相談ができるよう県内５か所（名護
市、沖縄市、那覇市、南風原町、久米島町）に相談窓口を設置
し相談支援を行った。

県
市（子ども生活福祉部保護・援護

課）

4

離職者等再就職訓練事業(母子家
庭の母等コース)

0 未着手
　母子家庭の母等を対象とする職業訓練コースを公募したが、
応募企業がなく、コースの設定ができなかった。

県
（商工労働部労働政策課）

3
公営住宅への優先入居

0 順調
　ひとり親世帯等を含む子どもを扶養する貧困世帯（子育て世
帯）を一般世帯より優先して入居できるような制度運用に努め
る。

県
（土木建築部住宅課）

6
母子家庭等自立促進事業

109,454 大幅遅れ
　ひとり親家庭の母等に家庭の状況、職業適性、就業経験等に
応じ適切な就業相談を実施した。また、就業に必要な知識や技
能の習得を図るための就業支援講習会を実施した。

県（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

5
ひとり親家庭技能習得支援事業

55,615 順調
　ひとり親家庭の就労改善に役立つ技能習得を支援するため、
経理事務に必要とされる資格講座を実施したほか、受講中の託
児サービスを行った。

県
（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

8
パーソナル・サポート事業

131,559 順調

　長期未就労、コミュニケーション難などの様々な困難を抱え
る求職者1,268人に対し、専門の相談員が個別的・継続的に関わ
り、19,089件の相談支援を実施し、604人を就労につなげた。

県
（商工労働部雇用政策課）

7

母子及び父子家庭等医療費助成
事業

305,263 順調
　ひとり親家庭等の保護者及び児童が医療費に要した自己負担
分を市町村が助成し、県は市町村が助成した経費の1/2を41市町
村へ補助した。

県
（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

10
正規雇用化サポート事業

39,752 順調

　既存従業員の正規雇用化や正社員雇用を検討しているがコス
ト面等が課題となっている企業を募集し、47社選定のうえ、中
小企業診断士等の専門家チームを派遣支援することにより108人
の正規雇用拡大が図られた。

県
（商工労働部雇用政策課）

9
正規雇用化企業応援事業

39,752 大幅遅れ
　正規雇用化を行う県内企業７社に対し、従業員の研修費用の
うち交通費及び宿泊費に対する助成を行い、19人の正規雇用化
が図られた。

県
（商工労働部雇用政策課）

12
ひとり親世帯・中高年齢者就職
総合支援事業 29,397 順調

　ひとり親の方や中高年齢者の求職者を対象に、託児機能付き
の事前研修と職場訓練等を実施した。事前研修については53名
が受講、職場訓練については23名が行い、訓練先で継続雇用と
なった。事前研修後に職場訓練を行わず就職した者18名を含め
ると41名が就職に繋がった。

県

（商工労働部雇用政策課）

11
正社員雇用拡大助成金事業

18,838 大幅遅れ
　若年者を正社員として雇用し、３か月間の定着に繋がる取組
を行った事業所に対し助成を行い、28人の定着に繋げた。

県
（商工労働部雇用政策課）

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

就職相談から就職に結びついた
ひとり親家庭の数（累計）

84世帯
（23年）

691世帯 740世帯 785世帯 839世帯 924世帯 800世帯
達成

担当部課名

状
況
説
明

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課

　相談者725名のうち85名が就業し、累計で924世帯となっている。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

61.3% 62.5%


58.6%

担当部課名 商工労働部雇用政策課

正規雇用者（役員を除く）の割
合

59.6%
（25年）

59.7% 61.4% 60.2% 60.7%

状
況
説
明

　正規雇用者（役員を除く）の割合（61.3%）は、正規従業員数の増加により基準値（59.6%）と比べて改善しているものの、特に若
年者の正規雇用者の割合が全国と比べ低くなっており、目標値を達成できなかった。

2
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

　当該施策の推進状況は、「概ね順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・生活困窮者自立支援事業については、令和３年、４年度は国庫補助（10/10）によりアウトリーチ支援事業を実施（支援員２人体制）し、
また、新型コロナウイルス感染症の影響による相談者増加に対応するため、新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金を活用
して自立相談支援機関の機能の強化（相談員及び補助員の増員）を図っているが、相談窓口から遠隔地に住んでいる、制度自体を知らない、
ひきこもり等の理由で、自ら相談窓口に来所することができない潜在的な支援対象者がいる。
・ひとり親家庭生活支援モデル事業については、単なる生活支援ではなく、支援期間の終了後は各家庭が地域で自立することを目標としてい
る。そのため、各家庭の課題やニーズに寄り添った支援を行う必要がある。
・離職者等再就職訓練事業(母子家庭の母等コース)については、母子家庭の母等コースの受託要件（訓練カリキュラム、委託料等）は、国の
実施要領により定められており、県の施策としてカリキュラムの簡素化や委託料の増等ができない。
・ひとり親家庭技能習得支援事業については、中部地区において令和２年10月より初級講座を開講したところ、那覇校と同様に上級講座を開
講してほしいとの要望があり、令和３年度より通年で講座を開講し、上級講座を開講した。
・母子家庭等自立促進事業については、高等職業訓練促進給付金は増加傾向、自立支援教育訓練給付金事業の需給希望者も増加している。
・母子及び父子家庭等医療費助成事業については、H28年からH30年度にかけて自動償還の導入に伴うシステム改修費を補助してきたこともあ
り、自動償還方式の継続を希望した市町村が多かった。
・パーソナル・サポート事業については、複合的な課題を抱える者やニーズの高まりにより、相談員の対応件数は年々増加している。
・正規雇用化企業応援事業については、ホームページでの周知や企業訪問により事業案内説明を行い、助成金活用促進を図っているところで
あるが、関係部局や経済団体、非正規雇用割合の高い業界団体と連携した周知広報を強化する必要がある。
・正規雇用化サポート事業については、ホームページでの周知や企業訪問により事業案内説明を行い、事業の周知を図っているところである
が、関係部局や経済団体、非正規雇用割合の高い業界団体と連携した周知広報を強化する必要がある。
・正社員雇用拡大助成金事業については、助成の要件である「定着に繋がる取組」の事例や効果について周知を強化する必要がある。
・ひとり親世帯・中高年齢者就職総合支援事業については、事業に登録したものの、希望する職種の受入企業が少ないため、事業を利用しな
い求職者がみられた。

　外部環境の分析
・生活困窮者自立支援事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種支援制度（社会福祉協議会が実施している生活福祉資
金の特例貸付、住居確保給付金、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金）を利用するため、相談に訪れる方が増大している。認知
度は増した一方、相談件数の増加により丁寧な対応が困難な状況になっている。
・ひとり親家庭生活支援モデル事業については、沖縄県では、全国と比較して貧困状態で暮らす子どもが多く、貧困が子どもの生活と成長に
影響を及ぼしていることが強く懸念される状況にある。
・公営住宅への優先入居については、ひとり親世帯を含む子どもを扶養する貧困世帯は、依然として多くおり、新型コロナウイルスの感染症
の影響等により貧困世帯を取り巻く社会環境はより一層、厳しい状況になると見込まれる。
・離職者等再就職訓練事業(母子家庭の母等コース)については、母子家庭の母等コースは、平成30年度は１コース設定し、定員20名中11名の
応募があり開講する。令和元年度は１コース設定したものの応募者がなく閉講となった。入校者が開講できる人数を下回った場合、訓練企業
の負担が増加することから、同コースにおいて企業、受講生ともに応募の確保で、厳しい状況が続いている。
・ひとり親家庭技能習得支援事業については、新型コロナ感染症の影響が続いており、転職のための資格取得を希望して受講する生徒が多
かった。
・母子家庭等自立促進事業については、R3年度より高等職業訓練促進給付金の給付対象資格要件が拡充された。
・母子及び父子家庭等医療費助成事業については、こども医療費助成事業において令和４年度からの通院費助成の対象年齢への拡大に向け
て、各市町村が対応を検討している。
・パーソナル・サポート事業については、既存の就職支援機関等の制度の狭間にいる者の受け皿としても機能しており、幅広い分野からの支
援ニーズが高まっている。新型コロナウイルス感染症の影響によるライフスタイルの変化や今までのキャリアの振り返り等により、適性に
合ったマッチングのニーズが高まっている。
・正規雇用化企業応援事業については、新型コロナウイルス感染症の影響による渡航自粛や企業の業績悪化採用計画等の見直しにより、従業
員研修が減少した。
・正規雇用化サポート事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が変化している中で、専門家派遣のニーズが高まっ
ている。人手不足が顕在化しているが、県内中小企業においては採用活動の取組が弱くなっている。
・正社員雇用拡大助成金事業については、若年者の非正規雇用割合が全体よりも高くなっており、本県特有の課題となっている。正社員有効
求人倍率は全国の半分程度の水準となっており、正社員就職機会が少ない状況にある。
・ひとり親世帯・中高年齢者就職総合支援事業については、新型コロナウイルス感染症の影響で雇用情勢の悪化が見られ、登録企業数は前年
度より増えた一方で、職場訓練受入企業数は減少した。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・正規雇用者（役員を除く）の割合については、沖縄県では、非正規雇用割合が比較的高いサービス業などの第３次産業の割合が高い産業構
造となっていることのほか、全国と比べて、若年者の正規雇用割合や新規学卒者の就職内定率が低いこと、非正規雇用で就職する新規学卒者
の割合が高いことが考えられる。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 66.7%
施策推進状況 概ね順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 50.0%
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
・生活困窮者自立支援事業については、町村役場、社会福祉協議会等と連携して、制度を知っていても自ら相談することの難しい方や、支援
内容や制度自体を知らない潜在的な支援対象者を早期に発見し、適切な支援につなぐため、支援体制を強化する。また、住民に身近な町村役
場において窓口が設置できるよう、窓口設置を希望する町村の支援を行うとともに、事業の実施主体である市に対し、支援員及び生活困窮者
支援に関わるその他支援者の資質の向上を図るための研修会を開催する。
・ひとり親家庭生活支援モデル事業については、ひとり親家庭に対するアンケート調査等を踏まえ、医療事務講座の内容をより専門的スキル
が身につくものとすること等、より就労転職につながるような講座を実施していく。県内３拠点において広域的な事業展開を促進するため、
各市町村や福祉団体等、関係機関との連携強化に努める。
・公営住宅への優先入居については、生活住居困窮世帯からの公営住宅の入居等に関する問い合わせに対応するため、専門相談員等を通じた
市町村福祉課等関係機関との連携適切な案内を実施するため、更なる相談体制の強化を検討する。
・離職者等再就職訓練事業(母子家庭の母等コース)については、これまで母子家庭の母等コースを実施したことのある民間教育訓練機関等に
対してヒアリングを行い、当該コースの企画提案に向けて課題整理を行う。また、一般求職者向けの訓練を実施している民間教育訓練機関等
に対し、母子家庭の母等コースは対象者に必要とされる支援が設定されていることを説明し、令和5年度の企画公募提案に向けて検討を依頼
するとともに、託児サービス付き訓練コースの設定を促す。
・ひとり親家庭技能習得支援事業については、受講生募集期間内に県民に対し充分に周知が図られるよう、SNSやラジオ等の広報媒体を活用
し周知を行う。
・母子家庭等自立促進事業については、事業の広報のため、ホームページ等を活用し制度の周知を図る。
・母子及び父子家庭等医療費助成事業については、母子家庭等医療費助成事業の給付方法及び給付対象者に関して、各市町村の意向及び他県
の実施状況を確認しながら課題の具体的解決方法を検討する。
・パーソナル・サポート事業については、ネットワーク会の開催で連携強化に努め、出張セミナーや相談会を継続実施することで、市町村を
含めた地域の支援機関との連携による支援を実施する。また、拠点から距離のある離島地域等に対し、リモートセミナー等を開催し、地域の
支援機関と連携した企業実習の実施に努める。来所による対面相談が困難な求職者に対し、パソコン等を活用したリモート相談を実施する。
・正規雇用化企業応援事業については、関係部局や経済団体、業界団体等と連携した事業の周知広報を強化するほか、非正規雇用割合の高い
業界等の経営者に対し、正規雇用化の取組事例やその効果等を普及啓発し、正規雇用化の意識醸成を図る。
・正規雇用化サポート事業については、関係部局や経済団体、業界団体等と連携した事業の周知広報を強化するほか、非正規雇用割合の高い
業界等の経営者に対し、正規雇用化の取組事例やその効果等を普及啓発し、正規雇用化の意識醸成を図る。人材確保が課題となっている企業
に対し、採用活動の取組を支援し正規雇用の拡大につなげたい。
・正社員雇用拡大助成金事業については、関係部局や経済団体、業界団体等と連携した周知広報や企業開拓をより強化することにより、定着
に繋がる取組の事例や効果についての普及啓発を行い、非正規雇用割合の高い業種を開拓し、幅広い業種の支援につなげたい。
・ひとり親世帯・中高年齢者就職総合支援事業については、求職者のニーズの高い職種を受け入れる企業への事業周知の強化を図り、マッチ
ング効果を高める。登録企業を増やすため、求職者の希望に沿った企業等開拓を行う。

[成果指標]
・正規雇用者（役員を除く）の割合については、正規雇用の拡大や働きやすい環境づくりなど雇用の質の改善を図るため、正規雇用化に取り
組む企業に対する専門家派遣や研修費補助の支援、若年者を正規雇用労働者として雇い入れ定着の取組を行う企業への支援に取り組む。
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

8
福祉・介護人材参入促進事業

16,050 順調

　感染症対策で規模や回数は縮小したものの、小中学生に対す
る介護体験、高校生に対する職業講話や進学説明会等、及び一
般向けのオープンキャンパスや進学相談会等を実施した。ま
た、介護の魅力を発信する冊子の作成及び11月11日の「介護の
日」に合わせてラジオ等を活用した広報を行った。

民間
（子ども生活福祉部福祉政策
課）

7

介護役職者向けマネジメント研
修事業 0 未着手

　新型コロナウイルス感染症の流行状況等を勘案し、事業を中
止した。

県
（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

6

介護職員資質向上推進事業

2,249 大幅遅れ
　介護職員の資質向上を目的として、現任の介護職員を対象と
した「テーマ別技術向上研修」及びサービス提供責任者を対象
とした「サービス提供責任者適正実施研修」を実施した。

県（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

○介護サービス等に携わる人材育成

5
介護支援専門員資質向上事業

56,063 やや遅れ

　介護支援専門員の養成及び資質向上を目的として、介護支援
専門員実務研修（132人）、専門研修課程Ⅰ（221人）専門研修
課程Ⅱ（185人）、主任介護支援専門員研修（75人）、主任介護
支援専門員更新研修（174人）更新研修・再研修（127人）を実
施した。

県（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

4

地域包括支援センター体制強化
事業

5,000 概ね順調

　地域の医療・介護関係者の連携の推進を目的とした「在宅医
療・介護連携推進事業」（市町村実施）は、地区医師会の在宅
医療・介護連携相談支援センターに委託して実施されており、
地区医師会の総括的役割を担える県医師会に、県の市町村支援
事業を委託し実施した。

県
（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

3

介護サービス事業者指導・支援
事業

6,396 大幅遅れ

　認知症介護実践者研修を年２回、認知症基礎研修を年２回実
施に加え、eラーニングも活用し、研修を積極的に実施した。
　しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、認知症介
護実践者研修が１回中止になり、東京実施の認知症介護指導者
研修も中止になるなど、研修数が減少した。

県
市町村（子ども生活福祉部高齢者福祉

介護課）

2
介護給付費等負担事業

16,544,967 順調
　市町村の介護保険給付費、低所得者保険料軽減に伴う負担
金、総合事業費及び包括・任意事業費の法で定める割合の額を
負担した。

県（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

○介護保険サービスの提供

1
介護保険事業

116,149 順調
　介護保険に関わる人材の資質向上のための各種研修等を実施
し、介護保険制度の円滑な運営を図る。

県
（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

関係部等 子ども生活福祉部

0

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-ア 高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らせる環境づくり

施策 ①　介護サービス等の充実

対応する
主な課題

①高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムを構築し、関係機関が連携して高齢者の地域
生活全般を支援していく必要がある。

②介護サービスの利用者が必要なサービスを安心して利用できるよう、サービスの適正な給付及びサービスの質の向上を図るとと
もに、サービス提供に必要な介護人材の確保・定着を図る必要がある。

③高齢化が進行する中、居宅生活が困難な高齢者のニーズに対応するため、介護老人福祉施設等の整備充実を図る必要がある。
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様式２（施策）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　R３年度の整備については、地域密着型特養116人、認知症高齢者GH45人、計161人の定員増を見込んでいたが、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響による整備年度の見直し並びに事業の繰越等が生じたことにより、地域密着型特養87人（３施設新築）、認知症高
齢者GH27人（２施設新築）、計114人の定員増となったことが目標未達の主な要因である。

4

77.8%

担当部課名 子ども生活福祉部高齢者福祉介護課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

介護老人福祉施設（地域密着型
を含む）及び認知症高齢者グ
ループホーム定員数

4,929人
（23年度）

5,958人
29年度

5,969人
30年度

5,996人
R元年度

4,735人
（23年度）

6,368人 6,434人 6,526人

状
況
説
明

　H30年度において実務研修受講試験の受験要件が見直されたことに伴い、H30年度以降は、受験者数が減少しており、それにより合
格者数（受講者数）も減少している。R3年度について、介護支援専門員実務研修受講者は計画値180人に対し、実績で132人となり、
計画の推進状況はやや遅れている。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

6,041人
R２年度

6,144人
R３年度

6,491人

状
況
説
明

　介護認定を受けていない高齢者の割合は、現状値で82.2%と、基準値（平成23年3月末）と比較して0.3ポイント上昇しているほか、
Ｒ３計画値を0.2ポイント上回っている。また、全国の現状値を1.1ポイント上回っており、県の取組に関し一定の成果があったと考
えられる。

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

2

6,619人 6,751人 7,000人
89.0%

担当部課名 子ども生活福祉部高齢者福祉介護課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

介護支援専門員養成数

82.2% 82.0%
達成

担当部課名 子ども生活福祉部高齢者福祉介護課

介護認定を受けていない高齢者
の割合

81.9%
（23年）

82.0% 82.2% 82.3% 82.2%

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部高齢者福祉介護課

　認知症サポーター数は、令和３年度も目標値を達成している。
　また、令和３年度は９市町村が新たに事務局を設置したため、今後の地域での認知症高齢者の見守り体制づくりは推進されるもの
と思われる。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

認知症サポーター養成数
19,833人
(23年度)

80,329人 88,142人 98,768人 106,852人 108,333人 108,000人
達成

担当部課名

状
況
説
明

○老人福祉施設の整備促進

11
老人福祉施設等整備

752,864 順調
　地域密着型特別養護老人ホームの新設３施設および、認知症
高齢者グループホームの新設２施設について補助金の交付決定
を行った。

市町村
社会福祉法

人
民間

（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

10
介護に関する入門的研修事業

11,091 順調

　介護人材のすそ野拡大及び新規参入促進を目的に、介護未経
験者を対象に、本島北部・中部・南部の各圏域で3回、離島圏域
（宮古島市、与那国町与那国島、伊平屋村）で3回、オンライン
による県内全域で1回、計7回の研修を実施した。（修了者　184
名）

県（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

9

エルダー・メンター制度導入促
進事業

0 未着手

　事業見直しにより令和３年度実施予定なし。以下、令和２年
度の内容。
　介護事業所等の職場環境を改善し、職員の定着や離職防止を
目的に、介護事業所等に対し、エルダー・メンター制度等新任
職員の定着に資する制度の導入に係る経費の一部を補助した。
(８事業所)

県
（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 45.5%
施策推進状況 概ね順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 50.0%

　当該施策の推進状況は、「概ね順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○介護保険サービスの提供
・介護保険事業については、要介護要支援認定や介護保険料等に係る相談苦情を受け付けて対応しているところであるが、相談者本人が求め
る内容について、保険者である市町村から納得できる説明を受けていないという心情が、不服申立の提起に至るケースがある。
・介護給付費等負担事業については、本負担事業は介護保険法及び沖縄県介護給付等負担金交付要綱等に基づくものであり、引き続き法令に
基づいた適正執行に努める必要がある。
・介護サービス事業者指導・支援事業については、特になし。制度上の問題点等があれば、知識経験を有し協働する認知症介護指導者会から
の声をくみ取る形になると考える。
・地域包括支援センター体制強化事業については、令和３年度に関しては、市町村事業全般への支援に加え、特に広域的な課題解決が求めら
れる「急変時の対応」と「看取り」体制の構築にフォーカスを当て、保健医療部医療政策課と連携して事業を実施していることから、その実
施する内容については、随時、関係者で調整し進捗管理を行う。

○介護サービス等に携わる人材育成
・介護支援専門員資質向上事業については、受講者数増にも対応できるよう、研修受講対象者について仮申込みを実施し、事前に研修受講者
数のおおまかな人数を把握し、より質の高いオンライン研修が実施できるよう検討する必要がある。試験による修了評価について全ての研修
に導入し、研修内容の定着を図り法定研修全体の質を高める。
・介護職員資質向上推進事業については、本研修で習得した知識技術が介護サービスの適正な提供及び質の向上を図るために役立っている
か、現場でどう活かしているか等について把握する必要がある。
・介護役職者向けマネジメント研修事業については、※新型コロナウイルス感染症の流行状況等を勘案し、事業を中止した。（以下、令和元
年度ＰＤＣＡ記載事項）　介護事業所に対して研修開催の周知期間を長く確保するため、早めに委託業者と契約できるよう、テーマを早めに
定めて公募に係る事務手続きを進めていく必要がある。※H29年度は9月、H30年度は8月、R1は11月
・福祉・介護人材参入促進事業については、各校、学生の確保や外国人留学生の受入については様々な見解があるため、学校ごとでそれぞれ
取り組んでいる部分もあり、情報があまりオープンではない。
・エルダー・メンター制度導入促進事業については、※新型コロナウイルス感染症の流行状況等を勘案し、介護事業所への聴き取りなどニー
ズ把握は困難であることから、検証の取組を中止した。
・介護に関する入門的研修事業については、市町村等への意向確認、実技を取り入れた研修内容や研修の周知方法など、充実した提案書を作
成していただくため、準備期間（公募期間）を十分に確保できるよう迅速に事務手続きを進めていく必要がある。マッチング件数が少ない。

○老人福祉施設の整備促進
・老人福祉施設等整備については、主に広域型施設の工事には1年以上(通常2年)を要するため、事業が滞りなく進められるよう毎年度の予算
計上を行う。施設の整備は、図面の詳細調整、建設用地に係る開発行為、農地転用、建築確認、施工業者の決定等、工事着工前の準備に半年
以上の期間を要するため、市町村に対して、事業者と連携を密にするよう促す。

　外部環境の分析
○介護保険サービスの提供
・介護保険事業については、高齢化の進展等により、65歳以上の第１号被保険者数が増加しており、それに伴い、介護保険への申請件数も増
加していることから、各保険者における要介護等認定業務も煩雑化している。沖縄県要介護（支援）認定者数：R元年 59,192人 （12月末時
点）、R２年 60,717人 （　　〃　）、R３年 61,967人 （11月末時点)
・介護給付費等負担事業については、全国的な高齢化率の上昇に伴い介護認定を受ける高齢者も増加傾向にあり、市町村が行う介護給付及び
予防給付等に要する費用も年々増加している。
・介護サービス事業者指導・支援事業については、高齢化社会の進展による高齢者の増加に伴い、認知症高齢者数も増加傾向にある。認知症
介護に関する実践的な知識及び技術に対するニーズも高く、修了者の配置を要件とする介護報酬加算の仕組みもある一方で、介護保険事業所
等における人材不足により受講者数が減少してきている。
・地域包括支援センター体制強化事業については、市町村は地理的環境や社会資源等の状況、事業の実施内容及びその進捗状況はそれぞれ異
なるため状況変化にも留意が必要であるとともに、各市町村の各地区医師会との連携状況にも配慮が必要である。

○介護サービス等に携わる人材育成
・介護支援専門員資質向上事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、集合研修の開催が困難な状況である。一方で、オンラ
イン研修の実施にあたっては研修の質を担保しつつ、受講者の負担軽減にもつながるよう、研修の組み立てなど引き続き見直しを行う必要が
ある。
・介護職員資質向上推進事業については、アンケート結果に基づき、本研修の評価を行い、研修内容を適宜見直すことができるよう、修了時
及び修了１か月後において、引き続きアンケートを実施していく必要がある。
・介護役職者向けマネジメント研修事業については、新型コロナウイルス感染症の流行状況等を勘案し、事業を中止した。（以下、令和元年
度ＰＤＣＡ記載事項）介護職員は業務が多忙なため、法定研修以外での研修については日程の確保が厳しいこと、確保する場合にも相当期間
前からの周知が必要である。新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、受講者が老人施設の従事者であることから、開催時期を適切に設定す
る必要がある。
・福祉・介護人材参入促進事業については、平成29年より在留資格「介護」が創設されたことにより、在留資格「留学」による留学生が県内
の介護福祉士養成施設へ入学するようになり、学生の受入について状況が変化してきた。
・エルダー・メンター制度導入促進事業については、※新型コロナウイルス感染症の流行状況等を勘案し、介護事業所への聴き取りなどニー
ズ把握は困難であることから、検証の取組を中止した。
・介護に関する入門的研修事業については、集合研修は定員が25名～30名程度であるため、市など人口が多い地域では希望するすべての方を
受け入れることができない。介護分野での就職希望ではなく、今後、在宅介護が必要となった時に備える受講者も多い。
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様式２（施策）

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○介護保険サービスの提供
・介護保険事業については、相談苦情に関しては、相談者の不満の内容を理解し、相談者へ再度丁寧な説明がなされるよう保険者である市町
村に的確に伝え、不服申立に至るケースの減少を図ると共に、相談者から直接苦情相談があった際には、適切な説明をすることを指導する。
また、要支援認定等に従事する者の知識技能向上のため、アンケート結果を基に改善を図りつつ、継続して研修を実施することで、引き続き
介護保険制度の円滑な運営を図る。
・介護給付費等負担事業については、介護保険制度の安定的な運営のために、法令に基づき適正な執行を行う。
・介護サービス事業者指導・支援事業については、認知症介護実践者研修等の周知を図り、資格や経験のない介護従事者やより認知症介護に
関する知識及び技術を習得する修了者数を増やす。また、eラーニングなどのオンライン研修の積極的な活用を行う。研修の必要性等につい
て周知を行うだけでなく、受講生が気兼ねなく研修に参加できるよう、事業所の管理者への協力依頼等を併せて行う。
・地域包括支援センター体制強化事業については、引き続き、コーディーネーター等連絡会議により市町村事業の説明、現状把握、課題抽出
等を行うと同時に、並行して市町村（委託されている地区医師会）が主体的に取り組んでいくよう、市町村担当者及び地区医師会の双方を総
合的に支援していく。

○介護サービス等に携わる人材育成
・介護支援専門員資質向上事業については、オンライン研修の実施にあたっては、受講者の準備期間を考慮し、可能な限り早めに周知するこ
とが望ましいため、研修規模や開催時期について早い段階で調整を進める必要がある。また、全ての法定研修で修了評価試験が導入されたこ
とにより、法定研修全体の質を高めていくことで、引き続き適切なケアマネジメントの提供を行う人材の確保定着を図る必要がある。
・介護職員資質向上推進事業については、本研修で習得した知識技術が介護サービスの適正な提供及び質の向上を図るために役立っている
か、現場でどう活かしているか等について把握するため、指標を設定し、修了時及び修了１か月後にアンケートを実施する。当該アンケート
結果に基づき、本研修の評価を行い、研修内容を適宜見直していく。なお、アンケート指標についても、研修内容の見直しに応じ、適宜見直
していく。
・介護役職者向けマネジメント研修事業については、委託業者と早めに契約を行い、研修の周知期間を十分に確保する。さらに、県と委託業
者で連携し、県HPでの掲載、施設系500事業所へのメール、関係団体等を通じての案内等多様な周知を図る。
・福祉・介護人材参入促進事業については、外国人留学生へのアプローチも含め、各介護福祉士養成施設が課題や情報の共有、意見交換を通
し、さらなる学生の確保に取り組む。
・エルダー・メンター制度導入促進事業については、３年間を検証し、より介護事業所のニーズに即した取組を検討する必要があるため、新
型コロナウイルス感染症の流行が収まり、事業実施事業所の状況が落ち着き次第、事業実施事業所への聴き取りなどニーズ把握に取り組む。
・介護に関する入門的研修事業については、提案者が充実した研修内容とするための準備期間を十分に確保するため、適切な事業スケジュー
ルを設定する。また、平常時からオンライン講座を導入できるよう仕様書等を整備する。研修修了者のマッチング件数を増加させるため、受
講定員枠に介護分野への就労希望者枠を設ける。

○老人福祉施設の整備促進
・老人福祉施設等整備については、施設整備の前年度から、県と事業者との図面調整を行うことや、事業者に対し、補助対象外工事部分の事
前着手を行うよう促す等、準備期間の短縮を図る。市町村の計画について、根拠や進捗状況を随時把握し精査する。

[成果指標]
・介護支援専門員養成数については、受験要件の厳格化により合格者数（受講者数）は今後も低い水準が続くと予想される。このような状況
の中、介護支援専門員の人材を確保していくため（介護支援専門員の合格者を増やすため）、R2年度より、介護に携わる中堅職員に対し、
チームケアのリーダーとして必要となるマネジメント能力等の向上を図るための研修を実施している。
・介護老人福祉施設（地域密着型を含む）及び認知症高齢者グループホーム定員数については、市町村の計画に関して根拠や進捗状況を随時
把握・精査し計画どおりの整備を促すと共に、必要に応じて繰越手続きや次年度予算確保を行い施設整備を支援し、目標値の達成を目指す。

○老人福祉施設の整備促進
・老人福祉施設等整備については、新型コロナウイルス感染症の影響により不測の時間を要し、当初想定していた工期内の事業完了が困難と
なった事業があった。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・介護支援専門員養成数については、H30年度から介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件が厳格化され、受験者数が大幅に減少したこ
とが要因と考えられる。
・介護老人福祉施設（地域密着型を含む）及び認知症高齢者グループホーム定員数については、市町村事業における事業者決定の遅れ及び、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、整備年度の見直し並びに事業の繰越が生じた。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

―

―

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

―

担当部課名

状
況
説
明

4
事業主向け雇用支援事業

22,147 順調

　グッジョブセンターおきなわにて、事業主向けに社会保険労
務士による雇用支援施策（助成金等）の相談、セミナー、企業
訪問に加え、新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策とし
て、雇用調整助成金に関する相談窓口を設置した。助成金案内
冊子「すまいる」を作成した。

国
県（商工労働部雇用政策課）

3

シルバー人材センター等への支
援

14,144 順調
　シルバー人材センター事業の啓発・普及活動等を促進してい
る沖縄県シルバー人材センター連合に対する運営費の助成を行
い、活動を支援した。

県
市町村

シルバー人
材センター

連合

（商工労働部雇用政策課）

2
在宅老人福祉対策事業費

17,536 順調
　市町村を通じて適正老人クラブ及び市町村老人クラブ連合会
の活動への助成を実施した。（557適正老人クラブ、36市町村老
人クラブ連合会）

県
（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

1
社会参加活動促進事業

49,016 未着手
　令和３年度はかりゆし長寿大学校入学生96名を予定していた
が、コロナの影響により休校となった。

県
（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

関係部等 子ども生活福祉部、商工労働部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-ア 高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らせる環境づくり

施策 ②　高齢者の社会参加の促進

対応する
主な課題

④高齢者自らが生きがいをもって地域と関わりながら生活する社会を構築していくためには、高齢者の自主的な取組を支援する必
要がある。

⑤高齢者の生きがいづくりと健康づくり、地域活動等への参加を促進する必要性が高まっており、より多くの高齢者が参加できる
ような取組が必要となっている。
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「―」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・社会参加活動促進事業については、沖縄県かりゆし長寿大学校の運営に係る事業に関しては、地域の担い手を養成する場としての役割が期
待されているが、卒業後の活動を把握できていない。市町村や地域の事業として市民大学等を設置していたり、高齢者の生きがいづくりに資
する活動が行われていたり、また応募者も地域に偏りがあるため、県の委託事業としての役割を見直す時期である。
・在宅老人福祉対策事業費については、渡名喜村、北大東村及び与那国町では当該補助を申請していないため、老人クラブ活動が不明となっ
ている。
・シルバー人材センター等への支援については、本県のシルバー人材センターの設置率は、全国に比べて低い状況であり、未設置町村の設置
促進を図るため、新規のシルバー人材センターの設置及び運営への財政支援が必要である。（※令和４年３月時点で、本県のシルバー人材セ
ンター設置率41.5％）（※設置数：17市町村／41市町村）（※全国のシルバー人材センター設置率82.2％）
・事業主向け雇用支援事業については、特に北部や離島地域等での、雇用労働環境の改善に寄与するため、巡回相談を継続的に行うととも
に、利便性の向上を図る必要がある。

　外部環境の分析
・社会参加活動促進事業については、直近３年の応募者数に関しては減少傾向にあり、特に男性については、定年延長や再雇用促進等により
６５歳以上の男性の就業率が増加傾向であることなどが遠因となり定員割れしている状況である。新型コロナウイルス感染症の影響によりR2
～R3の２年間休校となった。
・在宅老人福祉対策事業費については、全国的にも会員数が減少傾向にあることが課題となっている。沖縄県老人クラブ連合会において、会
員数増等があったクラブを地区老人クラブ大会にて表彰し、会員増への取組を支援しているが、60歳以上の就業率が増加傾向にあること、会
長などの後継者不在や地域のつながりの希薄化などもあって、全国同様に本県の老人クラブの総数は減少している。
・シルバー人材センター等への支援については、70歳までの就労確保を事業主の努力義務とする改正高年齢者雇用安定法が、令和３年４月１
日に施行された。沖縄県の高齢者失業率（65歳以上）は、5年前のＨ28年は1.9％、Ｒ３年は1.3％と改善している。今後の少子高齢化や人口
減少等の動向を見据えて、さらに高年齢者の雇用就業機会の拡大及び確保する必要がある。
・事業主向け雇用支援事業については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、相談対応やセミナー開催等においては、十分な感染防
止対策が必要である。正規雇用化の促進（質の改善）、雇用のミスマッチや人手不足といった課題を背景に、雇用の量だけでなく、質の向上
につながるような雇用労働環境の改善が必要となっている。時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金など、働き方改革の推進が求められて
いる。

[主な取組]
・社会参加活動促進事業については、卒業生の地域活動などの参画状況調査を検討する。高齢者自身が住む身近な市町村や地域で生きがいづ
くりに資する活動が行われていること、応募者の地域の偏りなどを踏まえて、県の委託事業として、オンラインを活用し遠隔地でも学習でき
るよう市町村や社協と連携し、効果的な実施の方法を検討する。さらに、老後の生活への不満が高まる中、収入を得る方法（投資など）や就
業支援を中心とした専門課程の導入等を検討する。
・在宅老人福祉対策事業費については、推進母体である県老人クラブ連合会を中心に、老人クラブが抱える課題の情報収集を検討する。
・シルバー人材センター等への支援については、シルバー人材センターの未設置町村が多い（24町村）ことから、アンケート調査や情報交換
会を実施することによりセンターの新設設置を働きかけ、新設設置町村に対する助成の活用を促す。沖縄県シルバー人材センター連合及び各
市町村シルバー人材センターと連携して周知活動を行い、新規会員の獲得と退会者の抑制を図るとともに、企業、家庭、官公庁などに対する
就業開拓に取り組み、就業機会の拡大を図る。
・事業主向け雇用支援事業については、引き続き助成金申請書の作成方法に関するセミナーを開催するとともに、助成金案内冊子「すまい
る」のＷｅｂ版も作成し、事業主の利便性向上に努める。また、正規雇用化の促進（質の改善）のほか、働き方改革の推進など、企業のニー
ズにあったセミナーを開催し参加者を増やし、相談しやすい環境をつくる。また、相談対応やセミナー開催等において、新型コロナウイルス
感染症の感染防止対策として、オンライン等での対応を積極的に推進する。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 75.0%
施策推進状況 ―

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） ―
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

6
認知症対策の取組強化

33,656 順調

　若年性認知症コーディネーターを1名配置し、相談対応及び支
援、支援者向けガイドブックを活用した講演会等の開催を行っ
た。
　認知症疾患医療センターについては、既存の６センターにお
いて認知症の人や家族に対する専門医療相談等を行った。

県
（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

5

介護サービス事業者指導・支援
事業

6,396 大幅遅れ

　認知症介護実践者研修を年２回、認知症基礎研修を年２回実
施に加え、eラーニングも活用し、研修を積極的に実施した。
　しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、認知症介
護実践者研修が１回中止になり、東京実施の認知症介護指導者
研修も中止になるなど、研修数が減少した。

県
（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

4
高齢者虐待防止対策推進事業

2,550 順調

　専門職による市町村向け高齢者虐待困難事例電話相談窓口を
設置（相談件数：34件）、専門職派遣チームによる派遣（個別
相談会含む：２件）、県、沖縄弁護士会、県社会福祉士会との
連絡会議を開催（６回）、高齢者虐待対応研修、専門職チーム
派遣実績報告集等の作成、市町村職員向け高齢者虐待対応・防
止研修の実施。

県
（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

○高齢者権利擁護の総合的推進（認知症対策の強化等）

3
認知症地域医療支援事業

6,303 大幅遅れ

　地域の専門職に対する認知症対応力向上研修や、認知症サ
ポート医養成研修への受講者の派遣を行った。また、一般県民
に対して認知症の正しい知識を持ち理解促進を図るため、市町
村の認知症サポーター事務局設置を支援した。

県
（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

2
地域支え合い体制づくり事業

8,684 大幅遅れ

　地域支え合い体制づくり事業については、これまでに地域資
源を活用した先進的・パイロット事業の立ち上げ等において一
定程度の効果を上げたことを踏まえ、令和元年度をもって事業
を終了したが、生活支援コーディネーター養成研修等事業にお
いて、地域資源の把握・開発や協議体の構築など住民主体の地
域づくりについて支援を行った。

市町村
（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

○高齢者訪問支援活動等の推進

1
高齢者訪問支援活動推進事業

1,307 未着手
　２回の講習会（研修）を予定していたが、コロナの影響によ
り延期を繰り返すも感染拡大が続き、中止となった。

沖縄県老人
クラブ連合

会（子ども生活福祉部高齢者福祉
介護課）

関係部等 子ども生活福祉部、土木建築部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-ア 高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らせる環境づくり

施策 ③　高齢者が住み慣れた地域で暮らせる環境づくり

対応する
主な課題

①高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムを構築し、関係機関が連携して高齢者の地域
生活全般を支援していく必要がある。

⑥認知症高齢者やひとり暮らし高齢者などが、住み慣れた地域で生活を継続できる環境づくりを進める必要がある。併せて、高齢
者の権利擁護など高齢者を守るための取組が重要となっている。

⑦高齢者が住みなれた地域で安心して住み続けることができるよう、高齢者施設を併設した公営住宅の整備や住宅のバリアフリー
化が必要である。
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　計画値45.0％に対して実績値は28.1％となっており達成できていない。しかし、公営住宅整備事業や住宅リフォーム促進事業によ
る取組も行っているため、バリアフリー化された住宅は増えていると思われる。

2

28.1%
30年度

47.1%
7.8%

担当部課名 土木建築部住宅課

高齢者のいる世帯の一定のバリ
アフリー化率

26.5%
（20年度）

29.1%
25年度

28.1% 28.1%
30年度

28.1%
30年度

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部高齢者福祉介護課

　認知症サポーター数は、令和３年度も目標値を達成している。
　また、令和３年度は９市町村が新たに事務局を設置したため、今後の地域での認知症高齢者の見守り体制づくりは推進されるもの
と思われる。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

認知症サポーター養成数
19,833人
(23年度)

80,329人 88,142人 98,768人 106,852人 108,333人 108,000人
達成

担当部課名

状
況
説
明

8
住宅リフォーム促進事業

30,808 やや遅れ
　助成事業を実施する11市町村（沖縄市等）に対して補助金事
業を実施した。また、市町村事業により支援を受けたリフォー
ム件数は371件（県の支援を受けた224件を含む）であった。

県
市町村（土木建築部住宅課）

○高齢者向け住宅の充実

7
公営住宅整備事業(高齢者施設併
設公営住宅整備) 5,217,385 順調

　100戸以上の県営団地の建替え時には、高齢者施設併設の検討
を行った。市町村営住宅については、ヒアリング時に、高齢者
施設等を併設した公営住宅の整備について助言を行った。

県
市町村

（土木建築部住宅課）
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

　当該施策の推進状況は、「成果は概ね順調だが、取組は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○高齢者訪問支援活動等の推進
・高齢者訪問支援活動推進事業については、市町村別の高齢者単独世帯の状況等を確認するなど、根拠に基づくモデル地区を選定する必要が
ある。
・地域支え合い体制づくり事業については、地域の支え合い活動の立ち上げや活動拠点整備、見守り活動の支援に係る市町村への補助事業に
ついては一定の成果を踏まえ事業終了としたところ、今後は、個別市町村の地域特性に配慮した伴走的支援を軸に取り組みを進める必要があ
る。

○高齢者権利擁護の総合的推進（認知症対策の強化等）
・認知症地域医療支援事業については、認知症施策推進大綱（令和元年６月策定）において、かかりつけ医をはじめ、看護職員、歯科医師、
薬剤師等の専門職を対象とした認知症対応力向上研修の修了者数の目標値が定められた。沖縄県においても、沖縄県高齢者保健福祉計画にお
いて、令和５年度までの各種研修の修了者数の数値目標を設定し、各種専門職の認知症に関する理解の促進及び認知症対応力の向上に取り組
んでいる。
・高齢者虐待防止対策推進事業については、高齢者虐待防止早期対応の責務は一義的には市町村に課せられているが、これまで対応経験の少
ない町村部においても、高齢者虐待対応事案が発生しているため、県との連携体制を構築していく必要がある。
・介護サービス事業者指導・支援事業については、特になし。制度上の問題点等があれば、知識経験を有し協働する認知症介護指導者会から
の声をくみ取る形になると考える。
・認知症対策の取組強化については、認知症の方の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることが
できる社会を目指し、県では平成29年度から若年性認知症支援コーディネーターを配置し、若年性認知症の特性に配慮した就労支援や社会参
加支援等の推進に取り組んでいる。認知症施策推進大綱では、認知症疾患医療センターを２次医療圏域に少なくとも１箇所以上の設置を目標
としている。沖縄県では八重山圏域を除く全ての圏域に設置している。

○高齢者向け住宅の充実
・住宅リフォーム促進事業については、県事業に関しては段階的な支援割合の低減化及び令和７年度をもって事業終了が決まり、令和８年度
以降は継続する市町村のみで住宅改修補助を実施する。

　外部環境の分析
○高齢者訪問支援活動等の推進
・高齢者訪問支援活動推進事業については、コロナ禍による閉じこもりや高齢化が進んでいることから、高齢者が孤立化しないよう、地域に
おけるリーダーを養成する必要が高まっている。
・地域支え合い体制づくり事業については、国の示す第８期の基本指針においては、通いの場やボランティアの活動の充実、就労的活動によ
る高齢者の社会参加の促進などが新たに示されており、これらを踏まえた市町村支援のスキームを構築していく必要がある。

○高齢者権利擁護の総合的推進（認知症対策の強化等）
・認知症地域医療支援事業については、超高齢化社会に伴い、日本は今後も認知症高齢者の増加が見込まれており、2025年には認知症の人は
約700万人前後になると推計されている。沖縄県でも、団塊の世代が75歳以上の高齢者となる2025年には、県民のおよそ4人に1人が高齢者と
なることが見込まれている。県内の令和２年度の要介護（要支援）認定者における認知症高齢者数が占める割合は87.4％となっており、年々
割合は微増傾向にある。
・高齢者虐待防止対策推進事業については、沖縄県の虐待報告件数（市町村別）は、平成29年度166件、平成30年度194件、令和元年度205
件、令和2年度223件と増加傾向にある。増加の要因として、高齢者人口の増加や高齢者虐待への社会的関心理解等の高まりなどが要因の一つ
として考えられる。
・介護サービス事業者指導・支援事業については、高齢化社会の進展による高齢者の増加に伴い、認知症高齢者数も増加傾向にある。認知症
介護に関する実践的な知識及び技術に対するニーズも高く、修了者の配置を要件とする介護報酬加算の仕組みもある一方で、介護保険事業所
等における人材不足により受講者数が減少してきている。
・認知症対策の取組強化については、沖縄県における、令和２年度の40歳から64歳の要介護（要支援）認定者に占める認知症患者数のうち、
何らかの支援が必要とされる人数は999人で、認定者に占める割合は46.7％である。また、若年性認知症に対する企業（職場）の正しい理解
も十分得られておらず、就職や継続就労が困難な状況にある。八重山圏域において公募を実施し、センターとして指定する候補者を選定し
た。

○高齢者向け住宅の充実
・公営住宅整備事業(高齢者施設併設公営住宅整備)については、高齢者施設等は市町村で建設、運営することが一般的であるが、市町村は高
齢者施設の建設を、福祉に係る各種計画の中で位置づけている。そのため、県営住宅の建替えスケジュールや立地条件を整合させることが困
難である。市町村の福祉と公営住宅整備部局間の連携をとる仕組みがないため、情報の共有が図られてない場合がある。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・高齢者のいる世帯の一定のバリアフリー化率については、住宅リフォーム促進事業においては、民間の住宅に事業をおこなっている。しか
し、年間に実施できる件数が限られており、またそれ以上に高齢者の居る世帯数の増加が著しく、未達成となっている。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 37.5%
施策推進状況

成果は概ね順調だが、
取組は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 50.0%
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○高齢者訪問支援活動等の推進
・高齢者訪問支援活動推進事業については、国勢調査による市町村別高齢者単独世帯等を参考に、市町村自治体及び各市町村老連等と連携
し、優先地区の選定を検討する。さらに、県老連と連携し、研修後の地区等の状況を把握できる体制の構築を検討する。
・地域支え合い体制づくり事業については、国における法改正等の動向を踏まえ、引き続き市町村の地域の特性に応じた住民主体の地域づく
りを支援をしていく必要がある。

○高齢者権利擁護の総合的推進（認知症対策の強化等）
・認知症地域医療支援事業については、認知症の発症初期から状況に応じた認知症の人への支援体制の構築を図ることを目的として、医師、
看護職、歯科医師、薬剤師等様々な専門職に対して、包括的かつ質の高い研修にしていくため、次年度も引き続き、ノウハウを有する各職能
団体等へ委託して研修を実施していく。さらに、かかりつけ医認知症対応力向上研修については、委託先である県医師会と連携して周知する
ことにより、受講者の掘り起こしを図っていく。
・高齢者虐待防止対策推進事業については、関係機関との調整会議を実施し、虐待防止についての検討を行う。また、市町村職員向けの高齢
者虐待対応防止研修会の実施や相談窓口での個別相談などを引き続き実施する。
・介護サービス事業者指導・支援事業については、認知症介護実践者研修等の周知を図り、資格や経験のない介護従事者やより認知症介護に
関する知識及び技術を習得する修了者数を増やす。また、eラーニングなどのオンライン研修の積極的な活用を行う。研修の必要性等につい
て周知を行うだけでなく、受講生が気兼ねなく研修に参加できるよう、事業所の管理者への協力依頼等を併せて行う。
・認知症対策の取組強化については、支援者向けガイドブックを活用しながら、地域における支援体制の整備拡充、関係機関との連携を図り
ながら、企業や一般向け講演会等も効果的に行う。また、県内全圏域へのセンター設置により、地域での認知症医療提供体制の拠点として、
引き続き地域の関係機関と連携した支援体制の構築を図っていく。

○高齢者向け住宅の充実
・公営住宅整備事業(高齢者施設併設公営住宅整備)については、建替えが確定している公営住宅については、早い段階から関係市町村に高齢
者施設の併設についての検討を依頼する。また、福祉部局との情報の共有を図る。関係市町村において公営住宅長寿命化計画等の策定を行う
際に、公営住宅の整備方針として高齢者施設等の併設について検討することにより、市町村内部における福祉部局の考えを計画に取り込みこ
とを可能とし、さらに連携がとれる体制を構築するように指導を行う。
・住宅リフォーム促進事業については、事業終了後も本取組が市町村ごとで推進できるよう、県民からのニーズを確保すべく住情報展などの
広報活動に取り組むとともに、市町村向けに説明会等の周知活動を行う。

[成果指標]
・高齢者のいる世帯の一定のバリアフリー化率については、従前の取り組みである公営住宅整備事業を継続して実施し、住宅リフォーム促進
事業については、助成件数の増に向けた活動に取り組む。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

○重度障害（児）者への医療費助成

6

重度心身障害者(児)医療費助成
事業

1,122,889 順調
　重度心身障害者の福祉の増進を図るため、重度心身障害者の
医療費助成事業を行う市町村に対し、補助金を交付する。

県
市町村（子ども生活福祉部障害福祉

課）

○社会福祉施設等の整備促進

5
障害児者福祉施設整備事業費

166,266 大幅遅れ
　社会福祉法人等が行う障害福祉施設等の整備に要する経費の
一部を補助する。

県
（子ども生活福祉部障害福祉
課）

4

精神障害者地域移行・地域定着
促進基金事業

9,048 大幅遅れ

　医療機関と地域を接着するため、精神保健福祉士等の資格を
持ったコーディネーターを北部、中部、南部に３名配置し、市
町村の地域移行支援について検討する場づくり等の活動を行っ
た。院内委員会に地域援助事業者が出席した場合の報酬の令和
３年度の補助申請件数については、１医療機関から延べ６件と
なった。

県
（子ども生活福祉部障害福祉
課）

3

軽度・中等度難聴児補聴器購入
費助成事業

2,070 順調
　軽度・中等度難聴児の福祉の増進を図るため、軽度・中等度
難聴児（18歳未満）の補聴器購入費等助成事業を行う19市町村
に対し、補助金を交付した。

県
市町村（子ども生活福祉部障害福祉

課）

2
障害児等療育支援事業

21,385 順調

　巡回相談・健康診査を行う在宅支援訪問等指導事業を789件、
外来の方法により各種の療育・相談を行う在宅支援外来療育等
指導事業を2,050件、障害児等の通う保育所・学校等の職員に対
し療育に関する技術の研修・指導を行う施設支援指導事業を362
件行った。

県
（子ども生活福祉部障害福祉
課）

○障害者のための相談・生活支援

1
障害者相談支援体制整備事業

20,737 概ね順調

　相談支援体制強化に向けて市町村及び基幹相談支援センター
連絡会を開催したほか、相談支援体制の実態調査を実施し、現
状や課題、対応案について共有を図った。また、地域生活支援
拠点等整備に関連して、コロナ禍における緊急時の受け入れ体
制について市町村の取り組み報告等を交えた研修会を実施し
た。

県
（子ども生活福祉部障害福祉
課）

関係部等 子ども生活福祉部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-イ 障害のある人が活動できる環境づくり

施策 ①　地域生活の支援

対応する
主な課題

①市町村などの身近な地域において、相談支援体制や障害児の療育支援等、障害者に寄り添った支援が必要である。また、医療費
助成等の保健・医療サービスの充実も課題である。

②障害者の地域における住まいの場の確保や老朽化した障害者支援施設等に入所している障害児・者の安全、安心に万全を期すた
め、グループホーム等の整備及び障害者福祉施設等の改築・耐震化等が必要である。
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

157箇所
（23年度）

257箇所 305箇所 360箇所

状
況
説
明

　箇所数としては、廃止するところがあるものの、県の補助事業を活用して創設するところもあり、概ね順調に増え、計画値を達成
している。

状
況
説
明

　地域移行は進んでいるものの、入所者の重度化・高齢化等により、伸び数が鈍化してきている。

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

2

435箇所 475箇所 350箇所
達成

担当部課名 子ども生活福祉部障害福祉課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

グループホーム等数（障害福祉
サービス）

816人 856人
88.9%

担当部課名 子ども生活福祉部障害福祉課

福祉施設から地域生活への移行
者数

495人
（23年）

726人 758人 758人 795人

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部障害福祉課

 令和３年度は、計画値28市町村に対し、実績値は27市町村であり、概ね達成となった。制度周知により、軽度・中等度難聴児補聴器
等購入費等助成事業を実施する市町村数は徐々に増加しており、平成27年度は９市町村であったのが、令和３年度には27市町村まで
増加している。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

「軽度・中等度難聴児補聴器購
入費助成事業」実施市町村数

―
24市町村 24市町村 25市町村 26市町村 27市町村 28市町村

96.4%

担当部課名

状
況
説
明
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

　当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○障害者のための相談・生活支援
・障害者相談支援体制整備事業については、令和4年度から沖縄県が主体となって主任相談支援専門員養成研修を実施する体制づくりに着手
する。主任相談支援専門員の育成においては、受講者を市町村からの推薦とすることが検討されているため、より一層市町村への理解促進及
び連携に取り組む必要がある。
・障害児等療育支援事業については、新型コロナウイルスの状況によっては、計画どおりに事業を実施できない場合がある。
・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業については、当該事業は、実施主体である市町村に対する助成であるため、市町村への制度の周
知等を図る必要がある。一部の町村においては、町民村民から補聴器購入の助成に関して具体的に要望や相談等がなされた場合に事業化を検
討することとしている。
・精神障害者地域移行・地域定着促進基金事業については、離島圏域においては、社会資源や人材不足により精神保健福祉士等の有資格者で
コーディネーターとして活動できる人材の確保が困難である。医療機関に対する広報周知が不十分である。

○社会福祉施設等の整備促進
・障害児者福祉施設整備事業費については、入所施設の耐震化については概ね完了しており、今後は老朽化した施設の建替え需要などが見込
まれる。離島地域を含め、グループホームが全県的に不足している状況であり、障害種別に応じたミスマッチなどがあると考えられる。

○重度障害（児）者への医療費助成
・重度心身障害者(児)医療費助成事業については、執行にあたり、市町村の検査を行うことにより、助成対象外のものが含まれないよう取り
組んでいく。

　外部環境の分析
○障害者のための相談・生活支援
・障害者相談支援体制整備事業については、令和３年度の報酬改定により主任相談支援専門員を計画相談支援事業所に配置することで、加算
がつくようになった。事業所からは運営体制強化のために主任相談支援専門員資格取得へのニーズが高まっている一方で、市町村の基幹相談
支援センターへの配置が求められていることから、市町村と連携して主任相談支援専門員の養成と配置を行う必要がある。
・障害児等療育支援事業については、新型コロナウイルスの影響によって、利用控え等が生じている。時期や地域によって、需要や活用可能
資源等の状況が異なってくる。
・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業については、当該事業は、身体障害者手帳の交付対象外である軽度中等度難聴児に対する助成事
業であるが、管内市町村において対象となる難聴児がどの程度いるのかを把握することが困難である。
・精神障害者地域移行・地域定着促進基金事業については、全県的に、地域移行地域定着支援を進める相談支援事業所が不足している。院内
委員会に地域援助事業者が参画できることになったことでの、メリット等が十分に伝わっていない。

○社会福祉施設等の整備促進
・障害児者福祉施設整備事業費については、全国的に施設から地域への移行を推進する流れになってきており、H30年度からは、より重度の
障害者方でも地域生活ができるよう、日中支援型共同生活援助など、国の制度においても新たな類型が創設されている。

○重度障害（児）者への医療費助成
・重度心身障害者(児)医療費助成事業については、重度心身障害者（児）医療費助成受給資格者は年々増加しており、今後も重度心身障害者
（児）の医療ニーズは高まることが予想される。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業」実施市町村数については、当該事業は、実施主体である市町村に対する助成であるため、市
町村への制度の周知等を図る必要がある。
　当該事業は、身体障害者手帳の交付対象外である軽度・中等度難聴児に対する助成事業であるが、管内市町村において対象となる難聴児が
どの程度いるのかを把握することが困難である。
・福祉施設から地域生活への移行者数については、入所者の重度化・高齢化等により、地域生活への移行が困難な者の割合が増えてきてい
る。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 50.0%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 33.3%
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○障害者のための相談・生活支援
・障害者相談支援体制整備事業については、令和３年度に策定した「沖縄県相談支援専門員人材育成ビジョン」において、主任相談支援専門
員を始めとする相談支援従事者に求められる役割や、国、県、市町村、関係機関が相談支援体制整備や人材育成において果たすべき役割を整
理した。今後は市町村連絡会や圏域自立支援連絡会議等を活用して、人材育成ビジョンの周知を図り、それぞれの役割の理解促進を図り、県
市町村関係機関の連携体制の強化を目指した取り組みを実施する。
・障害児等療育支援事業については、新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底して事業を継続するとともに、県のホームページや各種研修
等で幅広く周知し、利用しやすい状況を整える。また、過去の実績や各圏域での会議等を通して実状を把握し、各地域に応じた療育指導を実
施する。
・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業については、市町村に対し、当該事業の制度の周知を促し、事業未実施の市町村に対しては事業
の説明等を行っていく。さらに、市町村に対し、対象児童が適切に事業を活用できるよう、教育委員会や保健医療関係部局と連携して対応す
るよう周知を行う。
・精神障害者地域移行・地域定着促進基金事業については、関係機関や圏域の福祉事務所及び保健所と連携し、精神保健福祉士等の有資格者
でコーディネーターとして活動できる人材の確保に取り組む必要がある。補助金を活用した医療機関の取り組みや実績等も含めた広報周知に
取り組む必要がある。

○社会福祉施設等の整備促進
・障害児者福祉施設整備事業費については、国庫補助金を活用した施設整備については、施設の状況等を踏まえ、緊急度の高い施設について
国との協議を進め、整備の促進を図る。

○重度障害（児）者への医療費助成
・重度心身障害者(児)医療費助成事業については、重度心身障害者（児）医療費助成受給資格者が増加することに伴い年々増大する事業につ
いては、引き続き必要額を助成できるよう努める。市町村に対する検査の実施により指導を強化し、問題となる事案が生じないよう引き続き
取り組んでいく。

[成果指標]
・「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業」実施市町村数については、市町村に対し、当該事業の制度の周知を促し、事業実施の市町村
に対しては事業の説明等を行っていく。市町村に対し、対象児童が事業を活用できるよう、教育委員会や保健医療関係部局等と連携して対応
するよう周知を行う。
・福祉施設から地域生活への移行者数については、福祉施設から地域生活への移行を進めるためには、障害者が地域で生活ができるための受
皿を整える必要があることから、地域における居住の場として、障害者が共同して自立した日常生活等を営むことができるよう共同生活援助
等の整備を図る。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「成果は順調だが、取組は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・発達障害者支援センター運営事業については、新型コロナウイルスの影響によって、例年どおりの研修実施が難しくなっている。

　外部環境の分析
・発達障害者支援センター運営事業については、各市町村によって、発達障害者への支援体制が異なっている。

[主な取組]
・発達障害者支援センター運営事業については、発達障害に関する研修をオンライン化するとともに、動画ライブラリを活用して、過去に実
施した研修も視聴可能となるよう、研修体制を構築する。また、令和３年度に実施した「市町村発達障害児（者）支援体制整備状況に関する
実態調査」の結果を分析し、その内容を関係機関と共有するとともに、支援体制整備に活用する。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 0.0%
施策推進状況

成果は順調だが、
取組は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 100.0%

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部障害福祉課

　発達障害者支援センター運営事業の周知・普及啓発等によって、医療機関関係者へも発達障害に関する認識が広がり、基準値と比
較して、令和３年度までに発達障害診療を行っている医療機関が34機関増加し、令和３年度計画値を上回ることができた。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

発達障害児（者）支援協力医療
機関数

19機関
（22年度）

30機関 34機関 34機関 48機関 53機関 35機関
達成

担当部課名

状
況
説
明

1

発達障害者支援センター運営事
業

44,106 大幅遅れ
　沖縄県発達障害者支援センターを設置し、発達障害児（者）
及びその家族からの相談に応じ適切な指導又は助言を行うとと
もに、関係機関との連携強化に取り組んだ。

県
（子ども生活福祉部障害福祉
課）

関係部等 子ども生活福祉部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-イ 障害のある人が活動できる環境づくり

施策 ②　発達障害児（者）への支援

対応する
主な課題

③発達障害児・者への支援については、発達障害児・者のライフステージを通じて一貫した支援を行えるよう地域における支援体
制の整備と人材の育成が課題である。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　障害者就労系サービス事業所の平均工賃月額は、前年度（R2年度）より微増の16，026円（暫定）となり、目標達成状況が98％とな
ることから概ね順調といえる。

2

15,638.0円
R2

16,279.1円
81.1%

担当部課名 子ども生活福祉部障害福祉課

障害者就労系サービス事業所の
平均工賃月額

12,892円
（22年度）

14,704.0円
H28

14,940.0円
H29

15,779.0円
H30

15,956.0円
R1

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

商工労働部雇用政策課

　令和３年６月１日時点での障害者実雇用率は、2.86%であり、目標を大幅に上回った。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

障害者実雇用率
1.80%
（23年）

2.43%
H29.6.1時

点

2.73%
H30.6.1時

点

2.66%
R1.6.1時点

2.74%
R2.6.1時点

2.86%
R3.6.1時点

2.30%
達成

担当部課名

状
況
説
明

5
事業主向け雇用支援事業

22,147 順調

　グッジョブセンターおきなわにて、事業主向けに社会保険労
務士による雇用支援施策（助成金等）の相談、セミナー、企業
訪問に加え、新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策とし
て、雇用調整助成金に関する相談窓口を設置した。助成金案内
冊子「すまいる」を作成した。

国
県（商工労働部雇用政策課）

4
障害者等雇用開拓・定着支援事
業(障害者等就業サポート) 22,829 順調

　県内６カ所の障害者就業・生活支援センターに障害者等雇用
開拓・定着支援アドバイザーを６名配置し、企業等へ訪問する
などして、雇用開拓と定着支援を実施した。

県
（商工労働部雇用政策課）

3
障害者職場適応訓練

12,090 大幅遅れ

　公共職業安定所長が訓練受講指示を行った求職者に対し、県
が企業等に委託して、約６ヵ月間の訓練を実施した。
　訓練期間中は県から訓練受講者に手当、企業に委託料を支給
し、県による定期訪問等により訓練をサポートした。また、関
係機関との連携等により活用促進に努めた。

県
事業者（商工労働部雇用政策課）

2
障害者工賃向上支援事業

10,326 順調

　障害者就労系サービス事業所へ経営コンサルタントを派遣
し、経営課題の抽出、助言等により経営改善を図った。また、
事業所職員向けに、農業技術や食品衛生等に関する研修を実
施、就労支援に活用できる技術や知識の向上を図った。

県（子ども生活福祉部障害福祉
課）

1

障害者就業・生活支援センター
事業

34,283 順調

　障害者就業・生活支援センター事業において、生活支援担当
職員12人を５圏域に配置し、障害者の家庭や職場を訪問するこ
とにより、生活上の相談等に応じるなど就業及びこれに伴う日
常生活又は社会生活に必要な支援を実施した。
（R3年度実績：登録者数3,445名、支援回数延べ6,976回）※実
績報告

県
（子ども生活福祉部障害福祉
課）

関係部等 子ども生活福祉部、商工労働部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-イ 障害のある人が活動できる環境づくり

施策 ③　障害者の雇用・就業の拡大

対応する
主な課題

④障害者が経済的に自立するために、福祉施設から一般就労への移行等の雇用の拡大を図るとともに、福祉的就労の場である就労
事業所全体の収入の底上げ（工賃の向上）が課題である。
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「概ね順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・障害者就業・生活支援センター事業については、障害者就業生活支援センター事業では、保健福祉サービス活用等の生活面における支援
と、就職活動や職場定着等の就業面における支援があるため、商工労働部雇用政策課とも連携を密に図っている。
・障害者工賃向上支援事業については、障害者就労系サービス事業所と農業者の農福連携が進むよう、農林水産部とより一層の連携を図って
いく必要がある。
・障害者職場適応訓練については、特別支援学校の新卒者（R3.3卒業生）に対する利用の中止等に伴い、利用者数の減少となった。
・障害者等雇用開拓・定着支援事業(障害者等就業サポート)については、圏域ごとの取り組み状況や人材確保等の影響により、支援スキルに
ついて、各圏域によって差が生じている。
・事業主向け雇用支援事業については、特に北部や離島地域等での、雇用労働環境の改善に寄与するため、巡回相談を継続的に行うととも
に、利便性の向上を図る必要がある。

　外部環境の分析
・障害者就業・生活支援センター事業については、５圏域すべてにおいて、障害者就業生活支援センター事業を実施しているものの、セン
ター登録者数は年々増加し、様々なニーズが高まっている。
・障害者工賃向上支援事業については、障害者就労サービス事業所において、新型コロナウイルスの影響等により生産活動収入の減少が見込
まれ、利用者の工賃月額の減少も見込まれる。
・障害者職場適応訓練については、新型コロナウイルスの影響により、企業の採用控えに伴う訓練実施事業所の減少があった。制度周知に関
して、就労支援事業所や企業に対しての周知等を充分に行うことができなかった。
・障害者等雇用開拓・定着支援事業(障害者等就業サポート)については、新型コロナウイルスの影響により、障害者雇用にかかる新規雇用開
拓や雇用に繋げるための実習のあっせん等について企業の採用控えによる影響がみられる。企業が雇用する障害者の障害特性が多様化し、合
理的配慮の提供等定着に向けて様々な対応が求められている。
・事業主向け雇用支援事業については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、相談対応やセミナー開催等においては、十分な感染防
止対策が必要である。正規雇用化の促進（質の改善）、雇用のミスマッチや人手不足といった課題を背景に、雇用の量だけでなく、質の向上
につながるような雇用労働環境の改善が必要となっている。時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金など、働き方改革の推進が求められて
いる。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・障害者就労系サービス事業所の平均工賃月額については、新型コロナウイルス感染症の影響による発注の減少等に伴い生産活動が停滞し、
それに伴い利用者の工賃月額も減少に転じている。

[主な取組]
・障害者就業・生活支援センター事業については、障害者就業生活支援センターによる支援だけでなく、企業や障害者就労移行支援事業所等
における障害特性の理解や体調管理家族支援、ジョブマッチングなどのスキルアップ等を図り、より効果的な障害者雇用を実現できる体制を
構築する。
職場の上司や生活支援員等の障害者に対する理解を深め、協力体制を密にすることにより、職場定着等を図る。
・障害者工賃向上支援事業については、障害者就労系サービス事業所への経営コンサルタント派遣について、事業所数や時期等についてニー
ズを踏まえて実施する。また、農林水産部と連携し、農業者への農福連携への取組について、より一層の周知を図っていく。
・障害者職場適応訓練については、特別支援学校卒業生に対する（既卒含む）制度活用を、特別支援学校等と連携して実施する。さらに、制
度の周知を引き続き実施する。
・障害者等雇用開拓・定着支援事業(障害者等就業サポート)については、ハローワークや障害者職業センター等関係機関、各経済団体等とも
連携を強化することにより、企業に対する障害者雇用のノウハウ等助言に努め、新規雇用開拓、働く障害のある方の支援に努める。また、当
事者や企業の様々な支援ニーズに対応するため、障害者職業センターなどの関係機関が実施する研修への参加、各圏域に配置されているアド
バイザー間で情報交換等連絡会議を行い、支援スキルの向上に努める。
・事業主向け雇用支援事業については、引き続き助成金申請書の作成方法に関するセミナーを開催するとともに、助成金案内冊子「すまい
る」のＷｅｂ版も作成し、事業主の利便性向上に努める。また、正規雇用化の促進（質の改善）のほか、働き方改革の推進など、企業のニー
ズにあったセミナーを開催し参加者を増やし、相談しやすい環境をつくる。相談対応やセミナー開催等において、新型コロナウイルス感染症
の感染防止対策として、オンライン等での対応を積極的に推進する。

[成果指標]
・障害者就労系サービス事業所の平均工賃月額については、新型コロナウイルスの影響を注視し、就労系障害福祉サービス事業所へ経営コン
サルタントの派遣を行うなど、経営改善支援を実施する。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 80.0%
施策推進状況 概ね順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 50.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　手話通訳者や要約筆記者は、沖縄県が実施する養成研修を受講し、かつ全国統一試験に合格した者が登録される仕組みとなってい
る。令和３年度の合格者数は7名となっており、計画に遅れが生じている。

2

147名 199名
73.9%

担当部課名 子ども生活福祉部障害福祉課

登録手話通訳者・要約筆記者の
数

49名
（23年）

102名 112名 122名 140名

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部障害福祉課

　障がい者スポーツ協会を中心に、障害の種別に関わらず障害者スポーツを普及させる事業を実施し、その普及・啓発活動を行って
いる。県内においては、障害者が日常的にスポーツを楽しめる環境が、地域に十分に整っているとは言えないため、活動団体数の増
加が鈍化傾向にある。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

障害者スポーツ活動団体数
22団体
（22年）

31団体 31団体 31団体 32団体 32団体 38団体
62.5%

担当部課名

状
況
説
明

2

地域生活支援事業(専門・広域的
事業)

13,019 順調

　意思疎通支援人材の養成・派遣や、視聴覚障害者に向けた情
報提供を実施した。
○各意思疎通支援者養成研修
○各意思疎通支援者派遣事業

県
（子ども生活福祉部障害福祉
課）

1
障害者スポーツの推進

16,117 大幅遅れ
  全国障害者スポーツ大会や県内の障害者スポーツ大会等につ
いては、前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響か
ら、殆どの事業が中止となった。

県
（子ども生活福祉部障害福祉
課）

関係部等 子ども生活福祉部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-イ 障害のある人が活動できる環境づくり

施策 ④　障害者の社会参加の促進

対応する
主な課題

①市町村などの身近な地域において、相談支援体制や障害児の療育支援等、障害者に寄り添った支援が必要である。また、医療費
助成等の保健・医療サービスの充実も課題である。

⑤障害者にとって、日常的に地域でスポーツを楽しめる環境が整っているとは言えない現状であり、障害者の社会参加と心身の健
康づくりのためにも、誰もが気軽にスポーツを楽しめる環境づくりが必要である。
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・障害者スポーツの推進については、学校、障害者スポーツ団体との連携や、スポーツ指導員の育成を通して、障害者スポーツの普及啓発
や、活動団体数、競技人口の拡大を図る必要がある。県においても、障害者スポーツ団体と連携をしながら障害者スポーツに関する更なる情
報発信に努めていく必要がある。
・地域生活支援事業(専門・広域的事業)については、意思疎通支援場面において、手話通訳者や要約筆記者の技術の向上が必要である。

　外部環境の分析
・障害者スポーツの推進については、県内の障害者雇用率が年々増加傾向にある一方で、スポーツなどの余暇に時間を使う若い世代が減少傾
向にある。そのため、県内大会に参加する選手の高齢化が進んでおり、若い世代の競技人口の拡大を図る必要がある。県内には、障害者が優
先的に利用できるスポーツ施設が限られていることから、既存のスポーツ施設の活用を促進する必要がある。
・地域生活支援事業(専門・広域的事業)については、人口の急速な少子高齢化、市民意識の多様化など、社会環境が著しく変化する中で、障
害のある人もない人も誰もが自立して安心して暮らせる地域社会を作りあげることが求められる。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・障害者スポーツ活動団体数については、障害者が日常的にスポーツを楽しめる環境が地域に十分に整っているとは言えないため、活動団体
数の増加が鈍化傾向にある。
・登録手話通訳者・要約筆記者の数については、合格者が少ない要因としては、受験者向けの試験対策が不十分である可能性が考えられる。

[主な取組]
・障害者スポーツの推進については、県障がい者スポーツ協会HP上での情報発信、団体間の連絡調整会議を行うことで、スポーツ活動の普及
と環境整備を図り、障害者スポーツの浸透を図る。また、特別支援学校や障害者スポーツ団体との連携を通して、障害者スポーツの普及啓発
及び障害者スポーツ大会の広報などを行うことにより、活動団体を増やし、若年層の競技人口の拡大に取り組む。既存のスポーツ施設につい
て、障害者が利用しやすい環境を整備し、障害者の利用促進を図る。
・地域生活支援事業(専門・広域的事業)については、県及び各市町村で登録された手話通訳者及び要約筆記者向けに、手話通訳及び要約筆記
に関する知識及び技術の習得を図る現任研修を開催する。

[成果指標]
・障害者スポーツ活動団体数については、スポーツ活動団体数の増加を図るためには、若年層の競技人口の拡大が効果的であることから、特
別支援学校、就労支援施設、障害者を雇用する一般企業等への周知を図るとともに、障害者のスポーツ活動を促進するための環境の整備を図
る。
・登録手話通訳者・要約筆記者の数については、沖縄県手話推進計画に基づき、引き続き市町村と連携し、計画的な手話通訳者等の養成に取
り組んでいく。また、試験対策講座等にて十分な技術や知識の定着を図り、合格者増に取り組む。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 50.0%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

―

―

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

―

担当部課名

状
況
説
明

2

福祉のまちづくり推進体制事
業、障害者理解促進事業

1,602 大幅遅れ

　福祉のまちづくり賞については、条例の趣旨の認知向上に繋
げるため、当賞に係る募集及び表彰を実施した。また、障害者
への理解促進のため、障害者週間のポスター・作文を募集し、
表彰を行った。

県
（子ども生活福祉部障害福祉
課）

○障害者の権利擁護と普及啓発

1
障害者の権利擁護に関する取組

49,922 順調

　障害を理由とする差別等の解消について、県民の関心と理解
を深めるとともに、障害を理由とする差別に関する相談に的確
に応じ、解決を図ることができるような必要な体制整備に向
け、県に広域相談専門員を配置したほか、市町村の相談員に対
する研修会を実施した。

県
（子ども生活福祉部障害福祉
課）

関係部等 子ども生活福祉部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-イ 障害のある人が活動できる環境づくり

施策 ⑤　誰もが活動しやすい環境づくり

対応する
主な課題

⑥障害者に対する正しい理解を深めるとともに、障害の権利擁護に関する取組み（相談体制の整備等）を推進し、障害者の自立と
社会参加を阻む様々なバリアの除去を図るなど、障害のある人もない人も誰もが活動しやすい環境づくりが必要である。

-202-



様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「―」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○障害者の権利擁護と普及啓発
・障害者の権利擁護に関する取組については、障害者の社会参加を促進するため、広く県民や事業者に対し、障害への理解に関する普及啓発
を図っていく必要がある。障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じ、地域での解決が図られるよう、市町村相談員の相談技術の向
上、市町村との連携体制の構築を引き続き図るとともに、県内部においても、各所属において障害者に適切に対応できるよう、職員対象研修
を実施し、引き続き意識の啓発を図る必要がある。
・福祉のまちづくり推進体制事業、障害者理解促進事業については、「福祉のまちづくり賞」に関しては、表彰制度の見直しにより自主応募
ができるようになり、応募条件としての側面では応募がしやすくなっているが、表彰制度が長期になってきたことで、過去の受賞事例が多く
なり、先進事例という観点からの応募としては難しくなっている。

　外部環境の分析
○障害者の権利擁護と普及啓発
・障害者の権利擁護に関する取組については、障害者差別解消法が平成28年４月施行され、都道府県レベルでの障害者差別に関する条例制定
も進んでおり、障害者の権利擁護について、全国的にも関心が高まっている。事業者における合理的配慮の提供を義務とする改正法が今度３
年以内に施行される予定であり、国の動向に注視して今後の取組を検討する必要がある。
・福祉のまちづくり推進体制事業、障害者理解促進事業については、障害者理解促進事業において、一般部門は若干増加したが、小学生及び
中学生部門の応募件数の減少傾向は継続し、令和３年度においては、高校生区分の件数は１件のみであった。

[主な取組]
○障害者の権利擁護と普及啓発
・障害者の権利擁護に関する取組については、事業者等向けの普及啓発は、新型コロナウイルスによりイベントや参加型講座が実施できな
かった一方、オンラインの活用など新たな方法が確立された。今後は、国の動向にも注視しつつ、より効果的取組を検討する。また、相談員
研修をより効果的なものとするため、開催時期、内容等について見直しを検討し、市町村との連携強化を図る。さらに、県職員に対して、職
員対応要領に基づき、障害者の権利利益について適切な対応を図るための研修を実施する。
・福祉のまちづくり推進体制事業、障害者理解促進事業については、「福祉のまちづくり賞」については、電話等を介した直接的な声かけを
積極的に行うことや広報媒体を利用した表彰の周知（県庁外における掲示場所の増、または新聞広報等）を行い、応募または表彰件数を増や
すことにより条例の知名度向上につなげる。また、障害者理解促進事業については、電話等を介した直接的な呼びかけを積極的に行い、障害
者理解促進の更なる浸透を図る。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 50.0%
施策推進状況 ―

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） ―
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

7

公立沖縄北部医療センター整備
推進事業

37,492 順調

　県、北部１２市町村、北部地区医師会及び琉球大学病院で構
成する公立沖縄北部医療センター整備協議会において、公立沖
縄北部医療センターの基本的枠組みの詳細その他公立沖縄北部
医療センターの整備に関して必要な事項を協議し、公立沖縄北
部医療センターの早期整備を図る。

県
市町村等（保健医療部医療政策課）

6
沖縄県地域医療構想の推進

15,579 順調
　病院、有床診療所、医療関係団体等が参加する地区医療提供
体制協議会を県内４圏域で開催し、回復期機能の病床整備など
地域の実情に応じて必要な協議を行った。

県
市町村

医療機関（保健医療部医療政策課）

5
沖縄医療施設等施設整備事業

344,757 順調
　老朽化に伴う建替を計画する医療機関に対し、施設整備にか
かる費用の補助を行った。

県
医療機関（保健医療部医療政策課）

4

地域がん診療拠点病院機能強化
事業

43,106 順調

　各圏域においてがん診療の中核を担う医療機関へ補助を行
い、がん医療提供体制の維持・強化を図った。
 １ 都道府県がん資料連携拠点病院　１箇所
 ２ 地域がん診療連携拠点病院　２箇所
 ３ 地域がん診療病院　３箇所
※１は国が直接補助

県
がん診療連
携拠点病院

等
（保健医療部健康長寿課）

○医療提供体制の整備

3

へき地診療所施設整備等補助事
業費

22,398 順調

　令和３年度は粟国村から、へき地診療所整備（歯科）に対す
る補助の要望を受け実施した（令和２年度繰越）。
　令和４年度は、診療所を運営している市町村に対して、診療
所の施設整備を行う予定及び当該事業の活用の有無を照会した
が、市町村から活用要望がなかった。

県
市町村（保健医療部医療政策課）

2
がん医療連携体制推進事業

9,200 順調

　治療費についての公的助成制度、相談支援を行う施設、セカ
ンドオピニオンに関することなどを掲載した地域の療養情報
「おきなわがんサポートハンドブック」を25,000部作成し、医
療機関を通して患者等へ配布した。

県
（保健医療部健康長寿課）

○地域医療連携体制の構築　

1

ＩＴ活用地域医療連携システム
構築事業

10,400 順調

  県医師会が構築する地域連携クリティカルパス（おきなわ津
梁ネットワーク）について、ホームページ等を活用して加入促
進のための普及啓発を支援した結果、加入登録者数が前年度か
ら2,354人増加し61,654人となった。(※見込み）

県
県医師会（保健医療部医療政策課）

関係部等 保健医療部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-ウ 県民ニーズに即した保健医療サービスの推進

施策 ①　医療提供体制の充実・高度化

対応する
主な課題

①近年は、生活習慣病などの慢性的な病気が中心となっており、病気の治療が長期化する傾向にある。また、医療技術や医療施設
の高度化など医療の質への関心が高まっていることなどに対応した医療提供体制の充実・高度化が求められている。

②沖縄県の人口あたりの医師数は、全国平均を上回っているものの、圏域や診療科ごとの医師の偏在がある状況であり、安定的な
医師確保が課題となっている。

③島嶼県である沖縄においては、各医療圏毎に医療を取り巻く状況が異なり、特に離島・僻地においては、地域のみで充分な救急
医療を提供できない場合があるため、沖縄本島の医療機関と離島診療所等との救急医療の連携体制を整備・拡充することが求めら
れる。
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様式２（施策）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

保健医療部医療政策課

　人口10万人あたりの医療施設従事医師数は基準年である平成22年の227.7人より順調に増えているものの目標値には届いていない
（「令和2（2020）年医師・歯科医師・薬剤師統計」が厚生労働省で行われており、直近値は令和２年となっている）。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

医療施設に従事する医師数
（人口10万人あたり）

227.7人
（22年）

243.1人
H28

240.7人 240.7人
H30

257.2人 257.2人
R2

261人
88.6%

担当部課名

状
況
説
明

9
離島患者等支援事業

17,916 概ね順調

　離島患者の島外の医療施設への通院に要する経済的負担を軽
減し、適切な医療を受ける機会を確保するため、有人離島を有
する18市町村へ離島患者等支援事業の周知を図った結果、15市
町村が本事業を活用し、住民の負担軽減を図った。

県
市町村（保健医療部医療政策課）

○がん患者・家族等の支援体制の充実

8
がん患者・家族等支援体制の強
化 12,559 順調

　がん診療連携拠点病院等の相談窓口を６箇所設置し、がんピ
アサポーターによる相談業務を78件実施した。

県
がん診療連
携拠点病院

等（保健医療部健康長寿課）
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

　当該施策の推進状況は、「取組は順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○地域医療連携体制の構築
・ＩＴ活用地域医療連携システム構築事業については、おきなわ診療ネットワークは、医療機関等を対象としたネットワークの構築であるた
め、新型コロナウイルス感染拡大の影響を直接受けており取組が遅延した。
・がん医療連携体制推進事業については、がんサポートハンドブックが読み手の視点から利用しやすい冊子となるよう、引き続き、患者会を
含む様々な関係者から編集への協力を得る必要がある。

○医療提供体制の整備
・地域がん診療拠点病院機能強化事業については、沖縄県がん診療連携協議会（琉球大学病院主催）への出席や、拠点病院担当者会議等の開
催により、引き続き関係機関との情報共有を図る必要がある。
・沖縄医療施設等施設整備事業については、県と補助事業者が綿密かつ定期的な調整を行うことで事業計画に基づく適正な事業実施を図り、
良質かつ適正な医療を効率的に提供する体制の確保に繋げる。
・公立沖縄北部医療センター整備推進事業については、建設予定地が農業大学校移転後の敷地となるため、土壌汚染調査、施設の解体撤去、
土地購入手続等において、関係部局と調整を図る。病院の設置主体となる一部事務組合について、令和５年４月の設置に向けて、県及び北部
12市町村各議会で組合設立議案の議決が必要となる。医療従事者の確保を効果的に行うための検討体制を構築する必要がある。

○がん患者・家族等の支援体制の充実
・がん患者・家族等支援体制の強化については、がんピアサポーターの養成に加え、同サポーターの資質向上を図るための取組みが引き続き
必要と思われる。
・離島患者等支援事業については、関係市町村による離島患者等に対する助成が促進し、離島へき地の医療提供体制の状況、離島地域の高齢
化に伴う疾病構造の変化、市町村及び離島患者等のニーズを踏まえた柔軟かつ効率的な対応を行う。市町村による離島患者等への助成の拡充
を促進する。

　外部環境の分析
○地域医療連携体制の構築
・ＩＴ活用地域医療連携システム構築事業については、新型コロナウイルスの感染拡大により、医療機関、患者双方のネットワーク加入促進
に影響を生じた。
・がん医療連携体制推進事業については、ハンドブック活用促進のため離島へき地を中心に開催しているがん情報講演会が、令和３年度につ
いては、新型コロナウイルス感染症の影響により一部中止となった。

○医療提供体制の整備
・へき地診療所施設整備等補助事業費については、令和２年度から令和３年度の繰越で粟国村のへき地診療所（歯科）の整備を実施した。整
備対象施設が離島やへき地にあるため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けやすく、例年以上に資材確保に時間を要するほか、近年の建
築関係工事の人材不足、原材料高の影響による工事の遅延が懸念されたが、さほど影響は受けなかった。令和４年度については、施設整備を
要望する市町村がなかったことから実施予定はない。
・地域がん診療拠点病院機能強化事業については、拠点病院等の指定に係る国の整備指針の要件には、人員配置に係る要件もあり、人事異動
等に配慮しながら要件を充足できるよう引き続き取り組む必要がある。新型コロナウイルス感染症の流行下においても、研修会の開催など指
定要件の充足に影響がないよう情報共有を図りながら、がん医療提供体制の維持及び強化を図る必要がある。
・沖縄医療施設等施設整備事業については、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、施工現場での感染防止対策に伴うスケジュールの
見直し、建築用資機材の調達の遅れなどが問題となっている。
・沖縄県地域医療構想の推進については、沖縄県は高齢化率の伸びが全国上位にあるため、今後、概ね高齢化率の高まりとともに、必要量が
増える病床の不足が生じる恐れがある。県内の５圏域全てにおいて、４つの病床機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）のうち、特に
回復期病床が不足している。新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、感染症病床以外の一般病床の確保に影響をきたしている。
・公立北部医療センター整備推進事業については、整備予算の財源確保に向けて、内閣府と引き続き調整を進めていくことが課題となってい
る。近年、建築コストが上昇傾向にあるため、その動向を注視するとともに、初期投資をできるだけ抑える観点から整備手法を検討する必要
がある。

○がん患者・家族等の支援体制の充実
・がん患者・家族等支援体制の強化については、国の「がん対策推進基本計画」（平成29年10月）において、ピアサポートの普及を図ること
が施策として定められた。県内のがん罹患数は増加傾向にあり、相談支援のニーズは高まりつつあると思料される。
・離島患者等支援事業については、新たな病院診療所の設立により、島内での治療が可能になっていないか、関係市町村と連携し、定期的に
調査を行い、事業の適正化に努める。宿泊費や航空運賃、船舶運賃の変動を踏まえて、適切な補助を行っていく必要がある。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・医療施設に従事する医師数（人口10万人あたり）については、平成30年度から新しい専門医制度がスタートしたが、大学病院や都市部へ医
師が集中しやすい仕組みとなっており、沖縄県では一時的に医師数が減少している。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 88.9%
施策推進状況

取組は順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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様式２（施策）

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○地域医療連携体制の構築
・ＩＴ活用地域医療連携システム構築事業については、閲覧側の医療機関において、電子カルテ端末等からのアクセスが可能となる仕組みが
構築されたことについて、県のホームページ等でも幅広く広報する。さらに、おきなわ診療ネットワーク推進のためのモデル地区構想を進め
ており、その内容を今後検証のうえ、全地区へ取組を加速させる。
・がん医療連携体制推進事業については、ハンドブックの作成については、医療従事者やがん患者関係者、社会保険労務士等有識者関係者と
連携を図り、患者やその家族などの意見等を踏まえ、医療施設や患者会に関わる情報や、患者への経済的社会的支援に関わる情報の時点修正
を行い、正確な情報を提供する必要がある。

○医療提供体制の整備
・へき地診療所施設整備等補助事業費については、計画通りに事業遂行できるよう県と市町村、沖縄県歯科医師会等の関係機関と調整会議を
定期的に開催し、入札状況や施工計画の進捗管理の徹底を図る。また、原材料高の影響による入札不調や天候の悪化等による資材搬送の遅れ
に伴い、工事の長期化が懸念される場合には、市町村と連携し、施工計画の見直しを行う。
・地域がん診療拠点病院機能強化事業については、沖縄県がん診療連携協議会や拠点病院担当者会議等をとおして、関係機関と引き続き指定
要件の充足に向けた情報共有や意見交換を行い、がん医療連携体制の充実強化を図る。
・沖縄医療施設等施設整備事業については、県と補助事業者が綿密な調整のうえで作成した事業計画に基づき適正な事業の実施を図るととも
に、新型コロナウイルスの感染状況などの外的要因を踏まえて定期的な進捗管理や見直しを徹底する。
・沖縄県地域医療構想の推進については、県医療提供体制協議会及び５疾病５事業及び在宅医療の各疾病分野に係る部会において、有識者か
らの意見を聴取し、第７次沖縄県医療計画の中間評価を実施するとともに、二次医療圏ごとに開催する地区医療提供体制協議会において、不
足する病床機能についての協議を進めた。また、中間評価を実施し、把握した地域の疾病構造や医療提供体制についてその充実確保を進める
とともに、不足する病床機能を確保し、医療提供体制の充実を図る。
・公立沖縄北部医療センター整備推進事業については、計画どおりに事業遂行できるよう県、北部12市町村、県立北部病院、北部地区医師会
病院等の関係機関と調整会議を定期的に開催するとともに、あわせて住民説明会も実施する。また、公立沖縄北部医療センター整備基本計画
の策定過程で協議した内容を十分に反映させた基本設計を行い、北部医療圏における基幹病院としての役割を果たすことのできる施設を整備
する。

○がん患者・家族等の支援体制の充実
・がん患者・家族等支援体制の強化については、がんピアサポーターの更なる資質向上のため、養成研修修了者を対象とするフォローアップ
研修養成を継続的に実施する。
・離島患者等支援事業については、地域住民に最も身近な市町村の理解を深めるため、市町村との意見交換の場を継続して確保する。また、
事業の適正な執行管理に努めるとともに、宿泊費や航空運賃、船舶運賃の変動等を踏まえた適切な補助を行うことで、市町村の負担軽減を図
り、離島患者等に対する助成の拡充を促進する。

[成果指標]
・医療施設に従事する医師数（人口10万人あたり）については、新制度のスタートに伴い一時的に医師数が減少しているが、地方でも専門医
の資格が取得できるということを周知し、臨床研修医、専攻医及び勤務医を確保できるよう各種事業を推進する。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

7
代診医派遣事業

36,163 やや遅れ
　県内離島へき地診療所に配置された医師が研修等への参加に
より島外へ出て不在になる期間について、２名の代診担当医で
11診療所に対し、158日の代診を実施した。

県
（保健医療部医療政策課）

6
県立病院医師派遣補助事業

458,216 順調

　県立９離島診療所への医師の継続的配置を行うための費用
（医師の人件費）を補助した。
　また、全国の民間医療機関等から北部・宮古・八重山病院へ
専門医等を派遣するため、派遣元病院等との労働者派遣法に基
づく派遣契約に係る費用を補助した。

県
病院事業局（保健医療部医療政策課）

5
指導医育成プロジェクト事業

3,109 順調

　ハワイ大学と連携して指導医育成研修プログラムを実施する
琉球大学に対し、同育成プログラムに係る経費を補助すること
で、質の高い若手指導医を確保し、地域医療現場の教育体制の
充実を図った。前身事業である「医学教育フェローシップ事
業」を含めると平成24年からの10年間で計63名の指導医を育成
した。

県
琉球大学（保健医療部医療政策課）

4
臨床研修医確保対策事業

18,280 順調

　大都市で行われている、医学生等を対象とした合同説明会
に、県内全ての臨床研修病院が合同で参加することにより、県
内臨床研修病院の魅力をＰＲした。令和３年度は新型コロナ
ウィルスの蔓延により、合同説明会への参加は１回となったた
め、webで行われる医学生を対象とした合同説明会を開催した。

県
県医師会（保健医療部医療政策課）

3
勤務医等環境整備事業

35,485 順調

　育児や介護を行う医師の短時間勤務や宿日直免除を実施する
ための代替医師を確保するなど、離職防止につながる勤務環境
整備を行う病院に対して補助金を交付した。
　家庭と仕事の両立に関する相談や、復職を希望する医師に対
し就業先や復職研修を行う病院を紹介する相談窓口を設置し
た。

医療機関
（保健医療部医療政策課）

2
医学臨床研修プログラム経費

65,073 順調

　県立中部病院で実施している医師臨床研修のプログラム管理
や海外からの指導医招聘等をハワイ大学へ委託し、実施するこ
とで、総合診療能力を身につけた医師を養成するとともに、質
の高い研修プログラムを提供することで医師の確保に努めた。

県
（保健医療部医療政策課）

○医師の確保と資質向上

1
県立病院専攻医養成事業

263,475 やや遅れ
　県立病院に専攻医の養成を委託し、養成後は離島・へき地の
医療機関へ配置することにより、当該地域の医療提供体制の確
保に繋げた。令和３年度は36名の専攻医を養成した。

県
（保健医療部医療政策課）

関係部等 保健医療部、病院事業局

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-ウ 県民ニーズに即した保健医療サービスの推進

施策 ②　医師・看護師等の確保と資質向上

対応する
主な課題

①近年は、生活習慣病などの慢性的な病気が中心となっており、病気の治療が長期化する傾向にある。また、医療技術や医療施設
の高度化など医療の質への関心が高まっていることなどに対応した医療提供体制の充実・高度化が求められている。

②沖縄県の人口あたりの医師数は、全国平均を上回っているものの、圏域や診療科ごとの医師の偏在がある状況であり、安定的な
医師確保が課題となっている。

③島嶼県である沖縄においては、各医療圏毎に医療を取り巻く状況が異なり、特に離島・僻地においては、地域のみで充分な救急
医療を提供できない場合があるため、沖縄本島の医療機関と離島診療所等との救急医療の連携体制を整備・拡充することが求めら
れる。
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18
へき地保健指導所事業費

27,456 順調

　無医地区等に保健指導所を整備し、保健師の配置を行い､保健
医療の機会に恵まれない住民に対する保健指導の強化を図っ
た。
　令和３年４月現在、稼働しているへき地保健指導所は９市町
村12へき地保健指導所である（大宜味村保健指導所が令和３年
４月より役場新庁舎へ移転のため廃止となり、１村１指導所が
減となった）。

県
町村（保健医療部保健医療総務課）

17
特定町村人材確保対策事業

8,161 概ね順調

　離島へき地で必要な人材を確保することが困難な特定町村に
対して、県が人材確保支援計画を策定し人材確保対策支援事業
を実施した。新任保健師等への研修会の開催、各保健所及び退
職保健師等による新任保健師への現任教育や現地に出向いての
保健事業に関する技術的助言・指導を町村に実施した。

県
町村（保健医療部保健医療総務課、

地域保健課）

16
新人看護職員研修事業

23,686 順調

　「新人看護職員研修ガイドライン」に基づく研修を実施した
県内34病院に対し補助を行った。また、委託事業として、研修
体制が整っていない病院向けの多施設合同研修と、病院の研修
責任者等に向けた実地指導者研修及び教育担当者研修を実施し
た。

県
医療機関（保健医療部保健医療総務課）

15
看護師等養成所の安定的な運営

158,163 順調

　民間看護師養成所５校に対し養成所運営に必要な費用を補助
し、教育環境整備により備品購入や実習設備整備に係る費用を
補助することによって、看護師の養成力の強化を図り、国家試
験合格率の向上を図った。
　行政と養成校との連絡協議会で情報交換を行い、卒業生の県
内就業への積極的な取組に繋げた。

県
（保健医療部保健医療総務課）

○看護師、保健師等の確保と資質向上

14
看護師等修学資金貸与事業費

47,032 大幅遅れ
  県内の看護職員の確保及び質の向上に資することを目的と
し、将来県内の看護職員の確保が困難な施設で業務に従事する
看護職員養成校の学生に修学資金を91件貸与した。

県
（保健医療部保健医療総務課）

13
県立病院医師確保環境整備事業

9,219 大幅遅れ
　離島・へき地の医師を確保するため、指導医招聘や、スキル
アップ研修派遣を行い、当該地域の医療提供体制の確保に努め
た。

県
病院事業局（保健医療部医療政策課）

12

沖縄県地域医療支援センター運
営事業費

35,237 順調
　医師の地域偏在解消を図るため、地域医療支援センターを設
置・運営し、地域医療に従事する医師のキャリア形成支援及び
医師不足病院の医師確保の支援等を行った。

県
（保健医療部医療政策課）

11
医師修学資金等貸与事業

139,590 順調
　地域医療に従事する医師の養成・確保のため、離島等の医療
機関に従事する意思のある医学生等（108名）に対し、修学資金
等の貸与を行った。

県
（保健医療部医療政策課）

10
自治医科大学学生派遣事業費

132,600 順調
　本島の離島・へき地医療の医師確保を図るため、自治医科大
学に県出身学生（16名）を派遣・修学させ、離島・へき地医療
を担う医師の養成を行った。

県
（保健医療部医療政策課）

9
医師派遣等推進事業

345,921 順調

　医師派遣の困難な離島・へき地等の医療機関へ医師派遣が円
滑に実施されるよう、11の派遣元医療機関に対し、医師の派遣
に伴う逸失利益（医師を派遣していなければ得られたであろう
利益）に対する補助を行った。

県
（保健医療部医療政策課）

8
へき地医療支援機構運営事業

27,476 やや遅れ

　求人医療機関と求職医師の窓口を沖縄県へき地医療支援機構
内に設置し、県内の公的医療機関勤務を希望する医師の情報収
集を行った。また、沖縄県へき地医療支援機構として、離島・
へき地診療所に対して代診医の派遣等の支援を行った。

県
（保健医療部医療政策課）
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

14.5%
（21年）

4.8% 4.8%
H29

3.2%
H30

状
況
説
明

　離職率は、日本看護協会が実施している「病院看護実態調査」より活用しており、令和3年度実績値（調査年度令和2年）について
は、令和4年3月末公表予定である。令和元年の離職率は4.8％であり、前年度の離職率を上回ったが、計画値を下回っており達成する
ことができた（下線部分は離職率公表後記載とする。R4年3月28日時点で公表なし）。

状
況
説
明

　看護師就業者数（人口10万対比）は、看護職員業務従事者届（保助看法第33条）に基づき算出し隔年調査となっているため、令和2
年の実績値となっている。次回調査は令和4年度になる。新人看護職員研修人数も近年計画値を上回り、また調査年ごとに看護師就業
者数は増加している。

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

2

4.8%
R1

4.8%
R1

6.3%
達成

担当部課名 保健医療部保健医療総務課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

新人看護職員離職率

1,149.0人
R2

1190.7人
86.5%

担当部課名 保健医療部保健医療総務課

看護師就業者数（人口10万人対
比）

881.2人
（24年）

1,023.8人
H28

1,060.6人 1,060.6人
(H30)

1,149.0人

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

保健医療部医療政策課

　人口10万人あたりの医療施設従事医師数は基準年である平成22年の227.7人より順調に増えているものの目標値には届いていない
（「令和2（2020）年医師・歯科医師・薬剤師統計」が厚生労働省で行われており、直近値は令和２年となっている）。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

医療施設に従事する医師数
（人口10万人あたり）

227.7人
（22年）

243.1人
H28

240.7人 240.7人
H30

257.2人 257.2人
R2

261人
88.6%

担当部課名

状
況
説
明

22
院内保育所運営費補助事業

170 順調
　病院内で保育施設を運営する１医療機関に対し、運営に係る
費用（人件費、委託料等）の一部を補助した。

県
（保健医療部保健医療総務課）

21
認定看護師の育成事業

32,850 順調

　認定看護師及び特定行為研修に看護師を派遣した19医療機関
に研修受講経費等を補助し、56名（認定12、特定44）が修了し
た。沖縄県看護協会が実施した感染管理認定看護師養成課程は
25名が修了した。

県
（保健医療部保健医療総務課）

20

県内就業准看護師の進学支援事
業

0 未着手
　県外等の通信制２年課程で学ぶ、県内就業准看護師のスクー
リングのための渡航費を補助し、看護の質向上を図る。

県
（保健医療部保健医療総務課）

19

代替看護師派遣事業

15,728 順調

　離島診療所に勤務する看護師が研修への参加等により不在と
なる期間について、３名の代替看護師で16離島診療所に対し389
日の派遣を実施した。新型コロナウイルス感染症の影響による
離島への渡航自粛により、診療所への直接の支援ができず、電
話やメール等の手段による支援となった期間があった。

県（保健医療部保健医療総務課
病院事業局病院事業総務課）
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 68.2%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 33.3%

　当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○医師の確保と資質向上
・勤務医等環境整備事業については、本事業を利用し復職支援のための研修を実施する病院がなかったことから、復職支援研修事業に対する
周知を行う必要がある。
・県立病院医師派遣補助事業、代診医派遣事業及び医師派遣等推進事業については、改正医療法に基づき策定した医師確保計画における各医
療圏及び離島へき地診療所の医師確保の方針及び目標医師数並びに目標医師数に向けた施策を踏まえ、事業を実施していく。
・へき地医療支援機構運営事業については、へき地医療支援機構の運営の中でへき地拠点病院との連携が課題となっている。
・自治医科大学学生派遣事業費については、地域枠制度の導入や新型コロナウイルス感染症の影響等により、令和３年度及び令和４年度の入
試において沖縄県の受験者数が低迷している。
・医師修学資金等貸与事業については、地域枠医師において、離島北部の医療ニーズが高い診療科の専攻医数が十分でない一方で、ニーズが
比較的限られる診療科の専攻医数が増える傾向にあることが課題となっている。
・沖縄県地域医療支援センター運営事業費については、「沖縄県地域医療人材育成支援センター（仮称）」については、「連絡会議」の位置
付け等に関する詳細な整理、新たに加わる業務に対応するための組織体制の強化に向けた調整、地域医療支援事務以外で琉球大学で検討して
いる機能との連携等に係る整理など、必要な調整整理が引き続き必要である。
・県立病院医師確保環境整備事業については、離島･へき地の県立病院の安定的な医師確保を図るには、様々な診療科でスキルアップが図れ
る研修環境を強化する必要があるため、現在、招聘している診療科以外の診療科においても指導医の招聘を行い研修環境を改善する必要があ
る。スキルアップ研修派遣については、対象となる各県立病院内の診療体制により派遣計画が影響を受ける。

○看護師、保健師等の確保と資質向上
・看護師等養成所の安定的な運営については、養成校における専任教員の育成が課題となっており、各養成校に対して育成を強化するよう指
導等が必要となっている。
・新人看護職員研修事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、各研修の実施にあたって感染防止対策に十分配慮した対応が
必要である。また、感染拡大に伴い、研修開催の延期による日程調整や講師調整、会場確保等に時間を要している。研修延期により受講でき
ない方もいた。
・特定町村人材確保対策事業については、保健所保健師の約４～６割は、新任期の保健師が占めており、現任教育やリーダー的役割を担う中
堅期の保健師が不足しているため、特定町村の新任保健師の現任教育を充分に行うことができない状況である。
・へき地保健指導所事業費については、一部の小規模離島においては、複数配置のために保健師の採用募集を行っても応募がなく、また、産
休、育休等による代替職員（保健師）の確保が困難な状況にある。
・代替看護師派遣事業については、新型コロナウイルス感染症のクラスター発生病院への支援のため、一時的に本業務が実施できない期間が
あったが、離島診療所からの代替要請には可能な限り対応した。
・認定看護師の育成事業については、病院などの医療機関だけでなく、訪問看護ステーション等においても認定看護師特定行為研修修了看護
師の必要性が高まっている。
・院内保育所運営費補助事業については、当事業は、厚労省の「地域医療介護総合確保基金」を活用して実施しているが、H30年度より厚労
省から院内保育所の新設拡充に係る運営費については、当事業ではなく内閣府の「企業主導型保育事業に対する助成金」を活用する旨の通知
があり、事業対象者の範囲が限定されてきている。医療機関に対し文書で周知を図ったが、交付要件が限定的であるため、新規の申請を増や
すことが難しい。

　外部環境の分析
○医師の確保と資質向上
・県立病院専攻医養成事業及び医学臨床研修プログラム経費については、平成30年度から開始された専門研修制度では、症例数が多い都市部
や大学病院に研修医が集中する傾向があるため、影響を注視する必要がある。
・勤務医等環境整備事業、県立病院医師派遣補助事業、代診医派遣事業及びへき地医療支援機構運営事業については、働き方改革関連法によ
る労働基準法の改正により、医療従事者についても令和６年度から時間外労働上限規制が適用される。
・臨床研修医確保対策事業については、新型コロナウィルスの流行により合同説明会の開催が難しくなっており、対面によらないＰＲ方法を
模索する必要がある。
・指導医育成プロジェクト事業については、新しい専門研修制度がスタートし、専攻医を指導する上級医の確保がより重要となった。
・医師派遣等推進事業については、今後、厚生労働省において全診療科ごとの偏在指標を示すこととなっている。
・自治医科大学学生派遣事業費については、新型コロナウイルス感染症の流行は第６波を迎えているが、感染状況次第では年度内の対面によ
る広報活動の実施も検討の余地があると考えられる。
・医師修学資金等貸与事業については、令和３年12月に国が「キャリア形成プログラム運用指針」を改正したことにより、都道府県は、地域
枠学生に対し地域医療や将来の職業選択に対する意識の涵養を図り、学生の期間を通じて地域医療に貢献するキャリアを描けるように支援す
るための「キャリア形成卒前支援プラン」を策定することとされ、当該プランにおいて、地域医療に関する実習や講義の支援等により将来の
従事地域と接する機会を提供するプロジェクトを行うこととされた。
・沖縄県地域医療支援センター運営事業費については、琉球大学病院の西普天間住宅地区跡地への移転予定時期が令和６年度末に迫ってきて
いる。
・県立病院医師確保環境整備事業については、新型コロナウイルスの影響で、指導医の招聘や研修の派遣が難しい状況になっている。
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○看護師、保健師等の確保と資質向上
・看護師等修学資金貸与事業費については、令和２年４月から国による高等教育の修学支援新制度（授業料等減免、給付型奨学金）が実施さ
れたこと等に伴い、申請者数が減少している。コロナ禍による影響により、卒業後の定期報告や届出事項などについて、貸与生に対して周知
する機会が減少している。
・看護師等養成所の安定的な運営については、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、感染対策を踏まえた実習方法の検討、遠隔授業
の実施、学生の健康管理等、多数の対応が必要となっている。
・新人看護職員研修事業については、新型コロナウイルス感染症拡大により、多施設合同研修及び研修責任者等研修の受講申込者が若干減少
している看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止の観点から、「新人看護職員研修ガイドライン」に沿った研修により新人看護職
員の育成を図る必要がある。
・特定町村人材確保対策事業については、一部の小規模離島においては、複数配置のために保健師の採用募集を行っても応募がなく、産休、
育休等による代替職員（保健師）の確保が困難な状況にある。市町村が取り組むべき健康課題の増加、介護保険、特定保健指導の円滑な実
施、障害者総合支援法、母子保健法の改正等、対応する保健ニーズは年々増大しており、特定町村においても、実情に応じた事業実施体制の
整備や人材育成が求められている。
・へき地保健指導所事業費については、市町村事業が、事務移管や包括ケア推進等、又、新型コロナウイルス感染症対応により増大しており
「平成２年度沖縄県ナースセンター事業のまとめ（令和3年10月発行）」によると、市町村保健師採用計画（正規非正規含め）78人に対し、
令和２年６月１日時点で64人の採用となっており14人不足している。離島及びへき地に限らず、採用が不足している状況である。
・代替看護師派遣事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、離島への渡航自粛等が生じたことから、電話やメール、オンラ
イン等による支援が重要となった。
・県内就業准看護師の進学支援事業については、県内の看護師の就業者数が年々増加する一方で、准看護師については平成20年度以降減少傾
向にある。更に県内における准看護師の養成については、平成27年度の養成課程卒業者を最後に閉校し、新規の養成が行われていない状況と
なっている。平成30年度に県内に通信制２年課程の養成校が１校（定員80人）新設されたため、今後の申請者が減少していくことが予想され
るが、県内就業准看護師の質向上を図る必要がある。
・認定看護師の育成事業については、研修受入施設において新型コロナウイルス感染症対策が強化され、予定された研修期間での修了ができ
ている。
・院内保育所運営費補助事業については、院内保育所設置機関への補助は、当事業や「企業主導型」以外に労働局の「事業所内保育施設設置
運営等支援助成金」、「子ども子育て支援制度における給付」など各種存在し、事業者は個々のニーズに合わせて補助事業を選択できるよう
になっている。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・医療施設に従事する医師数（人口10万人あたり）については、平成30年度から新しい専門医制度がスタートしたが、大学病院や都市部へ医
師が集中しやすい仕組みとなっており、沖縄県では一時的に医師数が減少している。
・看護師就業者数（人口10万人対比）については、看護職員業務従事届の隔年調査であり、次回調査は令和4年度になる。看護師就業者数は
調査年（2年）ごとに約1,000名増加しており、全国平均を上回っている。目標達成に向けて順調に推移しているものと考える。
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○医師の確保と資質向上
・県立病院専攻医養成事業については、引き続き学会や研修会への参加機会の増加や指導医の招聘等により、臨床研修環境の向上に努めてい
る事業と連携することで、専攻医の増加を図り、離島へき地への医師派遣に取り組んでいく。
・医学臨床研修プログラム経費については、今後もハワイ大学の特色を生かした研修プログラムを維持し、研修医確保に向けた取組を推進す
る。
・勤務医等環境整備事業については、相談窓口を通して、復職を希望する医師に対し、就業先や復職研修を行っている病院を紹介する等、円
滑な復職につなげていく。
・臨床研修医確保対策事業については、医学生と臨床研修病院の情報交換の機会となる合同説明会に参加することで、県外からの研修医の確
保につながるため、継続して参加を支援し、研修医の確保を図る。会場に来られないが興味はあるという学生へのＰＲ方法を検討する。
・指導医育成プロジェクト事業については、今後も本事業における指導医育成研修プログラムをベースに、これまで育成された若手指導医が
本プログラムに参画し、後進の若手指導医の育成に携わるよう促す等、地域医療現場におけるさらなる教育研修体制の充実を図っていく。
・県立病院医師派遣補助事業については、医師確保計画を踏まえ、県立北部、宮古及び八重山病院の各専門診療科並びに９へき地診療所にお
ける医療需要の変化及び時間外労働上限規制の導入により必要となる医師数及び必要医師数確保に向けた施策について、病院事業局等の関係
者と議論を行う。
・代診医派遣事業については、医師確保計画を踏まえ、県内へき地診療所における医療需要の変化及び時間外労働上限規制の導入により必要
となる代診医派遣のあり方について、へき地医療支援機構並びに各診療所付属病院等の各代診医派遣事業実施機関と議論を行う。
・へき地医療支援機構運営事業については、毎年度末に開催するへき地診療所所在市町村主管課長会議を年度当初に開催し、県、へき地医療
支援機構、へき地診療所所在市町村間でへき地医療に関する課題等を共有し、解決に向けた取り組みを早い段階で行い、連携の強化を図る。
また、へき地拠点病院と連携し代診医派遣事業の強化を図る。
・医師派遣等推進事業については、厚生労働省が公表する予定の全診療科ごとの偏在指標等を踏まえ、診療科の状況に対応した診療科偏在対
策を実施する。
・自治医科大学学生派遣事業費については、受験者数の増加を図るため、対面式の説明会開催や学校訪問を再開するなど入試に係る広報活動
の充実に取り組む。
・医師修学資金等貸与事業については、地域枠医師については令和５年度以降の専門研修開始者を対象として専攻医数に診療科別上限を設定
することで、診療科における需給ミスマッチの是正を図る。琉球大学と連携協力して「キャリア形成卒前プラン」を策定し、地域枠学生の地
域医療等に対する意識の涵養を図る。また、当該プランの策定を診療科における需給ミスマッチの是正にも繋げる。
・沖縄県地域医療支援センター運営事業費については、「沖縄県地域医療人材育成支援センター（仮称）」の実現に向けて必要な調整整理を
一層進める。
・県立病院医師確保環境整備事業については、県立病院関係者や県外大学病院関係者等とのネットワークを活用し、指導医招聘を様々な診療
科に拡げることでさらなる研修環境の充実に取り組む。スキルアップ研修派遣においては県立病院関係者間の調整を綿密に行い理解を求める
ことで、派遣実績の向上に繋げる。

○看護師、保健師等の確保と資質向上
・看護師等修学資金貸与事業費については、県ホームページにおける卒業後の定期報告や届出事項などに関する内容を充実させ、コロナ禍に
よる影響等に関わらず、効果的かつ効率的な情報発信を図っていく。
・看護師等養成所の安定的な運営については、引き続き実践力向上のために必要な、臨床現場を擬似的に体験できる吸引シミュレーター、採
血静脈注射シミュレーター等の備品整備費の補助や、実習施設謝金や臨床実習に係る経費に対する補助を行う。また、看護教員の人材確保に
関して引き続き養成校と情報共有を図るとともに、専任教員養成を促進するための指導に取り組む。
・新人看護職員研修事業については、「新人看護研修ガイドライン」に沿った研修及び補助事業について、医療機関や訪問看護事業所へ周知
を行う（郵送やホームページの活用）。多施設合同研修（新人看護職員の研修）や研修責任者等研修（指導者等の研修）の受講について周知
を行う（郵送及び数年間受講者のない医療機関への連絡等の実施）。また、新型コロナウイルス感染拡大の際は、Webの活用も含め含め研修
が継続して実施できるよう調整を行う。
・特定町村人材確保対策事業については、「退職保健師潜在保健師の人材バンク事業の活用の手引き」等を活用し特定町村へ事業の周知を図
る。県内３大学（保健師養成校）で、離島の保健師活動に関する講義を実施する。また、保健師の専門性を高めるための段階別研修及び保健
師研修会を開催する。また、地域の要望や実情に合わせ各保健所にて会議や研修会、意見交換会などを実施する。
・へき地保健指導所事業費については、県のホームページへの保健師募集掲載や、県内3大学（保健師養成校）で、離島の保健活動に関する
講義を継続する。また、「沖縄県特定町村保健師等人材確保育成支援計画」に基づき、特定町村新人保健師の現任教育支援を継続し、地域保
健事業が円滑に実施できるよう「退職保健師潜在保健師の人材バンク事業の活用の手引き」等を活用し特定町村へ事業の周知を図る。
・代替看護師派遣事業については、離島診療所看護師へ向けた研修学会案内等、親病院とも協力し、引き続き研修に参加しやすい環境づくり
を行っていく。さらに、離島診療所看護師の確保のため、看護師養成機関や就職説明会、病院勤務看護師を対象とした周知活動等の普及啓発
を行っていくとともに、病院勤務看護師を対象とした島しょ看護研修も強化していく。離島診療所看護師の業務手順の見直しや物品管理等の
管理業務を含めた応援指導等を継続して実施していく。
・県内就業准看護師の進学支援事業については、事業の主体である准看護師の減少、看護師養成課程への進学を希望する准看護師の県内就学
環境の改善状況、新型コロナウィルス感染拡大に伴う面接授業（スクーリング）の動向等を踏まえ、引き続き事業の実施規模について検討す
る。
・認定看護師の育成事業については、認定看護師及び特定行為研修修了者の更なる増加を目指し、県ＨＰによる周知のほか、訪問看護ステー
ション等の小規模事業所へも看護師の派遣を促すよう事業の周知に取り組む。
・院内保育所運営費補助事業については、院内保育所を設置する各医療機関、及び保育所を所管する子ども生活福祉部や市町村等の関係機関
と情報交換を行い、今後の本事業のあり方について検討する。

[成果指標]
・医療施設に従事する医師数（人口10万人あたり）については、新制度のスタートに伴い一時的に医師数が減少しているが、地方でも専門医
の資格が取得できるということを周知し、臨床研修医、専攻医及び勤務医を確保できるよう各種事業を推進する。
・看護師就業者数（人口10万人対比）については、看護師確保のために、看護職員の「養成」「復職支援」「離職防止・定着促進」を柱に引
き続き各事業を実施し、県内の保健医療サービスを促進する。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

6

小児救急電話相談事業(＃８００
０)

27,565 順調

　看護師・医師による子どもの急な病気への電話相談「#8000」
を実施した。
・実施日数365日
・実施時間　平日　19時～翌8時、
　土日休日（年末年始含む）　24時間対応
・令和3年度（15,507件）※3月末時点

県
（保健医療部医療政策課）

5
災害時の救急医療体制の充実

55,299 順調
　県内各医療機関からＤＭＡＴ養成研修へ派遣した。
　災害時に必要な機器等を整備した。

県
救急病院等（保健医療部医療政策課）

4
救急医療用ヘリコプター活用事
業 285,325 やや遅れ

　ドクターヘリ実施病院に運営費を支援することにより、年間
を通じて継続した運航を行う体制を確保した。
（令和３年度実績　搬送件数304件　搬送人数304件）

浦添総合
病院

（保健医療部医療政策課）

3
ヘリコプター等添乗医師等確保
事業 37,684 順調

　令和４年3月末時点で、延べ188件の搬送を実施した。（内
訳：自衛隊120件、海上保安本部68件）

県
市町村

（保健医療部医療政策課）

2
専門医派遣巡回診療

38,624 やや遅れ
　離島診療所において、眼科、耳鼻科等の専門医による巡回診
療を実施した。

県
（保健医療部医療政策課）

○救急医療、離島・へき地医療体制の充実

1
へき地医療支援機構運営事業

27,476 やや遅れ

　求人医療機関と求職医師の窓口を沖縄県へき地医療支援機構
内に設置し、県内の公的医療機関勤務を希望する医師の情報収
集を行った。また、沖縄県へき地医療支援機構として、離島・
へき地診療所に対して代診医の派遣等の支援を行った。

県
（保健医療部医療政策課）

関係部等 保健医療部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-ウ 県民ニーズに即した保健医療サービスの推進

施策 ③　救急医療、離島・へき地医療の充実

対応する
主な課題

①近年は、生活習慣病などの慢性的な病気が中心となっており、病気の治療が長期化する傾向にある。また、医療技術や医療施設
の高度化など医療の質への関心が高まっていることなどに対応した医療提供体制の充実・高度化が求められている。

②沖縄県の人口あたりの医師数は、全国平均を上回っているものの、圏域や診療科ごとの医師の偏在がある状況であり、安定的な
医師確保が課題となっている。

③島嶼県である沖縄においては、各医療圏毎に医療を取り巻く状況が異なり、特に離島・僻地においては、地域のみで充分な救急
医療を提供できない場合があるため、沖縄本島の医療機関と離島診療所等との救急医療の連携体制を整備・拡充することが求めら
れる。
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　救急病院等を定める省令（昭和39年2月20日厚生省令第8号）第1条の規定に基づき「救急病院」とする。令和３年度は26施設で目標
値を達成している。

2

26.0施設 26施設
達成

担当部課名 保健医療部医療政策課

救急病院数
26施設
（23年）

26.0施設 26.0施設 25.0施設 26.0施設

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

保健医療部医療政策課

　人口10万人あたりの医療施設従事医師数は基準年である平成22年の227.7人より順調に増えているものの目標値には届いていない
（「令和2（2020）年医師・歯科医師・薬剤師統計」が厚生労働省で行われており、直近値は令和２年となっている）。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

医療施設に従事する医師数
（人口10万人あたり）

227.7人
（22年）

243.1人
H28

240.7人 240.7人
H30

257.2人 257.2人
R2

261人
88.6%

担当部課名

状
況
説
明
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「概ね順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○救急医療、離島・へき地医療体制の充実
・へき地医療支援機構運営事業については、へき地医療支援機構の運営の中でへき地拠点病院との連携が課題となっている。
・専門医派遣巡回診療については、巡回診療のニーズはあるものの、巡回診療を実施する地元診療所（実施場所）とのマッチングができず、
巡回診療が実施できないことがある。
・ヘリコプター等添乗医師等確保事業については、添乗当番病院は曜日ごとに決めており、固定の曜日を毎週担当する病院と、複数の曜日を
隔週で担当し、場合によって週に２回の当番となる病院がある。添乗医師等を確保するために当番日の人員配置を行うなど、添乗当番病院に
は大きな負担となっている。
・救急医療用ヘリコプター活用事業については、本県のドクターヘリは、地理的特性等の沖縄特有の事情（燃料費が割高、洋上飛行が多く付
属品のフロート等の装備品が必須、それに伴う減価償却費の負担増等）により全国に比べ割高となっている。搬送回数の半数以上で飛行距離
が半径100ｋｍを超える洋上飛行となっており、全国と比べ搬送距離及び搬送時間が長くなっている。
・災害時の救急医療体制の充実については、医療従事者の異動、離職等によりＤＭＡＴの欠員が生じる可能性がある。ＤＭＡＴの編成には医
師１名、看護師２名、業務調整員１名が必要であり、一つの職種でも欠員になるとＤＭＡＴとしての活動に支障を来してしまう。ＤＭＡＴ活
動に必要な設備を災害拠点病院に整備する必要がある。災害時のＤＭＡＴ調整を担う県内のＤＭＡＴインストラクターが少ない。
・小児救急電話相談事業(＃８０００)については、＃８０００相談は、平成20年から沖縄県医師会に委託して実施してきたが、相談員となる
県内病院の看護師の確保が困難なため、相談事業を延長することができなかったことから、平成30年度から県医師会に加えて県外コールセン
ターの委託も実施している。県外コールセンターの相談員が把握できる県内の医療情報には限界がある。県医師会の相談員の担い手が減って
きている。

　外部環境の分析
○救急医療、離島・へき地医療体制の充実
・へき地医療支援機構運営事業については、働き方改革関連法による労働基準法の改正により、医療従事者についても令和６年度から時間外
労働上限規制が適用される。
・専門医派遣巡回診療については、新型コロナウイルス感染防止対策として、医療従事者及び患者の移動が制限されることもあるため、状況
に応じた巡回診療を行う必要がある。
・救急医療用ヘリコプター活用事業については、平成28年度に鹿児島県奄美地域にドクターヘリが導入されたことにより、沖縄県ドクターヘ
リによる与論島、沖永良部島、徳之島の搬送件数が減少した。令和２年10月に沖縄県北部地域救急救助ヘリが導入されたことにより、沖縄県
ドクターヘリによる沖縄県本島及び周辺離島の搬送件数が減少している。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・医療施設に従事する医師数（人口10万人あたり）については、平成30年度から新しい専門医制度がスタートしたが、大学病院や都市部へ医
師が集中しやすい仕組みとなっており、沖縄県では一時的に医師数が減少している。

[主な取組]
○救急医療、離島・へき地医療体制の充実
・へき地医療支援機構運営事業については、毎年度末に開催するへき地診療所所在市町村主管課長会議を年度当初に開催し、県、へき地医療
支援機構、へき地診療所所在市町村間でへき地医療に関する課題等を共有し、解決に向けた取り組みを早い段階で行い、連携の強化を図る。
また、へき地拠点病院と連携し代診医派遣事業の強化を図る。
・専門医派遣巡回診療については、離島診療所及び市町村の協力を得、定期的に巡回診療を実施するため、必要な専門診療科のニーズや地元
住民の一般診療の受診状況を把握し、地域の医療ニーズに応じた適切な巡回診療を実施する。
・ヘリコプター等添乗医師等確保事業については、添乗当番病院の協力を得られていない救急病院について、参画できない理由等を検証し、
参画に向けた支援策を検討する。また、急患搬送の事後検証の方法を検討する。
・救急医療用ヘリコプター活用事業については、ドクターヘリの安定継続的運航を図るため、ドクターヘリの運航に関して、本県特有の地理
的特性等の事情により全国に比べ割高となっている運営経費に対する補助を継続して実施する。
・災害時の救急医療体制の充実については、より優先度の高い県内各ＤＭＡＴの混成でＤＭＡＴ養成研修を受講し、欠員により編成ができな
いＤＭＡＴが発生しないよう留意しつつ新規ＤＭＡＴの養成を図っていく。また、災害拠点病院の災害時の水の確保について、引き続き給水
設備の整備を支援する。
・小児救急電話相談事業(＃８０００)については、HPやマグネット等の配布を通して県民への＃８０００のPRを行っていく。さらに、相談員
（看護師）の人材確保については引き続き取り組んでいく。

[成果指標]
・医療施設に従事する医師数（人口10万人あたり）については、新制度のスタートに伴い一時的に医師数が減少しているが、地方でも専門医
の資格が取得できるということを周知し、臨床研修医、専攻医及び勤務医を確保できるよう各種事業を推進する。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 50.0%
施策推進状況 概ね順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 50.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部福祉政策課

　利用者数は計画を上回る713人と順調に推移しており、判断能力が十分でない方が地域で自立した生活を送るために必要な支援につ
ながっている。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

日常生活自立支援事業利用者数
477人
（23年）

662人 655人 659人 675人 713人 659人
達成

担当部課名

状
況
説
明

5
生活困窮者自立支援事業

286,662 順調

　県事業においては30町村を対象にしており、生活困窮者がい
つでも、生活全般にわたる相談ができるよう県内５か所（名護
市、沖縄市、那覇市、南風原町、久米島町）に相談窓口を設置
し相談支援を行った。

県
市（子ども生活福祉部保護・援護

課）

4
地域共生ホーム(仮称)の整備

0 大幅遅れ
　地域共生ホームに特化した事業はないが、「生活支援コー
ディネーター養成研修等事業」において市町村における地域づ
くりの支援を行った。

県
市町村（子ども生活福祉部高齢者福祉

介護課）

3

島しょ型福祉サービス総合支援
事業

38,933 順調
　介護サービス事業の効率的な運営が困難な離島市町村に対し
事業運営に要する経費等の一部を補助した。運営費補助：６町
村の離島10箇所、渡航費補助：13市町村の離島17箇所。

県
市町村（子ども生活福祉部高齢者福祉

介護課）

2
福祉サービス第三者評価事業

204 順調
　第三者評価継続研修をDVD視聴等により実施し調査評価者の資
質向上を図った。また、受審動機づけのため、受審した事業所
に対しては受審証明書を交付した。

県
（子ども生活福祉部福祉政策
課）

○生活自立のための基盤整備

1
日常生活自立支援事業

95,000 順調

　沖縄県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会内の地域福
祉権利擁護センターにおいて、相談受付や助言、事業利用に係
る契約締結までの日常的な金銭管理を含む福祉サービスの適切
な利用のための一連の援助を行った。

県社会福祉
協議会（子ども生活福祉部福祉政策

課）

関係部等 子ども生活福祉部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-エ 福祉セーフティネットの形成

施策 ①　福祉サービスの向上や福祉施設等の整備の促進

対応する
主な課題

①誰もが人としての尊厳を持って、住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、適切に漏れなく必要とする福祉サービスを利用
し、自立した生活が可能となる仕組みが必要である。
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○生活自立のための基盤整備
・日常生活自立支援事業については、専門員が行う、契約締結に係る業務（契約締結能力の確認、家族等との関係調整、支援計画の策定等）
には時間を要する。利用者に対して実際の支援を行う生活支援員の確保が必要である。利用者の中には、成年後見制度への移行が必要な方が
いる。
・福祉サービス第三者評価事業については、介護施設等の利用待機者がいる施設にとっては受審するメリットが感じにくい。受審にあたり受
審料の負担が必要である。
・島しょ型福祉サービス総合支援事業については、本事業は市町村及び沖縄県介護保健広域連合が事業所に対して補助を行っている場合その
一部を補助するものであることから、市町村及び沖縄県介護保健広域連合においては事業所を補助する必要性の精査や財源の確保が必要とな
る。マンパワーや財政基盤に課題のある市町村においては本事業の活用が不十分になる可能性がある。
・地域共生ホーム(仮称)の整備については、地域共生ホームは現在制度として確立したものではなく、地域共生ホームに特化した補助金の創
設等については再検討を要する。また、地域づくりについては、個別市町村への伴走的支援を軸に取り組みを進める必要がある。
・生活困窮者自立支援事業については、令和３年、４年度は国庫補助（10/10）によりアウトリーチ支援事業を実施（支援員２人体制）、ま
た、新型コロナウイルス感染症の影響による相談者増加に対応するため、新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金を活用し
て自立相談支援機関の機能の強化（相談員及び補助員の増員）を図っているが、相談窓口から遠隔地に住んでいる、制度自体を知らない、ひ
きこもり等の理由で、自ら相談窓口に来所することができない潜在的な支援対象者がいる。

　外部環境の分析
○生活自立のための基盤整備
・日常生活自立支援事業については、高齢化の進行により、令和7年には県民の4人に1人が高齢者になると見込まれている。高齢者の増加
や、医療機関や施設から地域生活に移行する知的精神障害者の増加により本事業のニーズは高まっている。平成28年に成年後見制度の利用の
促進に関する法律が施行されており、成年後見制度への移行が必要な利用者がいる。
・福祉サービス第三者評価事業については、那覇市が公私連携型認定こども園に対し外部評価の受審を義務づけた。新型コロナウイルス感染
症の影響により、積極的な評価活動が難しくなった。
・島しょ型福祉サービス総合支援事業については、令和２年10月１日時点で離島市町村における高齢化率は28.4％となっており、沖縄県全体
の22.2％を大きく上回っている。離島地域における介護サービスのニーズもまた今後も増加することが考えられる。
・地域共生ホーム(仮称)の整備については、高齢者だけの世帯が増加しており、地域において支え合う体制づくりが更に重要になることが見
込まれる。
・生活困窮者自立支援事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種支援制度（社会福祉協議会が実施している生活福祉資
金の特例貸付、住居確保給付金、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金）を利用するため、相談に訪れる方が増大している。認知
度は増した一方、相談件数の増加により丁寧な対応が困難な状況になっている。

[主な取組]
○生活自立のための基盤整備
・日常生活自立支援事業については、専門員及び生活支援員の確保定着に向け、研修会の充実等を図っていく。また、日常生活自立支援事業
利用者のうち、事理弁識する能力が不十分な者等については、県関係課や各自治体との連携により成年後見制度への移行を進めていく。
・福祉サービス第三者評価事業については、受審の重要性を理解してもらえるよう、事業の周知広報活動を実施する。
・島しょ型福祉サービス総合支援事業については、市町村や沖縄県介護保健広域連合に対して適宜意見交換やヒアリングを行い、本事業の活
用を促進すると同時に、適正な予算確保執行に反映する。
・地域共生ホーム(仮称)の整備については、「生活支援コーディネーター養成研修等事業」などにおいて、引き続き市町村の地域の特性に応
じた住民主体の地域づくりを支援をしていくとともに、地域共生ホームの整備実施予定のある市町村に対しては個別に課題の整理等を行い支
援をしていく必要がある。
・生活困窮者自立支援事業については、町村役場、社会福祉協議会等と連携して、制度を知っていても自ら相談することの難しい方や、支援
内容や制度自体を知らない潜在的な支援対象者を早期に発見し、適切な支援につなぐため、支援体制を強化する。また、住民に身近な町村役
場において窓口が設置できるよう、窓口設置を希望する町村の支援を行うとともに、事業の実施主体である市に対し、支援員及び生活困窮者
支援に関わるその他支援者の資質の向上を図るための研修会を開催する。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 80.0%
施策推進状況 順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 100.0%
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

5
地域ボランティアの養成

4,504 順調

　地区社連ボランティア担当者連絡会における助言・情報提供
等を７回、メールマガジンやHPによるボランティア関係のイベ
ントやボランティア募集を毎月２回行う等、ボランティアの充
実強化に取り組んだ。

県
県社会福祉

協議会
（子ども生活福祉部福祉政策
課）

4
民生委員児童委員活動の推進

81,629 やや遅れ

　市町村の区域ごとに置かれた民生委員・児童委員により、地
域住民の生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握し、福祉
サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援
助及び指導を行う。

県
市町村

（子ども生活福祉部福祉政策
課）

3
災害時要配慮者に対する支援

10,855 順調

　アドバイザーによる名簿作成等にかかる相談支援を７市町村
に対して実施した。
　沖縄県社会福祉協議会をDWAT事務局として位置づけ、チーム
員研修を実施した。

県（子ども生活福祉部福祉政策
課）

2

コミュニティーソーシャルワー
クの推進

12,115 やや遅れ
　県社会福祉協議会において、市町村社会福祉協議会職員等に
対し、多機関連携による包括的相談支援体制推進セミナー(コ
ミュニティソーシャルワーク実践セミナー)を実施した。

県社会福祉
協議会（子ども生活福祉部福祉政策

課）

○ともに支え合う地域社会の形成

1
地域共生社会の推進

8,681 順調

　地域福祉担当者会議において、地域福祉計画の策定・改定の
ポイントや県内の事例を紹介した。
　重層的支援体制整備事業に関する研修等を通して、地域福祉
支援計画の策定を促した。

県
（子ども生活福祉部福祉政策
課）

関係部等 子ども生活福祉部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-エ 福祉セーフティネットの形成

施策 ②　日常生活を支える地域福祉のネットワークづくり

対応する
主な課題

②地域における要援護者は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人など多様であるが、既存の制度・サービスのみでは支援で
きない方もいるため、地域において互いに支え合う地域福祉社会の実現に向けて、地域福祉のネットワークづくりが課題である。
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　Ｒ２年度の登録団体数673団体、会員総数25,273人に対して、Ｒ３年度は709団体27,260人と増加している。

R3(A) R3(C)

県内市町村社協へ登録している
ボランティア団体に加入してい
る会員の総数

17,377名
（23年度）

26,424名 24,446名 28,575名

88.2%
(22年)

86.3% 86.2% 80.3%

状
況
説
明

　民生委員制度は全国的な制度であり、令和元年度は3年に1度の民生委員・児童委員の任期満了に伴う一斉改選が行われた。充足率
は一斉改選に伴い一時的に低下したが、その後は徐々に改善傾向にあるため、引き続き民生委員・児童委員の活動等について周知を
図り、目標値の達成を目指す。

4

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

25,273名 27,260名 29,000名
85.0%

担当部課名 子ども生活福祉部福祉政策課

H30 R元 R2

状
況
説
明

　アドバイザー（委託）による避難行動要支援者名簿作成にかかる相談支援等を行った結果、目標値の41市町村において名簿を作成
することができた。

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

2

82.3% 83.0% 97.8%
未達成

担当部課名 子ども生活福祉部福祉政策課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

民生委員・児童委員の充足率

41市町村
41市町村
（100%） 達成

担当部課名 子ども生活福祉部福祉政策課

避難行動要支援者名簿作成等の
推進

15市町村
（36.5%）
(24年度）

36市町村 41市町村 41市町村 39市町村

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部福祉政策課

　コミュニティソーシャルワーカーの配置は28自治体（103人）と地域ネットワークづくりの推進により配置人数は増えつつあるが、
市町村間で偏りがあるため、更なる増員には研修会等開催の他、各自治体において地域づくりに対する理解促進が必要である。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

コミュニティーソーシャルワー
カー配置市町村数・配置人数

10市
10人

(24年度)

29市町村
88人

28市町村
92人

26市町村
86人

27市町村
95人

28市町村
103人

41市町村
150人 未達成

担当部課名

状
況
説
明
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○ともに支え合う地域社会の形成
・地域共生社会の推進については、市町村及び市町村社会福祉協議会職員を対象とした地域福祉担当者会議において、地域共生社会の実現に
向けた国の考え方や市町村地域福祉計画の策定（改定）に向けたポイントを説明する。また、市町村における包括的な支援体制の構築に向け
て、重層的支援体制整備事業を市町村が実施できるよう支援を行う。
・コミュニティーソーシャルワークの推進については、コミュニティソーシャルワーカーの担い手育成や資質向上を図るため、引き続きセミ
ナー等を実施する。
・災害時要配慮者に対する支援については、災害派遣福祉チームの先進県の研修内容等を参考にし、研修内容の充実を図る。また、福祉施設
における災害時業務継続計画（BCP）に関する研修会等を開催する。
・民生委員児童委員活動の推進については、民生委員児童委員の円滑な活動に資するため研修等の充実を図る。また、民生委員の担い手確保
に向け、市町村と意見交換を行うとともに、県広報誌やチラシ等を活用したPR活動を行う等の民生委員制度に関する広報活動に努める。
・地域ボランティアの養成については、コーディネーターに対する支援を行うとともに、新たな人材確保のために検定等を実施する。さら
に、「沖縄県ボランティア市民活動支援センター」のホームページにおいて、県内にてボランティア活動を行う人団体を登録するとともに、
ボランティア活動に関するイベントやボランティア募集情報等の提供を行うなど、拠点機能を活かした支援を行う。また、県内福祉教育関係
者に対する研修会等の実施を通し、福祉教育の推進を図る。

[成果指標]
・コミュニティーソーシャルワーカー配置市町村数・配置人数については、コミュニティソーシャルワーカーは、地域において生活上の課題
を抱える個人や家族に対する個別支援と、それらの人々が暮らす生活圏の環境整備や住民のネットワーク化といった地域支援を行っている。
更なる配置市町村の増加を図るため、各自治体に対しコミュニティソーシャルワーカーの活動の意義や必要性等を理解してもらえるよう、積
極的な周知広報等を行っていく。
・民生委員・児童委員の充足率については、民生委員の役割や活動内容について周知を図るため、広報活動に努めるほか、民生委員の円滑な
活動に資するために研修等の充実を図る。また、民生委員の組織的活動を支える活動基盤である民生委員児童委員協議会を支援することで、
民生委員が活動しやすい環境を整備する。
・県内市町村社協へ登録しているボランティア団体に加入している会員の総数については、市町村社協と連携し、現在登録しているボラン
ティア団体への継続登録の呼びかけや登録していないボランティア団体の把握及び当該団体への新規登録の呼びかけを行うとともに、コロナ
禍におけるボランティア・市民活動の事例や推進策等の情報発信を行う。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 60.0%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 25.0%

　当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○ともに支え合う地域社会の形成
・地域共生社会の推進については、本県における地域福祉計画の策定率は、全国の策定率と比べて低く、町村において策定が進んでいない。
小規模自治体ではマンパワー不足やノウハウがないことが課題となっている。
・コミュニティーソーシャルワークの推進については、コミュニティソーシャルワーカーの配置は市町村間で偏りがある。コミュニティソー
シャルワーカーとして配置されていなくても、同様の活動を行っている者はいるため、そのような方々を含めた相談技術や資質の向上が課題
である。
・災害時要配慮者に対する支援については、DWATチーム員の円滑な活動を行うため、チームの中心となる人材や先遣隊の育成が必要である。
災害時において、チーム員を確保するため、チーム員の更なる増員とチーム員所属施設における災害対策の充実を図る必要がある。
・民生委員児童委員活動の推進については、充足率の低い状態が慢性的に続くことによる仕事量の増加や、民生委員活動に対するマイナスイ
メージ（忙しい、大変）等が、担い手不足の一因になっている。
・地域ボランティアの養成については、市町村社会福祉協議会のボランティア担当者の資質向上のためのセミナーや市町村社会福祉協議会ボ
ランティアセンター機能強化のための支援を行ったことにより、ボランティア登録団体数は増加している。

　外部環境の分析
○ともに支え合う地域社会の形成
・地域共生社会の推進については、国は、包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う
「重層的支援体制整備事業」を創設した。（改正社会福祉法　令和３年４月１日）
・コミュニティーソーシャルワークの推進については、既存の福祉サービスでは対応できない新たな福祉生活支援ニーズが高まっており、地
域住民、関係機関等をつなぐコミュニティソーシャルワーカーの役割は増加しつつある。
・災害時要配慮者に対する支援については、高齢化の進行により、令和７年には県民の４人に１人が高齢者になると見込まれている。近年、
地震や台風による大規模な災害による避難生活の長期化が課題となっており避難生活による二次災害（持病悪化、要介護度重度化、自殺）を
防止する必要がある。大規模災害時に避難所において高齢者や障がい者を支援するため、各都道府県で災害派遣福祉チームが発足している。
・民生委員児童委員活動の推進については、経済的困窮や虐待、子どもの貧困等、多様で複雑な課題が顕在化深刻化する中で、地域共生社会
の実現に向けた担い手の一員である民生委員児童委員に求められる役割や期待が高まっており、負担感が増している。定年の延長、自治会加
入率の低下等により、民生委員の担い手確保が難しくなっている。
・地域ボランティアの養成については、地域福祉の課題が顕在化する中、ボランティアに対する関心も高まり、地域においてボランティアの
重要性が増している。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・コミュニティーソーシャルワーカー配置市町村数・配置人数については偏りがあるため、更なる配置人数等の増加には、研修会開催の他、
各自治体において地域づくりに対する理解促進が必要である。
・民生委員・児童委員の充足率については、虐待、子どもの貧困等、多様で複雑な課題が顕在化・深刻化する中で、民生委員・児童委員に対
する役割や期待の高まりにより負担感が増していること、定年の延長、自治会加入率の低下等により、担い手の確保に苦慮していることが、
充足率が低い要因になっていると考えられる。
・県内市町村社協へ登録しているボランティア団体に加入している会員の総数については、令和２年度の大口ボランティア団体の登録未更新
に伴う減少や新型コロナウイルス感染症によりボランティア活動の制限等が影響していると考えられる。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

土木建築部住宅課

　県営住宅については、県営大謝名団地（第３期９８戸）、県営南風原第二（第２期１２１戸）が完成し管理が開始された。
　除却も含めた公営住宅の管理戸数は毎年度５月に調査を実施する。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

公営住宅管理戸数
29,834戸
（23年度）

29,778.0戸 30,038.0戸 30,132.0戸 30,099.0戸 30,099.0戸
R2

29,676戸
達成

担当部課名

状
況
説
明

2

沖縄県居住支援協議会における
住宅確保要配慮者への居住支援

8,800 順調

　那覇市における住宅確保要配慮者専用住宅改修事業説明会
（５月）および、県との共催によるセーフティネット制度に係
る説明会（WEB開催、２～３月）に参加し、また、５市における
協議会設立向けた勉強会を５月、１０月に行った。周知活動回
数としては、４回となった。

県
市町村

民間関係団
体他

（土木建築部住宅課）

○公営住宅の整備と住環境の向上

1
公営住宅整備事業

5,217,385 概ね順調

　県営住宅については県営赤道団地（第１期58戸）、県営新川
団地（第３期80戸）、県営高原団地（第１期93戸）、県営平良
北団地（第１期47戸）の整備に着手した。
　市町村営住宅については、沖縄市美里市営住宅（60戸）の整
備事業ほか４市町村４団地（62戸）の整備に着手した。

県
市町村（土木建築部住宅課）

関係部等 土木建築部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-エ 福祉セーフティネットの形成

施策 ③　住宅セーフティネットの構築

対応する
主な課題

③本県は持家率の低さや、住宅の居住水準の低さに加え、低額所得者世帯の割合が全国で最も高いこともあり、公営住宅の需要は
高い。また、低額所得者、高齢者、障害者などの住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進する必要がある。
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○公営住宅の整備と住環境の向上
・公営住宅整備事業については、県では、復帰直後に建設された多くの公営住宅が建替え時期を迎えており、居住者の安全確保のため、これ
らの団地建替事業を優先的に実施していることから、新規団地の建設が遅れている。今後、建替が必要となる団地は、更に増加する見込みで
ある。
・沖縄県居住支援協議会における住宅確保要配慮者への居住支援については、平成３０年度から市町村単位での協議会設立を促しているもの
の、住宅部局と福祉部局との連携体制が構築されていないなど、課題がある。

　外部環境の分析
○公営住宅の整備と住環境の向上
・公営住宅整備事業については、低額所得者世帯の割合が、全国(19.2％）、沖縄県（36.2%)となっており、また最低居住面積水準未満世帯
の割合も全国（7.09％）、沖縄県（10.8％）と、全国と比較して居住水準が低い。
・沖縄県居住支援協議会における住宅確保要配慮者への居住支援については、新たなセーフティネット制度が設立され４年が経過し、住宅確
保要配慮者と空き家をつなげるための住宅登録は大幅な増となったが、賃料が高額であるなど、住宅確保要配慮者向けの住宅が少ない。

[主な取組]
○公営住宅の整備と住環境の向上
・公営住宅整備事業については、市町村営住宅については、建替え時の増戸や新規の公営住宅の整備を促す。また、県営住宅においては、建
替えが必要なストックを数多く有し、引き続き新規建設が難しい状況であることから、建替え時の増戸を継続的に行う。また、老朽化した公
営住宅の計画的な改修や修繕等を行うことにより、建物の延命化を図る。さらに、公営住宅等ストック総合活用計画に基づき、建替事業を推
進していく。
・沖縄県居住支援協議会における住宅確保要配慮者への居住支援については、勉強会および意見照会の回数を増やし、県協議会の在り方およ
び市町村単位での協議会設立の意義について理解を深める。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 50.0%
施策推進状況 順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 100.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

保健医療部衛生薬務課

　沖縄県の令和3年食中毒発生件数は14件であり、前年13件と比較すると1件増加しているが、近年の発生状況から比較すると減少傾
向となっている。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

食中毒発生件数
35件
（22年）

31.0件 29.0件 26.0件 13.0件 14.0件 25件
達成

担当部課名

状
況
説
明

○飲料水衛生対策

2
飲料水衛生対策(飲料水衛生対策
費) 2,765 概ね順調

　簡易専用水道の新設事業者に対し、設置後の検査受検につい
て指導を行った結果、県内の簡易専用水道の検査受検率は、R2
年度実績で78.1％であった。

県
市町村

（保健医療部衛生薬務課）

○食品衛生対策　

1
食品衛生対策

30,707 概ね順調
　「令和3年度沖縄県食品衛生監視指導計画」に基づく食品の監
視件数は、計画値6,600件に対して実績値5,489件で目標を達成
することが出来なかった。

県
（保健医療部衛生薬務課）

関係部等 保健医療部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-オ 保健衛生の推進

施策 ①　食品等の安全・安心の確保

対応する
主な課題

①広域的な食中毒の発生など、食の安全を脅かす事案が発生しており、食品の安全・安心を確保するために、食品取扱施設及び流
通食品に対する監視指導を強化する必要がある。

②安全で良質な水を確保するため、簡易専用水道及び専用水道の衛生対策や水道水質の監視及び渇水時等の衛生対策を図る必要が
ある。

-224-



様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「成果は順調だが、取組は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○食品衛生対策
・食品衛生対策については、食品取扱事業者（小規模飲食店事業者、豆腐製造業者等）を対象にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入促進のた
め、現場での手引書の説明やウェブセミナーの開催等により周知を図った。

○飲料水衛生対策
・飲料水衛生対策(飲料水衛生対策費)については、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す
る法律」（平成23年法律第105号）等により、簡易専用水道及び専用水道に関する権限が一部市町村に移譲されており、権限移譲された市町
村の担当機関が検査について把握できていない可能性がある。

　外部環境の分析
○食品衛生対策
・食品衛生対策については、令和３年６月１日から原則全ての食品関連事業者に対してＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施が義務づけられ
た。新型コロナウイルスの流行状況により、食品営業施設の監視業務に影響があった。

[主な取組]
○食品衛生対策
・食品衛生対策については、「令和４年度沖縄県食品衛生監視指導計画」を策定し、食品関連事業者に対する監視指導を計画的かつ効率的に
実施できるよう取り組む。また、食品関連事業者に対してＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を促進するため、営業許可申請時等を利用して普及啓
発を強化する。加えて、新型コロナ感染拡大の時期には、ウェブを活用した講習会等を開催する。

○飲料水衛生対策
・飲料水衛生対策(飲料水衛生対策費)については、市町村水道担当課長会議等において、引き続き衛生対策の体制整備等の取組を促す。ま
た、水道事業者としての立場からも設置事業者へ検査受検を実施するよう促す。加えて、権限移譲された全市町村の担当部局へも、衛生対策
の体制整備等への取組を促すなど検査受検率向上を図る。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 0.0%
施策推進状況

成果は順調だが、
取組は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 100.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　麻しん及び風しんの流行を予防するためにＭＲワクチン第一期の接種率が95％以上必要とされている。令和２年度は93.8％と目標
値より低い結果となった。今後も95％を超えるため、予防接種に関する情報の周知を行うことが必要となる。

2

93.8%
R2

95.0%
98.7%

担当部課名 保健医療部ワクチン・検査推進課

麻しん予防接種率
92.2%
(22年)

93.6% 95.8% 94.4% 93.8%

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

目標値
R3H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

保健医療部ワクチン・検査推進課

　罹患率は減少傾向である。発見の遅れによる集団感染事例が発生している。（H28年３件、H29年２件、H30年１件）。

成果指標名 基準値(B)
実績値 計画値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

結核患者罹患率
（人口10万対）

18.7
（22年）

15.7 13.2 12.1 12.7 12.7
R2年

10.0
69.0%

担当部課名

状
況
説
明

3
予防接種の推進

7,875 大幅遅れ
　予防接種法に基づき、予防接種により健康被害を受けた者に
対して、救済措置給付金を６人に支給した。

県
市町村（保健医療部ワクチン・検査推

進課）

2

感染症予防対策

98,907 大幅遅れ

　新型インフルエンザ等の発生に備え、新型インフルエンザ等
患者入院医療機関、感染症外来協力医療機関への設備整備補助
を行った。
　ＨＩＶ検査は、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者が減
少した11～12月に実施した。

県（保健医療部ワクチン・検査推
進課）

1
結核対策

50,373 順調

　全結核患者及び潜在性結核感染症の者をDOTS対象とし、各保
健所にて患者に合わせたDOTS方法を選択し、関係機関と連携し
ながら支援を行った。
　対象者297名の内、282名に対しDOTSを実施した（実施率
94.9%）。

県（保健医療部ワクチン・検査推
進課）

関係部等 保健医療部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-オ 保健衛生の推進

施策 ②　感染症対策の推進

対応する
主な課題

③感染症の発生予防、まん延防止のため、予防接種の推進、感染症発生時の早期探知、県民への情報提供、感染症拡大防止体制の
強化が必要である。
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「大幅遅れ」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・結核対策については、外国人患者に対し、入院措置や結核に関する説明を行う際、言語についての課題がある。既存の資料や医療通訳制度
を活用する必要がある。
・感染症予防対策については、令和３年度も新型コロナウイルス感染症対策が優先され、新型インフルエンザ等については、対策、体制の担
い手となる医療機関と日常的に接していない行政において、現場状況を詳細に把握することが難しい。保健所担当者は、新型コロナウイルス
感染症感染拡大時には優先的に疫学調査に従事するため、ＨＩＶ検査体制を維持することが困難になる。
・予防接種の推進については、市町村の職員において定期接種が済んでいない方に向けて個別で案内を送付しているが、新型コロナウイルス
ワクチンの対応等もあり、直接指導する機会が減少している。

　外部環境の分析
・結核対策については、結核患者は高齢者の割合が高く、令和２年は80歳以上が43.5%を占めている。外国生まれ患者数、新規結核患者中の
割合について、平成30年19人（9.9%）令和元年12人（6.8%）、令和２年16名（8.6％）と近年増加している。日本語学校の生徒や外国人技能
実習生の報告が多い。受診の遅れや診断の遅れによる集団感染事例について、平成29年２件、平成30年１件の発生があった。
・感染症予防対策については、新型コロナウイルス感染症（二類感染症相当）の世界的な流行により、これまで構築した体制による許容量を
大幅に上回り、今後、有効に機能させるため検討することが難しい。新型コロナウイルス感染症流行時には、検査機会拡充に向け、啓発イベ
ントの実施が困難になる。
・予防接種の推進については、新型コロナウイルス感染症の流行状況等により、定期予防接種に係る受診控えが懸念される。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・結核患者罹患率（人口10万対）については、近年、結核患者の減少に伴い、住民や医師において結核が身近な疾患ではなくなったことによ
り、受診や診断の遅れが問題となっており、受診や診断の遅れにより感染が拡大した事例がある。また、結核罹患率の高い国からの外国人の
増加により、新規結核患者における外国人の割合が増加している。
・麻しん予防接種率については、平成30年は県内で麻しん及び風しんが流行したため全国的に接種率が高くなり、沖縄県でも95％を超えるこ
とができたが、その後流行が終息したことで県や関係機関の活動も流行時期と比較すると弱くなり、県民の麻しんに対する意識が低下した。

[主な取組]
・結核対策については、医療者および高齢者施設関係者等へ結核の蔓延防止対策等の研修会を実施し、患者の早期発見早期治療につなげる。
例えば、医療機関との会議で課題を検討し、地域支援者と連携して服薬支援を行い、患者の治療完遂につなげる。また、県民に対しての普及
啓発活動（街頭キャンペーンやパネル展、広報誌等）を積極的に行う。さらには、外国人患者への医療通訳について、通訳アプリやインバウ
ンド緊急医療対応多言語コールセンター事業を活用し、患者支援を行う。
・感染症予防対策については、新型インフルエンザ等の感染症対策の現場である医療機関等に対し、実情に応じた運営費補助及び設備整備補
助を行うことで、より費用対効果の大きな体制強化を図る。また、エイズ対策について、医療機関向け講習会や検査手法動画作成等を計画
し、検査外来実施医療機関の確保と検査委託を図る。さらに、感染予防啓発や検査案内等の効果的な情報発信方法を検討する。
・予防接種の推進については、毎年３月に実施する「子ども予防接種週間」に合わせ、県と市町村が連携した広報活動を行うことで、県内全
体の接種率向上を図り、合わせて市町村における個別通知の徹底に務める。市町村で行われている乳幼児健診や成人の風しん第５期定期接種
などの機会に合わせて、小児の定期予防接種の案内を行うよう、依頼と支援を行う。

[成果指標]
・結核患者罹患率（人口10万対）については、関係機関及び県民へ結核に対する広報活動を行い、早期発見、早期治療について周知を図る。
・麻しん予防接種率については、関係機関及び県民に対し、麻しん及び風しんの定期予防接種に関する普及啓発を図る。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 33.3%
施策推進状況 大幅遅れ

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

保健医療部地域保健課

　各保健所・難病相談支援センター就労支援員等の県内の難病患者支援に関わる関係機関がそれぞれの役割を担い、就労支援を展開
していたが、感染症拡大の影響等により計画は達成できなかった。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

難病患者における就労相談件数
67件
（24年）

326.0件 336.0件 324.0件 141.0件 210.0件 265件
72.2%

担当部課名

状
況
説
明

3
難病医療費等対策事業

2,636,268 順調
　338疾患ある指定難病に罹患している患者に対し医療費の負担
軽減を図るため、その医療費の一部または全部を助成した。令
和３年度の医療費助成額は2,576,770千円となった。

県
（保健医療部地域保健課）

2
小児慢性特定疾病医療費助成制
度 588,212 順調

　小児慢性特定疾病医療受給者に対して公費による医療費助成
を行ったほか、市町村への補助金交付をとおして、日常生活を
営むのに著しく支障のある小児慢性特定疾病児童等に対する日
常生活用具の給付を行った。

県

（保健医療部地域保健課）

1
難病特別対策推進事業

20,597 概ね順調

　療養中の患者家族等に対して、各保健所にて医療相談支援や
訪問相談支援を実施。難病相談支援センターにて就労相談や個
別相談会等を実施。難病診療連携コーディネーターによる医療
相談や介護負担軽減目的のレスパイト相談を実施。また、在宅
人工呼吸器装着者への予備電源機器の貸与等、災害対策の推進
を図る。

県
（保健医療部地域保健課）

関係部等 保健医療部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-オ 保健衛生の推進

施策 ③　難病対策の推進

対応する
主な課題

④難病患者への支援については、地域における支援体制の整備や就労に関する相談体制の整備が求められている。
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・難病特別対策推進事業については、保健所、難病相談支援センター、難病診療連携コーディネーターが連携して難病患者の相談支援を実施
している。難病診療連携拠点病院の追加指定に伴い、難病診療連携コーディネーターが大学病院内にも配置され、難病の早期診断等に向けた
体制整備が図られつつあるが、内容の複雑化や困難事例の増加に対応するため、各関係機関における相談員やコーディネーターの専門的な知
識の習得が求められている。
・小児慢性特定疾病医療費助成制度については、年に一回の受給者証更新の際には、申請件数が膨大となるため、担当者の事務負担が過大と
なっている。
・難病医療費等対策事業については、本庁、保健所間において当該制度に係る事務についての情報共有が重要である。

　外部環境の分析
・難病特別対策推進事業については、平成27年１月１日より難病法が施行された。平成28年10月に厚労省より「難病の医療提供体制の構築に
係る手引き」が示され、遺伝子検査を含む早期の正しい診療の確保や学業就労と治療の両立等の医療体制構築が求められている。
・小児慢性特定疾病医療費助成制度については、新たな対象疾病の追加や国の制度見直し等に伴い、これまでの医療費支給認定事務に変更が
生じる可能性がある。
・難病医療費等対策事業については、平成27年１月の難病の患者に対する医療等に関する法律施行により、対象疾患の拡大、自己負担額の見
直し、指定難病の診断を行う「難病指定医」や治療を行う「指定医療機関」制度の導入など、大幅に変更された。令和３年11月からは対象疾
患が新たに増え338疾患が医療費助成の対象となった。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・難病患者における就労相談件数については、感染症拡大の影響により、相談者が来所できなかったことが考えられる。

[主な取組]
・難病特別対策推進事業については、集合形式又はリモートにて難病医療連絡協議会を開催し、難病の早期診断や身近な医療機関での治療継
続に向けた新たな医療提供体制の整備及び各機関の連携強化について協議を行う。また、ニーズのある領域の支援者研修等を開催し、医療知
識や相談対応の技能習得を図る。さらに、各保健所及び難病相談支援センターの相談状況や活動状況等について情報共有を行って連携強化を
図る。
・小児慢性特定疾病医療費助成制度については、システムの操作性向上や制度の運用改善を図ることで、医療費支給認定にかかる事務の効率
化を見込む。また、国による法改正や制度改正等があった場合は、ＨＰ等を活用して速やかに関係機関への周知を図る。
・難病医療費等対策事業については、HPの制度説明に係る記載内容の精査追加を行い、対象患者、関係医療機関や指定医に当該制度に係る理
解を深める。

[成果指標]
・難病患者における就労相談件数については、感染症拡大の影響で来所できない相談者へはメールやweb等で対応する。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 66.7%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・自殺対策強化事業については、市町村自殺対策計画策定及び地域の実情に応じた自殺対策の更なる推進のため、沖縄県自殺対策推進セン
ター及び各保健所の連携の下、当該市町村への職員の派遣、関係機関とのネットワークの構築が求められる。
・自殺予防事業については、令和３年度も継続して、かかりつけ医等が参加しやすい環境、研修内容の企画等のため、各地区医師会、県医師
会、研究機関、行政で構成する研修企画委員会を設置した。

　外部環境の分析
・自殺対策強化事業については、令和２年の自殺死亡率は14.2で、全国平均16.4を下回っている。過去5年間の自殺者のうち、自殺未遂歴が
ある者の割合は全国に比べ約1.4倍高い傾向にある。平成26年度の意識調査では、自殺は恥ずかしいことと偏見を持っている者が約30％、悩
みを抱えている者は約63％、そのうち相談等にためらいを感じる者が約35％だった。平成28年に自殺対策基本法が改正され、都道府県市町村
には自殺対策計画策定が義務づけられた。
・自殺予防事業については、令和２年の沖縄県の自殺者数は205人。令和２年はコロナ禍において全国的に自殺者が増加している。

[主な取組]
・自殺対策強化事業については、地域の実情に応じた自殺対策の推進のため、事業に関する相談助言、市町村計画策定及び策定後の進捗管理
等の支援を行う。また、相談しやすい環境づくりとして、自殺対策に関する普及啓発、ゲートキーパー養成に積極的に取り組む。さらに、自
殺未遂者の支援を充実させ、適切な治療、地域支援につなげるため、未遂者の初期対応に関する研修の実施。未遂者支援の円滑化のため、連
携体制構築に向けた会議等を行う。
・自殺予防事業については、かかりつけ医等のニーズに応じた研修とするため、引き続き各地区医師会、県医師会、研究機関、行政で検討の
場を設け、また受講者アンケートの結果等をもとに、現場のニーズに即した効果的な人材養成の企画に努める。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 50.0%
施策推進状況 順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 100.0%

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

保健医療部地域保健課

　国・県・市町村等における自殺対策等の推進により、自殺死亡率は令和２年には14.2と減少傾向にあり、計画値を達成している。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

自殺死亡率（人口10万人当た
り）

25.5
（22年）

17.0 15.4 16.5 14.2 14.2
R2

17
達成

担当部課名

状
況
説
明

2 自殺予防事業
508 やや遅れ

　内科医、精神科医、及びその他医療従事者に対し、「コロナ
禍における県民メンタルヘルス」、「自殺予防はみんなの仕
事」をテーマに、自殺との関連等について研修を１回開催し、
78人が受講した。

県
（保健医療部地域保健課）

1
自殺対策強化事業

32,924 順調
　38市町村において、自殺対策に関する事業を実施しており、
うち12市町村において自殺対策強化補助金を活用して事業を実
施している。

県
市町村（保健医療部地域保健課）

関係部等 保健医療部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-オ 保健衛生の推進

施策 ④　自殺対策の強化

対応する
主な課題

⑤沖縄県の自殺者は、平成10年以降300人を超える状況が続き、平成24年に300人を下回った。平成28年は254人と、いまだ多くの
自殺者がいることから、行政をはじめ民間の関係機関・団体等との役割分担と連携のもと、地域における自殺対策を強化する必要
がある。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「―」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・麻薬等対策事業については、若者の大麻事犯が年々増加している中、薬物乱用防止の広報啓発の一翼を担う薬物乱用防止指導員の知識が十
分とは言えない。新型コロナウイルス感染症の影響により、薬物乱用防止講習会の開催が減少している。
・薬物乱用防止教育については、飲酒喫煙を含む薬物乱用防止教育の取組については、毎年の繰り返しが抑止力になっていることを各学校へ
共通理解を図る。保健体育科や特別活動、道徳、総合的な学習の時間等学校教育活動全体での取組の推進が重要である。

　外部環境の分析
・麻薬等対策事業については、本県における大麻事犯の検挙者数は年々増加傾向にあり、それに伴い、未成年者の検挙者数も増加している。
・薬物乱用防止教育については、様々な要因から、本県の高校生の大麻による摘発者数は、増加傾向にある。好奇心や雰囲気に流されて手を
出すケースもある。また、SNSを通じて売買がなされるなど実態が見えづらい。関係機関と連携を密にし、適時学校現場へ情報提供を行う必
要がある。

[主な取組]
・麻薬等対策事業については、薬物乱用防止指導員の資質の向上を図るため、麻薬取締官などによる専門的な研修を行う。さらには、若者が
主体となって薬物乱用防止を訴える広報啓発映像を作成し、同年代の視点に立った広報啓発活動を展開する。
・薬物乱用防止教育については、薬物乱用防止教室を学校保健計画へ確実に位置づけさせ、計画的に実施させる。児童生徒が飲酒喫煙を含む
薬物乱用に関する健康問題等を身近なことと捉え、正しい知識を身に付け、適切な行動がとれるよう危険回避能力を向上させるための指導の
工夫を図る。また、関係団体と連携し、各学校への薬物乱用防止教室の開催案内や講師派遣等について、適時情報提供を行う。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 50.0%
施策推進状況 ―

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） ―

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

―

―

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

―

担当部課名

状
況
説
明

2
薬物乱用防止教育

572 順調

　担当教諭の資質向上のための研修会をオンラインにて開催し
た。「世界や日本の薬物の現状」「沖縄県の青少年を取り巻く
薬物の現状」「薬物乱用防止教室の開催状況」について研修を
行った。学校における薬物乱用防止教育の重要性を再確認し、
取組の推進を図った。

県
市町村（教育庁保健体育課）

1
麻薬等対策事業

6,780 やや遅れ

　学校地域における薬物乱用防止講習会（８回）、薬物乱用防
止指導員等の研修会（１回）、薬物乱用者を対象とした薬物再
乱用防止教室（50回）を開催し、中・高校生や大学等の若年層
及び地域住民への普及啓発を図った。

県
関係機関（保健医療部衛生薬務課）

関係部等 保健医療部、教育庁

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-オ 保健衛生の推進

施策 ⑤　薬物乱用防止対策の推進

対応する
主な課題

⑥本県の薬物事犯者数は、増加傾向にあり、過去５年間の平均で毎年約160名が検挙されている。覚せい剤事犯については、再犯
率が高く、再乱用防止対策が求められている。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　ハブクラゲ刺症被害者数について、令和３年は目標値である112人を下回り25人となっており、達成している。令和２年と令和３年
は新型コロナウイルス感染症流行に伴い観光客数が減少しており、被害者数の減少につながった可能性が考えられる。

2

25人 112人
達成

担当部課名 保健医療部衛生薬務課

ハブクラゲ刺症被害者数
91人
（22年）

118人 70人 37人 41人

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

保健医療部衛生薬務課

　ハブ咬症者数について、令和３年は目標値である76人を下回り49人となっており、達成している。近年急速に分布を拡大している
タイワンハブを含むハブ類の防除対策について引き続き取組を行う。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

ハブ咬症者数
96人
（21年）

62人 49人 55人 54人 49人 76人
達成

担当部課名

状
況
説
明

○ハブクラゲ等海洋危険生物対策

4
危険生物対策

511 やや遅れ

　海洋危険生物のポスター1,135部、日本語版小冊子11,336部を
学校他、各機関へ配布した。
　ハブクラゲ刺症被害防止のため、海水浴場管理事業者へ対策
状況について調査を行い、県ホームページ上及び小冊子におい
て「クラゲネット設置ビーチ」情報を公表・周知した。

県
（保健医療部衛生薬務課）

3
抗毒素配備事業

5,014 順調

　関係機関等と協力し、ハブの危険性やハブ咬症に関して広く
県民に周知を図るとともにハブ咬症時の治療薬であるウマ抗毒
素を県内の30医療機関に配備し治療体制を確保した。ハブ咬症
による死亡者数は、平成12年以降、０人を維持している。

県
（保健医療部衛生薬務課）

2 危険外来種咬症根絶モデル事業 11,051 順調

　モデル地区（名護市喜瀬～恩納村名嘉真地区）に設置した重
点地区内で駆除実験を行うとともに、新たな防除手法の実用化
実験を行った。
　また、駆除実験結果を元にタイワンハブ防除マニュアルを作
成した。
　更に、撤去が必要な重点地区のフェンスの撤去を行った。

県
（保健医療部衛生薬務課）

○ハブ咬症対策

1
抗ハブ毒ヒト抗毒素の実用化事
業 6,963 順調

　製剤基準外致死毒のうち３つの成分（flavoxobin，CTF及び
PLA2）について評価試験を実施した。そのうちPLA2については
阻害剤を用いた評価試験を実施した。
　サキシマハブ毒の迅速検出キットに用いる抗体を選抜し、
キットを試作した。キットの特異性及び感度の確認試験を行っ
た。

県
（保健医療部衛生薬務課）

関係部等 保健医療部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-オ 保健衛生の推進

施策 ⑥　危険生物対策の推進

対応する
主な課題

⑦例年ハブ咬症者が100人程度発生していることから被害の未然防止が課題になっている。また、近年急速に分布を拡大している
危険外来種の駆除対策が大きな課題である。

⑧亜熱帯に位置する本県の海には、ハブクラゲやオコゼなどの猛毒を持つ生物が多種生息し、これらによる刺咬症事故が発生して
いる。
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○ハブ咬症対策
・抗ハブ毒ヒト抗毒素の実用化事業については、ヒト抗毒素の実用化には、これまで県が実施した基礎研究に加え、更なる追加研究が必要で
ある。迅速検出キットの実用化には、これまで県が実施した基礎研究に加え、更なる追加研究が必要である。
・危険外来種咬症根絶モデル事業については、タイワンハブに関する今後の研究の進捗により、駆除に有用な、新たな知見が得られる可能性
がある。
・抗毒素配備事業については、ハブ対策事業を実施するにあたり、ハブの生態に詳しく、かつ生体を扱う特殊技術を習得している人材が不可
欠であるが、その人材確保に苦慮している。

○ハブクラゲ等海洋危険生物対策
・危険生物対策については、ハブクラゲ等対策連絡協議会メンバーより、「未成年者の被害防止対策として小学生中学生高校生向けのDVD資
材の作成要望」、「観光客への広報啓発の強化」の提言がある。

　外部環境の分析
○ハブ咬症対策
・抗ハブ毒ヒト抗毒素の実用化事業については、県の研究機関以外に、ヒト抗毒素の製造や迅速検出キット研究を行っている機関が存在す
る。
・危険外来種咬症根絶モデル事業については、これまでの調査で生息範囲内になかった場所でもタイワンハブが散見され、タイワンハブ駆除
経験のない市町村にタイワンハブが侵入する可能性がある。
・抗毒素配備事業については、抗毒素の単価が、厚生労働省の薬価改定により年々価格上昇している。
  （平成28年度）88,691円　（令和元年度）90.333円　（令和２年度）135,500円　（令和４年度）141,209円
　過去10年間（2012年から2021年）のハブ類咬症被害件数は610件で、被害発生場所は主に、畑、屋敷内など人間の生活圏内である。

○ハブクラゲ等海洋危険生物対策
・危険生物対策については、ハブクラゲ侵入防止ネットの設置率は67.7％（令和３年度）とほぼ横ばい状況で、未だ十分な対応がされていな
いビーチ（管理者不在、侵入防止ネット未設置）もあり、刺症被害が相次いでいる。近年は国内外からの観光客数の増加に伴い、県外居住者
の被害報告件数の割合が増加している。

[主な取組]
○ハブ咬症対策
・抗ハブ毒ヒト抗毒素の実用化事業については、今後ヒト抗毒素に関する研究を行う機関に対し、本研究で得られた情報や試料の提供を可能
な範囲で行う。また、今後ハブ類毒迅速検出キットの研究を行う機関に対し、本研究で得られた情報や試料の提供を行う。情報や試料の提供
体制を維持する。
・危険外来種咬症根絶モデル事業については、タイワンハブに関する今後の研究の進捗により、駆除に有用な、新たな知見が得られた場合に
はタイワンハブ防除マニュアルに反映させる。タイワンハブ駆除を実施する市町村に対し、求めに応じて技術的なサポートを行う。
・抗毒素配備事業については、継続してハブ抗毒素を購入配備することにより、ハブ咬症時における安全な治療体制を確保する。また、ハブ
抗毒素配備医療機関における使用状況を確認し、配備機関配備本数の見直しを図る。

○ハブクラゲ等海洋危険生物対策
・危険生物対策については、ハブクラゲ刺症被害が多く、かつ重症化する危険性が大きい10歳未満の未成年者及びその保護者に対し、啓発資
材を作成活用し、未成年者の被害防止に繫げる。また、県民及び観光客への広報啓発活動の継続及びビーチ管理者等関係者へハブクラゲ侵入
防止ネット設置等、対策強化の呼びかけを行う。さらに、観光客が多く訪れる施設に対し啓発資材の掲示や配布協力を求め、より効果的な広
報啓発活動を行う。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 75.0%
施策推進状況 順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 100.0%
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「―」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・動物適正飼養の推進については、令和２年度に見直しを行った、沖縄県動物愛護管理推進計画で推進する取組について、普及啓発を図る必
要がある。

　外部環境の分析
・動物適正飼養の推進については、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、普及啓発行事等の規模を縮小し、中止した。

[主な取組]
・動物適正飼養の推進については、動物愛護関連行事、狂犬病予防対策関連行事の開催や譲渡推進棟の有効活用により、適正飼養の推進、譲
渡の促進を図る。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況 ―

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） ―

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

―

―

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

―

担当部課名

状
況
説
明

1
動物適正飼養の推進

60,377 順調
　飼い犬猫の安易な引取り拒否や、収容された犬・猫の新たな
飼い主への譲渡活動の強化等、動物愛護管理センター、自然保
護課、衛生薬務課等のHPを通して広報を強化した。

県
（環境部自然保護課）

関係部等 環境部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(3)-オ 保健衛生の推進

施策 ⑦　動物愛護の推進

対応する
主な課題

⑨広く県民の間に動物愛護思想を普及し、動物の適正飼養及び管理に関する知識やモラルの向上を図っていく必要がある。また、
犬の飼い主をはじめ、広く県民に対して狂犬病予防に関する普及啓発を強化していく必要がある。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

7
警察相談の充実強化

40,060 順調

　令和元年４月に相談システムをバージョンアップして情報共
有機能等の強化及び利便性の向上を図った。更に警察本部、各
警察署に15名の警察安全相談員を配置した。
　令和３年は18,643件の相談を受理し、相談システムを活用し
て適切に対応した。

県（警察本部警務部広報相談課）

○安全・安心を支える社会基盤の構築

6
警察基盤整備事業

373,621 順調

　令和２年度繰越しの１施設、本年度建替予定の３施設の建替
を完了した。
　新型コロナウイルス感染症の情勢等により一部の研修を中止
したり、研修途中に自宅待機となり欠席する職員が見られたも
のの、各種教育訓練を378人が受講した。

県
（警察本部警務部警務課）

5
国際テロ対策事業

52 順調

　国際テロの標的となりうる公共交通機関、重要施設や商業施
設等のソフトターゲット、インフラ施設等の管理者と連携した
対策を推進するとともに、テロ対処訓練を16回実施したほか、
テロ対策の専門的知識を有する職員の育成を行った。

県
（警察本部警備部外事課）

4
暴力団総合対策事業

23,106 大幅遅れ

　暴力団員による不当な行為による被害を防止するための必要
な法令・知識・対応要領を修得させることを目的に、行政機関
や各種事業所等を対象とした不当要求防止責任者講習は計画通
り実施できたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、協
議会等における暴排講話や青少年に対する暴力団排除教室の開
催は低調となった。

県（警察本部刑事部組織犯罪対策
課）

○社会情勢の変化へ対応する警察活動の推進

3

サイバーセキュリティ対策事業

15,699 順調

　警察官のサイバー犯罪等の対処能力の向上を図り、サイバー
犯罪の検挙活動を推進した。
　サイバー犯罪対策課公式ＳＮＳでの情報発信を強化し、県民
のサイバーセキュリティ意識の醸成を図った。
　重要インフラ事業者との連携を強化し、サイバーテロに対す
る対処能力強化を推進した。

県
（警察本部生活安全部サイバー
犯罪対策課
警備部警備第一課）

2
安全なまちづくり推進事業

5,435 順調
　防犯ボランティア団体に対して防犯ベスト（80枚）、青色回
転灯（20台）などの物品支援や安心ゆいメールによる防犯情報
の提供を行い、防犯ボランティア活動の活性化を図った。

県（警察本部生活安全部生活安全
企画課）

○安全なまちづくりの推進

1
安全なまちづくり推進事業

2,077 大幅遅れ

　安全安心まちづくり講習会を令和４年２月に開催予定であっ
たが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となっ
た。
　地域安全マップ指導者講習会等を５回開催する予定であった
が新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、Web形式での開
催に変更し、２回開催した。

県（子ども生活福祉部消費・くら
し安全課）

関係部等 子ども生活福祉部、警察本部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(4)-ア 安全・安心に暮らせる地域づくり

施策 ①　地域安全対策の推進

対応する
主な課題

①犯罪の起きにくい沖縄県の実現を図るため、警察安全相談体制、人材育成や施設整備など警察基盤を強化するとともに、犯罪被
害者の負担軽減・早期被害回復を図るため、犯罪被害者に対する支援活動等を推進する必要がある。

また、刑法犯認知件数は減少しているものの、子ども・女性に対する前兆事案の増加など、県民の体感治安としては未だ十分とは
いえず、取組の充実強化を図る必要がある。

さらに、サイバー空間の脅威が深刻化する中、サイバー空間の治安維持に係る取組を強化するとともに、県民のサイバーセキュリ
ティ意識の向上を図る必要がある。

②沖縄県においてはＤＶに関する相談件数は年々増加傾向にあり、また、裁判所が発令する保護命令件数は、１０万人当たりで換
算すると沖縄県は全国１位であり、本県のＤＶ被害の状況は深刻化していることから、相談体制の拡充と強化を図る必要がある。
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　県内のDV相談支援体制強化を図るため、市に対して配偶者等暴力相談支援センター設置を促す必要があり、会議や説明会の場の活
用や直接訪問を行い、配偶者等暴力相談支援センター設置の意義等を説明している。令和３年度は配偶者等暴力相談支援センターを
設置する市は１市である。

2

7か所 ８か所
50.0%

担当部課名 子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課

配偶者暴力相談支援センター設
置数

６か所
（23年）

6か所 6か所 6か所 6か所

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

警察本部警務部生活安全企画課

　刑法犯認知件数については、目標値を達成しており、令和３年中の刑法犯認知件数については、5,833件と目標値10,000件以下に対
して、4,167件減少している。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

刑法犯認知件数
12,403件
（23年）

8,047.0件 6,878.0件 6,514.0件 5,998.0件 5,833.0件
10,000件以

下 達成

担当部課名

状
況
説
明

9
被害者支援推進事業

12,751 順調

　犯罪被害者等に対し、被害者の手引きを交付するとともに、
各種制度の教示などの支援活動を実施して、令和３年中、138件
176人の犯罪被害者等を支援したほか、早期援助団体との連携を
図るなど被害者のニーズに応じたきめ細やかな被害者支援活動
を推進した。

県（警察本部警務部広報相談課）

○犯罪被害者への支援

8
被害者支援推進事業

2,292 大幅遅れ
　犯罪被害者等支援に従事する者の育成を目的として、支援ボ
ランティア初級養成講座（１回、12人受講）及び市町村出前講
座（２市町）を実施した。

県（子ども生活福祉部消費・くら
し安全課）
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

　当該施策の推進状況は、「概ね順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○安全なまちづくりの推進
・安全なまちづくり推進事業については、安全なまちづくり講習会の講師を確保する必要がある。地域安全マップ指導者講習会の講師を確保
する必要がある。
・安全なまちづくり推進事業については、防犯ボランティア団体の構成員の高齢化が進み、活動停止となっている団体があることから、引き
続き、関係機関団体と連携し、若い世代の参画を図る必要がある。

○社会情勢の変化へ対応する警察活動の推進
・サイバーセキュリティ対策事業については、高度化、巧妙化するサイバー犯罪に対処するため、専門的な知識技能を有する警察職員の育成
が必要である。警察組織全体、特に警察官のサイバー犯罪等対処能力の底上げを図る必要がある。
・暴力団総合対策事業については、暴力団対策法及び暴力団排除条例の改正による規制強化等に伴い、暴力団の活動実態がより一層不透明化
しており、暴力団対策法の適用が困難な状況にある。
・国際テロ対策事業については、警察各部門が緊密に連携し、県警察一体となった国際テロ対策業務を推進する必要がある。

○安全・安心を支える社会基盤の構築
・警察基盤整備事業については、老朽化の著しい交番駐在所が多いため、優先順位を決めて建替整備を図っていく必要がある。令和３年度途
中から警察庁配備端末を使用しているが、県費で配備した装置と同様に電波受信や不安定画像のフリーズがある。多様化する各種相談や県民
への適切な対応を図るため、交番相談員の判断や対応能力の向上を図る必要がある。業務等により職場を離れることができず、職員の警察学
校への派遣を中止せざるを得ない状況が生じる。
・警察相談の充実強化については、相談員の高齢化が進んでおり、業務内容の高度な専門性、特殊性、困難性からその成り手が少ない現状が
あるため、後継者の育成を図るとともに、相談員個人に過剰な負担をかけないような職場環境の改善を図る必要がある。

○犯罪被害者への支援
・被害者支援推進事業については、犯罪被害者等がどの機関団体等に相談しても、必要な情報支援等が受けられるよう、犯罪被害者等支援に
従事する者の育成を図るとともに、市町村の支援体制の強化が必要である。
・被害者支援推進事業については、犯罪被害者等に対して適切に対応するため、被害者支援要員の能力向上や支援体制の強化を図るととも
に、早期援助団体との連携を図る必要がある。被害者支援担当者以外の職員に対して、職場教養等の機会を通じて、警察における被害者支援
とその重要性必要性を周知し、職員の資質向上に努める必要がある。

　外部環境の分析
○安全なまちづくりの推進
・安全なまちづくり推進事業については、安全安心まちづくり講習会の主な対象である防犯ボランティア等は高齢の方も多いことから、参加
のしやすさを考慮し、web端末等の調達や操作が不要な参集開催を予定していたが、県独自の緊急事態宣言を受け、実施が困難となった。新
型コロナ感染拡大により、Web形式に限定した講習会等の実施となった。
・安全なまちづくり推進事業については、刑法犯認知件数は減少したものの、子供や女性に対する声掛け事案等や飲酒絡みの事件事故等県民
の体感治安に悪影響を与える事件事故が後を絶たないため、更なる県民の体感治安の改善を図る必要がある。

○社会情勢の変化へ対応する警察活動の推進
・サイバーセキュリティ対策事業については、沖縄県では復帰50周年記念式典や国民文化祭等の大型イベントが開催されるが、イベントに関
連したサイバー攻撃が懸念される。情報セキュリティ対策の遅れている中小企業を狙ったサイバー犯罪の増加が懸念される。ランサムウェア
が悪質化、巧妙化しているうえ、攻撃の激化による被害の拡大が懸念される。
・暴力団総合対策事業については、平成２年に発生した、高校生１人、警察官２人の貴い命が犠牲となった第六次暴力団抗争から30年以上が
経過し、県民の間で暴力団抗争事件の記憶が風化しつつ、暴力団排除気運が低下していくことが懸念される。令和元年７月に旭琉會会長の死
去後、未だ会長は決まっておらず、跡目や役員人事を巡って内部分裂、対立抗争事件の発生が懸念される。新型コロナウイルス感染症防止対
策の影響により、暴排講話等の実施回数が減少した。
・国際テロ対策事業については、国際テロ対策に対する県民の理解と協力が必要である。世界各国では公共交通機関や飲食店等を標的とした
テロが発生しており、平素からテロの標的となりうる施設管理者と連携し、前兆事案等を早期に把握できる関係構築が必要である。また、爆
発物原材料や宿泊施設等、テロに利用されるおそれのある施設管理者との連携についても同様に重要である。

○安全・安心を支える社会基盤の構築
・警察基盤整備事業については、警察施設（交番駐在所）の移転統廃合建替は、都市化や都市整備計画等の社会情勢の変化にも左右される。
高齢化社会や新型の感染症拡大等に伴い、警察が取り扱う変死体が増加傾向にある。事件に関する相談から軽微なトラブルまで、高度な判断
力を必要とする相談が増加傾向にある。新型コロナウイルス感染症のまん延により、職員が集合する教育訓練の実施がより厳しくなってい
る。
・警察相談の充実強化については、新型コロナウィルス感染症のまん延による外出機会の制限やインターネット環境の整備など、社会構造や
社会情勢の変化により相談内容が複雑、多様化、広域化している。

○犯罪被害者への支援
・被害者支援推進事業については、刑法犯認知件数は減少しているものの、（公社）沖縄被害者支援ゆいセンターへの相談支援件数は年々増
加しており、犯罪被害者等が抱える困難な状況は様々であることから、各支援機関団体の連携が重要である。
・被害者支援推進事業については、犯罪被害者等からの捜査裁判、生活、医療、二次被害等の多種多様なニーズに応じて関係機関と連携でき
る体制を確立する必要がある。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・配偶者暴力相談支援センター設置数については、市町村における配偶者等暴力相談支援センターの設置については、法律上は努力義務に留
まるものである。
　しかしながら、近年、児童虐待が深刻な社会問題となっており、児童虐待とDVが相互に重複して発生していることを踏まえると、住民に
とっても最も身近な行政主体である市町村においてセンターを設置することで、DV被害者支援のさらなる強化につながるものである。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 66.7%
施策推進状況 概ね順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 50.0%
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○安全なまちづくりの推進
・安全なまちづくり推進事業については、新型コロナ感染状況に配慮し、開催時期や開催方法を検討工夫した上で、より効果的な犯罪の未然
防止の観点を踏まえた安全安心まちづくり講習会を実施する。引き続き、地域安全マップコンテストを実施する。また、新型コロナ感染状況
に配慮し、開催時期や開催方法を検討工夫した上で「地域安全マップ指導者講習会」を実施し、地域安全マップの作製を促進することによ
り、子ども自身や学校関係者による通学路等の安全点検を促す。
・安全なまちづくり推進事業については、安心ゆいメールの登録者数を増加させるために、各種機会において安心ゆいメールの有用性を説明
して登録促進を図る。また、防犯ボランティアの物品支援を行うとともに、若い世代を育成するために研修会を開催する。

○社会情勢の変化へ対応する警察活動の推進
・サイバーセキュリティ対策事業については、警察官のサイバー犯罪等対処能力の知識技能に応じた教養を推進するため、最先端情報技術を
扱う民間企業への派遣を推進すると共に、人材育成の教養資機材の充実を図る。産学官の各関係機関との情報共有を図り、サイバー犯罪被害
防止の未然防止を図る。さらに、企業向けサイバーセキュリティセミナーや広報啓発活動を実施し、中小企業等のサイバーセキュリティ対策
の意識向上を図る。
・暴力団総合対策事業については、「暴力団排除特別地域」における暴排ローラーなど暴力団排除活動を推進し、潜在化する不当要求行為等
を摘発して改正暴力団排除条例の県内初適用を図る。また、「みかじめ料等縁切り隊」と連携し繁華街における官民合同パトロールを実施す
るとともに、マスコミを活用した広報啓発活動により県民の更なる暴力団排除気運の醸成に努める。さらに、新型コロナウイルス感染症対策
を講じながら、青少年に対する暴力団排除教室、暴排講話を実施する。
・国際テロ対策事業については、重要施設や一般事業者に対する協力依頼、講話、継続的な対応訓練を実施する。また、警察各部門との連携
及び関係機関や県担当者等と継続的に情報共有を図り、幅広い警察活動を通じた対策を推進する。さらには、各種イベントやラジオ等を活用
した積極的な広報を行う。加えて、国際テロ対策に対する専門的知識を有する人的基盤を強化する。

○安全・安心を支える社会基盤の構築
・警察基盤整備事業については、社会情勢の変化等を踏まえた、警察施設の建替整備を実施する。例えば、最新の動画送受信端末を導入し
て、現場臨場が困難な地域においても現場支援を迅速に行い、犯罪死を看破する。交番相談員の判断能力向上に資するための専門的な指導の
充実及び取扱いの多い交番への優先配置に努める。リモート方式による教育訓練の実施を推進し、職員がそれぞれの職場で教育訓練が受ける
ことができる環境の更なる整備を推進する。
・警察相談の充実強化については、警察安全相談員及び警察職員に対する相談事案に関する指導教育を推進する。相談システムを活用した相
談情報の適切な管理及び相談事案への迅速的確な組織対応を実施する。

○犯罪被害者への支援
・被害者支援推進事業については、犯罪被害者等を社会全体で支える気運の醸成を図るため、引き続き講演会等広報啓発活動を実施してい
く。犯罪被害者支援に携わる関係機関等の相談員の専門性を高めるため、各市町村で出前講座を開催し、内容に相談者への対応を入れて、充
実強化し引き続き実施していく。より効果的で実効性のある新たな施策を盛り込んだ「沖縄県犯罪被害者等支援条例（仮称）」の制定に向け
て取り組む。
・被害者支援推進事業については、警察職員に対する、各種教養を実施し、被害者支援に資するための能力向上を図る。また、社会全体で被
害者を支える気運醸成を図るため、「命の大切さを学ぶ教室」を継続して開催するとともに、交番たより等を活用して広報啓発活動を行い、
犯罪被害者等への理解及び規範意識の向上を図る。さらに、犯罪被害者等早期援助団体である沖縄被害者支援ゆいセンターの活動を広く県民
に周知するとともに、関係機関等と連携し、犯罪被害者への支援を継続実施する。

[成果指標]
・配偶者暴力相談支援センター設置数については、引き続き、市町村に対してはセンター設置までの具体的な手順や方法等についての情報提
供を行い、会議や説明会の場においてセンター設置を促していく。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課

　県内のDV相談支援体制強化を図るため、市に対して配偶者等暴力相談支援センター設置を促す必要があり、会議や説明会の場を活
用や直接訪問を行い、配偶者等暴力相談支援センター設置の意義等を説明している。令和３年度は配偶者等暴力相談支援センターを
設置する市は１市である。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

配偶者暴力相談支援センター設
置数

６か所
（23年）

6か所 6か所 6か所 6か所 7か所 ８か所
50.0%

担当部課名

状
況
説
明

○性暴力被害者への支援

5
性暴力被害者支援事業

81,094 順調 　性暴力被害者ワンストップ支援センターを24時間365日体制で
運営し、相談支援を実施した。
　

県（子ども生活福祉部女性力・平
和推進課）

4

ステップハウス運営事業

8,369 やや遅れ

　一時保護したⅮⅤ被害者のうち、地域で直ぐには自立困難な
者に対し、民間アパートの一室（ステップハウス）を提供し生
活基盤の安定を図った上で、心のケアや生活、就労等の自立に
向けた支援を行う。

県（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

○DV被害者への支援

3
女性相談所運営費

118,834 順調
　DV等相談2,132件(R4.1月)に対応し、DV被害者等の一時保護を
84人(R4.1月)行い、保護命令申立支援等を65件(R4.1月)行っ
た。

県（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

2

国際家庭相談ネットワーク構築
モデル事業

26,975 順調

　米軍人・軍属等との家庭問題や交際トラブル等について、米
軍及び県内関係機関等の調査を行うとともに、米軍関係の家
庭・交際相談支援を実施することで、米軍及び県内の関係機関
との連携による支援体制の構築を目指す。

県
（子ども生活福祉部青少年・子
ども家庭課）

○相談体制、未然防止対策等の充実

1
ＤＶ対策事業

26,138 順調
　ＤＶ被害者を対象とする相談事業、ＤＶ加害者を対象とする
更生相談、中・高校生を対象としたデートＤＶ予防啓発講座、
ＤＶ防止にかかる普及啓発等を実施した。

県（子ども生活福祉部女性力・平
和推進課）

関係部等 子ども生活福祉部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(4)-ア 安全・安心に暮らせる地域づくり

施策 ②　ＤＶ防止対策等の充実

対応する
主な課題

①犯罪の起きにくい沖縄県の実現を図るため、警察安全相談体制、人材育成や施設整備など警察基盤を強化するとともに、犯罪被
害者の負担軽減・早期被害回復を図るため、犯罪被害者に対する支援活動等を推進する必要がある。

また、刑法犯認知件数は減少しているものの、子ども・女性に対する前兆事案の増加など、県民の体感治安としては未だ十分とは
いえず、取組の充実強化を図る必要がある。

さらに、サイバー空間の脅威が深刻化する中、サイバー空間の治安維持に係る取組を強化するとともに、県民のサイバーセキュリ
ティ意識の向上を図る必要がある。

②沖縄県においてはＤＶに関する相談件数は年々増加傾向にあり、また、裁判所が発令する保護命令件数は、１０万人当たりで換
算すると沖縄県は全国１位であり、本県のＤＶ被害の状況は深刻化していることから、相談体制の拡充と強化を図る必要がある。

③沖縄県においては、警察の認知件数に占める強姦及び強制わいせつの件数、児童虐待相談件数に占める性虐待の比率が全国と比
較して高い状態にあることから、性暴力被害者ワンストップ支援センターの支援体制の拡充と強化を図る必要がある。
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○相談体制、未然防止対策等の充実
・ＤＶ対策事業については、相談担当者や福祉関係者等に対し、ＤＶについての知識や対応についての啓発を行い、ＤＶが犯罪となる行為を
含む重大な人権侵害であるという正しい理解を深めていく必要がある。県及び関係機関においては、ＤＶ問題は被害者支援のみならず加害者
に対する対策支援が必要と考えている。
・国際家庭相談ネットワーク構築モデル事業については、米軍関係の家庭や交際問題について、法制度や文化、言語の違いなど特有であるこ
とから課題に応じた専門的な相談支援が必要である。県や市町村の相談窓口には、米軍人や軍属等が関係する様々な相談があるが、米軍内の
相談支援制度等が不明であることや照会先が分からない等支援に苦慮している。

○DV被害者への支援
・女性相談所運営費については、ＤＶ相談件数に応じた適正な人員確保や専門的な人員配置に留意する必要がある。ＤＶ被害者が抱える課題
はそれぞれの被害者によって異なっているため、各個人の課題や状況に応じた適切な支援を提供する。県全体でＤＶ相談体制の拡充強化を図
るため、市に対して配偶者暴力相談支援センター設置を促す必要があるが、法律上、設置は努力義務であることもあり、進んでいない状況が
ある。
・ステップハウス運営事業については、ⅮⅤ被害者の個々のケースで求められる支援は様々であり、ケースに応じた支援内容の検討充実を
図っていく必要がある。

○性暴力被害者への支援
・性暴力被害者支援事業については、２次被害を防ぎ、支援を適切に行うためには、被害者の心情や適切な対応等についての理解を深める必
要があり、医療関係者や相談支援員等の性暴力被害者への支援に携わる者の資質向上を図るため研修会等を実施している。

　外部環境の分析
○相談体制、未然防止対策等の充実
・ＤＶ対策事業については、ＤＶ問題については、ここ数年でＤＶ防止に対する意識啓発が進んできているが、保護命令件数が未だ多く、ま
た、被害が潜在化している場合もある。ＤＶ問題については、一定期間の保護命令だけでは解決に至らないことが多い。
・国際家庭相談ネットワーク構築モデル事業については、新型コロナ感染症が拡大すると感染防止対策のため、基地内相談支援機関へのヒア
リング調査のための出入り等が困難であるため事業進捗への影響が懸念される。

○DV被害者への支援
・女性相談所運営費については、近年の児童虐待の深刻化を受け、児童相談所等関係機関との一層の連携強化を図る必要がある。本県におけ
るＤＶ相談件数は高い水準にあるため、適正な人員確保等によりＤＶ相談体制の拡充強化を図る必要がある。今後もＤＶ被害者に対してどの
ような支援が必要かニーズを把握し、ステップハウス運営事業など他の支援制度との併用等を図っていく。
・ステップハウス運営事業については、本県のⅮⅤ相談件数等は高い水準にあるため、ⅮⅤ被害者の一時保護所退所後の自立支援策として更
なる充実を図っていく必要がある。

○性暴力被害者への支援
・性暴力被害者支援事業については、相談実績によると、20歳未満の被害が最も多く、全体の３割余を占めている。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・配偶者暴力相談支援センター設置数については、市町村における配偶者等暴力相談支援センターの設置については、法律上は努力義務に留
まるものである。しかしながら、近年、児童虐待が深刻な社会問題となっており、児童虐待とDVが相互に重複して発生していることを踏まえ
ると、住民にとっても最も身近な行政主体である市町村においてセンターを設置することで、DV被害者支援のさらなる強化につながるもので
ある。

[主な取組]
○相談体制、未然防止対策等の充実
・ＤＶ対策事業については、市町村や関係相談機関、男女共同参画センターなどと連携を図り、リーフレットの配布やホームページ等を活用
し、広報の充実を図る。また、ＤＶ加害者相談窓口を通して、加害者の意識更生を図っていく。
・国際家庭相談ネットワーク構築モデル事業については、米軍内の家庭や交際問題に関する諸制度について、実務者レベルでの意見交換等に
より実践的な連携構築を図る。実態調査を踏まえ、県と米軍の関係機関でワーキングチームを立ち上げ、連携スキームや支援フロー等の検討
を行う。

○DV被害者への支援
・女性相談所運営費については、ＤＶ相談件数の推移を踏まえながら、相談員の増員等、人員確保を検討するとともに、児童相談所等関係機
関との連携を一層強化しながら、研修会の実施等により職員の資質向上を行っていく。各市におけるＤＶ相談支援の強化を図るため、会議や
説明会等で、配偶者暴力相談支援センターの設置を促していく。
・ステップハウス運営事業については、現在のステップハウス運営事業で行っている支援は、毎年一定程度の利用があり、支援のニーズが存
在することから、引き続き、それぞれのⅮⅤ被害者等のニーズに沿った自立支援の実施を行っていく。

○性暴力被害者への支援
・性暴力被害者支援事業については、医療関係者や相談支援員等の性暴力被害者への支援に携わる者の資質向上を図るため、研修会等の充実
を図る。
被害後、迅速に適切な支援に繋げるため、性暴力被害者ワンストップ支援センターの相談窓口電話番号が記載された広報カードを学校等へ配
布し、啓発を行う。

[成果指標]
・配偶者暴力相談支援センター設置数については、引き続き、市町村に対してはセンター設置までの具体的な手順や方法等についての情報提
供を行い、会議や説明会の場においてセンター設置を促していく。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 80.0%
施策推進状況

取組は順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　近年、河川環境の改善に伴い河川利用者が増加しており、それに伴い事故件数も増加傾向にあり、令和3年の水難事故発生件数は94
件と計画値（68件）を上回った。

2

94件 68件
未達成

担当部課名 土木建築部河川課

水難事故発生件数
77件
（22年）

81件 66件 69件 85件

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

警察本部交通部交通企画課、交通部交通規制課

　令和３年中は、前年と比較して４人増加したが、目標値は達成した。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

交通事故死者数
45人
（23年）

44.0人 38.0人 36.0人 22.0人 26.0人 33人以下
達成

担当部課名

状
況
説
明

5

交通安全対策・飲酒運転根絶対
策事業 2,617 順調

　新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、非接触型の交通安
全教室やＳＮＳ等による広報啓発活動を推進した。
　感染症対策を講じた飲酒運転根絶アドバイザーによる講話等
を実施し前年よりも活動回数は増加した。

県
（警察本部交通部交通企画課）

○飲酒運転根絶に向けた社会づくり

4
飲酒運転根絶推進事業

6,279 順調

　「沖縄県飲酒運転根絶条例」に基づき、各季の交通安全運動
における広報啓発、高校生によるラジオＣＭの制作放送、「飲
酒運転根絶県民大会」と題した動画配信、飲酒運転根絶ロゴ
マークを活用した広報啓発活動などを実施した。

県
（子ども生活福祉部消費・くら
し安全課）

3
交通安全施設等整備事業

1,100,233 順調
　交通信号機の集中制御化を実施し、令和３年度時点で、累計
778基の集中制御化を実現した。

県
（警察本部交通部交通規制課）

2
交通安全事業

1,022 順調

　各季（年４回）の交通安全運動、交通安全功労者表彰等（11
名、８団体）を実施し、広報啓発に努めた。
　高齢者の交通安全意識を高めるため、反射材などの交通安全
啓発グッズを配布した。
　また、のぼり旗などの啓発グッズを関係機関等に配布し、常
時啓発活動に活用できるように連携を図った。

県（子ども生活福祉部消費・くら
し安全課）

○交通安全環境の整備

1
交通安全施設の整備

49,800 順調

　国により指定された事故危険箇所において、国道３３０号で
１箇所の整備を進捗が図れた。
　また、市町村等から事故対策要望があった７箇所において
も、交通安全施設を整備した。

県
（土木建築部道路管理課）

関係部等 土木建築部、子ども生活福祉部、警察本部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(4)-ア 安全・安心に暮らせる地域づくり

施策 ③　交通安全対策の推進

対応する
主な課題

④交通死亡事故に占める飲酒絡みの死亡事故の割合が全国ワースト１位（28年）、人身事故に占める飲酒絡みの事故の割合が全国
ワースト１位（28年現在、27年連続）であるなど極めて深刻な状況にある。

⑤交通安全対策として、交通安全施設の整備に加えて老朽化した信号機や道路標識、消えかかっている道路標示等の更新について
充実強化する必要がある。
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「概ね順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○交通安全環境の整備
・交通安全事業については、県警察、各市町村及び沖縄県交通安全推進協議会など関係機関と連携して取り組んでいるが、効果的な広報啓発
手法を検討する。
・交通安全施設等整備事業については、交通安全施設整備にかかる知識習得に時間を要し、予算執行体制が十分に確保できないことから安定
的な執行体制を確立することが必要である。

○飲酒運転根絶に向けた社会づくり
・飲酒運転根絶推進事業については、沖縄県交通安全推進協議会推進機関団体などと飲酒運転の根絶に向けた取組の継続が必要である。
・交通安全対策・飲酒運転根絶対策事業については、飲酒運転根絶に向けた参加体験型の交通安全教育、広報啓発活動の実施について、時代
に沿った非接触型の方法を検討する必要がある。

　外部環境の分析
○交通安全環境の整備
・交通安全施設の整備については、令和３年６月に発生した千葉県八街市において、下校中の児童が死傷した交通事故が発生したことで、国
からの通知により、道路管理者、教育委員会、市町村、警察等、関係機関で合同で通学路等の交通安全の確保のため、合同点検を実施し、対
策を行うことが求められた。
・交通安全事業については、本県の令和３年中の交通事故死傷者に占める二輪車乗車中の死傷者の構成率は19％で、全国平均11.1％の約1.7
倍と高い状況にある。本県の令和３年中の高齢者が関連する交通事故の構成率は、交通人身事故2,783件中892件（32％）と10年前（交通人身
事故6,788件中、1,365件（20.1％））に比べ増加している。
・交通安全施設等整備事業については、交通安全施設整備事業費の老朽化更新が占める予算が増加してきており、安定的な予算の確保が必要
である。

○飲酒運転根絶に向けた社会づくり
・飲酒運転根絶推進事業については、県警察が令和３年中、飲酒運転で検挙された者へのアンケート結果では、39.6％が「飲酒後、車を運転
するつもりだった」と回答するなど確信的に飲酒運転をする者が未だに多数存在すると考えられる。
・交通安全対策・飲酒運転根絶対策事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年に比べ、講話等の要請依頼は依然として
減少しているが、非接触型の講話方法等を取り入れ、積極的に講話開催を希望する団体が増えた。飲酒運転の検挙件数は、令和３年中1,189
件（対前年度比－240）と減少したが、依然として全国上位にあり、県民の法令遵守規範の向上が問題となっている。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・水難事故発生件数については、海岸での事故増加の原因については、人々のマリンレジャーに対する行動の変容や、新型コロナウイルスに
よる活動場所の変化が想定されるものの特定には至っていない。

[主な取組]
○交通安全環境の整備
・交通安全施設の整備については、合同点検で抽出された箇所について、早期に対応可能な箇所は、重点的に交通安全施設の整備を行い危険
箇所の削減を図る。
・交通安全事業については、加齢により判断力等が低下する高齢者の交通事故防止に向けチラシによる啓発や、交通安全グッズ（反射材等）
の利用促進、サポカーの普及啓発など交通事故防止に向け引き続き取り組む。また、二輪車の交通事故防止のため、幅広い年代層に対し、二
輪車交通マナー向上に向け引き続き取り組む。
・交通安全施設等整備事業については、業務委託予算を充実させ、効率的、計画的な施設整備を推進するとともに、交通安全施設の老朽化対
策に特化した予算要求及び交通安全施設の統廃合を行い、更なる交通安全施設整備の充実強化を図る。

○飲酒運転根絶に向けた社会づくり
・飲酒運転根絶推進事業については、高校生が、飲酒運転根絶メッセージを発信することで親世代への波及効果も期待できるため、飲酒運転
根絶ラジオＣＭ放送を引き続き実施し、若い世代から飲酒運転の根絶に対する意識向上を図る。例えば、二日酔い運転防止の注意喚起やアル
コールが体内で分解される時間について、引き続き広報啓発する。また、平成28年に制定した飲酒運転根絶ロゴマークを広く活用するなど
し、飲酒運転根絶に向けた県民意識を図る。
・交通安全対策・飲酒運転根絶対策事業については、新型コロナウイルス感染症の影響下においても適切に交通安全教室が実施できるよう関
係機関団体と連携し、時代に沿った講話等の開催により、更なる交通事故防止を図る。さらに、ＳＮＳ等の新たな広報媒体を効果的に活用
し、飲酒運転根絶に向けた気運を高め、飲酒運転を「しない させない 許さない」社会環境作りを推進する。

[成果指標]
・水難事故発生件数については、水難事故については、沖縄県、県警、他各種団体で構成する沖縄県水難事故防止協議会を通じ、県警等と連
携して県民の水難事故に対する意識を啓蒙していく。また、海岸における水難事故については、事故データを分析し、発生場所や事故の原因
となった行動の特徴などを把握した上で、海岸管理者として事故防止のため効果的な施策を検討する。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況 概ね順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 50.0%
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・河川利用者の安全対策については、河川での水難事故を防止するためには、転落防止柵の設置などの安全対策が必要であるが、本県におけ
る整備はまだ十分とはいえない状況である。

　外部環境の分析
・河川利用者の安全対策については、近年、身近で自然豊かな河川を利用してレジャーを楽しむ人々が全国的に増加しており、これに伴い河
川における水難事故も多発している。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・水難事故発生件数については、海岸での事故増加の原因については、人々のマリンレジャーに対する行動の変容や、新型コロナウイルスに
よる活動場所の変化が想定されるものの特定には至っていない。

[主な取組]
・河川利用者の安全対策については、河川にレジャーを楽しむために訪れる人々に対し、沖縄県、県警、他各種団体で構成する沖縄県水難事
故防止協議会を通じ、県警等と連携して県民の水難事故に対する意識を啓蒙していく。

[成果指標]
・水難事故発生件数については、水難事故に関しては、沖縄県、県警、他各種団体で構成する沖縄県水難事故防止協議会を通じ、県警等と連
携して県民の水難事故に対する意識を啓蒙していく。また、海岸における水難事故については、事故データを分析し、発生場所や事故の原因
となった行動の特徴などを把握した上で、海岸管理者として事故防止のため効果的な施策を検討する。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況

取組は順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

土木建築部河川課

　近年、河川環境の改善に伴い河川利用者が増加しており、それに伴い事故件数も増加傾向にあり、令和3年の水難事故発生件数は94
件と計画値（68件）を上回った。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

水難事故発生件数
77件
（22年）

81件 66件 69件 85件 94件 68件
未達成

担当部課名

状
況
説
明

1
河川利用者の安全対策

37,115 順調
　河川管理用通路に歩行者の安全対策として転落防止柵等を設
置した。
　河川安全管理に係る維持管理計画を策定した。

県
（土木建築部河川課）

関係部等 土木建築部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(4)-ア 安全・安心に暮らせる地域づくり

施策 ④　水難事故対策の推進

対応する
主な課題

⑦河川環境の改善に伴い、河川利用者の増加や利用形態の多様化が進んでいることから、河川管理者には水難事故の未然防止及び
事故発生後の迅速な救助等の安全対策が求められている。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部消費・くらし安全課

　平成28年度には既に目標を達成し、令和元年度には目標値の1.4倍以上の受講者数を記録した。令和２,３年度は新型コロナの流行
により激減した。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

消費者啓発講座受講者数
8,890人
(23年）

10,697人 10,627人 14,412人 5,728人 6,410人 10,000人
未達成

担当部課名

状
況
説
明

3
消費者行政推進事業

2,762 順調

　各種法律にもとづく、商品・役務等の表示に関する相談を受
け、必要に応じて事業者からの聞き取り調査を実施した。活動
概要の実績値については、参考数値として景品表示に関する相
談件数を記載した。

県（子ども生活福祉部消費・くら
し安全課）

2

消費者行政活性化事業

35,237 順調

　市町村の相談窓口業務に対する支援や消費者問題に取り組む
ＮＰＯ法人に助成を行い、消費者被害の拡大防止を図った。
  また、食品ロス削減のため、食品ロス削減推進計画を策定し
た。

県
市町村

（子ども生活福祉部消費・くら
し安全課）

○消費生活安全対策

1

消費者啓発事業

29,353 順調

　令和元年度に策定した第２次沖縄消費者教育推進計画に基づ
きあらゆる年齢層への講座の実施を働きかけると同時に各年代
層のニーズに対応出来るよう講座の開催内容を工夫し多様な情
報提供の場としての拡充を図っている。

県（子ども生活福祉部消費・くら
し安全課）

関係部等 子ども生活福祉部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(4)-ア 安全・安心に暮らせる地域づくり

施策 ⑤　消費生活安全対策の推進

対応する
主な課題

⑧消費生活相談件数は、減少傾向だが悪質商法等の手口は多様化、複雑化しており、消費者トラブルの未然防止、被害拡大防止を
図るため、相談窓口の機能強化及び県民への啓発・消費者教育を強化するとともに、事業者の不当な取引行為に対する指導等を強
化する必要がある。
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○消費生活安全対策
・消費者啓発事業については、令和２年度より消費生活センターに高校公民の教諭が配置され、若年者に対する消費者教育（金融教育）を強
化する体制がとられた。また、前年度と異なり消費者教育委託事業では消費生活センター相談員が講師となったことから、講師と教諭が連携
することで外部環境は前年度よりも厳しいと思われる中でも前年度より講座回数を増やすことができた。
・消費者行政活性化事業については、離島や小規模町村では専門の相談員の配置が難しい。また、市町村職員は、人事異動により数年おきに
担当者が変わることから、住民からの相談に対応するための知識やノウハウが蓄積されない。
・消費者行政推進事業については、一般消費者からの苦情や申し出、職権探知により、商品や役務に関する違反行為を把握し、事業者への指
導を行っているが、人的資源が限られていることから、関係機関との連携が求められる。

　外部環境の分析
○消費生活安全対策
・消費者啓発事業については、今年度も新型コロナの影響があったが、前年度よりも新規感染者数が令和２年度の１０倍超となり、講座の実
施回数を伸ばす障害となった。
・消費者行政活性化事業については、消費者被害は新たな手口が発生し被害が多発発生する特徴があり、その都度被害防止を図るための広報
啓発が必要である。また、令和４年度の成年年齢の引き下げにより、社会経験の乏しい若年者が消費者トラブルに巻き込まれることが懸念さ
れる。食品ロス問題に対応するため、令和元年10月に食品ロス削減推進法が制定され、県では令和３年度に沖縄県食品ロス削減推進計画を策
定した。今後は各市町村に食品ロス削減推進計画の策定を促す必要がある。
・消費者行政推進事業については、グローバル化、高度情報化など、社会情勢が大きく変化しており、事業者は提供する商品や役務に関し
て、消費者に対し、適切な表示や広告を行うことが求められる。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・消費者啓発講座受講者数については、新型コロナの流行による緊急事態宣言や集会の自粛要請等により、講座の中止や実施の見送り、規模
縮小が相次いだ。

[主な取組]
○消費生活安全対策
・消費者啓発事業については、新型コロナ禍における消費者教育の手法として引き続きＷｅｂ講座を活用する。また、新型コロナの流行が収
束に向かうようなら、積極的に講座活用の呼びかけを行う。
・消費者行政活性化事業については、令和４年の成年年齢引き下げに向けて、若年者の消費者教育を強化するとともに、教育委員会との連携
を密にする。また、消費者問題に取り組むＮＰＯ法人に対して、引き続き消費者被害の拡大防止のための広報啓発や活動に対して助成を行っ
ていく。さらに、食品ロスの削減に向けて、県内食品関連事業者で構成する沖縄県食品ロス削減推進県民会議と連携して施策を推進する。
・消費者行政推進事業については、商品等の分野ごとで構成される事業者団体や公正取引委員会等と連携して、店舗巡回や研修会を開催し、
事業者に対する指導等の強化を図る。

[成果指標]
・消費者啓発講座受講者数については、新型コロナ禍では講座開催による感染リスク拡大より感染防止が優先されるが、コロナが収束局面に
入れば、積極的に講座を開催していく。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況

取組は順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「―」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・健康危機管理対策事業については、健康危機発生時に備え、平常時から、国内海外を問わず健康危機管理にかかる情報の収集や関係機関と
の連携体制を確保する必要がある。また健康危機の発生に対応するため、訓練等により職員の技術向上等に努める必要がある。
・九州・山口９県との健康危機に対する広域連携体制の構築については、健康被害のその原因は多岐にわたるが、平時において発生を想定し
た取組を行っていく必要がある。

　外部環境の分析
・健康危機管理対策事業については、外国人観光客や本土からの観光客による、新型コロナウィルス感染症患者の集団発生時に備えた連携体
制の強化が必要となっている。

[主な取組]
・健康危機管理対策事業については、引き続き、健康危機管理対策委員会や保健所管内の関係機関との連絡会議共同訓練を通して連携体制を
強化する。また、研修会への参加、講習会の開催等により職員の知識の習得、技術向上等に努める。さらに、引き続き、これまでの新型コロ
ナウイルス感染症対策の取組や各保健所管内の関係機関等との連携、共同訓練の検証結果から、関係機関との連絡体制を見直すなど検証を踏
まえた訓練を実施し、更なる危機管理体制の強化を図る。
・九州・山口９県との健康危機に対する広域連携体制の構築については、引き続き、九州山口健康危機管理連携会議及び情報伝達訓練等に参
加することにより、広域連携体制の強化を図る。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 0.0%
施策推進状況 ―

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） ―

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

―

―

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

―

担当部課名

状
況
説
明

2
九州・山口９県との健康危機に
対する広域連携体制の構築 0 未着手

　新型コロナウイルス感染症対策を優先的に取り組むため、令
和３年度の九州・山口各県健康危機管理連絡会議及び情報伝達
訓練は中止となった。

県
（保健医療部保健医療総務課）

1
健康危機管理対策事業

0 大幅遅れ

　健康危機管理対策委員会の開催や関係機関等との情報共有・
意見交換等を行い、健康被害の発生予防、拡大防止等に備えた
連携体制の強化を図った。

県
（保健医療部保健医療総務課）

関係部等 保健医療部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(4)-ア 安全・安心に暮らせる地域づくり

施策 ⑥　健康危機管理体制の強化

対応する
主な課題

⑨健康危機管理については、新型インフルエンザなど県域を越えた健康被害の発生や、原因不明の健康被害が発生した場合の初期
における対応策を検討し、健康危機管理体制を整備する必要がある。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

5
防災危機管理センター棟（仮
称）整備事業 57,561 順調

　基本設計業務を令和３年５月に発注、８月契約し、防災危機
管理センター棟（仮称）の施設規模、必要な機能や設備等の詳
細について設計し、令和４年３月に完了した。

県
（総務部管財課）

4
消防防災ヘリ導入推進

4,250 順調
　沖縄県消防防災ヘリコプター導入推進協議会を設立し、運用
体制や機体の整備、ヘリ基地となる消防防災航空センター等に
ついて検討を行った。

県
市町村（知事公室防災危機管理課）

3
災害対策拠点整備事業

0 未着手

　新型コロナウイルス感染症の影響により、当初予定していた
訓練を中止したが、コロナ対策本部においては頻繁に活用され
ていることから、県全体の関係職員の習熟度は高まっているも
のと認識した。

県
（知事公室防災危機管理課）

2
防災危機資機材整備事業

0 順調
　自然災害や原子力事故等の防災体制を強化、充実するため、
防災関係機関における防災資機材の整備を行う。
　令和３年度は導入案件がないため、購入していない。

県
（知事公室防災危機管理課）

○大規模災害対応力の強化

1

大規模災害対応力強化

40,334 大幅遅れ

　アドバイザーによる名簿作成等に係る相談支援を４市町村に
対して実施するとともに、沖縄県社会福祉協議会をDWAT事務局
として位置づけ、チーム員研修を実施した。
  また、県総合防災訓練、陸上自衛隊との共同防災訓練、「津
波防災の日」の国、県、市町村共同での住民避難訓練を実施し
た。

県
市町村

（知事公室防災危機管理課
子ども生活福祉部福祉政策課）

関係部等 知事公室、総務部、企画部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化

施策 ①　消防防災体制及び危機管理体制の強化

対応する
主な課題

①沖縄県は他県から海を隔てた遠隔の地に位置し、東日本大震災のような大規模災害が県内で発生した場合、他県からの本格的な
応援等の到着には時間を要することから、県内における相互応援による広域的支援体制の強化及び防災基盤として、災害対策本部
の機能強化や救急搬送の対応力を向上させる必要がある。

③消防防災体制を取り巻く環境の変化に対応するため、県内の消防防災体制について人的・物的両面において強化を図るほか、救
急搬送の増加に対応できる体制を構築する必要がある。

④沖縄県は、地域防災の中核となる消防団員数が少なく、自主防災組織の組織率が低いなど、大規模災害に対する備えが十分では
ない。また、想定を超える災害においても人命が守られるよう、避難等に資するソフト対策の充実が必要である。

⑤大災害の発生時には、県民への迅速な情報提供が重要であることから、総合行政情報通信ネットワーク（防災行政無線）の整備
や各種即報システムの拡充・強化を図る必要がある。

⑥災害発生時には、住民が迅速かつ適確な避難行動をとることが重要であり、避難場所や避難経路の確保が求められる。また、緊
急輸送機能を持つ施設の整備が求められる。

⑬避難誘導体制の強化のため、各種災害の発生を想定したハザードマップの作成等が重要である。
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○防災情報システムの拡充強化

10
統合型地理情報システム整備事
業 12,508 順調

　沖縄県地図情報システムの閲覧件数の多い地図を中心に、掲
載中の地図情報の更新（42件）を行うことで、システムの利便
性向上を図った。

県

（企画部情報基盤整備課）

9

消防職員及び消防団員の増員・
資質向上 37,481 概ね順調

　高度かつ専門的な知識・技術をもった消防職・団員を育成す
るため、消防学校において各種教育訓練を実施するとともに、
国が設置する消防大学校への派遣を行った。
　消防広域化推進計画の再策定に向けて、検討委員会・幹事会
の開催や、パブリックコメントを実施した。また、消防団員の
普及啓発事業等への支援を行った。

県
市町村（知事公室防災危機管理課）

○消防力の強化

8
消防体制の整備

140 順調

　消防体制の強化のための、消防広域化推進計画について、広
域化対象市町村（南部ブロック、中部ブロック）担当課長等に
対する説明会を実施した。
　年間を通じ、消防車両等の整備にかかる国の財政支援制度の
周知及び活用の助言を行い、消防車両や資機材の整備を促進し
た。

県
市町村（知事公室防災危機管理課）

7

災害時における事業者等との連
携強化 0 概ね順調

　沖縄電力（株）との災害時における相互連携に関する協定を
締結したことにより、今後、災害発生時での円滑な連携が期待
できる。

県
市町村

事業者等（知事公室防災危機管理課）

○地域防災組織の拡充

6
地域防災リーダー育成・普及啓
発事業 0 順調

　地域防災リーダー育成のための研修会を12月に開催し、女性
などの視点から避難所運営についての講演等を実施した。
 また、本研修は新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響によ
りオンライン開催とした。

県
市町村

（知事公室防災危機管理課）
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　国が原則３年周期で調査を実施している消防職員の充足率は、63.1％となっており、前回調査の平成27年度から1.2ポイント増加し
ているが、今年度計画値に達していない。なお、令和３年４月１日現在の消防職員数は1,666名と前回調査の令和元年度より44名増と
なっており、消防職員数は着実に増加している。

5

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

63.1%
R元

63.1%
R元

70.0%
未達成

担当部課名 知事公室防災危機管理課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

消防職員の充足率
53.1%
（21年）

61.9%
27年

61.9%
27年

63.1%
R元

R3(A) R3(C)

人口１万人あたりの消防団員数
11.7人
（22年）

12.1人 12.1人 12.2人

状
況
説
明

　令和３年４月１日現在の消防団員数は1,678名で、基準年である平成22年から52名の増となっているものの、人口１万人あたりの消
防団員数としてみると11.5名となっており、目標値に達していない。消防団員数については、全国的に減少傾向が続く中、本県は令
和元年度まで増加傾向にあったが令和２年度より減少傾向となっている。

8.9%
（23年）

25.1% 29.9% 31.8%

状
況
説
明

　沖縄県では、関係機関及び住民が台風に係る被害状況の把握や被災地域の災害復旧等への対応にある程度習熟している一方で、地
震や津波等の大災害の経験がほとんどないことから、自主防災組織や消防団員数が全国と比べて低い状況にある。

4

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

11.9人 11.5人 15.0人
未達成

担当部課名 知事公室防災危機管理課

H30 R元 R2

状
況
説
明

　アドバイザー（委託）による避難行動要支援者名簿作成にかかる相談支援等を行った結果、目標値の41市町村において名簿を作成
することができた。

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

2

33.1% 37.2% 76.0%
未達成

担当部課名 知事公室防災危機管理課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

自主防災組織率

41市町村 41市町村
達成

担当部課名 子ども生活福祉部福祉政策課、知事公室防災危機管理課

災害時要援護者支援計画策定市
町村数

15市町村
（37%）
（23年）

36市町村 41市町村 41市町村 39市町村

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

土木建築部海岸防災課

　津波高潮ハザードマップ作成市町村数は基準値36市町村に対して改善幅3市町村、現状値39市町村となり、令和３年度目標値41市町
村に対して達成出来なかった。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

津波高潮ハザードマップ作成市
町村数

36市町村
（25年度）

38.0市町村 38.0市町村 38.0市町村 39.0市町村 39.0市町村 41市町村
60.0%

担当部課名

状
況
説
明
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

　当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○大規模災害対応力の強化
・大規模災害対応力強化については、業務継続計画（地方版）の策定に向けては関係機関との協議が必要。中部版については、訓練の実施に
応じて作成する。
・防災危機資機材整備事業については、必要な資機材については、各訓練後のアンケートの結果により検討する必要がある。情報収集を行
い、新規の資機材でも導入すべきものは検討する必要がある。
・災害対策拠点整備事業については、システムの円滑な運用のため、防災訓練等により職員の対応力維持に取り組むと同時に、職場内におい
て情報共有を図り、バックアップ体制を構築する必要がある。
・消防防災ヘリ導入推進については、消防組織法に基づき、市町村消防を支援するための航空隊として設置されるものであり、市町村の理解
と協力(負担)なくしては、その導入は困難である。ヘリ基地には広さ以外に、騒音風害などの影響を踏まえた周辺住宅や施設等との距離、鉄
塔高圧線高層建築物斜面等安全運航への影響等様々な条件を考慮する必要があり、適地の調整に時間を要することとなっている。
・防災危機管理センター棟（仮称）整備事業については、土木建築部においては、令和３年度から営繕工事における週休２日の取組を試行し
ており、令和５年度からは全ての営繕工事に適用される予定であることから、工事費の増加や工期の確保に影響があることが見込まれる。

○地域防災組織の拡充
・地域防災リーダー育成・普及啓発事業については、自主防災組織率の向上に向けて、研修会の実施等、各地区自主防災組織育成の主体とな
る市町村への支援が必要である。
・災害時における事業者等との連携強化については、今後は庁内の個別協定との連携や、全庁的な包括連携協定の中に災害時の協定を盛り込
むよう対応するため、庁内の個別協定の情報収集を行う必要がある。

○消防力の強化
・消防体制の整備については、今後は広域化対象市町村で協議会を立ち上げ、広域化に向けた議論検討が必要となる。

○防災情報システムの拡充強化
・統合型地理情報システム整備事業については、バージョンアップ後の地図情報システムについて、まだ操作に慣れていない職員が多数いる
ことが予想されることから、操作研修や個別のサポートを通して、職員のスキルアップを図る必要がある。県民の地図情報システムの利用を
促進するための方針を定める必要がある。

　外部環境の分析
○大規模災害対応力の強化
・大規模災害対応力強化については、大規模災害に備えて、受援計画の策定が必要となっている。
・防災危機資機材整備事業については、必要性のある資機材については、情報収集を行う。
・災害対策拠点整備事業については、円滑な運用にむけては必要なシステムの更新等が必要である。
・消防防災ヘリ導入推進については、消防防災ヘリやヘリ基地となる消防防災航空センター（仮称）の整備の財源としている緊急防災減災事
業債の期限が令和７年度である。消防庁が取りまとめた「消防防災ヘリコプターの運航に関する基準」による二人制操縦士（ダブルパイロッ
ト）の制度により、操縦士や整備士の採用が困難な状況になりつつある。
・防災危機管理センター棟（仮称）整備事業については、中国を中心とする東アジアの需要が急増し国際的な鋼材不足となり、国際相場が上
昇したことにより、国内において鋼材の価格高騰や納期長期化が発生している。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い設備部品の供給が滞
り、機器の納期が遅延している。

○地域防災組織の拡充
・地域防災リーダー育成・普及啓発事業については、自主防災組織の結成主体となる自治会等は年々高齢化が進み、若い人材が不足している
ため、若い人材の参加を促進する必要がある。地域の中に防災に関する知識をもった者がおらず、どのように自主防災組織を設立してよいか
わからない地域が多いことがあげられる。

○消防力の強化
・消防体制の整備については、新型コロナウイルス感染症の流行長期化により、救急搬送困難事案が増加し、救急隊の感染対策をはじめ、円
滑な搬送及び受入体制の強化が求められている。
・消防職員及び消防団員の増員・資質向上については、消防学校における消防団を対象とした教育訓練について、消防団員は就業者が多いた
め、平日の開催だと勤務日との調整が難しいとの意見がある。近年全国の消防団員数が著しく減少し、２年連続１万人以上減少という状況と
なっており、消防団員の確保が全国的な課題となっている。

○防災情報システムの拡充強化
・統合型地理情報システム整備事業については、新型コロナウイルス感染症の影響で、集合研修に制限がかかることが予想される。新型コロ
ナウイルス感染症の拡大により、社会のデジタル化が急速に進んだことに加え、令和３年９月のデジタル庁の設置により、オープンデータ化
の機運が高まっている。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・津波高潮ハザードマップ作成市町村数については、未作成の自治体はいずれも、最大クラスの津波を想定したハザードマップに取り組んで
いる。津波を想定したハザードマップと併せ、総合的な防災マップ作成に時間を要している。
・自主防災組織率については、自主防災組織の結成主体となる自治会等は年々高齢化が進み、若い人材が不足しているため、若い人材の参加
を促進する必要がある。さらに、地域の中に防災に関する知識をもった者がおらず、どのように自主防災組織を設立して良いかわからない地
域が多いことが挙げられる。
・人口１万人あたりの消防団員数については、消防組織法において、消防に関する責務は市町村が負うこととされているが、地方財政は、依
然厳しい状況が続いており、市町村は多様な行政需要のなかから、限られた予算で消防体制の強化に取り組んでいるのが現状である。また、
消防団員については、高齢化の進展や地域コミュニティの希薄化などの理由から、全国の団員数も毎年減少しており、消防団員の確保は全国
的に課題となっている。
・消防職員の充足率については、消防組織法において、消防に関する責務は市町村が負うこととされているが、地方財政は、依然厳しい状況
が続いており、市町村は多様な行政需要のなかから、限られた予算で消防体制の強化に取り組んでいるのが現状である。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 60.0%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 20.0%
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○大規模災害対応力の強化
・大規模災害対応力強化については、業務継続計画（中部版、宮古版）の策定を促すとともに、受援計画の策定に取り組む。
・防災危機資機材整備事業については、各訓練後のアンケートや市町村、関係団体との連携により必要な資機材の購入を検討する。
・災害対策拠点整備事業については、当該システムについて、訓練参加者との意見交換を踏まえ、初動対応の迅速化簡素化のため、「運用マ
ニュアル」の改善を図るとともに、台風等の対応や訓練等でシステムを運用しながら、関係職員の習熟度向上を図る。
・消防防災ヘリ導入推進については、消防防災ヘリの運用開始に向けて、消防防災ヘリコプター導入推進協議会及びワーキンググループにお
いて、市町村や消防機関とともに議論を重ねていく。また、ヘリ基地となる消防防災航空センター（仮称）を整備する候補地調査を引き続き
実施する。
・防災危機管理センター棟（仮称）整備事業については、実施設計業務の早期発注及び計画通知を速やかに行うため、関係機関と密に調整を
行う。例えば、運用開始時期が遅れないよう、工事発注形態の検討及び適切な工期の設定を行う。仕様については、施工性を考慮し、想定さ
れる資材調達先への納期確認、相当のグレード設定、既製品規格品等の採用を検討する。また、適切な時期に、庁内関係課と必要な設備につ
いて調整し、実施設計に反映する。行政棟等利用者へ工事内容及び制限内容の事前周知を行う。

○地域防災組織の拡充
・地域防災リーダー育成・普及啓発事業については、引き続き、自主防災組織率の向上に向けて、国、市町村のほか、県内大学、民間等とも
連携し研修会の実施等、各地区自主防災組織育成の主体となる市町村へ支援を実施するとともに、研修内容のさらなる充実に取り組む。
・災害時における事業者等との連携強化については、庁内の個別協定の情報収集を行い、関係部局と連携しながら協定の中に災害時の協定に
ついても盛り込むとともに、復旧活動（72時間経過後）として、市町村避難所支援等に必要となる機能等についても、関係部局と認識を共有
し協定締結の取り組みを促進する。

○消防力の強化
・消防体制の整備については、引き続き、広域化対象市町村で立ち上げる協議会へのオブザーバーとしての参加や、市町村間の仲介連絡調整
を行う。また、推進計画及び消防広域化による効果等について、県広報媒体を活用した県民への広報を行い、消防広域化の機運醸成を図る。
さらに、救急業務の質の向上を目的に救急業務に関する現状課題等を把握し、改善に努めるとともに、メディカルコントロール協議会等を通
してメディカルコントロール体制の充実を図る。
・消防職員及び消防団員の増員・資質向上については、消防団を対象とした教育訓練に関しては、次年度も引き続き最低１回は土日に実施す
る。大学や企業に対する消防団の普及啓発活動（チラシポスター配布など）を行い、女性や若い世代の団員確保に取り組む。

○防災情報システムの拡充強化
・統合型地理情報システム整備事業については、非対面でも従来の集合研修と同等内容の研修が行えるよう実施方法を工夫することにより、
職員のスキルアップ及びシステムの利用促進を図る。また、地図情報が陳腐化しないよう、関係部署等に情報提供を依頼し、その際に受けた
新たな情報を追加及び更新することで情報発信の強化を図る。さらに、地図情報システムを利用した地理空間情報利活用の拡充方針を策定
し、方針に基づいて県民の地図情報システムの利用促進を図る。

[成果指標]
・津波高潮ハザードマップ作成市町村数については、「津波防災地域づくりに関する法律」において、津波ハザードマップの作成公表は義務
化されており、周知に当たっては、その法律の目的や概要、県のこれまでの取り組み等を市町村担当者へ理解してもらうため、津波ハザード
マップ未作成市町村に対し意見交換等を行う。
・自主防災組織率については、H23年度から組織率の増加について、約28ポイントの増となっているが、まだ目標値に届いていない状況であ
り、引き続き、自主防災組織率の向上に向けて、国、市町村、民間等と連携し、研修会の実施等、各地区自主防災組織の育成の主体となる市
町村へ支援を実施する。
・人口１万人あたりの消防団員数については、消防団員数に関しては、基準年である平成22年から増加しているが、目標値に達しておらず、
また、全国の人口１万人あたりの数値と比較しても大きな開きがあることから、更なる消防団の普及啓発・加入促進を図るため、引き続き、
市町村や関係機関と連携して広報活動等に取り組む。
・消防職員の充足率については、消防職員数は平成21年から着実に増加しているが、引き続き市町村に対し適正な消防職員の確保に向けて取
り組むよう働きかけていく。
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

6
港湾施設の耐震化の推進

297,851 概ね順調

　平良港において、国により耐震強化岸壁の整備を進めてい
る。
　中城湾港（新港地区）において、海邦橋の下部工耐震補強工
事を実施した。

県
（土木建築部港湾課）

5
平良港の整備

0 順調 　国において、耐震強化岸壁の整備を行った。 国
（土木建築部港湾課）

4
那覇港の整備

595,482 順調

　那覇ふ頭上屋の建替工事及び臨港道路港湾2号線改良(液状化
対策)、那覇港(新港ふ頭)の海岸整備、既存施設の延命化工事を
実施した。
　国直轄事業として防波堤、臨港道路等の整備を実施した。

国
那覇港管理

組合（土木建築部港湾課）

3
離島空港における耐震化対策等
の推進 75,474 順調

　多良間空港、南大東空港、北大東空港、伊江島空港において
耐震対策に必要な地震観測を行った。

県

（土木建築部空港課）

2
無電柱化推進事業

757,174 概ね順調
　無電柱化整備総延長について、令和３年度は国が1.3km、県が
1.5km、市町村が2.0km、合計で4.8kmを整備した。

国
県

市町村（土木建築部道路管理課）

○緊急物資輸送機能の確保

1
災害防除(道路)

558,215 順調 　対策実施箇所数を21箇所で実施した。 県
（土木建築部道路管理課）

関係部等 土木建築部、企画部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化

施策 ②　輸送手段及び避難地等の確保

対応する
主な課題

①沖縄県は他県から海を隔てた遠隔の地に位置し、東日本大震災のような大規模災害が県内で発生した場合、他県からの本格的な
応援等の到着には時間を要することから、県内における相互応援による広域的支援体制の強化及び防災基盤として、災害対策本部
の機能強化や救急搬送の対応力を向上させる必要がある。

⑥災害発生時には、住民が迅速かつ適確な避難行動をとることが重要であり、避難場所や避難経路の確保が求められる。また、緊
急輸送機能を持つ施設の整備が求められる。
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様式２（施策）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

R3(A) R3(C)

緊急物資輸送の拠点港数（耐震
岸壁設置港湾数）

４港
（23年度）

6.0港
H29年度

6.0港
H30年度

6.0港
R元年度

状
況
説
明

　H29年度に平良港の耐震強化岸壁の暫定供用もなされており、災害発生時において、一定程度の緊急輸送機能を持つ岸壁が設置され
たとみなし、設置港湾数が６港となった。R3目標値を達成した。

―
0.0%
29年度

0.0%
30年度

0.0%
R元年度

状
況
説
明

　離島空港の耐震化率については、令和3年度目標値17％に対して、16.3％である。
　離島空港の位置する小規模離島では、新型コロナウイルス感染症の影響で渡航制限が発出されていたため、地震観測調査の着手時
期に遅れが生じた。
　地震動観測後、観測結果を用いた地震動作成を予定していたが、上記の遅れに伴い、令和3年度の目標値17％を達成できなかった。

4

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

6.0港
R2年度

6.0港
R3年度

６港
達成

担当部課名 土木建築部港湾課

H30 R元 R2

状
況
説
明

　無電柱化整備総延長について、令和３年度は国が1.3km、県が1.5km、市町村が2.0kmを整備し、合計で4.8kmとなり、年度別計画
6.0kmに対し概ね順調な状況であるが、令和３年度の計画値173.2kmに対して目標値は169.3kmで未達成となっている。

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

2

15.0%
R2年度

16.3%
R3年度

17.0%
95.9%

担当部課名 土木建築部空港課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

離島空港施設の耐震化率

169.6㎞ 173.2㎞
94.4%

担当部課名 土木建築部道路管理課

無電柱化整備総延長（災害時の
ライフライン確保）

109㎞
(23年）

149.0㎞ 154.7㎞ 159.7㎞ 164.5㎞

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

土木建築部道路管理課

　令和３年度末の道路法面等危険除去箇所数は計画50箇所に対して、実績51箇所であり計画値を達成した。危険箇所除去により、安
全で安心な道路ネットワークの形成に寄与した。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

道路法面等危険除去箇所数

65箇所
（全体箇
所）
（23年）

30.0箇所 35.0箇所 40.0箇所 45.0箇所 51.0箇所
50箇所除
去 達成

担当部課名

状
況
説
明

9
雨水等の有効利用による災害時
生活用水確保の促進 0 順調

　雨水の有効利用に関する普及啓発資料の配付や、雨水・再生
水利用施設実態調査を通して、雨水利用に関する情報提供を行
う。
　また、県ＨＰにおいて、雨水利用による経費削減効果等を掲
載し、雨水貯留施設の整備促進を図る。

県
市町村

（企画部地域・離島課）

8
地籍調査の促進

7,365 順調
　那覇市において４地区の調査を実施し、地籍図根三角測量、
一筆地調査、一筆地測量、地積測定、地籍図及び地籍簿作成等
の作業を進めた。

市町村（企画部県土・跡地利用対策
課）

○密集市街地等の整備改善と避難地の確保

7
避難地としての都市公園整備

2,582,153 概ね順調
　県営都市公園（沖縄県総合運動公園、平和祈念公園等）にお
いて、用地取得や園路等の整備を行った。また、県は市町村都
市公園事業に対し助言を行った。

県
市町村（土木建築部都市公園課）
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

257箇所
(22年度）

299.0箇所 302.0箇所 328.0箇所

　当該施策の推進状況は、「概ね順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○緊急物資輸送機能の確保
・災害防除(道路)については、県管理道路はその多くが復帰後に建設されており、老朽化の進行により今後も要対策箇所が増えることが見込
まれる。
・無電柱化推進事業については、沖縄総合事務局が「沖縄ブロック無電柱化推進協議会」を開催し、関係機関（国、県、市町村、電線管理
者）が共に沖縄県内での無電柱化推進に向け取り組んでいる。
・離島空港における耐震化対策等の推進については、ソフト対策として避難計画や業務継続計画（A2-BCP）の策定が完了したことから、今後
は建物や空港土木施設等の耐震補強に取り組む。
・那覇港の整備については、大規模災害が生じた場合、海上からの緊急輸送物資の輸送による災害支援救援活動に支障が生じないように、引
き続き臨港道路(液状化対策)等の整備に取り組む必要がある。

○密集市街地等の整備改善と避難地の確保
・避難地としての都市公園整備については、公園整備を行うにあたり公園用地の確保が必要となるが、用地取得や物件補償において、事業へ
の理解が得られないことや代替地が確保できない等の理由から、地権者等の同意を得るまでに長期間を要している。
・地籍調査の促進については、沖縄県の地籍調査の進捗率は98.6％となっており、全国52％及び九州77.2％に比べ全国平均を大幅に上回る進
捗率で地籍調査が進んでいるため、各省計上予算の割り当てが他都道府県に比べ低くなっている。
・雨水等の有効利用による災害時生活用水確保の促進については、市町村の避難所等における防災対策として重要な取組であるが、整備費用
の制約があり、老朽化施設の更新時期に合わせた整備を念頭に、中長期計画として取り組む内容となることから普及の促進は容易ではない。

　外部環境の分析
○緊急物資輸送機能の確保
・災害防除(道路)については、近年の集中豪雨や大型台風等の自然災害により、予測できない箇所で道路法面の土砂崩れや道路の冠水が発生
している。
・無電柱化推進事業については、令和３年12月に沖縄ブロック無電柱化推進計画(８期)の合意区間が決定した。
・那覇港の整備については、荷役関係者から上屋の老朽化やふ頭内道路の不陸により荷役作業に支障が出ているとの意見がある。上屋の老朽
化に関する緊急修繕が増えている。
・港湾施設の耐震化の推進については、中城湾港（新港地区）の橋梁耐震化整備において、海洋生物の繁殖時期に配慮した施工期間の設定
や、港湾利用者の支障とならないように安全対策等を行う必要がある。

○密集市街地等の整備改善と避難地の確保
・地籍調査の促進については、那覇市が事業を実施している地区は、密集市街地で筆数が多く、一筆当たりの面積が小さいうえに権利関係が
錯綜していることから、地価が高く地権者の権利意識が強いため、調査が難しい状況である。
・雨水等の有効利用による災害時生活用水確保の促進については、平成26年に「雨水の利用の推進に関する法律」が施行され、平成27年には
国の「雨水の利用の推進に関する基本方針」及び「国等における雨水利用の施設の設置に関する目標」が定められた。また、地方公共団体へ
の参考資料として「雨水利用の推進に関するガイドライン」が示されている。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・無電柱化整備総延長（災害時のライフライン確保）については、電線共同溝の整備にあたり、関係機関との調整に時間を要したことが要因
の一つと考えられる。
・離島空港施設の耐震化率については、新型コロナウイルス感染症による渡航制限等の影響により、地震観測調査の着手時期が遅れ、後続の
工程に影響を与えたことが要因である。
・港湾臨港交通施設における橋梁の耐震化率については、中城湾港（新港地区）の橋梁耐震化整備において、環境保全のため海洋生物の繁殖
時期に配慮する必要があることから、工事可能期間に制限がある。

状
況
説
明

　避難地に位置づけられている都市公園数は、計画値303箇所に対し、直近の実績値（令和２年度）は330箇所となっている。また、
令和３年度実績も330箇所となる見込みである。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 66.7%
施策推進状況 概ね順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 50.0%

42.0%
元年度

状
況
説
明

　港湾臨港施設における橋梁の耐震化率については、Ｒ３年度の実績が50％と目標値を下回った。

6

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

330.0箇所
Ｒ2年度

330.0箇所
Ｒ2年度

303箇所
達成

担当部課名 土木建築部都市公園課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

避難地に位置づけられている都
市公園数

5

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

50.0%
２年度

50.0%
3年度

67.0%
32.0%

担当部課名 土木建築部港湾課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

港湾臨港交通施設における橋梁
の耐震化率

―
42.0%
29年度

42.0%
30年度
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○緊急物資輸送機能の確保
・災害防除(道路)については、道路防災カルテによる点検を毎年度実施し、危険箇所の早期発見早期防除に努める。
・無電柱化推進事業については、「沖縄ブロック無電柱化推進協議会」にて、関係機関（国、県、市町村、電線管理者）と情報共有を図り、
新たな合意区間を含め、無電柱化の推進に連携して取り組む。
・離島空港における耐震化対策等の推進については、ソフト対策として避難計画や業務継続計画（A2-BCP）の策定が完了したことから、今後
は建物や空港土木施設等の耐震補強に取り組む。
・那覇港の整備については、延命化に関する工事は順調に実施しているが、進行する老朽化に対応するため、早期の対策実施を図れるよう努
める。また、国に対し、計画通りの事業実施を要望するとともに、引き続き臨港道路（液状化対策）の整備に取り組む。さらに、緊急輸送物
資に係る更なる施設機能向上のため、無電柱化整備の検討に取り組む。
・平良港の整備については、引き続き国や宮古島市に対し早期整備等の要望を行うなど事業の促進を図る。
・港湾施設の耐震化の推進については、平良港耐震強化岸壁整備に関して、引き続き国や宮古島市に対し早期整備等の要望を行うなど事業の
促進を図る。また、中城湾港（新港地区）の橋梁耐震化整備において、海洋生物の繁殖時期を避けた施工期間を検討し生物の保全に配慮する
ほか、港湾利用者の支障とならないように安全対策等を行う必要がある。

○密集市街地等の整備改善と避難地の確保
・避難地としての都市公園整備については、公園整備に関して、引き続き公園用地取得に向け、地権者等の同意が得られるよう粘り強く交渉
を続けるとともに、市町村を通じて地元自治会、関係者等の協力を得ながら事業を推進する。また、整備の効果が早期に発現できるよう部分
的な供用開始に取り組む。
・地籍調査の促進については、国土調査事業十箇年計画における重点５分野の施策と連携し地籍調査を推進する。
・雨水等の有効利用による災害時生活用水確保の促進については、沖縄県の作成した雨水貯留施設のモデル仕様及び国等の先導的取組に関す
る市町村への情報提供を継続して実施する。また、災害時の生活用水を確保するため、水関連イベント等において、雨水利用に関するリーフ
レット等を配布し、 雨水利用に関する県民への普及啓発に取り組む。

[成果指標]
・無電柱化整備総延長（災害時のライフライン確保）については、「沖縄ブロック無電柱化推進協議会」にて、関係機関（国、県、市町村、
電線管理者）と情報共有を図り、新たな合意区間を含め、無電柱化の推進に連携して取り組む。
・離島空港施設の耐震化率については、離島地域のため、渡航制限や入札不調などの不測の事態に備えるため、早期発注・早期着手の観点で
業務改善に取り組む。さらに上記を踏まえ、令和4年度も引き続き、耐震化対策を進める。
・港湾臨港交通施設における橋梁の耐震化率については、環境保全のため工事可能期間に制限があることから、契約に向けた詳細工程の構
築、関係機関との調整等を事前に行うなど、工事着手までの下準備を事前に整え、事業の進捗を図る。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

4
橋梁長寿命化修繕事業(市町村
道) 1,400,489 順調

　各市町村の橋梁長寿命化計画に基づき、55橋の補修・耐震補
強又は架替工事を行った。また、22市町村において、定期点検
を実施した。

市町村
（土木建築部道路管理課）

3
橋梁長寿命化修繕事業(県道等)

2,263,227 順調 　県管理道路橋の補修・補強等を45箇所実施した。 県
（土木建築部道路管理課）

2
公共建築物の耐震化の促進

0 順調
　耐震改修促進計画が未策定市町村（伊平屋村、与那国町）へ
計画の策定を促した。県及び市町村の災害時の防災拠点となる
建築物の耐震化を働きかけた。

県
市町村（土木建築部建築指導課）

○公共施設等における耐震化対策の推進

1

公営住宅整備事業(県営住宅耐震
化) 5,217,385 順調

　県営南風原第二団地、平良北団地で現行の耐震性を有さない
住棟の除却が計画どおり実施され、また、県営南風原第二団地
（第２期）、大謝名団地（第３期）が完成したため、県営住宅
等の耐震化が図られた。

県
市町村（土木建築部住宅課）

関係部等 土木建築部、教育庁、子ども生活福祉部、農林水産部、企業局、保健医療部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化

施策 ③　生活基盤等の防災・減災対策

対応する
主な課題

②沖縄県は亜熱帯海洋性気候に属し、年平均降水量が全国平均を上回っていることに加え、台風常襲地帯であることから、河川の
はん濫や土砂災害、高潮被害などが発生しており、自然災害から県民の生命と財産を守るため、予防的対策を含む生活基盤の機能
維持・強化や地震・津波対策、治水・土砂災害・高潮対策等の防災・減災対策に取り組む必要がある。

⑥災害発生時には、住民が迅速かつ適確な避難行動をとることが重要であり、避難場所や避難経路の確保が求められる。また、緊
急輸送機能を持つ施設の整備が求められる。

⑦沖縄県は、台風常襲地帯であること等の地域性から鉄筋コンクリート造の住宅が多く、木造住宅と比較して耐震診断・改修費用
が高く所有者負担が大きいことから民間住宅の耐震化が立ち遅れている。

⑧緊急輸送道路や避難路の沿道にある民間特定建築物については、災害時における多数の者の円滑な避難、救急、消防活動の実施
等の観点から耐震化を促進する必要がある。

⑨大規模な地震発生の際に災害応急対策の拠点や避難所となる庁舎、病院、学校の体育館、社会福祉施設等の建築物及び多数の者
に危険が及ぶおそれのあるホテル等の建築物については、耐震診断・改修等を進めていく必要がある。

⑩島嶼県である本県において上水道施設が地震等により被災した場合、他府県からの支援等が困難であり、広範囲かつ長期にわた
る断水の発生が予測されることから、老朽化施設の計画的な更新、耐震化を進めていく必要がある。

⑪都市部における土地の高度利用等による雨水浸透量や貯留能力の減少が雨水流出量の増大を招き、既設の排水設備では、十分な
雨水排除が出来ない地域がある。

⑫台風発生時に高潮・波浪等による被害が想定される海岸や老朽化等により機能が確保されていない海岸保全施設については、施
設の新設・改良等により防護機能を確保する必要がある。

⑬避難誘導体制の強化のため、各種災害の発生を想定したハザードマップの作成等が重要である。

⑮季節風、潮風、飛砂等の被害から住宅、農地等を保全するための、防風保安林、潮害防備保安林の整備が求められている。

⑯台風等による波浪や地震・津波等に対して安全性が確保されていない漁港施設の機能強化が求められている。
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18
水道施設整備事業

5,327,378 概ね順調
　那覇市等30事業体で老朽化した水道施設の更新・耐震化等の
整備を実施した。また県は各事業体へ老朽化施設の計画的な更
新、耐震化等への取組等について指導・助言を行った。

市町村
（保健医療部衛生薬務課）

○水道施設の耐震化対策

17
水道施設の整備

5,896,244 順調
　名護浄水場整備（沈澱池設備工事等）、北谷浄水場整備（粒
状活性炭池耐震補強工事等）、本部～伊江送水管布設工事等を
実施した。

県
（企業局配水管理課）

○民間住宅・建築物等の耐震化促進

16
民間住宅・建築物の総合的な耐
震化対策 28,214 概ね順調

　コンクリートブロック塀に関する動画作成・公開や、補強方
法等のセミナー実施による耐震化の普及啓発及び耐震相談窓口
を設置した。また、簡易診断技術者等の派遣による耐震化の普
及啓発を図るとともに、ホテル等の民間建築物の耐震改修に対
する費用の支援を行った。

県
市町村
民間（土木建築部建築指導課）

15
水産物供給基盤機能保全事業

1,132,526 順調
　波照間地区において、防波堤の耐波性能強化の工事を実施し
た。また、糸満南地区等において、機能保全計画に基づき、防
波堤や岸壁等保全工事を実施した。

県
市町村（農林水産部漁港漁場課）

○水産基盤施設における防災対策の強化

14
漁港防災対策支援事業

0 順調

　平成27年度までに、計画していた２地区（渡名喜地区の避難
施設整備及び佐良浜地区の避難誘導灯など）の整備が完了し
た。また、両地区におけるハザードマップの作成が完了し、地
域住民の避難時の安全性が確保された。

県
市町村（農林水産部漁港漁場課）

○社会福祉施設等の耐震化

13
障害児者福祉施設整備事業費

166,266 大幅遅れ
　社会福祉法人等が行う障害福祉施設等の整備に要する経費の
一部を補助する。

県（子ども生活福祉部障害福祉
課）

12

特別支援学校施設塩害防止・長
寿命化事業 63,273 大幅遅れ

　安全で環境に配慮した教育基盤を整備するため、実施予定面
積である2,557㎡のうち1,022㎡（繰越事業のため、支出済額か
ら出来高を算出）の塗装改修及び屋根防水改修を実施した。実
施出来なかった1,235㎡については次年度に繰越して実施する。

県
（教育庁施設課）

11

高等学校施設塩害防止・長寿命
化事業 298,033 大幅遅れ

　安全で環境に配慮した教育基盤を整備するため、県立学校施
設10,870㎡の塗装改修及び屋根防水改修を実施した。

県
（教育庁施設課）

10
高等学校施設整備事業

1,576,716 順調
　安全安心な教育基盤確保のため、老朽化した高等学校施設
16,785㎡の改築を行った。

県
（教育庁施設課）

○学校施設の耐震化対策の推進

9
公立小中学校施設整備事業

2,323,813 やや遅れ
　公立小中学校施設の耐震化を推進するため、設置主体の市町
村と連携して旧耐震基準で建設された老朽校舎の解消及び施設
環境の向上を図る。

県
市町村（教育庁施設課）

8 海岸堤防等老朽化対策緊急事業 175,677 やや遅れ
　宜野湾市の伊佐海岸（L=91m）及び、うるま市の中城湾港海岸
（豊原地区）(水叩きL=148m）について、機能の強化又は回復の
ため、老朽化した海岸保全施設（堤防）の整備を行った。

県
（土木建築部海岸防災課）

7

下水道事業(長寿命化・地震対
策) 8,772,726 大幅遅れ

　県管理流域下水道において、主要管渠の老朽化及び耐震対策
（管更生）を実施した。
　また、下水道事業実施市町村へ補助金等を交付し、10市町村
において、老朽化した下水道施設の改築を行った。

県
市町村

（土木建築部下水道課）

6
治水施設の機能維持(長寿命化対
策) 351,558 順調

　対象５ダムにおいて、長寿命化計画に基づき機器及び機械設
備の更新を実施した。
　可動堰の維持のため、施設の点検を行った。

県
（土木建築部河川課）

5
モノレール施設長寿命化事業

154,893 概ね順調
　首里駅及び入出庫箇所の分岐器修繕工事及び道路法に基づく
定期点検を行った。

県（土木建築部都市計画・モノ
レール課）

-257-



様式２（施策）

27
漁港海岸保全施設整備事業

160,000 順調 　海岸保全施設の整備を伊是名漁港海岸で実施した。
県

市町村（農林水産部漁港漁場課）

26
高潮対策事業

64,945 順調
　北谷町の北前海岸（L=38m）において、高潮対策のための海岸
保全施設(護岸）の整備を行った。

県
（土木建築部海岸防災課）

○高潮等対策

25
津波・高潮警戒避難体制の整備
事業 0 やや遅れ

　市町村に対して津波ハザードマップを提供するなど、津波ハ
ザードマップ作成の支援を行った。

市町村
（土木建築部海岸防災課）

24
治山事業

838,825 やや遅れ

　季節風、台風被害による潮風害から、民家、畑又は公共施設
等を保全するため防風・防潮林の整備を行った。
　７地区において、1.24haを造成及び改良することにより、防
風・防潮林の機能強化を行った。
　また、整備した防風・防潮林の保育のほか山地災害対策等を
行った。

県
（農林水産部森林管理課）

23
地すべり対策事業

892,774 順調
　地すべり対策事業で当間地区を含む計13地区、自然災害防止
事業で首里崎山地区を含む計５地区の地すべり対策施設の整備
を行った。

県
（土木建築部海岸防災課）

22
砂防事業

102,753 大幅遅れ
　安和与那川、饒波川、東屋部川、小兼久川、の整備を行っ
た。

県
（土木建築部海岸防災課）

○土砂災害対策

21
急傾斜地崩壊対策事業

441,324 順調
　島袋地区、渡嘉敷(3)(4)地区等の急傾斜地崩壊対策施設の整
備を行った。

県
（土木建築部海岸防災課）

20
下水道事業(浸水対策)

0 大幅遅れ
　那覇市など15市町村において、雨水管の整備等の浸水対策を
行った。そのうち、与那原町では、下水道による浸水被害を解
消すべき地区の整備が完了した。

市町村
（土木建築部下水道課）

○治水対策、都市の浸水対策

19

治水対策(河川改修、情報提供
等) 2,644,933 順調

　国場川、小波津川など19河川で洪水被害の防御のための河川
整備として、用地補償及び護岸工事等を実施した。河川情報基
盤は雨量計、水位計の更新を行った。

県
（土木建築部河川課）

-258-



様式２（施策）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

87.0㏊

状
況
説
明

　海岸保全施設の整備による高潮対策等の防護面積は、基準値58.9haに対して改善幅29.3ha、現状値88.2ha（前年度から0.2haの推
進）となり、R3年度目標値92.7haを達成出来なかった。

5

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

88.0㏊ 88.2㏊ 92.7㏊
86.7%

担当部課名 土木建築部海岸防災課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

防護面積（高潮対策等）
58.9㏊
（23年度）

86.4㏊ 86.7㏊

R3(A) R3(C)

重要な幹線等の耐震化率（下水
道）

17.0%
（22年度）

42.9%
27年度

46.7%
29年度

47.0%
30年度

状
況
説
明

　重要な幹線等の耐震化率（下水道）については、計画値49.8％に対し実績値47.2％（R２年度）となっており、達成状況92.1％に達
している。

65箇所
（全体箇
所）
（23年）

30.0箇所 35.0箇所 40.0箇所

状
況
説
明

　令和３年度末の道路法面等危険除去箇所数は計画50箇所に対して、実績51箇所であり計画値を達成した。危険箇所除去により、安
全で安心な道路ネットワークの形成に寄与した。

4

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

46.5%
R元年度

47.2%
R２年度

49.8%
92.1%

担当部課名 土木建築部下水道課

H30 R元 R2

状
況
説
明

　多数の者が利用する建築物の耐震化率については実績値が94.2％（令和２年度）と目標値（95.0％）から僅か0.8％足りなかった。
しかし、実績値は令和２年度に算出した耐震化率であり、耐震診断・改修等に係る相談窓口の設置や、沖縄県民間建築物耐震診断・
改修等補助金事業を実施していることから、令和３年度の実際の実績値は順調に推移していると思われる。

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

2

45.0箇所 51.0箇所
50箇所除
去 達成

担当部課名 土木建築部道路管理課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

道路法面等危険除去箇所数

94.2%
R2年

95.0%
93.0%

担当部課名 土木建築部建築指導課

多数の者が利用する建築物の耐
震化率

83.5%
（17年）

91.5%
28年

91.5%
28年

91.5%
28年

91.5%
28年

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

土木建築部住宅課

　当初計画通り県営南風原第二団地、県営平良北団地の除却を行い、県営大謝名団地（第３期）、県営南風原第二団地（第２期）が
完成したため、耐震化が図られた。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

耐震化が必要な県営住宅棟の耐
震化率

89.8%
（23年度）

92.2% 92.9% 93.2% 93.2% 94.6% 93.9%
達成

担当部課名

状
況
説
明
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59.4%
30年度

状
況
説
明

　下水道による都市浸水対策達成率は、計画値61.2％に対し、実績値60.3％（R2年度実績）と、0.9ポイント下回っている。浸水対策
は、各市町村が雨水管の整備を行っており、整備計画の遅れにより計画値を下回っているが、順調に改善していくと見込まれる。

11

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

59.6%
R元年度

60.3%
R２年度

62.1%
79.1%

担当部課名 土木建築部下水道課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

下水道による都市浸水対策達成
率

53.5%
（22年度）

57.4%
27年度

59.4%
30年度

R3(A) R3(C)

主要９河川での浸水想定面積
約234㏊
（22年度）

234ha
22年度

234ha
22年度

234ha
22年度

状
況
説
明

　河川整備は、下流から整備するという事業の特殊性から、事業効果を上げるのに時間を要している。また、建築物が近接する都市
部での施工に時間を要すること、用地買収の難航及び米軍用地の返還・共同使用等に向けた協議に時間を要していること、浸水発生
要因箇所まで整備が到達していない等の理由から浸水想定面積の大幅な減少には繋がっていない。

23%
(22年)

24.7%
28年度

25.8%
29年度

26.8%
30年度

状
況
説
明

　平成28年度に耐震化率が減少したため、令和2年度計画値への達成は遅れている状況である。しかしながら、継続して管路の更新、
耐震化に取り組んでおり、基幹管路の耐震化は着実に進捗している。

10

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

234ha
22年度

197ha 約56㏊
20.8%

担当部課名 土木建築部河川課

H30 R元 R2

85.1%
25年

状
況
説
明

　住宅の耐震化率については実績値が91.0％（30年）と目標値（95.0％）を達成できなかった。しかし、実績値は平成30年度の国の
統計を元に算出した住宅の耐震化率であり、住宅の耐震化率向上のため、耐震診断・改修に係る普及啓発、相談窓口、簡易診断技術
者派遣事業、簡易診断の技術者育成事業を実施していることから、実際の実績値は順調に推移していると思われる。

9

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

29.3%
R1年度

30.0%
R2年度

36.0%
未達成

担当部課名 企業局配水管理課、保健医療部衛生薬務課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

基幹管路の耐震化率（上水道）

8

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

85.1%
25年

91.0%
30年

95.0%
69.2%

担当部課名 土木建築部建築指導課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

住宅の耐震化率
82%
（20年）

85.1%
25年

85.1%
25年

R3(A) R3(C)

障害児・者入所施設の耐震化率
（旧耐震化基準施設の耐震化
率）

69.5%
（22年度）

94.3% 94.3% 94.3%

状
況
説
明

　障害者支援施設及び障害児入所施設合計54施設のうち、98.1％（53施設）の施設が耐震化済みである。

79.9%
（24年）

92.9%
H30.4

94.2%
H31.4

96.2%
R2.4

状
況
説
明

　公立学校について校舎改築事業等を実施した結果、令年２度において新たに17棟の耐震化が図られ、耐震化率は97.8％（速報値）
と基準値に比べ17.9％改善した。

7

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

98.1% 98.1% 100.0%
93.8%

担当部課名 子ども生活福祉部障害福祉課

H30 R元 R2

6

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

96.8%
R3.4

97.8%
R4.4

100.0%
89.1%

担当部課名 教育庁施設課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

公立学校耐震化率
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16

60.0%

担当部課名 土木建築部海岸防災課

H30 R元 R2

状
況
説
明

　津波高潮ハザードマップ作成市町村数は基準値36市町村に対して改善幅3市町村、現状値39市町村となり、令和３年度目標値41市町
村に対して達成出来なかった。

R3(A) R3(C)

津波高潮ハザードマップ作成市
町村数

36市町村
（25年度）

38.0市町村 38.0市町村 38.0市町村

533㏊
(23年度)

558.5ha 559.6ha 561.0ha

39.0市町村 39.0市町村 41市町村

状
況
説
明

　実施困難な箇所もあるため、目標値の達成は困難な状況である。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

30%

状
況
説
明

　土砂災害危険箇所整備率（地すべり対策事業）は、計画値の36%に対し実績値30%であり、目標値を達成できなかった。
　なお、施設の老朽化等により、再度施設整備の必要が生じた箇所について対策を行っており、過年度整備時に一度整備済みとして
いるため整備率に反映することができないが、令和3年度実績で計18箇所について整備に着手し、着実に事業を推進している。

15

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

562.7ha 563.9㏊ 593㏊
51.5%

担当部課名 農林水産部森林管理課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

防風・防潮林整備面積

14

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

30% 30% 36.0%
50.0%

担当部課名 土木建築部海岸防災課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

土砂災害危険箇所整備率
（地すべり対策事業）

24%
(23年度）

28% 29%

R3(A) R3(C)

土砂災害危険箇所整備率
（砂防事業）

21%
(23年度）

22.0% 22.0% 23.0%

状
況
説
明

　土砂災害危険箇所整備率（砂防事業）については、計画値24%に対して実績値23.3%と目標を達成できなかった。

13%
(23年度）

16% 16% 16%

状
況
説
明

　土砂災害危険箇所整備率（急傾斜地崩壊対策事業）については、計画値16%に対し実績値16%であり、目標を達成した。

13

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

23.0% 23.3% 24.0%
76.7%

担当部課名 土木建築部海岸防災課

H30 R元 R2

12

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

16% 16% 16.0%
達成

担当部課名 土木建築部海岸防災課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

土砂災害危険箇所整備率
（急傾斜地崩壊対策事業）
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○公共施設等における耐震化対策の推進
・公営住宅整備事業(県営住宅耐震化)については、昭和54～61年の建設ピーク時の公営住宅が整備から35～40年経過しようとしており、更新
時期を迎える公営住宅が急激に増加する見込みである。昭和56年以前に建設された県営住宅は現在の耐震基準を満たしておらず、又、塩分含
有量の多い骨材が使用された可能性が高いことから、老朽化が著しい建物が多い。
・公共建築物の耐震化の促進については、公共建築物の耐震化に関して、市町村は計画を策定するよう努める必要があるが、一部の離島市町
村では耐震改修促進計画が未策定となっている。災害時の防災拠点となる建築物のうち耐震診断結果の報告を公表している建築物について、
耐震化の促進を図る必要がある。
・橋梁長寿命化修繕事業(県道等)については、県管理の道路橋は678橋（50年以上は、79橋で11.6%）あり、その多くが復帰後に建設されてい
る。今後、修繕費の増大が予測されることから、最も効率的効果的な維持修繕を行わなければならない。
・橋梁長寿命化修繕事業(市町村道)については、市町村の管理する橋梁は、その多くが復帰直後に建設されており、老朽化橋梁が急速に増加
することが懸念される。そのため、早急に修繕等の対応が必要なこれらの施設に対して計画的集中的な修繕等を実施することが必要であるた
め、効果的な指導監督に取組む必要がある。市町村では、橋梁点検及び修繕に精通する職員が不足している。
・モノレール施設長寿命化事業については、現行の長寿命化修繕計画が令和３年までとなっているため、見直しが必要となっている。
・治水施設の機能維持(長寿命化対策)については、建設から35年を超えるダムもあり、設備の老朽化が見られている。
・下水道事業(長寿命化・地震対策)については、下水道事業は、事業開始から40年以上経過し、既存施設の増大、施設の老朽化、耐用年数の
超過等の課題がある。これらのストックを効果的に改築更新、耐震化に取り組まなけければならないが、財政的に脆弱な自治体では人員予算
が限られてる。公共下水道では、下水道区域内の下水道管渠整備、老朽化対策、浸水被害が発生している箇所の対策を優先する必要がある。
・海岸堤防等老朽化対策緊急事業については、海岸保全施設の適切な維持管理を目指すため、施設の点検、修繕等に関する長寿命化計画を策
定する必要がある。海岸堤防等には、他の管理者が管理する樋門や函渠等が設置されていることがあり、海岸堤防等を改良する際に、関係機
関との協議に多くの労力を要する。

○学校施設の耐震化対策の推進
・公立小中学校施設整備事業については、施設整備にかかる事業の前倒しを研修会や通知等により市町村へ働きかけているところだが、市町
村教育委員会の財政が厳しく、毎年度の市町村予算の確保が厳しい状況の中で、公立学校施設の改築や改修をどれだけ効率良く事業を行うこ
とができるか等の課題がある。
・高等学校施設整備事業については、実施事業に関して、工事の出来高が順調に推移したことから、県立高等学校施設の改築事業量が増加し
た。
・高等学校施設塩害防止・長寿命化事業については、前年度中に学校と発注時期の調整を行ったが、発注前に再度調整を行う必要がある。
（他工事の進捗状況により、発注時期が前後するため）前年度中に学校と発注時期の調整を行ったが、工事期間中には細かな日程調整が必要
となる。（騒音が発生する工事、悪天候により工事ができない期間が発生するため）
・特別支援学校施設塩害防止・長寿命化事業については、前年度中に学校と発注時期の調整を行ったが、発注前に再度調整を行う必要があ
る。（他工事の進捗状況により、発注時期が前後するため）前年度中に学校と発注時期の調整を行ったが、工事期間中には細かな日程調整が
必要となる。（騒音が発生する工事、新型コロナウイルス感染症による車両等の乗入制限がでてくる可能性があるため）

○社会福祉施設等の耐震化
・障害児者福祉施設整備事業費については、入所施設の耐震化については概ね完了しており、今後は老朽化した施設の建替え需要などが見込
まれる。離島地域を含め、グループホームが全県的に不足している状況であり、障害種別に応じたミスマッチなどがあると考えられる。

○水産基盤施設における防災対策の強化
・漁港防災対策支援事業については、平成27年度までに渡名喜地区において津波避難施設並びに渡名喜及び佐良浜両地区において避難誘導標
識、避難誘導灯及びハザードマップの整備が完了したことにより、避難対象者の安全確保が可能となった。関係市町村へのハザードマップ等
の必要性を認識してもらう必要がある。
・水産物供給基盤機能保全事業については、今後、既存施設の更新費用は増加することが見込まれることから、更新コストの縮減等を図る必
要がある。

○民間住宅・建築物等の耐震化促進
・民間住宅・建築物の総合的な耐震化対策については、沖縄県の住宅で約９割を占めている鉄筋コンクリート造の住宅は、耐震診断等の費用
が木造住宅に比べて高くなるため、耐震診断等の実施が低調の要因となっている。沖縄県における住宅建築物の耐震診断等の補助要綱を策定
している市町村数は13で、策定率は約32％しかなく、全国平均の88％に遠く及ばない状況である。

○水道施設の耐震化対策
・水道施設の整備については、本土復帰後、年々増大する水需要に早急に対処するため、早急に進めてきた。これらの水道施設の経年化が進
み大量に更新時期を迎えるため、計画的な施設の更新が必要である。

○治水対策、都市の浸水対策
・治水対策(河川改修、情報提供等)については、河川整備は、下流側から整備するという事業の特殊性から、事業効果をあげるには多大な期
間を要する。河川情報基盤の整備において、関係機関との調整事項が多いことから時間を要する。
・下水道事業(浸水対策)については、厳しい財政状況下で、市町村では、概成期限のある汚水を排除するための管渠整備を優先せざるを得な
い。浸水対策では、浸水被害が現に発生している箇所への対応となっていることから、道路冠水等比較的軽微な他の地域の対策が遅れてい
る。

○土砂災害対策
・急傾斜地崩壊対策事業については、近年、集中豪雨等が増加傾向にあることから、対策の必要性が高まっているが、対策工事について関係
地権者の同意を得ることに時間を要している。
・砂防事業については、用地交渉において、未相続案件が多く、県外、国外にも関係相続人が存在していることから、交渉にあたる職員の十
分な人数の確保が困難である。
・地すべり対策事業については、地すべり危険箇所に多数の住宅や道路、公共施設等が密集しており、対策の必要性は高いが、対策工事につ
いて関係地権者からの同意を得ることに時間を要している。
・治山事業については、確実な事業執行のため、事業実施に必要な保安林の指定、施工同意等諸条件の早期解決を図る必要がある。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 51.9%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 18.8%
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○高潮等対策
・津波・高潮警戒避難体制の整備事業については、「津波防災地域づくりに関する法律」の制定に伴い、津波ハザードマップ作成が義務化さ
れたが、想定される津波浸水の影響が比較的小さい地域において、取り組みに遅れが見られる。
・高潮対策事業については、ブロック製作ヤード確保のための関係機関との調整に、不測の期間を要し進捗が遅れた。
・漁港海岸保全施設整備事業については、効果的かつ効率的に事業を実施するためには、整備する施設について優先順位を考慮する必要があ
る。

　外部環境の分析
○公共施設等における耐震化対策の推進
・公共建築物の耐震化の促進については、国の耐震診断等の促進を図るための基本的方針が令和３年12月21日に改正され、公共建築物等の耐
震診断義務付け建築物の耐震化率は令和７年までに概ね解消することが目標となった。平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震、令和
３年の福島沖地震等の発生を受け、公共建築物の耐震化を促進することが求められている。
・橋梁長寿命化修繕事業(県道等)については、道路法令の改正（平成26年7月施行）により、道路橋の定期点検（５年に１回）の実施が定め
られた。防災減災、国土強靭化のための５ヶ年加速化対策に伴い、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策」による
対策が見込まれる。
・橋梁長寿命化修繕事業(市町村道)については、道路法令の改正（平成26年７月施行）により、橋梁の定期点検（５年に１回）の実施が定め
られた。
・モノレール施設長寿命化事業については、沖縄都市モノレールインフラ部は、高温多湿であることや台風時の飛来塩分など沖縄独特の厳し
い自然環境により鋼構造物の腐食劣化が生じやすい。
・治水施設の機能維持(長寿命化対策)については、各ダムの共同管理者との連携が必要である。
・下水道事業(長寿命化・地震対策)については、持続的な汚水処理のため、国からストックマネジメント計画に基づき、改築修繕を実施する
要請があるが、まだ策定していない市町村がある。計画策定後に老朽化対策及び耐震化等を実施する際の交付金が漸減している。
・海岸堤防等老朽化対策緊急事業については、平成26年6月に海岸法の一部が改正され、海岸管理者は海岸保全施設を良好な状態に保つよう
維持修繕し、海岸の防災に支障を及ぼさないよう努めることが新たに義務づけられた。

○学校施設の耐震化対策の推進
・高等学校施設塩害防止・長寿命化事業、特別支援学校施設塩害防止・長寿命化事業については、台風被害などで、建築年数の浅い建物でも
雨漏り修繕の要望が学校側から挙げられている。

○社会福祉施設等の耐震化
・障害児者福祉施設整備事業費については、全国的に施設から地域への移行を推進する流れになってきており、Ｈ30年度からは、より重度の
障害者方でも地域生活ができるよう、日中支援型共同生活援助など、国の制度においても新たな類型が創設されている。

○水産基盤施設における防災対策の強化
・漁港防災対策支援事業については、東日本大震災の発生から11年が経過し、防災意識の低下が危惧されている。避難タワー等ハード施設に
ついて従来事業と別に新規事業が創設されたため、関係市町村に周知を行う。
・水産物供給基盤機能保全事業については、本県における漁港整備は昭和47年以降本格的に進めてきたところであるが、供用開始から30年程
度以上経過した施設については老朽化による施設の機能低下が懸念されるため、計画的な老朽化対策が必要である。

○民間住宅・建築物等の耐震化促進
・民間住宅・建築物の総合的な耐震化対策については、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震、令和３年の福島沖地震の発生を受
け、県民からの住宅建築物の耐震性に関する相談があるものの、相談数は鈍化してきている。

○水道施設の耐震化対策
・水道施設の整備については、島嶼県である本県において、上水道施設が地震等により被災した場合、他府県からの支援等が困難であり、広
範囲かつ長期にわたる断水の発生が予測されることから、水道施設の耐震化等が必要である。
・水道施設整備事業については、上水道事業と簡易水道事業との統合及び集計方法の見直しにより、耐震化されていない管路延長が増えたた
め、耐震化率が計画値より低い値となっている。

○治水対策、都市の浸水対策
・治水対策(河川改修、情報提供等)については、近年は豪雨が多発する傾向にあり、迅速な情報提供が求められている。
・下水道事業(浸水対策)については、流域治水関連法案が改正され、流域内の関係者全員による協働により浸水の対策強化が求められてい
る。区画整理事業や埋立事業に合わせた雨水管渠等の整備については、関連事業の進捗に応じた整備となる。相続に伴い、雨水貯留施設等を
整備する用地の確保に課題がある。

○土砂災害対策
・急傾斜地崩壊対策事業については、本事業の性質上、事業の効果が得られるのは、斜面上部又は下部に家屋等の保全対象施設を持つ地権者
であるケースが多く、対策施設が整備される斜面部の地権者は土地利用制限等が伴うことから、同意を得るのに時間を要している。
・砂防事業については、買収用地が山林地であることから用地単価の設定では他事業に比して低くなり関係地権者から単価不満があること
や、地権者の高齢化や県外、国外、または所有者不明、抵当権が設定されているなど、用地交渉に支障をきたしている。
・地すべり対策事業については、新規に整備すべき箇所について、地元住民との合意形成が不可欠であるが時間を要することが多い。
・治山事業については、事業着手後に生じる設計変更や施工方法に対する地元からの追加要望等諸課題の解決及び確実な事業執行のために早
期発注が必要である。地元からの要望があっても、保全対象が事業採択要件に満たないため、実施不可となる事がある。

○高潮等対策
・津波・高潮警戒避難体制の整備事業については、地域防災計画に位置付けのある各種警戒区域内にある要配慮者利用施設の避難確保計画策
定が津波防災地域づくり法や水防法、土砂災害防止法で定められている。
・高潮対策事業については、自然豊かな海岸を有する地域においては、事業を実施する海岸でそれぞれ異なる特性を持った環境及び周辺に生
息する生物へ配慮した計画策定が必要であり、さらに地域のニーズに合った海岸整備が求められる。
・漁港海岸保全施設整備事業については、伊是名地区における人工リーフ等の整備については、近隣海域にもずくの養殖場が多く点在してい
ることから、モズク養殖に支障がないよう十分に留意する必要がある。
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[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・多数の者が利用する建築物の耐震化率については、沖縄県は他県と比べ、木造住宅より鉄筋コンクリート造の住宅が多く、耐震診断や耐震
改修には、多額の費用を要するため、耐震化が進んでいない。また、沖縄県は他県より地震が少ないと認識されているため、県民の関心も薄
く、耐震化への取組みも遅れていると予想される。
・重要な幹線等の耐震化率（下水道）については、・下水道事業は、事業開始から40年以上経過し、既存施設の増大、施設の老朽化、耐用年
数の超過等の課題がある。これらのストックを効果的に改築・更新、耐震化に取り組まなけければならないが、財政的に脆弱な自治体では人
員・予算が限られてる。
・公共下水道では、下水道区域内の下水道管渠整備、老朽化対策、浸水被害が発生している箇所の対策を優先する必要がある。
・防護面積（高潮対策等）については、海岸堤防等には、他の管理者が管理する樋門や函渠等が設置されていることが多く、関係機関との協
議に不測の期間を要した。また、事業前、事業中の環境調査に加え、令和３年度においては、ブロック製作ヤード確保に不測の期間を要し、
進捗が遅れた。
・公立学校耐震化率については、耐震化が必要な学校施設が多い公立小中学校について、実施主体の市町村教育委員会の財政が厳しく、公立
学校施設の改築事業の予算確保が課題となっている。
・障害児・者入所施設の耐震化率（旧耐震化基準施設の耐震化率）については、法人において耐震化予算の確保が困難であるため。
・住宅の耐震化率については、沖縄県は他県と比べ、木造住宅より鉄筋コンクリート造の住宅が多く、耐震診断や耐震改修には、多額の費用
を要するため、耐震化が進んでいない。また、沖縄県は他県より地震が少ないと認識されているため、県民の関心も薄く、耐震化への取組み
も遅れていると予想される。
・基幹管路の耐震化率（上水道）については、上水道事業と簡易水道事業との統合及び集計方法の見直しにより、耐震化されていない管路延
長が増えたため、耐震化率が計画値より低い値となっている。
・主要９河川での浸水想定面積については、河川整備は、下流から整備するという事業の特殊性から、事業効果を上げるのに時間を要してい
る。また、建築物が近接する都市部での施工に時間を要すること、用地買収の難航及び米軍用地の返還・共同使用等に向けた協議に時間を要
すること、浸水発生要因箇所まで整備が到達していない等の理由から浸水想定面積の大幅な減少には繋がっていない。
・下水道による都市浸水対策達成率については、浸水対策を、各市町村が雨水管の整備を行っており、施工条件（用地取得など）の影響もあ
り、当初予定の整備計画に遅れが生じている。
・土砂災害危険箇所整備率（砂防事業）については、地権者の相続等、権利関係整理に時間を要していることから、事業進捗に遅れが生じ
た。また、新規整備だけではなく、過年度に整備が完了した既存施設の老朽化対策も推進して行く予定であるが、整備率に反映されない。
・土砂災害危険箇所整備率（地すべり対策事業）については、過年度に施設整備が完了した危険箇所内で、施設の老朽化等により再度施設整
備の必要が生じた箇所が年々増加しており、新規整備だけでなく、既存施設の緊急改築事業も推進しているところであり、整備率には反映さ
れていない。
・防風・防潮林整備面積については、地元からの事業要望があっても、事業の採択要件に合致しないなどの理由で実施可能箇所が減少してい
るため、目標値の達成は困難な状況である。
・津波高潮ハザードマップ作成市町村数については、未作成の自治体はいずれも、最大クラスの津波を想定したハザードマップに取り組んで
いる。津波を想定したハザードマップと併せ、総合的な防災マップ作成に時間を要している。
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Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

[主な取組]
○公共施設等における耐震化対策の推進
・公営住宅整備事業(県営住宅耐震化)については、公営住宅の整備について、公営住宅等ストック総合活用計画に基づき、効率的な建替事業
を推進していく。耐震基準を満たし、劣化の程度の低い住棟については、エレベーターや外壁等の改修工事を実施し、建物の長寿命化を図る
ことによりコスト縮減を図る。
・公共建築物の耐震化の促進については、耐震改修促進計画未策定の離島町村に対し、計画策定を支援する。県及び市町村会議を通して、耐
震化に係る交付金の制度の周知を行うなど、災害時に防災拠点となる公共建築物の耐震化の支援を行う。
・橋梁長寿命化修繕事業(県道等)については、引き続き、平成26年度から実施している法律に基づく定期点検を実施し、すべての県管理道路
橋の点検結果を記録把握する。また、新技術の活用や施設の集約化に関する方針について検討を行う。
・橋梁長寿命化修繕事業(市町村道)については、引き続き、研修･講習会への参加等の活用を積極的に呼びかけを行う。また、市町村道事業
説明会等により、国や県の橋梁点検要領等の情報提供や点検及び工事履歴等の記録保存体制の構築、外部委託の活用や各市町村間の情報共有
に関する助言を行う。
・モノレール施設長寿命化事業については、引き続き定期点検を通して、腐食劣化箇所の把握に努め、補修設計工事に取り組むことにより、
施設の長寿命化を図る。また、Ｒ４年度から長寿命化計画を更新するため、新計画の内容に添った補修を進める。
・治水施設の機能維持(長寿命化対策)については、ダム長寿命化計画に基づき維持管理を行う。
・下水道事業(長寿命化・地震対策)については、施設耐震化の取組は、順調に進捗しているが、ストックマネジメント計画へ移行していない
市町村に対するフォローアップを行うと共に、定期的な見直しを促進するなど、必要な助言等を行う。主要な避難施設等において優先的に耐
震化を図るため、重点的に予算措置を実施する。また、令和４年度からの「新たな振興計画」においても、下水道事業が抱える課題（老朽
化、耐震化等）を解決できるよう位置付け、進捗管理を実施する。
・海岸堤防等老朽化対策緊急事業については、海岸巡視の外部委託に取組み、効率的、効果的な海岸巡視を行い、海岸保全施設の防護機能の
強化または回復に繋げる。現場状況を確認し、他の管理者の施設等を十分調査したうえで、関係機関との調整を早期に実施し、事業進捗に遅
れが生じないよう取り組む。

○学校施設の耐震化対策の推進
・公立小中学校施設整備事業については、引き続き、市町村に対し施設整備事業の前倒しを研修会やヒアリング、通知等により働きかけ、学
校施設整備に係る所要額をとりまとめ、必要な予算確保や補助単価の引き上げ等について、県関係部局や国に働きかけ、老朽校舎の解消を図
る。また、予算繰越について、事業主体である市町村に対し、研修会やヒアリング等の中で更なる早期執行や執行体制の強化を促進し、改築
事業等の円滑な実施を働きかける。
・高等学校施設整備事業については、老朽化した高等学校施設の改築を引き続き進めていくことにより、安全安心な教育環境の整備を一層推
進する。
・高等学校施設塩害防止・長寿命化事業、特別支援学校施設塩害防止・長寿命化事業については、学校運営に支障をきたさないように、工事
の発注前及び工事期間中に細かな調整を行い、円滑に工事が行える体制を整える。工事期間の延長が起こりうることを想定して、工事の早期
発注に取り組む。

○社会福祉施設等の耐震化
・障害児者福祉施設整備事業費については、国庫補助金を活用した施設整備については、施設の状況等を踏まえ、緊急度の高い施設について
国との協議を進め、整備の促進を図る。

○水産基盤施設における防災対策の強化
・漁港防災対策支援事業については、災害発生時の地域住民の安全確保のため、渡名喜及び佐良浜両地区において整備された避難誘導標識等
避難関連施設及びハザードマップを避難訓練等で引き続き活用しつつ、地域住民に周知する。
・水産物供給基盤機能保全事業については、引き続き、適切な老朽化対策を実施するため、地元市町村や関係団体などと連携し、計画的な事
業実施に取り組む。さらに、今後の更新に掛かる予算の平準化を図るため、効率的なマネジメントを可能とするデータベース等の更新に努め
る。

○民間住宅・建築物等の耐震化促進
・民間住宅・建築物の総合的な耐震化対策については、住宅への簡易診断技術者派遣等事業を実施し、耐震診断等の普及啓発を図り、更に倒
壊危険性のある住宅については塩分分析調査と合わせて倒壊危険性調査を行い、除却や建替を促進する。ＨＰやセミナー等でコンクリートブ
ロック塀の普及啓発を行い、加えて相談窓口の設置を通して、県民の意識喚起を促す。市町村担当者会議等を実施し、民間住宅建築物の耐震
診断改修等に対する市町村補助制度の創設を促進する。

○水道施設の耐震化対策
・水道施設の整備については、名護浄水場等において、老朽化施設の改良、更新を進めているところであるが、次年度も、引き続きアセット
マネジメント（資産管理）の手法を取り入れ、北谷浄水場薬品注入設備工事等や石川～上間送水管工事など老朽化施設の計画的な更新に取り
組み、あわせて耐震化を進める。
・水道施設整備事業については、市町村水道担当課長会議や担当者との協議等の際に、引続き老朽化施設の計画的な更新、水道施設整備にお
いて耐震化等への取組を指導する。

○治水対策、都市の浸水対策
・治水対策(河川改修、情報提供等)については、河川事業についての理解を深め、協力を得るため、引き続き事業説明会等を開催する。ま
た、河川情報基盤の整備において、県内全域の機器更新や関連システムとの調整にあたり、各土木事務所や総合情報政策課等の関係機関と連
携を密にし円滑な工事の進捗を図る。
さらに、河川の水位情報メール配信機能など、関係機関や一般住民へ周知を図る。また、流域治水プロジェクトの策定公表を引き続き進め
る。
・下水道事業(浸水対策)については、下水道施設のみで浸水被害の防止を図ることが困難な地域の調査、確認を実施する。避難施設等の重要
な施設付近における浸水対策の検討を行い、現に浸水被害のある地域と合わせて、優先して対策を実施する地域の検討を行い、事業を実施す
る。また、令和４年度からの「新たな振興計画」においても、下水道事業が抱える課題（浸水対策）を解決できるよう位置付け、進捗管理を
実施する。

○土砂災害対策
・急傾斜地崩壊対策事業については、事業実施にあたっては、関係地権者の同意を得る必要があることから、事業の目的や必要性、整備内容
について、事業説明会の開催や地権者への個別説明を行うなどして理解と協力が得られるよう取り組む。
・砂防事業については、用地取得の促進を図るため、公共事業施行推進事業（アウトソーシング）を積極的に活用する。また、東屋部川の工
事進入路内における地権者同意が難航していることから、進入路のルート見直しを行い事業を進捗させるよう取り組む。
・地すべり対策事業については、関係地権者に対する事業説明会や個別説明等を行うなどして事業に対する理解と協力が得られるよう取り組
み、地すべり対策を推進する。
・治山事業については、防風防潮林の整備面積の目標値を達成するために、引き続き、事業の早期発注に努めていく。また、防風防潮林の整
備を計画している箇所について、関係市町村等地元の要望意見等を情報収集し、引き続き適宜実施する。
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○高潮等対策
・津波・高潮警戒避難体制の整備事業については、津波ハザードマップ未作成の市町村に対して、当該ハザードマップ作成の必要性を認識し
てもらうため、意見交換等を行う。
・高潮対策事業については、高潮対策事業に遅れが生じないよう、引き続き関係機関との調整を実施する。また、自然豊かな海岸を有する地
域において、事業を計画する際に、事前の環境調査、事業中の環境調査及び、関係者との調整を適宜実施し、その結果から必要な対策を引き
続き検討する。
・漁港海岸保全施設整備事業については、引き続き、モズク養殖に支障が無く円滑に作業を実施するため、整備にあたり適宜、地元説明会を
開催するなど、漁協や地域住民等関係者との合意形成に取り組む。

[成果指標]
・多数の者が利用する建築物の耐震化率については、県民の耐震化に対する関心を高めるため、耐震に対する普及啓発を行い、耐震化を促す
必要がある。
・重要な幹線等の耐震化率（下水道）については、下水道による管渠等の耐震化については、避難施設等で優先的に耐震化を図る必要がある
箇所から対策を行うことで、課題や成果指標の更なる改善を図る。
・防護面積（高潮対策等）については、高潮対策事業に遅れが生じないよう、引き続き関係機関との調整を実施する。また、自然豊かな海岸
を有する地域において、事業を計画する際に、事前の環境調査、事業中の環境調査及び、関係者との調整を適宜実施し、その結果から必要な
対策を引き続き検討する。
・公立学校耐震化率については、県立及び市町村立学校施設整備に係る所要額をとりまとめ、必要な予算確保や補助単価の引き上げなど国に
働きかけるほか、市町村に対してはヒアリングを行い計画の先送りがないよう管理し着実な事業実施を進め、早期の耐震化完了を図る。
・障害児・者入所施設の耐震化率（旧耐震化基準施設の耐震化率）については、引き続き法人に対して施設整備補助事業の活用などを含め、
施設の耐震化を促していく必要がある。
・住宅の耐震化率については、県民の耐震化に対する関心を高めるため、耐震に対する普及啓発を行い、耐震化を促す必要がある。
・基幹管路の耐震化率（上水道）については、管路の整備は、時間と費用が必要となることから、基幹管路の耐震化率について短期間での大
幅な増加は見込めないが、優先順位を付けて管路整備を行うなど、今後も計画値の達成に向けて、基幹管路の耐震化に継続して取組む必要が
ある。
・主要９河川での浸水想定面積については、引き続き河川整備を推進するとともに、未達成の要因となっている課題についても継続して取り
組む。
・下水道による都市浸水対策達成率については、下水道による都市浸水対策達成率については、過去に浸水被害が発生した箇所を優先的に整
備することで、課題や成果指標の更なる改善を図る。
・土砂災害危険箇所整備率（砂防事業）については、用地取得の促進を図るため、公共事業施行推進事業（アウトソーシング）を積極的に活
用する。また、東屋部川の工事進入路における地権者同意が難航している範囲については進入路のルート見直しを行い、事業が早期に進捗で
きるよう設計の見直しに取り組む。
・土砂災害危険箇所整備率（地すべり対策事業）については、土砂災害危険個所の地すべり対策については、引き続き、各地点の観測調査等
により危険な兆候を早期に把握し、各地区の優先度を適切に判断しながら、新規整備、緊急改築ともに事業を推進していく。また、国の国土
強靭化予算を積極的に活用するなどして、必要な予算の確保に努める。
・防風・防潮林整備面積については、市町村との連携を密にし情報収集を行うとともに、現地調査の頻度や調査方法を改善し、引き続き実施
していく。
・津波高潮ハザードマップ作成市町村数については、「津波防災地域づくりに関する法律」において、津波ハザードマップの作成公表は義務
化されており、周知に当たっては、その法律の目的や概要、県のこれまでの取り組み等を市町村担当者へ理解してもらうため、津波ハザード
マップ未作成市町村に対し意見交換等を行う。
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

―

―

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

―

担当部課名

状
況
説
明

3
ワシントン駐在員の配置

84,828 順調

　米国政府・連邦議会関係者と面談し、辺野古新基地建設の問
題点、在沖米軍基地におけるPFAS問題などの情報提供を行っ
た。また、英語版ホームページでの事件・事故等の抗議要請文
の掲載、ニュースレターの配信等の情報発信を行った。併せ
て、公聴会や現地報道等により、米軍基地に関する情報を収集
し、本庁へ報告した。

県
（知事公室基地対策課）

2
国民的議論の喚起

35,609 順調

　復帰50年に向けて在沖米軍基地の整理・縮小を日米両政府に
要請し、その趣旨・内容等についてシンポジウムを開催して広
く発信したほか、渉外知事会、沖縄県軍用地転用促進・基地問
題協議会（軍転協）等と連携し、あらゆる機会を通じて、日米
両政府に対し沖縄の基地負担の現状を訴えた。

県・市
他府県（知事公室基地対策課）

1
日米両政府への要請活動

14,412 順調

　令和４年に本土復帰50年という大きな節目を迎えるに当た
り、在沖米軍基地の更なる整理・縮小や基地負担の軽減など、
６項目の要請を行った。
　また、関係大臣来県時等における要請に加え、事件・事故が
発生する度に、抗議活動を行うとともに、軍転協、渉外知事会
とも協力し、基地問題の解決促進のため要請を行った。

県・市
他府県（知事公室基地対策課）

関係部等 知事公室

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(5)-ア 米軍基地から派生する諸問題への対応

施策 ①　米軍基地から派生する事件・事故の防止

対応する
主な課題

①米軍の演習等に関連する事件・事故、米軍人等による犯罪や交通事故などは、直ちに県民の生活に大きな影響を及ぼすことか
ら、人権教育・安全管理の強化など、より一層の綱紀粛正を図るとともに、再発防止策の実効性の検証を含め、抜本的な対策を講
ずる必要がある。
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「―」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・日米両政府への要請活動については、安全保障に関しては、非常に幅広く様々な考え方、意見が存在することから、米軍基地から派生する
事件・事故の防止の取組については、慎重に検討する必要がある。
・ワシントン駐在員の配置については、これまでに構築した米国政府関係者、米連邦議会関係者等とのネットワークを活用し、本庁との連携
を強化し、リアルタイムな情報収集、情報発信が可能となってきている。米国向けの情報発信として、英語版ホームページ、ニュースレター
の配信等により効果的な情報発信が可能となってきている。

　外部環境の分析
・日米両政府への要請活動については、米軍基地から派生する事件事故の防止は、当事者である米軍、日本政府の考えや取組等の影響が極め
て大きいことから、米軍、日本政府に対して県が働きかける、間接的な取組が中心である。
・国民的議論の喚起については、年齢、居住地等によって、基地問題に対する捉え方に違いがあると考えられる。SNS等において、米軍基地
に関する誤解等が散見される状況が続いている。米中対立やロシアによるウクライナ侵攻など、安全保障環境が厳しさを増している。
・ワシントン駐在員の配置については、令和４年は、沖縄の本土復帰50年という大きな節目であることから、沖縄に対する関心が高まること
が期待できる。米国連邦議会調査局（ＣＲＳ）、米国会計検査院（ＧＡＯ）、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）の報告書に沖縄の米軍基地に
関する詳細が記載されるなど、沖縄の基地問題への理解が深まりつつある。

[主な取組]
・日米両政府への要請活動については、基地問題や安全保障に関して、軍転協や渉外知事会、全国知事会に対して、正確かつ丁寧に情報発信
することにより、国民の理解と基地問題の解決に向けた世論喚起を図る。
・国民的議論の喚起については、令和３年度に実施した「情報発信手法の検討業務」、「米軍基地に関する基礎情報収集業務」の結果を踏ま
え、効果的な手法により積極的に情報を発信し、沖縄の基地問題に関する国民的議論の喚起を図る。また、新型コロナウイルス感染症の状況
を踏まえつつ、韓国の地位協定に関する調査、海外から有識者等を招いたシンポジウムの開催等により日米地位協定の抜本的見直しの実現に
向けた国民的な議論の喚起を図る。
・引き続き、ワシントン駐在の活動を配置し、本庁と連携し、米国政府、連邦議会関係者等に理解と協力を促していく。また、本土復帰50年
という節目の年であることを捉え、米国内の大学等研究機関との連携や米国の専門誌・新聞等を活用した情報発信に取り組む。さらに、
ニュースレターの配信、米大学等での講義等に加え、動画コンテンツの発信を行い、情報発信に取り組む。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況 ―

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） ―
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

6
有機フッ素化合物環境中残留実
態調査事業 25,745 順調

　沖縄島内の米軍基地周辺50地点において、夏季、冬季の2回有
機フッ素化合物の調査を行い、PFOS等の暫定指針値を超過した
地点の自治体等に対して情報提供を行うとともに、直接摂取を
控えるなどの注意喚起を行った。
　また、普天間飛行場周辺の有機フッ素化合物汚染源特定に向
け、専門家会議を組織した。

県

（環境部環境保全課）

5
基地環境対策推進事業

5,839 順調

　米軍基地から派生する環境問題に対応するため基地周辺の地
下水質調査を行った。環境に関する米国・米軍の動向について
情報収集を行った。米軍基地特有の化学物質の調査の必要性等
について関係市町村等への説明及び沖縄県米軍基地環境調査ガ
イドライン（平成29年３月作成）の周知を行った。

県
（環境部環境政策課）

4
基地返還に係る環境対策事業

20,292 順調
　自治体職員向けリスクコミュニケーション研修会の開催、化
学物質リスクに関する住民勉強会の開催、環境カルテの更新、
米国内閉鎖基地の汚染化学物質リストを作成した。

県
（環境部環境政策課）

3
基地排水水質等監視調査費

1,937 順調
　米軍基地7施設・区域周辺の公共用水域や地下水、底質につい
て、19地点（29回）で調査した。基地周辺１海域（１回）にて
魚類に含まれる化学物質を調査した。

県
（環境部環境保全課）

2
基地排水水質等監視調査費(委託
事業) 3,885 順調

　米軍施設・区域からの排水や基地内公共用水域等の水質調査
を実施した。基地内調査については、日米間の合意が必要であ
り、合意が得られない場合は、調査内容に変更が生じる可能性
がある。

県

（環境部環境保全課）

1
米軍基地航空機騒音の監視調査

17,133 順調
　嘉手納・普天間飛行場周辺における航空機騒音を関係市町村
と連携して37固定測定局（県15局、市町村22局）において測定
した。

県
市町村（環境部環境保全課）

関係部等 環境部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(5)-ア 米軍基地から派生する諸問題への対応

施策 ②　米軍基地の運用に伴う環境問題への対応

対応する
主な課題

②米軍航空機騒音については、嘉手納飛行場周辺や普天間飛行場周辺で環境基準値を超過し、周辺住民の生活環境に影響を及ぼし
ている。また、油流出事故による土壌汚染や水質汚濁などその他の基地公害についても、県民の生活環境への影響が懸念される。
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Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

100%
（22年度）

100.0% 100.0% 100.0%

状
況
説
明

　基地周辺における公共用水域について、環境基準の超過はみられなかった。基準値100％に対して、平成29～30年度、令和元年～３
年度において実績値100％を達成している。今後も基地排水水質等監視調査を実施することにより、異常値の把握と事故時の速やかな
対応に努める。

状
況
説
明

　平成26年度以降、環境省の委託業務の内容に変更が生じ、米軍施設排水調査における実績が得られていない。なお、直近の平成25
年度の調査では実績値100％であり、計画値を達成している。

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

2

100.0% 100.0% 100.0%
達成

担当部課名 環境部環境保全課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

基地周辺公共水域における環境
基準達成率

100.0%
25年度

100.0%
達成

担当部課名 環境部環境保全課

基地排水における排水基準達成
率

88%
（22年度）

100.0%
25年度

100.0%
25年度

100.0%
25年度

100.0%
25年度

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

環境部環境保全課

　環境基準達成率は、令和３年度の目標値80.0%に対し、実績値は64.5%で達成状況は42.6％となっている。令和３年度は、環境基準
類型指定されている嘉手納飛行場周辺19局中８局で、普天間飛行場周辺12局中３局で環境基準を超過した。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

航空機騒音環境基準達成率
53%

（21年度）
71.9% 68.8% 75.0% 73.3% 64.5 % 80.0%

46.2%

担当部課名

状
況
説
明
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・米軍基地航空機騒音の監視調査については、米軍機の運用状況等により変動する航空機騒音が対象であることから、広域的な監視測定等に
ついて米軍飛行場周辺の関係市町村との協力が必要不可欠である。関係市町村との綿密な連携体制を維持していくことで、航空機騒音に係る
データ等情報の共有が図られ、より的確な航空機騒音の実態を把握することができる。また、測定機器の老朽化が進んでおり、機器の更新を
行う必要がある。
・基地排水水質等監視調査費(委託事業)、基地排水水質等監視調査費については、日米合同委員会の動向に迅速に対応できるよう、常時十分
な調査検査体制（人員、資機材等）を確保しておく必要がある。
・基地返還に係る環境対策事業については、環境カルテに関する情報収集については、過年度の状況も踏まえ、予算のあり方を含め、対応を
検討する必要がある。
・基地環境対策推進事業については、米軍基地の有害物質の拡散状況を判断することを目的に実施するものであることから、継続的な調査の
実施が求められる。連邦環境法及び米軍の環境関連規程等米国の環境情報を収集することから、職員へ化学物質の知識はもとより、英語の翻
訳能力が求められる。
・有機フッ素化合物環境中残留実態調査事業については、これまで委託により調査を実施していたが、令和２年度に分析機器を衛生環境研究
所に導入したことで、令和３年度以降は県で直接分析業務を行うこととなっているが、予算や人的資源が限られていることから効率的に調査
を行うことが必要である。

　外部環境の分析
・米軍基地航空機騒音の監視調査については、米軍飛行場周辺の航空機騒音は、米軍機の運用状況等により変動するため、米軍が日米合同委
員会で合意された航空機騒音規制措置が厳格に守られることが必要不可欠である。両飛行場ともに常駐機の訓練に加え、外来機の度重なる飛
来により騒音が激化するとともに、運用状況が更に複雑化している。
・基地排水水質等監視調査費(委託事業)については、本事業は、日米合同委員会の合意に基づき、環境省からの委託を受け実施するため、調
査地点や事業の進行等について、同委員会の動向に左右される。合意の時期によっては、調査の実施機関の短縮、事業計画及び調査結果に影
響を及ぼすおそれがある。
・基地排水水質等監視調査費については、米軍基地内での調査は、環境省から委託される別事業で実施していたが、近年は国と米側間で合意
に至っておらず、実施できていない。
・基地返還に係る環境対策事業については、新型コロナの感染状況により、自治体職員向け研修会及び住民向けセミナーの開催へ影響を及ぼ
す可能性がある。令和４年度から期限が延長される「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法（以
下、「跡地利用推進法」という。）」に、国内法で使用が禁止されている化学物質等を盛り込む様、提言していたが、反映されなかった。
・基地環境対策推進事業については、沖縄における在日米軍施設区域に関する統合計画（平成25年４月）に基づき、今後嘉手納飛行場以南の
米軍基地が約1,000ha返還される予定となっている。
・有機フッ素化合物環境中残留実態調査事業については、米軍基地内への立入調査が認めらる場合、基地周辺だけでは無く、基地内での調査
を行う必要がある。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・航空機騒音環境基準達成率については、米軍飛行場周辺の航空機騒音は、米軍機の運用状況等により変動する。達成率は基準年度の53％か
らは上昇しているが、これは測定局の増設や環境基準の見直しによる影響を受けたもので、実態としては騒音の軽減は見られていない。

[主な取組]
・米軍基地航空機騒音の監視調査については、航空機騒音に係る検討会を継続して実施し、関係市町村と十分に情報の共有を図り、連携体制
を維持することでより的確な航空機騒音の実態を把握する。また、米軍航空機の航空機騒音をより的確に把握するため、航空機映像自動収録
システムを用い、発生源となる航空機の機種把握に努める。これらの調査結果を積み重ね、米軍等関係機関に対し、航空機騒音の軽減要請を
粘り強く継続していく。
・基地排水水質等監視調査費(委託事業)については、本事業米軍施設排水等調査をできるだけ早期に再開するため、引き続き環境省へ米軍基
地内の環境モニタリングの実施の必要性について丁寧に説明する必要がある。
・基地排水水質等監視調査費については、基地に由来すると思われる環境汚染等が確認された場合、県民の健康保護、県土の環境保全等を迅
速かつ適切に実施されるよう、環境省や県基地環境特別対策室と連携し、改善要求や再調査等を行う。
・基地返還に係る環境対策事業については、環境カルテに関する情報収集として、委託は行わず、他機関発行の報告書等による情報収集を行
う。加えて、研修会やセミナーの開催時期を柔軟に設定できるよう、早期の委託を実施する。また、跡地利用推進法には規定されていない
が、除去が必要と考えられる化学物質に関する情報（有害性や米軍基地における利用の蓋然性）を引き続き収集する。
・基地環境対策推進事業については、地下水質調査の調査内容に関して、有識者等からの意見聴取を踏まえ、化学物質の選定を行う。地下水
質調査結果等について、返還実施計画に基づき国が実施する支障除去措置等へ積極的に活用する。意見交換等を通じ、米軍由来の環境問題発
生時の環境調査等における国、県、市町村の役割と連携について相互理解を深める。また、継続して会計年度任用職員（通訳翻訳職員）の配
置に努める。
・有機フッ素化合物環境中残留実態調査事業については、暫定指針値を超過している地点は30数地点であり、効率的な調査の観点から令和４
年度以降は40地点を軸として調査地点の見直しを行う。また、地下水の流向等を把握するため、ボーリング調査等を実施する。

[成果指標]
・航空機騒音環境基準達成率については、米軍飛行場周辺の航空機騒音は、米軍機の運用状況等により変動することから、関係市町村と連携
して常時監視を継続し、米軍等関係機関に対し、航空機騒音の軽減要請を粘り強く継続していく必要がある。
・基地周辺公共水域における環境基準達成率については、環境省へ米軍基地内の環境モニタリングの実施の必要性について丁寧に説明を行っ
ていく。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況 概ね順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 66.7%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

知事公室防災危機管理課

　埋没不発弾量について、不発弾処理量が復帰後は年平均で約44トン処理されてきたことから年々減少傾向にあり、近年は、不発弾
の埋没情報がほとんどなく、ここ10年の平均処理量は30トンを下回っていることからR3目標値約1,835トンを達成できなかった。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

埋没不発弾量（推計）
約2,100トン

（23年）
1,963.0トン 1,942.0トン 1,921.0トン 1,906.0トン 1,893.0トン 約1,835トン

未達成

担当部課名

状
況
説
明

4
不発弾等対策安全事業

52 順調
　不発弾等による爆発事故が発生した場合の被災者等への支援
を目的に設置している沖縄県不発弾等対策安全基金の適切な運
用を行い、定期預金利息52千円の基金への積み増しを行った。

県
市町村（知事公室防災危機管理課）

3
住宅等開発磁気探査支援事業

1,496,937 順調
　民間による住宅等の開発箇所における不発弾等探査費補助を
実施した。

県
（知事公室防災危機管理課）

2
市町村支援事業

288,249 順調
　県内市町村の単独工事にかかる不発弾等の磁気探査費用の補
助を行った。

市町村
（知事公室防災危機管理課）

1
広域探査発掘加速化事業

1,063,555 順調
　市町村経由で住民等への要望調査を年３回実施し、要望を踏
まえ磁気探査及び発掘を２期に分けて行った。

県
（知事公室防災危機管理課）

関係部等 知事公室

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(5)-イ 戦後処理問題の解決

施策 ①　不発弾処理対策の推進

対応する
主な課題

①沖縄県の不発弾処理重量は全国の約６割を占めており、今なお約1,985トンの不発弾が埋没していると推計されている。不発弾
から県民の生命・財産を守るため、その早期処理を図ることが重要課題となっている。
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・広域探査発掘加速化事業については、今年度は予算が減額となったことから、当該事業の実施件数も減となった。
・市町村支援事業については、市町村磁気探査支援事業の交付減額手続きに関して、国･関係課の稟議に時間を要し、流用手続きにも時間を
要する。
・住宅等開発磁気探査支援事業については、年々申請数が増えており、施主等への事業に関する周知が進んでいると考えられる。
・不発弾等対策安全事業については、不発弾爆発事故が発生した場合、迅速な支援実施のため市町村及び関係団体との連携が重要となる。

　外部環境の分析
・広域探査発掘加速化事業については、沖縄県内では、住宅、マンション、大型店舗やホテル等が建設され、市街化エリアが拡大している。
また、県内の各公共事業においては、磁気探査が義務づけられ、特に土地改良事業や土地区画整理事業等が広大な範囲で磁気探査が実施され
る一方で、当該事業が対象とする原野や畑の磁気探査の面積が減少するとともに、磁気探査要望者も減少している。
・市町村支援事業については、執行可否の判断は市町村が行うため、減額手続きの時期が不測となる。そのため、減額手続きの遅れに伴い流
用の時期が遅れると、流用先の執行可能となる流用受入れ期限に間に合わないケースがある。
・住宅等開発磁気探査支援事業については、２月及び３月においては、年度内に事業を完了させるための期間が短いことから、申請数が減少
する。
・不発弾等対策安全事業については、戦後７０年以上が経過し、近年大きな爆発事故もないことから不発弾等の危険性に対する意識が低下し
てきている。

[主な取組]
・広域探査発掘加速化事業については、引き続き、不発弾の埋没可能性の高い地域の選定など、効率的効果的な事業計画を立案する。
・市町村支援事業については、各市町村における単独事業の実施状況を早期に確認し、当該年度に執行できない場合は速やかに必要とする事
業への流用手続きを行い、不用額の縮減に努め、効率的な事業の推進を図る。
・住宅等開発磁気探査支援事業については、申請数が減少する２月及び３月においては、事前調整を行い、年度当初の４月に速やかに申請手
続きができるよう努める。また、引き続き、事業に関する周知を行う。
・不発弾等対策安全事業については、不発弾等の危険性及び事業を周知するための広報活動の強化に努める。さらに、沖縄不発弾等対策協議
会や市町村説明会開催による国、市町村等の関係機関との連携強化に努める。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況

取組は順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

総務部管財課

　所有者への返還は原則訴訟による必要があるが、戦後75年余の経過により土地所有権を証明する証拠の確保が難しく、かつ裁判の
煩雑さや費用の負担などから提訴に至らず、ここ十数年返還が進んでおらず、未達成という結果になっている。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

所有者不明土地管理解除率
21.8%

（742筆）
（23年度）

22.9% 22.9% 23.0% 23.1% 23.3%
23.5%

（825筆） 未達成

担当部課名

状
況
説
明

1
抜本的解決策の検討

13,965 順調

　全筆の解消に向けた制度提言を行った。
　表題部法による探索について国と調整、市町村へ協力依頼を
行った。
　引き続き、沖縄担当大臣等に対し、法制上の措置及び財政措
置などの取組の加速を求める要請を行った。
　その他、内閣府検討会議に参加し、管理の実態を説明すると
ともに課題提示を行った。

国
県

市町村（総務部管財課）

関係部等 総務部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(5)-イ 戦後処理問題の解決

施策 ②　所有者不明土地問題の抜本的解決

対応する
主な課題

②沖縄戦で公簿・公図が焼失したため所有者が判明しない所有者不明土地については、戦後75年余が経過し、所有者の特定が難し
くなっており、抜本的解決が求められている。
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・抜本的解決策の検討については、所有者への返還は原則訴訟による必要があるが、戦後75年余の経過により土地所有権を証明する証拠の確
保が難しく、かつ裁判の煩雑さや費用の負担などから提訴に至らず、ここ十数年返還が進んでいない。表題部所有者不明土地適正化法による
抜本的解決は実現性がなく返還に繋がらない。事務手続による更正登記での返還は、証拠が乏しく判断が難しい上、管理者は必要な人員や予
算を措置できず対応が困難であることから、手続が進展していない。

　外部環境の分析
・抜本的解決策の検討については、表題部所有者不明土地適正化法による探索が開始されたことから、同探索により真の所有者への返還など
が見込まれる可能性がある。全国的な所有者不明土地の新たな財産管理制度を定める改正民法が令和５年４月に施行されることが決定したこ
とから、今後は同制度を調査研究し、同法の適用による抜本的解決の実現性を検討する必要がある。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・所有者不明土地管理解除率については、所有者への返還は原則訴訟による必要があるが、戦後75年余の経過による証明の困難さ、裁判の煩
雑さや費用の負担などから提訴に至らず、ここ十数年返還が進んでいない。また、表題部所有者不明土地適正化法による探索、財産管理制度
では全筆の管理解除に繋がらない。さらに、事務手続による更正登記での返還は、証拠が乏しく判断が難しい上、管理者は必要な人員や予算
を措置できず対応が困難であることから、手続が進展していない。

[主な取組]
・抜本的解決策の検討については、改正民法等による所有者不明土地等管理制度を調査研究するとともに、国、市町村及び関係機関と意見交
換を行うなど連携し、同法の適用による抜本的解決の実現性を検討する。また、引き続き、沖縄担当大臣等に対し、法制上の措置及び財政措
置などの取組の加速を求める要請を行う。

[成果指標]
・所有者不明土地管理解除率については、改正民法等による所有者不明土地等管理制度を調査研究するとともに、国、市町村及び関係機関と
意見交換を行うなど連携し、同法の適用による抜本的解決の実現性を検討する。また、引き続き、沖縄担当大臣等に対し、法制上の措置及び
財政措置などの取組の加速を求める要請を行う。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況

取組は順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部保護・援護課

　未収骨となっている御遺骨を一柱でも多くご遺族にお還しするため、戦没者遺骨収集情報センターを拠点として、地域住民や地域
自治会、厚生労働省が米国公文書館から入手した遺骨に関する情報を調査分析するとともに、ボランティア団体と連携しその支援を
行うことにより、遺骨収集の強化に取り組んだ。その結果、令和３年度末の未収骨数は推計値で2,719柱となった。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

沖縄戦没者未収骨柱数（推計）
約3,600柱

(23年)
2,899柱 2,881柱 2,825柱 2,768柱 2,719柱 約2,650柱

92.7%

担当部課名

状
況
説
明

3

一元化された未収骨情報による
遺骨収集の加速化

0 順調
　糸満市、八重瀬町等において戦没者未収骨壕等調査を実施、
資料調査、戦争体験者や関係者からの聞き取り調査を行い、未
収骨の状況を把握した。

国
県（子ども生活福祉部保護・援護

課）

2

民間ボランティア団体等の活動
支援

1,174 順調
　遺骨収集実績の約９割を占める民間団体やボランティアに対
する活動支援（車両リース代、弁当代等を支援）を行うことに
より、遺骨収集の加速化を図った。（支援団体数延べ４団体）

県
（子ども生活福祉部保護・援護
課）

1
遺骨収集情報センターの活用

20,911 順調
　糸満市、八重瀬町等において戦没者未収骨壕等調査を実施、
資料調査、戦争体験者や関係者からの聞き取り調査を行い、未
収骨の状況を把握した。

県
（子ども生活福祉部保護・援護
課）

関係部等 子ども生活福祉部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(5)-イ 戦後処理問題の解決

施策 ③　沖縄戦没者の遺骨収集

対応する
主な課題

③沖縄戦没者の遺骨収集については、遺族や戦争体験者等の高齢化により情報収集が難しくなっていることから、遺骨情報の一元
化やボランティア団体への支援など、組織的・計画的な取組による遺骨収集の加速化が求められている。
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・遺骨収集情報センターの活用については、戦後75年以上が経過し、戦争体験者や遺族の高齢化等により、戦没者遺骨の情報収集がよりいっ
そう難しくなってきている。
・民間ボランティア団体等の活動支援については、ボランティア等による収骨活動は行われたが、収骨に至らなかった現場もあった。今後と
も精度の高い未収骨情報を地域住民や市町村から収集し、民間団体やボランティア団体等に対して当該情報を提供していく必要がある。これ
まで遺骨収集ボランティアとして活動されていた方々が高齢化のため引退されている。今後とも遺骨収集活動を行う学生ボランティアなど若
い世代へその取り組みが引き継がれるよう支援を行う。
・一元化された未収骨情報による遺骨収集の加速化については、これまで遺骨収集ボランティアとして活動されていた方々が高齢化のため引
退されている。今後は遺骨収集活動を行う学生ボランティアなど若い世代へその取り組みが引き継がれるよう支援を行う。

　外部環境の分析
・遺骨収集情報センターの活用については、戦後75年以上が経過していることから、収骨未収骨の状況を把握している者の数が少なく、ま
た、調査協力者が高齢であるため、聞き取った収骨未収骨情報が曖昧であったり、不正確であったりする場合がある。そのため、当時の状況
を知る方々が生存している間に遺骨収集を加速させる必要がある。
・民間ボランティア団体等の活動支援については、戦後75年以上が経過し、戦争体験者の減少、高齢化、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大の影響により情報収集がよりいっそう難しくなっている。
・一元化された未収骨情報による遺骨収集の加速化については、戦後75年以上が経過し、戦争体験者の減少、高齢化、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大の影響により情報収集がよりいっそう難しくなっている。関係機関と連携し、さらに遺骨収集事業の加速化を図る必要があ
る。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・沖縄戦没者未収骨柱数（推計）については、関係者の高齢化等により、遺骨がある箇所の確度の高い情報が得られにくくなっている。

[主な取組]
・遺骨収集情報センターの活用については、遺骨収集を行っている団体やボランティアや地域住民等からヒアリング等の機会を多く持つこと
で、更に詳細な情報（地域でまだ未収骨に関する情報を持っている人から証言を聞き出す等）を収集する。さらに、過去の収骨状況及び厚生
労働省が米国公文書館から入手した沖縄県内の未収骨に関する情報を調査分析し、新たな未収骨情報の収集に努める。
・民間ボランティア団体等の活動支援については、遺骨収集を行っているボランティアや地域住民等からヒアリング等の機会を多く持つこと
で、更に詳細な情報を収集する。また、過去の収骨状況及び厚生労働省が米国公文書館から入手した沖縄県内の未収骨に関する情報を調査分
析し、新たな未収骨情報の収集に努める。加えて、これまで遺骨収集ボランティアとして活動されていた方々が高齢化のため引退されてい
る。今後とも学生ボランティアなど若い世代へその取り組みが引き継がれるよう支援を行う。
・一元化された未収骨情報による遺骨収集の加速化については、既に収骨が終了したと思われる箇所から新たな遺骨が発見されたり、また、
不正確な収骨未収骨情報が存在することから、遺骨収集情報センターと連携を図りながら情報収集に取り組んでいく。また、未収骨情報を集
中的に管理しボランティア団体等との連携を密にすることにより、埋没壕等危険場所の情報があれば速やかに厚生労働省に遺骨収集を依頼
し、遺骨収集の加速化を今後とも進めていく。

[成果指標]
・沖縄戦没者未収骨柱数（推計）については、過去の収骨状況や厚生労働省が米国公文書館から入手した沖縄県内の未収骨に関する情報を調
査分析し、新たな未収骨情報の収集に努めていく。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況

取組は順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

「施策」総括表

施策展開 2-(6)-ア 地域特性に応じた生活基盤の整備

施策 ①　住宅の整備促進

対応する
主な課題

①最低居住面積水準を満たしていない世帯の割合が全国でもワースト５以内であることからも、水準を満たしていない世帯の解消
に取り組むことが重要である。

1
公営住宅整備事業

5,217,385 概ね順調

　県営住宅については県営赤道団地（第１期58戸）、県営新川
団地（第３期80戸）、県営高原団地（第１期93戸）、県営平良
北団地（第１期47戸）の整備に着手した。
　市町村営住宅については、沖縄市美里市営住宅（60戸）の整
備事業ほか４市町村４団地（62戸）の整備に着手した。

県
市町村（土木建築部住宅課）

関係部等 土木建築部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

3
沖縄県居住支援協議会における
住宅確保要配慮者への居住支援 8,800 順調

　那覇市における住宅確保要配慮者専用住宅改修事業説明会
（５月）および、県との共催によるセーフティネット制度に係
る説明会（WEB開催、２～３月）に参加し、また、５市における
協議会設立に向けた勉強会を５月、１０月に行った。周知活動
回数としては、４回となった。

県
市町村

民間関係
団体他（土木建築部住宅課）

2
住宅リフォーム促進事業

30,808 やや遅れ
　助成事業を実施する11市町村（沖縄市等）に対して補助金事
業を実施した。また、市町村事業により支援を受けたリフォー
ム件数は371件（県の支援を受けた224件を含む）であった。

県
市町村（土木建築部住宅課）

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

公営住宅管理戸数
29,834戸
（23年度）

29,778.0戸 30,038.0戸 30,132.0戸 30,099.0戸 30,099.0戸
R2

29,676戸
達成

担当部課名

状
況
説
明

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

土木建築部住宅課

　県営住宅については、県営大謝名団地（第３期９８戸）、県営南風原第二（第２期１２１戸）が完成し管理が開始された。
　除却も含めた公営住宅の管理戸数は毎年度５月に調査を実施する。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

11.2%
30年度

10.8%
達成

担当部課名 土木建築部住宅課

最低居住面積水準未満率
9.5%

（20年度）
10.8%
25年度

11.2% 11.2%
30年度

11.2%
30年度

状
況
説
明

　計画値10.8％に対して11.2％となっており、目標値を達成できていない。しかし、公営住宅整備事業、住宅リフォーム促進事業に
よる取組を行っているため、傾きは鈍化していると思われる。

2
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「成果は順調だが、取組は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・公営住宅整備事業については、県では、復帰直後に建設された多くの公営住宅が建替え時期を迎えており、居住者の安全確保のため、これ
らの団地建替事業を優先的に実施していることから、新規団地の建設が遅れている。今後、建替が必要となる団地は、更に増加する見込みで
ある。
・住宅リフォーム促進事業については、県事業に関しては段階的な支援割合の低減化及び令和７年度をもって事業終了が決まり、令和８年度
以降は継続する市町村のみで住宅改修補助を実施する。
・沖縄県居住支援協議会における住宅確保要配慮者への居住支援については、平成３０年度から市町村単位での協議会設立を促しているもの
の、住宅部局と福祉部局との連携体制が構築されていないなど、課題がある。

　外部環境の分析
・公営住宅整備事業については、低額所得者世帯の割合が、全国(19.2％）、沖縄県（36.2%)となっており、また最低居住面積水準未満世帯
の割合も全国（7.09％）、沖縄県（10.8％）と、全国と比較して居住水準が低い。
・沖縄県居住支援協議会における住宅確保要配慮者への居住支援については、新たなセーフティネット制度が設立され４年が経過し、住宅確
保要配慮者と空き家をつなげるための住宅登録は大幅な増となったが、賃料が高額であるなど、住宅確保要配慮者向けの住宅が少ない。

[主な取組]
・公営住宅整備事業については、市町村営住宅に関しては、建替え時の増戸や新規の公営住宅の整備を促す。また、県営住宅においては、建
替えが必要なストックを数多く有し、引き続き新規建設が難しい状況であることから、建替え時の増戸を継続的に行う。さらに、老朽化した
公営住宅の計画的な改修や修繕等を行うことにより、建物の延命化を図る。加えて、公営住宅等ストック総合活用計画に基づき、建替事業を
推進していく。
・住宅リフォーム促進事業については、事業終了後も本取組が市町村ごとで推進できるよう、県民からのニーズを確保すべく住情報展などの
広報活動に取り組むとともに、市町村向けに説明会等の周知活動を行う。
・沖縄県居住支援協議会における住宅確保要配慮者への居住支援については、勉強会および意見照会の回数を増やし、県協議会の在り方およ
び市町村単位での協議会設立の意義について理解を深める。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 33.3%
施策推進状況

成果は順調だが、
取組は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 100.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

施策展開 2-(6)-ア 地域特性に応じた生活基盤の整備

施策 ②　安定した水資源の確保と上水道の整備

対応する
主な課題

②ライフラインである上水道の整備については、安全な水道水を将来にわたって安定的に供給するため、今後の水需要や水質の安
全性を確保するための施設整備や老朽化した施設の計画的な更新、耐震化を進める必要がある。また、小規模水道事業の運営基盤
の強化や水道サービスの向上が求められている。

関係部等 企業局、保健医療部、企画部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

2
水道施設整備事業

5,327,378 概ね順調
　那覇市等30事業体で老朽化した水道施設の更新・耐震化等の
整備を実施した。また県は30事業体へ老朽化施設の計画的な更
新、耐震化等への取組等について指導・助言を行った。

市町村
（保健医療部衛生薬務課）

○水道施設の整備

1
水道施設の整備

9,800,399 順調
　名護浄水場整備（沈澱池設備工事等）、北谷浄水場整備（粒
状活性炭池耐震補強工事等）、水道広域化施設整備等を実施し
た。

県
（企業局配水管理課）

○水源地域の環境保全の推進

4
水源地域環境保全事業（やんば
るの森・いのちの水事業） 14,630 順調

　北部水源地域６市町村が、水源地域特有の行政需要への対応
として実施している水源かん養の機能維持を目的とした施策、
やんばるの環境保全対策、水源地域の振興策等、各分野の事業
に対して、県が一部助成を行った。

県
市町村

（企画部地域・離島課）

○水道広域化の推進

3
水道広域化推進事業

33,130 概ね順調

　今後の水道広域化に必要な水道施設整備等を実施する企業局
に対して補助を行ったが、関連工事の遅延により事業費を令和
４年度に繰り越して実施することとなった。施設整備等の準備
が整った島から順次、水道広域化を実施することとしている。
　また、広域化の推進を図るために必要な検討業務を行った。

県
市町村（保健医療部衛生薬務課）

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

上水道普及率
100%

(22年度)
100.0%
H28年度

100.0%
H29年度

99.9%
H30年度

100.0%
R1年度

100.0%
R2年度

100.0%
達成

担当部課名

状
況
説
明

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

企業局配水管理課、保健医療部衛生薬務課

　これまでほぼ100％を継続している。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

2.4倍 1.9倍
未達成

担当部課名 保健医療部衛生薬務課

水道料金格差（本島広域水道と
の差：最大）

2.5倍
（22年度）

2.5倍 2.5倍 2.5倍 2.4倍

状
況
説
明

　本島周辺離島８村への水道広域化（県企業局による水道用水の供給）に取り組んだ。平成30年３月に粟国村において水道広域化を
開始し、平成30年度から水道料金の引き下げにより本島広域水道と同様な水準となっている。令和２年３月には北大東村において水
道広域化が開始され、令和２年６月から水道料金が引き下げられた。令和３年３月には座間味村阿嘉・慶留間地区で水道広域化が開
始された。

2
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「概ね順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○水道施設の整備
・水道施設の整備については、本土復帰後、年々増大する水需要に対処するため、早急に進めてきた。これらの水道施設の経年化が進み大量
に更新時期を迎えるため、計画的な施設の更新が必要である。また、安全な水を将来にわたって安定的に供給するため、今後の水需要や水質
の安全性を確保するための水道施設の整備に取り組む必要がある。

○水道広域化の推進
・水道広域化推進事業については、小規模事業体は、今後の水道広域化に支障となる技術的な課題を抱えている。

○水源地域の環境保全の推進
・水源地域環境保全事業（やんばるの森・いのちの水事業）については、平成28年度より、水源かん養機能維持の取り組みに支援を行ってい
るものの、将来にわたり、健全な水循環を維持するためには、長期的なスパンで当該取り組みを行う必要がある。

　外部環境の分析
○水道施設の整備
・水道施設の整備については、島嶼県である本県において、上水道施設が地震等により被災した場合、他府県からの支援等が困難であり、広
範囲かつ長期にわたる断水の発生が予測されることから、水道施設の耐震化等が必要である。
・水道施設整備事業については、上水道事業と簡易水道事業との統合及び集計方法の見直しにより、耐震化されていない管路延長が増えたた
め、耐震化率が計画値より低い値となっている。

○水道広域化の推進
・水道広域化推進事業については、南大東村及び伊是名村（関連工事の遅延）、渡名喜村（受贈用地登記等の問題）について、広域化のスケ
ジュールに遅れが生じている。平成30年12月に水道法が改正され、都道府県には広域的な水道事業者等との連携及び水道基盤強化に関する施
策の策定や実施が求められている。

○水源地域の環境保全の推進
・水源地域環境保全事業（やんばるの森・いのちの水事業）については、沖縄本島の水源は、主に北部のダム、河川水となっているが、水源
地となっている北部地域は、人口減少による過疎化や高齢化が進行しており、十分な手入れが行われていない森林もあることから、水源地域
の取り組みに依存した形での森林保全が難しくなりつつあり、将来的には、森林等の荒廃に伴う水源涵養機能の低下が懸念される。令和３年
７月の世界自然遺産登録により、保全活動の関心がより一層高まってくる。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・水道料金格差（本島広域水道との差：最大）については、これまで、水道料金が最も高かった北大東村は、令和２年３月に水道用水の供給
が開始され、これに伴い水道料金が改定された。当初、水道料金が２番目に高い南大東村も令和２年度中に水道用水の供給が開始される予定
であったが、関連工事の遅延に伴い、計画に遅れが生じている。南大東村については、令和４年度中に水道用水の供給が開始され、南大東村
において水道料金が改定される見込みである。

[主な取組]
○水道施設の整備
・水道施設の整備については、名護浄水場等において、老朽化施設の改良、更新を進めているところであるが、次年度も、引き続きアセット
マネジメント（資産管理）の手法を取り入れ、北谷浄水場薬品注入設備工事等や石川～上間送水管工事など老朽化施設の計画的な更新に取り
組み、あわせて耐震化を進める。
・水道施設整備事業については、市町村水道担当課長会議や担当者との協議等の際に、引続き老朽化施設の計画的な更新、水道施設整備にお
いて耐震化等への取組を指導する。

○水道広域化の推進
・水道広域化推進事業については、早期の水道広域化実現及び水道サービス水準の向上が図れるよう、水道広域化（本島周辺離島８村への水
道用水供給拡大）を実施する県企業局へ、引き続き、広域化に必要な施設整備等に係る支援を行う。また、今後の本県における水道の広域連
携広域化の推進を図るために必要となる検討業務を実施する。さらに、小規模事業体においては、要望に応じて県企業局の協力のもと課題の
整理調整を実施する。

○水源地域の環境保全の推進
・水源地域環境保全事業（やんばるの森・いのちの水事業）については、引き続き水源かん養機能維持のための取り組みを支援するととも
に、やんばるの環境保全対策や水源地域の振興策に対しても支援を継続していく必要がある。

[成果指標]
・水道料金格差（本島広域水道との差：最大）については、引き続き、水道サービス（水道料金含む）の地域間格差是正に資する水道広域化
（県企業局による水道用水供給地域拡大）に取り組む。粟国村、北大東村、座間味村阿嘉・慶留間地区以外においても、準備が整った島から
順次、水道広域化を実施する。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 50.0%
施策推進状況 概ね順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 50.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

「施策」総括表

施策展開 2-(6)-ア 地域特性に応じた生活基盤の整備

施策 ③　下水道等の整備

対応する
主な課題

③財政的に脆弱な過疎地域や離島等の中小町村では、本島中南部に比べ汚水処理施設の整備が遅れているほか、沖縄県は他県と異
なり今後も人口増加が見込まれるため、汚水量の増加に見合った施設の増設が必要である。

1
下水道事業

8,457,573 順調

　那覇、宜野湾、具志川、西原の４浄化センターにおいて継続
して下水道施設の増設及び老朽化施設の改築・更新を行った。
また、下水道事業を実施する那覇市など23市町村へ交付金等を
交付し、汚水管渠等の整備を促進し、下水道の普及を図った。

県
市町村（土木建築部下水道課）

関係部等 土木建築部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

汚水処理人口普及率
80.8%

（22年度）
85.5%
27年度

65.6%
29年度

86.1%
30年度

86.4%
R元年度

86.7%
R２年度

91.4%
55.7%

担当部課名

状
況
説
明

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

土木建築部下水道課

　汚水処理人口普及率は、下水道整備等により計画値91.4％に対し、実績値86.7％（R２年度）と4.7ポイント下回っている。
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・下水道事業については、取組は順調に進捗しているが、財政的に脆弱な自治体では、下水道事業に充てられる予算や人員が限られているた
め、下水道整備の加速が困難な状況がある。下水道整備の効果発現が遅れて現れる区画整理事業など、他の事業と連携して整備を進める必要
が生じる。

　外部環境の分析
・下水道事業については、平成28年度に策定した「沖縄汚水再生ちゅら水プラン2016」により、令和７年度までに下水道を含めた汚水処理施
設の概成に向けて取り組んでいるが、策定時に比べ汚水管渠等の整備へ活用を予定している交付金が漸減している。県全体の人口の増加によ
り市街地が拡大し、下水道整備（未普及対策）がおいついていない。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・汚水処理人口普及率については、取組は順調に進捗しているが、財政的に脆弱な離島等の自治体では、下水道事業に充てられる予算や人員
が限られているため、下水道整備の加速が困難な状況がある。また、下水道整備の効果発現が遅れて現れる区画整理事業など、他の事業と連
携して整備を進める必要が生じる。

[主な取組]
・下水道事業については、下水道事業を実施している全ての市町村に対して、今後の所要額の確認、費用対効果の高い地区の洗い出し、整備
の優先度の検討に加え、新たな財源の活用に関する周知などをヒアリングを通して実施する。また、下水道整備率が向上に伴う、汚水量増加
に対応するために各処理場の処理能力を確保する。さらに、令和４年度からの「新たな振興計画」で、下水道管渠整備に関する計画を位置付
け、進捗管理を実施する。

[成果指標]
・汚水処理人口普及率については、各種汚水処理施設整備事業の関係部局と連携し、各事業の進捗管理を行うとともに、関係市町村に対して
はヒアリング等で課題等を確認し、フォローアップを行うことにより、汚水処理人口の普及拡大に努める。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況

取組は順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

「施策」総括表

施策展開 2-(6)-ア 地域特性に応じた生活基盤の整備

施策 ④　安定したエネルギーの確保

対応する
主な課題

④沖縄県は、供給系統が独立していることに加え、離島が多いなど電力供給面で構造的な不利性を有していることから、供給コス
トの削減等に取り組み、電力の安定的かつ適正な供給の確保を図る必要がある。

1
海底ケーブル新設・更新の促進

0 順調
　電気事業者と、海底ケーブルの更新等の優先順位について協
議を実施した。

電気事業者
（商工労働部産業政策課）

関係部等 商工労働部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

2
石油石炭税の免税措置

0 順調
　令和３年度で終期となる石油石炭税の免税措置の延長に向け
て、事業者等とも連携しながら国に要望し、令和４年度から２
年間の延長が認められた。

国
（商工労働部産業政策課）

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

送電用海底ケーブル新設・更新
箇所数

０箇所
（23年度）

3.0箇所 3.0箇所 3.0箇所 4.0箇所 5.0箇所 ９箇所
55.6%

担当部課名

状
況
説
明

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

商工労働部産業政策課

　送電用海底ケーブルの新設・更新については、設備の現状を踏まえた電気事業者の計画に基づいて実施されている。令和３年度の
目標値９箇所に対し、事業者が計画を見直したことにより、実績は累計５箇所となっている。

-284-



様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・海底ケーブル新設・更新の促進については、引き続き、海底ケーブルの更新等が円滑に進むよう、県としてどのような支援が可能か検討す
る必要がある。
・石油石炭税の免税措置については、当該措置の効果を確認し、制度延長の必要性について検討するため、電気事業者と密な連携を図ってい
く必要がある。

　外部環境の分析
・海底ケーブル新設・更新の促進については、内閣府において、令和４年度事業として予定されている「沖縄小規模離島生活基盤整備推進事
業」で、電気事業者に対して海底ケーブルの更新に係る補助を行うこととしている。
・石油石炭税の免税措置については、沖縄県は、輸送や供給予備力の確保のため発電コストが高く、全国と比べ電気料金が２割程度高い。令
和３年度に国と当該措置の延長について調整する中で、国からは、「脱炭素を目指す国の方針を踏まえると、同制度の延長は化石燃料の使用
推奨につながるため、廃止に向けて検討すべき」という厳しい指摘があった。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・送電用海底ケーブル新設・更新箇所数については、当該項目の実施主体は電気事業者となっており、電気事業者の計画に基づき、送電用海
底ケーブルの更新等が行われている。

[主な取組]
・海底ケーブル新設・更新の促進については、引き続き、内閣府及び電気事業者と連携し、海底ケーブルの更新が円滑に進むよう協力すると
ともに、増設については県がどのような支援が可能か検討していく必要がある。
・石油石炭税の免税措置については、当該措置の期限は令和５年度までとなっている。国及び本県において2050年脱炭素社会の実現を目指す
中、当該措置の延長に対して国から厳しい指摘があることを踏まえ、事業者と連携し、当該措置延長の必要性を確認するとともに、当該措置
に替わる新たな措置の検討も含め、電気の安定的かつ適正な供給の確保を維持するため、国との調整に向けた準備を進める。

[成果指標]
・送電用海底ケーブル新設・更新箇所数については、電気事業者と連携し、送電用海底ケーブルの更新等が円滑に進むよう協力していく。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況

取組は順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

施策展開 2-(6)-ア 地域特性に応じた生活基盤の整備

施策 ⑤　地域特性に応じた交通・輸送基盤の整備

対応する
主な課題

⑤県民生活を支える道路の整備にあたっては、地域の特性を踏まえつつ、地域コミュニティや地域活性化への配慮が必要である。

⑥自動車の利用が多い本県では、行政サービスの向上や効率化、生活道路及び通学路における歩行者の交通安全等の確保のための
市町村道の整備が必要である。

⑦空港及び港湾は、県民の重要な移動手段となることから、地域特性に応じた空港及び港湾整備に取り組む必要がある。

関係部等 土木建築部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

2
生活に密着した道路整備事業(市
町村道) 3,233,341 順調 　31市町村において、103路線の市町村道の整備を促進した。 市町村
（土木建築部道路管理課）

1

生活に密着した道路整備事業(県
管理道路) 3,372,599 概ね順調

　石垣空港線の一部区間を供用したほか、石垣空港線（道路改
良等）、国道449号本部北道路（用地補償等）等の整備を行っ
た。

県
（土木建築部道路街路課）

4
伊平屋空港の整備

0 やや遅れ

　環境アセスの補正手続きにおいて就航機材の低周波音測定が
必要であるが、就航会社及び就航機材未定につき、手続きが中
断した。
　事業化には就航予定航空会社の確保が必要であるため、航空
会社と就航に向けた意見交換を行い、伊平屋村・伊是名村と連
携して空港整備に向けて取り組むことを確認した。

国
県（土木建築部空港課）

3
金武湾港の整備

127,156 概ね順調
　平安座南地区において、航路浚渫の工事を実施し、事業の進
捗を図った。
　天願地区においては、関係機関調整に不測の日数を要した。

県
（土木建築部港湾課）

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

県管理道路の改良済延長
1,100㎞
（21年度）

1,142.4㎞ 1,140.0㎞ 1,141.0㎞
元年度

1,141.0㎞
元年度

1,141.0㎞
元年度

1,145㎞
91.1%

担当部課名

状
況
説
明

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

土木建築部道路街路課

　生活に密着した道路整備事業の推進により、最新の統計値である令和元年度実績値は令和３年度目標値を若干下回っているもの
の、概ね同等の水準となっており、地域特性に応じた生活基盤の充実・強化に寄与した。
　※H29年度に比してH30年度が減少しているのは、県から市町村へ移管された道路延長が改良済み延長を上回ったためである,

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

4,285.7㎞
2年度

4,264㎞
達成

担当部課名 土木建築部道路管理課

市町村道の改良済延長
4,044㎞
（21年度）

4,210.2㎞
28年度

4,210.2㎞
29年度

4,239.6㎞
30年度

4,264.9㎞
元年度

状
況
説
明

　本取組の成果指標である市町村道の改良済延長は、R2実績値ですでに目標値（R3）を上回っており順調に推移している。

2
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「成果は概ね順調だが、取組は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・生活に密着した道路整備事業(県管理道路)については、連続した用地取得に取り組んだものの、難航箇所もあって買収済み用地が点在して
いるため、工事発注できない。
・生活に密着した道路整備事業(市町村道)については、各市町村において、計画的集中的な道路整備計画の策定見直しを行うとともに、計画
的かつ機動的に年度内事業執行を行う必要があるため、効果的な指導監督に取組む必要がある。
・金武湾港の整備については、道路計画地の一部に国有海浜地があり、対応方針の検討が必要である。
・伊平屋空港の整備については、就航予定航空会社が未定のため、環境影響評価書における低周波音測定調査を完了することができない。

　外部環境の分析
・生活に密着した道路整備事業(県管理道路)については、新型コロナウイルスの影響により用地交渉の実施が計画通りに進まない。労務単価
や資材単価が年々上昇している。
・生活に密着した道路整備事業(市町村道)については、国の財政制度等審議会において、人口減少時代に向けた社会資本整備の集約化や、予
算執行状況を要望額に反映するインセンティブ改革が検討されている。
・金武湾港の整備については、平安座南地区の航路整備に関して、事業箇所付近のモズク養殖場や、事業箇所周辺のマリンスポーツや潮干狩
りなど海洋利用者の状況について、適宜確認する必要がある。
・伊平屋空港の整備については、環境アセスの補正手続きにおいて就航機材の低周波音測定が必要であるが、就航会社及び就航機材が未定の
ため手続きが中断している。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・県管理道路の改良済延長については、連続した用地取得に取り組んだものの、難航箇所もあって買収済み用地が点在しているため、工事発
注できない。また、コロナの影響により用地交渉の実施自体が厳しい。

[主な取組]
・生活に密着した道路整備事業(県管理道路)については、工事発注が可能となるよう連続した用地取得に取り組むとともに、事業完了に至ら
ない場合でも、部分的な開通等により事業の早期効果発現を図る。
・生活に密着した道路整備事業(市町村道)については、各市町村に対して早期の発注を促すとともに、効率的かつ優先度や集約化を考慮した
道路整備を図るよう指導し、整備効果の発現を促進する。また、新たな取り組みや類似事例紹介等の情報提供を行う。
・金武湾港の整備については、平安座南地区の航路整備に関して、もずくの収穫時期等に配慮して工事時期を5月から9月と制限して実施する
とともに、工事の周知や作業区域の明示など適切な安全対策を行い、海洋利用者の安全に配慮する。また、国有海浜地部分の施工箇所につい
て国と協議しながら早期の解決を図る。
・伊平屋空港の整備については、就航見込みのある航空会社等と、意見交換を継続し、伊平屋村伊是名村と連携して就航予定航空会社の確保
に取り組む。

[成果指標]
・県管理道路の改良済延長については、工事発注が可能となるよう連続した用地取得に取り組むとともに、事業完了に至らない場合でも、部
分的な供用により、事業効果の早期発現を図る。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 25.0%
施策推進状況

成果は概ね順調だが、
取組は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 50.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

施策展開 2-(6)-イ 高度情報通信ネットワーク社会に対応した行政サービスの提供

施策 ①　情報通信基盤の高度化と地域情報化の促進

対応する
主な課題

①離島地域等の条件不利地域においては、地理的条件、人口が少ないなどの採算性の問題から、民間通信事業者による情報通信基
盤の整備が進まず、都市部との情報格差が恒常化するおそれがある。

④情報通信技術等を活用した教育を促進するため、離島地区の学校において通信回線及び情報通信機器等の整備を行うほか、教員
のICT活用能力の向上や教員を支援する体制を整備する必要がある。

関係部等 企画部、教育庁

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

○児童・生徒の情報リテラシーの向上

2
ＩＣＴ活用環境整備

836,309 順調

　県立高校59校へ、低所得世帯向け貸与用端末10,650台を整備
し、24校に大型提示装置の設置及び修繕を行った。
　県立中学校２校にタブレット端末２セット（82台）を整備し
た。
　特別支援学校１校へ93台の教育用PCを整備し、入出力支援装
置を整備した。

県
（教育庁教育支援課）

○情報通信基盤の確保

1
情報通信基盤の整備

3,322,177 順調
　R3年度は、沖縄本島と北大東島を結ぶ海底光ケーブルの整備
を完了した。また、南大東村及び北大東村にて、光ファイバ網
幹線整備に着手した。

県
民間通信事

業者
市町村

（企画部情報基盤整備課）

4
ＩＣＴ教育研修

1,597 概ね順調

　教育の情報化におけるＩＣＴ活用促進を図るため、校務の情
報化に係る研修、情報モラル教育の充実に資する研修、情報セ
キュリティに関する研修、学校の情報化を推進する教育情報化
推進リーダーの養成及び校内研修の充実に資する研修の実施を
行う。

県
（教育庁教育支援課）

3
県立学校インターネット推進事
業 14,946 順調

　インターネットを活用した生徒の学力向上を図ることなどを
目的に県立学校については県が通信料等を負担している。
　昨年度、辺土名高校、宮古特別支援学校にて1Gbpsへの工事を
行ったことで、全ての県立学校が、超高速インターネットに接
続され接続率100%となった。

県

（教育庁教育支援課）

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

超高速ブロードバンドサービス
基盤整備率

87.3%
(23年)

97.2% 98.0% 99.1% 99.3% 99.6% 100.0%
96.9%

担当部課名

状
況
説
明

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

情報基盤整備課

　沖縄県、市町村及び民間通信事業者が取り組んでいる情報通信基盤の整備が着実に進んだため、沖縄県全体の超高速ブロードバン
ドサービス基盤整備率が基準値より１２．３ポイント上昇した。
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は概ね順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
○情報通信基盤の確保
・情報通信基盤の整備については、市町村毎に整備計画が異なるため、関係市町村及び通信事業者と十分な協議が必要である。

○児童・生徒の情報リテラシーの向上
・ＩＣＴ活用環境整備については、GIGAスクール構想により1人1台端末環境で学んできた生徒が高校に入学してくるため、高等学校において
も1人1台端末環境の整備が求められている。県立高校では保護者負担による1人1台端末環境の整備になるため、生徒保護者のほか、学校等へ
理解を求める必要がある。
・県立学校インターネット推進事業については、沖縄県の高速インターネット接続率は、離島へき地を多く抱えているため、県立学校のほか
市町村立の小中学校を含む公立学校全体では94.6％と、全国43位（47都道府県中）という下位グループに位置する。
・ＩＣＴ教育研修については、令和３年度までに無線LAN環境（県立高校60校の2,112教室）、電子黒板（県立高校の普通教室に1,136台）、
タブレット端末15,340台（県立高校60校）の急速な整備が行われた。小中学校で１人１台端末の整備が進み、今後タブレット端末等の効果的
な利用方法及び管理運用についての研修が必要となる。無線LAN環境の整備により、無線LANと教育用コンピュータを授業に活用する方法など
の研修が必要となる。

　外部環境の分析
○情報通信基盤の確保
・情報通信基盤の整備については、世界的な半導体不足の影響により、収容装置等の工場製作品の製造が遅れ、現場施工に遅れが生じてい
る。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、使用する部材等の工場製作品の製造ラインの稼働が落ち込み、現場施工に遅れが生
じている。

○児童・生徒の情報リテラシーの向上
・ＩＣＴ活用環境整備については、世界的な半導体不足の影響と全国的に高校の1人1台端末の環境整備が求められるため、端末の需要が高ま
り、供給が追い付かない懸念がある。急激な円安により、端末の価格が値上がりする可能性がある。
・県立学校インターネット推進事業については、義務教育段階におけるGIGAスクール構想により、沖縄県全体でネットワークの整備が飛躍的
に進んだため、今後は更に情報通信環境が改善される見込みである。
・ＩＣＴ教育研修については、令和４年度より高等学校で実施される新学習指導要領の中で文科省の進める「主体的対話的で深い学び」に向
けた授業について、ＩＣＴの活用の重要性が指摘されている。文部科学省より「教育情報セキュリティに関するガイドライン（R4年3月改
訂）」が示され、これまで以上に情報モラル教育の重要性が指摘されている。今後高校生１人１台端末環境に対応するため活用方法の研修等
が必要となる。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・超高速ブロードバンドサービス基盤整備率については、世界的な半導体不足の影響により、収容装置等の工場製作品の製造が遅れ、また新
型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、使用する部材等の工場製作品の製造ラインの稼働が落ち込んだだめ、南大東村及び北大東
村の整備に遅れが生じている。

[主な取組]
○情報通信基盤の確保
・情報通信基盤の整備については、関係市町村及び通信事業者と整備範囲、工程等を十分に協議を行い、計画的かつ段階的な整備に取り組む
とともに、通信事業者に対して、世界的な半導体不足への対応や新型コロナウイルス感染症対策並びに整備に必要な資機材や作業員の手配を
速やかに行うよう求める等、施工体制の確立に努める。

○児童・生徒の情報リテラシーの向上
・ＩＣＴ活用環境整備については、高等学校における1人1台端末環境における保護者負担に関して、今後も保護者及び各学校の協力を得なが
ら進めていく。また、継続的に県立高校へICT支援員を導入できるよう計画をする。さらに、教育情報セキュリティガイドラインに沿った沖
縄県版ガイドライン策定に向けて、他部署と連携して検討を行う。
・県立学校インターネット推進事業については、今後、１人１台端末整備に備えて、インターネット回線の更なる高速化について、関係部署
と協議を行う必要がある。
・ＩＣＴ教育研修については、引き続き、教育情報化推進講座やＩＣＴ研修講座を開催し、従来の内容に加えて、１人１台端末を活用した学
びに特化した内容を盛り込むことで、ＩＣＴ教育研修の充実を図る。また、「教育情報セキュリティに関するガイドライン（R4年3月改
訂）」を踏まえた情報モラル教育に関する研修を、総合教育センターと協力して実施する。

[成果指標]
・超高速ブロードバンドサービス基盤整備率については、関係市町村及び通信事業者と整備範囲、工程等を十分に協議を行い、計画的かつ段
階的な整備に取り組むとともに、通信事業者に対して、世界的な半導体不足への対応や新型コロナウイルス感染症対策並びに整備に必要な資
機材や作業員の手配を速やかに行うよう求める等、施工体制の確立に努める。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 75.0%
施策推進状況

取組は概ね順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

「施策」総括表

施策展開 2-(6)-イ 高度情報通信ネットワーク社会に対応した行政サービスの提供

施策 ②　電子自治体の構築

対応する
主な課題

②行政サービスの高度化について、様々な行政ニーズに対応し、利用者の利便性向上を図るため、その情報基盤を整備・強化し、
電子申請システムによる行政手続のオンライン化促進及び統合型地理情報システムで発信する情報を拡充する等、各種システムの
利活用を推進する必要がある。

1
インターネット利活用推進事業

8,905 順調

　「保育所・幼稚園等職員向けPCR検査受検申請」等の新型コロ
ナ関係の手続きを含めて、新たに84件をオンライン化した。
　また、手続きのオンライン化に向けて関係課との調整を行っ
た。

県
（企画部情報基盤整備課）

関係部等 企画部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

3
統合型地理情報システム整備事
業 12,508 順調

　沖縄県地図情報システムの閲覧件数の多い地図を中心に、掲
載中の地図情報の更新（42件）を行うことで、システムの利便
性向上を図った。

県

（企画部情報基盤整備課）

2
市町村電子自治体構築支援事業

0 順調

　市町村に対し利用中の情報システム概況、自治体クラウド導
入環境及び導入可能性に係る調査を実施し、県内の状況を把握
した。
　また、基幹システムの標準化・共通化に関する国の動向及び
先行事例の把握に取組んだほか、市町村への説明会、市町村間
意見交換会の開催などにより、市町村の取組を支援した。

県
市町村（企画部デジタル社会推進課）

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

電子申請利用件数（県民向け)
5,910件
(23年度)

22,543.0件 37,814.0件 19,634.0件 113,051.0件
55,426.0件

18,000件
達成

担当部課名

状
況
説
明

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

企画部情報基盤整備課

　「保育所・幼稚園等職員向けPCR検査受検申請」等の申請を電子申請システムで新たに受け付けたことにより、令和３年度目標値の
18,000件を上回る55,426件の利用があった。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

174,379.0件
180,000件

85.2%

担当部課名 企画部情報基盤整備課

統合型ＧＩＳの閲覧件数
41,354件
(23年度)

93,615.0件 111,928.0件 110,648.0件 85,312.0件

状
況
説
明

　令和３年度の実績値は174,379件となっており、不動産・防災分野での利用は多くなっているものの令和３年度目標値を下回ってい
る。

2
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「概ね順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・インターネット利活用推進事業については、行政手続のオンライン化に関しては、事務を処理する職員のシステム操作の習熟が必要なこと
から、引き続き、職員向け研修を行うとともに、各担当者への個別のサポートにも取り組んで行く必要がある。
・市町村電子自治体構築支援事業については、市町村が行う各業務システムの標準化共通化に係る見直しを始めとした作業は、膨大であるこ
とから体制強化が求められるところ、市町村の人員体制には幅があり、取組の進捗状況は市町村によって差がある。小規模市町村において
は、少ない職員数で行政サービスを提供しなければならないという構造的問題を抱えており、体制整備が進まずに取組に遅れが生じる懸念が
ある。
・統合型地理情報システム整備事業については、バージョンアップ後の地図情報システムについて、まだ操作に慣れていない職員が多数いる
ことが予想されることから、操作研修や個別のサポートを通して、職員のスキルアップを図る必要がある。県民の地図情報システムの利用を
促進するための方針を定める必要がある。

　外部環境の分析
・インターネット利活用推進事業については、新型コロナウイルス感染症の拡大により、社会のデジタル化が急速に進んだことに加え、令和
３年９月のデジタル庁の設置により、行政手続のオンライン化の機運が高まっている。
・市町村電子自治体構築支援事業については、市町村における業務システムの標準化共通化に係る取組については、法整備により、標準化へ
の取組、対象事務及び目標年限（R7年度末）等が示された法定義務である。現在、国から、ガバメントクラウドに関する実行計画や市町村に
おける作業手順等が示されているところであるが、国においても地方公共団体の状況等情報収集や分析を行いつつ進めているものであり、今
後内容に変更が生じる可能性がある。
・統合型地理情報システム整備事業については、新型コロナウイルス感染症の影響で、集合研修に制限がかかることが予想される。新型コロ
ナウイルス感染症の拡大により、社会のデジタル化が急速に進んだことに加え、令和３年９月のデジタル庁の設置により、オープンデータ化
の機運が高まっている。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・統合型ＧＩＳの閲覧件数については、計画値を達成できなかった要因として、不動産・防災分野での利用は多くなっているが、その他の分
野での利用が少ないことが挙げられる。

[主な取組]
・インターネット利活用推進事業については、事務を処理する職員の操作スキルのアップを図る観点から操作研修会を実施するとともに、必
要に応じて、個別のサポートを実施する。また、全庁的な調査を行って、県庁各課等で実施している県民向けの手続きをリスト化し、各手続
きのオンライン化に対する課題を整理して、更なる手続きのオンライン化に向けて、手続所管課との調整を行う。
・市町村電子自治体構築支援事業については、ガバメントクラウドに関する国の動向、県外並びに県内における先進的事例の収集把握を行
い、市町村への情報提供市町村間の情報共有を図る。また、市町村におけるシステムの標準化共通化に係る取組が円滑に進められるよう、助
言や人材確保への支援を行う。
・統合型地理情報システム整備事業については、非対面でも従来の集合研修と同等内容の研修が行えるよう実施方法を工夫することにより、
職員のスキルアップ及びシステムの利用促進を図る。また、地図情報が陳腐化しないよう、関係部署等に情報提供を依頼し、その際に受けた
新たな情報を追加及び更新することで情報発信の強化を図る。さらに、地図情報システムを利用した地理空間情報利活用の拡充方針を策定
し、方針に基づいて県民の地図情報システムの利用促進を図る。

[成果指標]
・統合型ＧＩＳの閲覧件数については、利用が多い不動産・防災分野に関しては、定期的に情報の更新を行うなど、掲載情報の充実を図る。
また、県民のさまざまなニーズに対応するために、地図情報システムを利用した地理空間情報利活用の拡充方針を策定し、方針に基づいて関
係部署等の協力を得ながら、新たな地図情報を開拓することで情報発信の強化を図る。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況 概ね順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 50.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　Ｒ２年度の登録団体数673団体、会員総数25,273人に対して、Ｒ３年度は709団体27,260人と増加している。

2

27,260名 29,000名
85.0%

担当部課名 子ども生活福祉部福祉政策課

県内市町村社協へ登録している
ボランティア団体に加入してい
る会員の総数

17,377名
（23年度）

26,424名 24,446名 28,575名 25,273名

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部消費・くらし安全課

　公益的な活動を行う団体の法人格の選択肢が増えてきたことからＮＰＯ法人以外の法人格を選択する団体が増えているといわれ、
全国的にはＮＰＯ法人の認証数（解散・取消を除く）は微減の状況である。本県でも多少の増減はあるものの、解散・取消を除いた
認証数は減少傾向にある。今後も指導の面からＮＰＯ法人の質の向上を図る。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

ＮＰＯ認証法人数
509法人
（22年）

722法人 734法人 744法人 761法人 773法人 758法人
達成

担当部課名

状
況
説
明

3
特性に応じた地域づくりの支援

30,600 やや遅れ

 　｢地域おこし協力隊｣２名を配置し、地域づくり人材・活動の
掘り起こしを行うとともに、活動状況等についてとりまとめ、
SNS等を活用した情報発信と共有を行った。また、市町村配置の
地域おこし協力隊を対象に研修会を実施し、地域づくり人材の
育成を行った。

県
市町村

地域づくり
団体等

（企画部地域・離島課）

2
地域ボランティアの養成

4,504 順調

　地区社連ボランティア担当者連絡会における助言・情報提供
等を７回、メールマガジンやHPによるボランティア関係のイベ
ントやボランティア募集を毎月２回行う等、ボランティアの充
実強化に取り組んだ。

県
県社会福祉

協議会
（子ども生活福祉部福祉政策
課）

1

ＮＰＯ等市民活動の促進

5,616 順調
　沖縄県ＮＰＯプラザにおいて、ＮＰＯ法人設立の相談に応
じ、令和３年度は12法人の設立認証があった。

県
ＮＰＯ等

（子ども生活福祉部消費・くら
し安全課）

関係部等 子ども生活福祉部、企画部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(7)-ア 県民の社会参加活動の促進と協働の取組の推進

施策 ①　県民の社会参加活動の促進

対応する
主な課題

①社会環境の変化や社会ニーズの多様化などにより、ユイマールと言われる相互扶助の精神で支えられてきた地域コミュニティに
おける人間関係が希薄化し、地域の抱える課題も複雑化している。

②地域住民一人ひとりが地域に貢献していることを実感できる社会参加の機会をさらに拡大することが課題となっている。
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Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「概ね順調」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・ＮＰＯ等市民活動の促進については、ＮＰＯ法人を設立希望する団体への設立相談時に、設立後の運営も踏まえた助言指導を行うことで、
設立後の各種手続きが適正に行える法人が増えてきたが、書類の完成に相当な時間を要する団体も多く、設立までに時間がかかっている。ま
た、法施行後２３年が経過し、法人の情報公開等、運営上求められる要件が変わってきている中で、組織体制の脆弱さから、活動の継続性や
各種手続きの滞りなど、課題を抱える法人も多い。
・地域ボランティアの養成については、市町村社会福祉協議会のボランティア担当者の資質向上のためのセミナーや市町村社会福祉協議会ボ
ランティアセンター機能強化のための支援を行ったことにより、ボランティア登録団体数は増加している。
・特性に応じた地域づくりの支援については、地域づくりに対する理解や意識に格差があることや、離島や過疎地域などは地理的要因等によ
り、地域づくり人材同士が直接交流することが容易ではない。地域づくりの中核的役割を担う人材間の交流を基盤として、地域づくり活動を
一層広げていくとともに、各主体間の連携協働による地域づくりの取組につなげる必要がある。

　外部環境の分析
・ＮＰＯ等市民活動の促進については、地域貢献活動を行おうとする団体が取得する法人格の選択肢が増えており、ＮＰＯ法人格と同じく、
公益活動を行う法人格として非営利型一般社団法人についても増加傾向にあると言われている。
・地域ボランティアの養成については、地域福祉の課題が顕在化する中、ボランティアに対する関心も高まり、地域においてボランティアの
重要性が増している。
・特性に応じた地域づくりの支援については、離島過疎地域では人口減少及び高齢化が進み、地域によっては集落や産業機能の低下による地
域コミュニティの維持が課題となっている。地域の伝統文化の継承や産業を含む地域内の様々な活動を担う人材が不足し、集落機能の低下が
懸念される。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・県内市町村社協へ登録しているボランティア団体に加入している会員の総数については、令和２年度の大口ボランティア団体の登録未更新
に伴う減少や新型コロナウイルス感染症によりボランティア活動の制限等が影響していると考えられる。

[主な取組]
・ＮＰＯ等市民活動の促進については、設立相談において、それぞれの団体運営に適したスタイル（任意団体、ＮＰＯ法人、一般社団法人、
株式会社等）を選択できるようアドバイスを行い、一般社団法人格を検討する団体に対し、中間支援組織の紹介等情報提供を行う。また、効
率的な設立相談を行うために事前に情報を収集できる県ホームページ掲載資料の追加・改善を随時行う。
・地域ボランティアの養成については、コーディネーターに対する支援を行うとともに、新たな人材確保のために検定等を実施する。また、
「沖縄県ボランティア市民活動支援センター」のホームページにおいて、県内にてボランティア活動を行う人団体を登録するとともに、ボラ
ンティア活動に関するイベントやボランティア募集情報等の提供を行うなど、拠点機能を活かした支援を行う。さらに、県内福祉教育関係者
に対する研修会等の実施を通し、福祉教育の推進を図る。
・特性に応じた地域づくりの支援については、引き続き、「地域おこし協力隊制度」の活用を支援するとともに、協力隊員同士のネットワー
クづくりや地域づくり人材との交流の場の創出、定着支援を目指した研修会を設けるなど、市町村や地域づくり人材と連携した取り組みを行
う。また、地域づくり人材の一つである「地域おこし協力隊」の活動事例及び定着支援については、引き続き離島過疎市町村に向け研修会や
意見交換を通して周知を行っていく。

[成果指標]
・県内市町村社協へ登録しているボランティア団体に加入している会員の総数については、市町村社協と連携し、現在登録しているボラン
ティア団体への継続登録の呼びかけや登録していないボランティア団体の把握及び当該団体への新規登録の呼びかけを行うとともに、コロナ
禍におけるボランティア・市民活動の事例や推進策等の情報発信を行う。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 66.7%
施策推進状況 概ね順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 50.0%
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　民生委員制度は全国的な制度であり、令和元年度は3年に1度の民生委員・児童委員の任期満了に伴う一斉改選が行われた。充足率
は一斉改選に伴い一時的に低下したが、その後は徐々に改善傾向にあるため、引き続き民生委員・児童委員の活動等について周知を
図り、目標値の達成を目指す。

2

83.0% 97.8%
未達成

担当部課名 子ども生活福祉部福祉政策課

民生委員・児童委員充足率
88.2%
(22年)

86.3% 86.2% 80.3% 82.3%

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

子ども生活福祉部消費・くらし安全課

　ＮＰＯと県の協働事業数については、ここ数年増加傾向にあったが、令和２年度に減少に転じた。令和３年度の実績調査は令和４
年度に実施するが、目標値は達成済みである。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

ＮＰＯと県の協働事業数
71事業
（22年）

331事業 395事業 468事業 398事業 398事業 255事業
達成

担当部課名

状
況
説
明

4

地域学校協働活動推進事業(学
校・家庭・地域の連携協力推進
事業) 44,776 やや遅れ

　21市町村において、地域人材を活用した授業の補佐やクラブ
活動支援、登下校の見守り、環境美化、体験交流活動などが実
施された。
　地域コーディネーターについては、198人配置した。県は研修
会を通して事業関係者の資質向上を図ると共に、21市町村に補
助金を交付した。

県
市町村

（教育庁生涯学習振興課）

3

民生委員児童委員活動の推進

81,629 やや遅れ

　市町村の区域ごとに置かれた民生委員・児童委員により、地
域住民の生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握し、福祉
サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援
助及び指導を行う。

県
市町村

（子ども生活福祉部福祉政策
課）

2
事業者等と行政の協働の推進

0 概ね順調

　関係課と事業者において、包括的連携協定に基づく、協働の
取組を実施した。
　協定締結済み事業者からの取組提案、相談について、関係課
との調整及び助言などの支援を行った。
　また、協定を希望する事業者と、締結に向け、関係課への照
会等の調整を行った。

県
事業者等（企画部企画調整課）

1
ＮＰＯと行政の協働の推進

5,616 順調

　協働事業を拡大するため、沖縄県ＮＰＯプラザの運営（ＮＰ
Ｏに関する情報収集、発信、広報啓発）を行った。また、協働
力向上のため、ＮＰＯ法人等を対象とした個別相談会を県庁お
よび宮古にて実施した。協働に対する県民への周知を図るた
め、協働実績の調査結果をホームページにて公開した。

県
ＮＰＯ（子ども生活福祉部消費・くら

し安全課）

関係部等 子ども生活福祉部、企画部、教育庁

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(7)-ア 県民の社会参加活動の促進と協働の取組の推進

施策 ②　協働の取組の推進

対応する
主な課題

①社会環境の変化や社会ニーズの多様化などにより、ユイマールと言われる相互扶助の精神で支えられてきた地域コミュニティに
おける人間関係が希薄化し、地域の抱える課題も複雑化している。

②地域住民一人ひとりが地域に貢献していることを実感できる社会参加の機会をさらに拡大することが課題となっている。

③男女共同参画社会の形成のためには、県民の意識改革、女性の更なる社会参画の促進、男女間における暴力の根絶などに向けた
取組が一層求められている。
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

120千人
（23年度）

196.0千人 219.0千人 217.0千人

　当該施策の推進状況は、「大幅遅れ」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・ＮＰＯと行政の協働の推進については、本県における協働の担い手としてＮＰＯ法人等が取り組む機会が増加している。ＮＰＯ法人側が一
般県民に対する情報公開の手段として利用できる内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト等の周知が進んでいないこと、一部法人側にも情報公開に
取り組む姿勢が低いこと等がある。協働の機会の増加につながり、ＮＰＯ活動の支援者の獲得にもつながる情報公開の重要性を法人側に周知
していく必要性がある。
・事業者等と行政の協働の推進については、各部局関係課に対して、包括的連携協定に関する情報提供や情報収集が十分でなく、予定してい
た取組の未実施や実施済み取組の把握漏れなどがある。
・民生委員児童委員活動の推進については、充足率の低い状態が慢性的に続くことによる仕事量の増加や、民生委員活動に対するマイナスイ
メージ（忙しい、大変）等が、担い手不足の一因になっている。
・地域学校協働活動推進事業(学校・家庭・地域の連携協力推進事業)については、国が掲げている「地域学校協働活動とコミュニティスクー
ルの一体的な推進」について、県内において模範的な事例がまだない。活動に参画するボランティアの新規の人材確保が進んでおらず、ボラ
ンティアの担い手不足、固定化が状態化している。

　外部環境の分析
・ＮＰＯと行政の協働の推進については、公益的な活動を目的とする法人格の選択肢が増え、ＮＰＯ法人格のほかに一般社団法人格を選択す
る団体が増えているといわれている。
・事業者等と行政の協働の推進については、協定締結済みの事業者より、新たな取組の提案について、担当部署への取り次ぎの相談を受ける
ことがある。
・民生委員児童委員活動の推進については、経済的困窮や虐待、子どもの貧困等、多様で複雑な課題が顕在化深刻化する中で、地域共生社会
の実現に向けた担い手の一員である民生委員児童委員に求められる役割や期待が高まっており、負担感が増している。定年の延長、自治会加
入率の低下等により、民生委員の担い手確保が難しくなっている。
・地域学校協働活動推進事業(学校・家庭・地域の連携協力推進事業)については、県内のコミュニティスクール導入校が少なく、取組年数も
浅い学校が多い。県内の雇用状況の改善による就業人口の増加は、ボランティアの担い手不足に影響している。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・民生委員・児童委員充足率については、虐待、子どもの貧困等、多様で複雑な課題が顕在化・深刻化する中で、民生委員・児童委員に対す
る役割や期待の高まりにより負担感が増していること、定年の延長、自治会加入率の低下等により、担い手の確保に苦慮していることが、充
足率が低い要因になっていると考えられる。
・学校支援ボランティア参加延べ数については、県内雇用状況の改善による就業人口の増加が影響しており、主に平日の日中に行われるボラ
ンティア活動に参画できる地域人材の確保は困難になってきている。

[主な取組]
・ＮＰＯと行政の協働の推進については、県職員に対しては、ＮＰＯ法人に関する情報収集のための沖縄県ＮＰＯプラザ及び内閣府ＮＰＯ法
人ポータルサイトの周知に努め、ＮＰＯ法人に対しては情報公開の重要性についての認識を深め、内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトの利用を
推進していく。
・事業者等と行政の協働の推進については、ポータルサイトの掲載内容を随時更新するとともに、毎年内容を更新している「事業者との協働
事業の取組状況」及び「効果的な施策展開が期待できる取組一覧表」については、各部局に通知し、情報共有することで、関係課からの事業
者への取組提案等が円滑に行われるようにする。
・民生委員児童委員活動の推進については、民生委員児童委員の円滑な活動に資するため研修等の充実を図る。また、民生委員の担い手確保
に向け、市町村と意見交換を行うとともに、県広報誌やチラシ等を活用したPR活動を行う等の民生委員制度に関する広報活動に努める。
・地域学校協働活動推進事業(学校・家庭・地域の連携協力推進事業)については、地域学校協働活動とコミュニティスクールの連携による効
果や実践事例を、県内の教育委員会や学校関係者に伝えるため、研修会等をとおして積極的に資料等を配布する。より多くの地域住民の参画
を得るために、これまでのボランティア募集の手法の見直しや、更なる工夫を行うよう、研修会等を通して市町村に働きかける。

[成果指標]
・民生委員・児童委員充足率については、民生委員の役割や活動内容について周知を図るため、広報活動に努めるほか、民生委員の円滑な活
動に資するために研修等の充実を図る。また、民生委員の組織的活動を支える活動基盤である民生委員児童委員協議会を支援することで、民
生委員が活動しやすい環境を整備する。
・学校支援ボランティア参加延べ数については、新規ボランティア獲得のために、企業や団体の持つ人的ネットワークを活用した事業周知、
ボランティア募集の広報等を行っていく。

状
況
説
明

　地域学校協働活動（学習支援）が実施市町村において定着してきた一方で、参加しているボランティアの固定化が状態化してい
る。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 25.0%
施策推進状況 大幅遅れ

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 33.3%

3

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況H29

162.0千人 159.0千人 250千人
30.0%

担当部課名 教育庁生涯学習振興課

H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

学校支援ボランティア参加延べ
数

-295-



様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「―」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・男女共同参画の実現については、令和３年３月に「沖縄県性の多様性尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）」を行った。

　外部環境の分析
・男女共同参画の実現については、新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、緊急事態宣言やまん延防止措置期間が長期間続いたため、
啓発事業の大幅な見直しが必要となった。新型コロナウィルス感染症の感染拡大状況の下、女性を取り巻く就労環境や生活環境が大きく変化
し、生理の貧困の問題が顕在化したほか、孤独や不安による悩みを抱えた女性に対するサポートが必要とされている。

[主な取組]
・男女共同参画の実現については、性の多様性に関して、県民各層の理解の浸透を図るため、令和３年度に作成したパンフレット等を活用し
啓発事業を実施する。また、地域女性活躍推進交付金を活用し、悩みを抱える女性が気軽に参加し、必要な行政機関と繋がることができる居
場所づくり事業を実施する。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況 ―

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） ―

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

―

―

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

―

担当部課名

状
況
説
明

1
男女共同参画の実現

18,602 順調

　男女共同参画社会づくりに向けて意識啓発及び人材育成を図
るため、講座・講演会を実施した。
　また、女性が様々なライフステージに応じて能力を発揮でき
る社会の実現に向けて、女性のスキルアップやネットワーク構
築を目的とした女性人材育成講座「てぃるる塾」第３期を開催
した。

県（子ども生活福祉部女性力・平
和推進課）

関係部等 子ども生活福祉部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(7)-ア 県民の社会参加活動の促進と協働の取組の推進

施策 ③　男女共同参画社会の実現

対応する
主な課題

③男女共同参画社会の形成のためには、県民の意識改革、女性の更なる社会参画の促進、男女間における暴力の根絶などに向けた
取組が一層求められている。
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策は、主な取組のすべてが「順調」で、成果指標のすべてが目標値を「達成」としており、順調に施策を推進している。

[主な取組]
　内部要因の分析
・移住定住促進事業については、市町村主導による移住取組の機運醸成を図ってきたが、今後は中間支援組織の強化など、官民連携した先進
的な取組を進める市町村の事例を展開する必要がある。

　外部環境の分析
・移住定住促進事業については、国の「まちひとしごと創生総合戦略」の基本目標で「東京圏から地方への新しいひとの流れをつくる」が掲
げられており、地方移住が推進されている。コロナ禍において全国的に地方移住への関心が高まっている。

[主な取組]
・移住定住促進事業については、市町村が総合戦略で定めた移住取組を促進するため、沖縄県移住受入協議会の中で、県、市町村等がお互い
の情報や課題を共有するとともに、先進事例の展開に向けた取組が求められる。また、移住施策への取組促進に向けては、中間支援機能強化
の視点を踏まえ、移住相談会や移住体験ツアーを実施するとともに、移住応援サイト等の活用により情報発信の強化に取り組む。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 100.0%
施策推進状況 順調

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 100.0%

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

企画部地域・離島課

　令和３年度のアクセス数は約１９万件を超え目標値を達成した。要因としては、全国的な地方移住への関心の高まりときめ細やか
な情報発信の充実によるものと考えられる。

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

移住応援サイトアクセス数 ―
61,585.0 87,041.0 102,930.0 157,766.0 192234.0 50,000

達成

担当部課名

状
況
説
明

1
移住定住促進事業

45,049 順調

　オンラインとリアルを併用し、移住相談会６回、移住フェア
出展３回、移住体験ツアーを９回開催し、その様子を移住応援
サイト等に動画を掲載し情報発信を充実させた。
　また、沖縄県移住受入協議会を２回開催し、県内外の移住受
入活動の取組状況を共有した。

県
市町村

民間団体（企画部地域・離島課）

関係部等 企画部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(7)-ア 県民の社会参加活動の促進と協働の取組の推進

施策 ④　地域の活力と成長力の推進

対応する
主な課題

④地域の活力と成長力の維持・発展を図るためには、積極的な人口増加施策を展開し、離島・過疎地域を含め県全域でバランスの
取れた持続的な人口増加社会の実現を図る必要がある。
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様式２（施策）

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ）

Ⅱ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ）

状
況
説
明

　令和３年の農林漁家民宿の延べ宿泊者数（交流人口）は、活動団体へのアンケート調査により0.3万人と目標値13万人を大きく下
回った。

2

0.3万人 13万人
未達成

担当部課名 農林水産部村づくり計画課

グリーン・ツーリズムにおける
交流人口

４万人
（22年）

11.6万人 13.5万人 13.5万人 0.8万人

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

H29 H30 R元 R2 R3(A) R3(C)

農林水産部村づくり計画課

　農地転用や遊休地の発生等の理由により、目標値22,000haを達成できなかったが、前年度より1活動組織が増となっている。引き続
き、事業未導入の地域や市町村に取組推進を図り、農村における多面低機能を発揮するための地域活動を支援する。

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

1

成果指標名 基準値(B)
実績値 目標値 R3年度

達成状況

多面的機能活動取組面積（取組
率）

9,402㏊
（26%）

（22年度）

20,914ha
(54%)

20,880ha
（54%）

20,847ha
（54%）

20,976ha
（54%）

21,746ha
（54%）

22,000㏊
（57%） 98.0%

担当部課名

状
況
説
明

5
グリーン・ツーリズムの推進

10,640 大幅遅れ

　グリーン・ツーリズムを推進するため、「グリーン・ツーリ
ズムコーディネート機能強化事業」を実施し、安全・安心で沖
縄らしい魅力的な体験交流プログラムの開発と活動団体の連携
強化、受入品質の向上に取り組んだ。

県（農林水産部村づくり計画課）

4
ふるさと農村活性化基金事業

8,006 順調

　令和３年度は、15地区を計画していたが、新型コロナウイル
スの影響により、２地区の支援数減となったものの、地域住民
ぐるみで農村環境の保全管理活動や地域イベントを行った13地
区に対し支援を行い、地域活動を推進する人材育成を推進し
た。

県
市町村（農林水産部村づくり計画課）

3
農村集落基盤・再編・整備事業

216,411 順調
　真壁西地区（糸満市）他１地区において、農業生産基盤およ
び農村生活環境の整備に対する補助を行った。

県
市町村（農林水産部農地農村整備課）

2
漁村地域整備交付金

701,882 順調
　伊平屋地区ほか６地区で就労環境改善のための浮桟橋や漁港
内の安全係留確保のための防風柵を整備した。

県
市町村（農林水産部漁港漁場課）

1
多面的機能支払交付金事業

322,770 順調

　地域ぐるみの農地・農業用施設の基礎的な保全管理活動と適
切な保全管理の為の推進活動を実施した。
　地域資源の質的向上を図る共同活動と施設の長寿命化の為の
活動を実施した。

県
市町村（農林水産部村づくり計画課）

関係部等 農林水産部

令和3年度

主な取組
（所管部課）

決算
見込額
(千円)

進捗状況 活動概要
実施
主体

「施策」総括表

施策展開 2-(7)-イ 交流と共創による農山漁村の活性化

施策 ①　交流と共創を支える人材の育成と活動支援

対応する
主な課題

①農家の高齢化、後継者不足等により農山漁村の活力低下が懸念され、農村環境の保全や地域ぐるみの共同活動を促進するために
も地域リーダーの育成・確保は喫緊の課題である。

②海に囲まれた沖縄県の新鮮な水産物や漁労技術、自然環境や景観、伝統文化等は漁村を特徴づける優れた地域資源であり、交流
と共創による活性化の取組が必要である。
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析 （Ｃｈｅｃｋ）

（１）施策の推進状況

（２）施策の推進状況の分析

Ⅳ 施策の推進戦略案 （Ａｃｔｉｏｎ）

　当該施策の推進状況は、「取組は順調だが、成果は遅れている」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
・多面的機能支払交付金事業については、事業未実施地域への制度の周知啓発が不十分であるため、事業内容を広くPRする必要がある。
・漁村地域整備交付金については、効果的かつ効率的に事業を推進するためには、整備する地区や内容について優先順位等を考慮する必要が
ある。
・農村集落基盤・再編・整備事業については、計画等策定時或いは事業遂行時において発生した用地取得の課題や作付調整の課題について、
解決に時間を要し、事業遂行に支障をきたすことが懸念される。
・ふるさと農村活性化基金事業については、農山漁村活性化の一環として沖縄県が実施している「沖縄、ふるさと百選」認定事業など、他の
地域支援事業の取組とも連携し事業執行する必要がある。
・グリーン・ツーリズムの推進については、沖縄県グリーンツーリズムネットワークにおいて、安全安心な受入体制整備のための取組を進め
ているが、未だ地域によって受入体制や品質にバラツキがあり、推進に影響している。現状、修学旅行以外のターゲットにおいては沖縄県の
グリーンツーリズムはほとんど認知されていないが、実際に体験交流してみるとその評価は高く、観光客や県民への周知が不足していると考
えられる。

　外部環境の分析
・多面的機能支払交付金事業については、事業継続地域の過疎化、高齢化、担い手不足に伴う、遊休地の発生や農地転用による面積減のた
め、担い手への農地の集積や集落リーダーの育成を含めた取組をする必要がある。
・漁村地域整備交付金については、漁村の活性化を図るため、安全安心な漁港施設を形成するとともに、漁業就業者の高齢化に対応した就労
環境改善を図る必要がある。予算が限られていることから、事業が長工期化しないように配慮する必要がある。
・農村集落基盤・再編・整備事業については、豪雨等の異常気象による現場条件等の変化により工事の進捗に影響を及ぼすことが懸念され
る。
・ふるさと農村活性化基金事業については、高齢化等の課題があるため、実施地区に大きな伸びはないが地域におけるリーダーの育成や掘り
起こしが必要である。
・グリーン・ツーリズムの推進については、少子化の影響により、修学旅行の受入は３年連続で減少しており、特に令和２年度は新型コロナ
ウィルスの影響により激減した。令和３年度は、回復の傾向は見られるものの依然厳しい状況にある。農水省においては、地域資源を観光コ
ンテンツとして、インバウンドを含む国内外の観光客を農山漁村に呼び込む「農泊」の推進を掲げており、現在実施している農漁業体験を主
軸としたグリーンツーリズムと観光業のさらなる連携が必要である。

[成果指標]
　未達成の成果指標の要因分析
・多面的機能活動取組面積（取組率）については、事業未実施地域への制度の周知・啓発が不十分であった。また、事業継続地域の過疎化、
高齢化、担い手不足等に伴う、農地転用や遊休地の発生により面積減となった。
・グリーン・ツーリズムにおける交流人口については、新型コロナウィルスの影響により、修学旅行をはじめとした旅行者数が激減した。

[主な取組]
・多面的機能支払交付金事業については、令和４年度は令和３年度の取り組みに加え、地区ブロック説明会において事業内容の周知の他、新
たな取り組みとなる電子申請について、市町村、活動組織への周知を強化する。ホームページでの周知が弱いことから、広報等の取り組みを
強化し、未加入組織へＰＲを図る。また、共同活動の計画的な取組を促すためにも、各地域及び関係機関への制度周知を行うとともに、支援
を希望する地域の市町村に対して、計画的な共同活動が図られるよう情報共有を行う。
・漁村地域整備交付金については、漁港漁村の活性化を図るため、引き続き、地元市町村等からのきめ細やかなヒアリングを通じ、各地区の
事業の進捗や優先順位等を考慮しながら整備に取り組む。
・農村集落基盤・再編・整備事業については、事業実施地区の課題を総合的に把握し、早期の解決を図るため、引き続き、地区ごとに「課題
整理票」を作成するとともに、関係市町村、受益者等の関係者との連携を強化し、円滑な事業の実施に努める。また、事業の交付決定前着手
の積極的活用を促す。
・ふるさと農村活性化基金事業については、農山漁村の活性化に向けた調査研究普及啓発に向けた取組を実施する。また、「沖縄ふるさと百
選」等で認定を受けた地域や効果的な活動計画を作成している団体を優先的に支援していく。
・グリーン・ツーリズムの推進については、グリーンツーリズムのさらなる受入体制の強化や品質向上を図るため、リスクマネジメント研修
や農村交流体験プログラムの開発に取り組むとともに、インストラクター講習会による新たな人材育成を実施する。また、新たに情報発信講
習会を開催して、ホームページやＳＮＳ等の効率的な活用による利用者増加を図る取り組みや、各種イベントへの出展によるプロモーション
活動を実施し、観光客や県民等多くのターゲットに広く発信する。

[成果指標]
・多面的機能活動取組面積（取組率）については、事業継続地区に対して、遊休地解消や担い手の育成等について説明会等を催し面積増を図
る。また、事業未導入の地域や市町村に対して事業説明会を催し、実施地区増を図る。
・グリーン・ツーリズムにおける交流人口については、コロナ収束後、再び沖縄が目的地として選定されるよう、安全・安心で魅力的なグ
リーン・ツーリズムの受入体制を強化するため、引き続き沖縄県グリーン・ツーリズムネットワークにて推進上の課題を共有し「ルール作
り」や人材育成のためインストラクター講習会を継続して解決を進めるとともに、ホームページや各種イベントへの出展を通して、沖縄県の
グリーン・ツーリズム情報を観光客や県民等多くのターゲットに広く発信する。

Ⅰ 主な取組の進捗状況 （Ｐｌａｎ・Ｄｏ） 80.0%
施策推進状況

取組は順調だが、
成果は遅れているⅡ 成果指標の達成状況 （Ｄｏ） 0.0%
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